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【
論
集
】

近
世
期
に
お
け
る
諸
藩
の
放
鷹
文
化

―
尾
張
藩
の
鷹
匠
・
林
氏
と
当
家
伝
来
の
鷹
書
の
紹
介
―

二
本
松
泰
子

は
じ
め
に

　
中
世
か
ら
近
世
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
鷹
狩
り
は
も
っ
ぱ
ら
武
士
た
ち
が
実
施

し
た
。
具
体
的
に
は
、
武
家
の
大
身
領
主
に
仕
え
る
鷹
匠
た
ち
に
よ
っ
て
鷹
術
の

実
技
が
営
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
主
催
し
た
の
は
大
名
家
な
ど
の
支
配
者
で
あ
る

が
、
実
行
し
た
の
は
彼
等
に
仕
え
た
“
鷹
匠
”
た
ち
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
史
で

は
、
鷹
狩
り
の
実
態
や
そ
の
文
化
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
よ
う
な

主
催
者
側
（
支
配
者
側
）
に
主
眼
を
置
い
た
考
察
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
あ
る
い
は
古
代
王
朝
期
に
お
け
る
天
皇
の
鷹
狩
り
で
あ
れ
ば
、
王
権
に

裏
付
け
ら
れ
た
支
配
者
の
た
め
の
示
威
行
為
と
し
て
一
元
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も

可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
世
以
降
の
武
家
の
鷹
狩
り
に
つ
い
て
は
、
多
種
多
様

な
文
化
事
象
を
伴
い
な
が
ら
複
雑
に
展
開
し
た
た
め
（
注
１
）、
そ
れ
が
有
す
る

文
化
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
複
層
的
な
解
釈
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
武
家
の
鷹
狩
り
を
め
ぐ
る
多
彩
な
文
化
事
象
の
中
で
、
稿
者
が

注
目
す
る
の
は
、「
鷹
書
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
群
の
存
在
で
あ
る
。
鷹
書
と
は
、

鷹
狩
り
に
関
す
る
実
技
的
な
知
識
の
み
な
ら
ず
、
鷹
の
縁
起
や
物
語
を
記
載
し
た

伝
書
の
こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
中
世
末
期
以
降
に
お
い
て
は
、
鷹
術
流
派
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
に
流
派
所
縁
の
テ
キ
ス
ト
が
多
数
制
作
さ
れ
た

（
注
２
）。こ
う
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
と
関
わ
る
鷹
術
流
派
が
隆
盛
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
鷹
狩
り
の
礼
法
的
な
価
値
が
高
ま
り
、
や
が
て
当
時
の
成
熟
し
た
武
家
文
化

の
一
角
を
担
う
文
化
事
象
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
特

定
の
鷹
術
流
派
と
は
無
関
係
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
鷹
匠
た
ち
が
そ
れ
ら
を
制

作
す
る
こ
と
で
文
事
的
営
為
を
創
出
す
る
要
因
と
な
っ
た
事
例
も
確
認
で
き
る

（
注
３
）。
こ
う
い
っ
た
現
象
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
鷹
書
は
、
中
近
世
期
に
お

い
て
放
鷹
を
介
す
る
武
家
文
化
の
発
展
を
支
え
た
書
物
群
で
あ
っ
た
。
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稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
鷹
書
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
、
主
に
中
世
末

期
以
降
の
鷹
匠
に
伝
来
し
た
鷹
書
群
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
分
析
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
と
関
連
す
る
武
家
の
放
鷹
文
化
の
実
態
に
関
す
る
検
証
を
進

め
て
き
た
。
本
稿
も
ま
た
同
様
に
、
今
回
新
た
に
確
認
さ
れ
た
尾
張
藩
の
鷹
匠
伝

来
の
鷹
書
と
鷹
匠
文
書
（
い
ず
れ
も
架
蔵
本
）
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
具
体
的

に
は
、
尾
張
藩
士
の
林
氏
に
伝
来
し
た
テ
キ
ス
ト
群
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
そ
れ

ら
の
全
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
近
世
期
に
お
け
る
武
家
の
鷹
狩
り
の

実
像
に
つ
い
て
、
文
化
史
的
な
視
座
か
ら
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
情
報
を
提

示
し
た
い
。

一
　
林
氏
と
当
家
伝
来
の
鷹
書
に
つ
い
て

　
今
回
、
取
り
上
げ
る
鷹
書
と
鷹
匠
文
書
を
伝
来
し
た
林
氏
は
、
代
々
尾
張
藩
の

鷹
匠
を
勤
め
た
一
族
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
後
期
に
尾
張
藩
が
作
成
し

た
藩
士
の
系
譜
集
『
藩
士
名
寄
』
に
も
、
林
氏
の
一
族
で
、
鷹
匠
と
な
っ
た
人
物

の
名
前
が
多
数
散
見
す
る
（
後
述
）。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
当
家
伝
来
の
文
書
群
に
含
ま
れ
る
鷹
匠
文
書
に
見
え
る
情

報
か
ら
、
当
家
の
鷹
匠
を
勤
め
た
人
物
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
当
該
テ
キ
ス
ト
の

書
誌
を
以
下
に
記
す
。

（
ア�

）『
當
家
代
々
勤
書
』（
外
題
）。
縦
19.5
㌢
×
横
13.9
㌢
。
本
文
共
紙
表
紙
。
紙

縒
り
綴
じ
。
表
紙
中
央
や
や
右
上
に
ひ
ょ
う
た
ん
型
の
蔵
書
印
。
表
紙
中
央

に
ウ
チ
ツ
ケ
書
き
で
「
當
家
代
々
勤
書
　
前
ノ
川
　
林
（
２
㌢
四
方
の
正
方

印
「
林
」）」。
全
三
丁
。
裏
表
紙
見
返
し
に
も
本
文
有
。
半
葉
六
行
～
十
四
行
。

漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
寛
永
年
間
～
文
政
年
間

の
当
主
の
系
譜
お
よ
び
鷹
匠
と
し
て
の
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
同
書
に
よ
る
と
、
寛
永
年
間
以
降
に
お
け
る
代
々
の
当
主
六
人
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
と
経
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
各
人
物
の
注
記
に

見
え
る
主
要
な
情
報
を
箇
条
書
き
で
示
す
（
原
文
を
引
用
し
た
部
分
に
お
い

て
、
虫
食
い
な
ど
で
判
別
で
き
な
い
文
字
に
つ
い
て
は
□
で
示
し
た
。
以
下

同
じ
）。

①
　
林
儀
兵
衛
　
藤
原
定
秋

・�「
林
駿
河
守
通
村
（
未
詳
）」
の
末
裔
で
、「
林
孫
七
郎
（
未
詳
）」
か
ら
四
代

の
孫
。

・�

寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
に
「
源
敬
樣
（
尾
張
藩
初
代
藩
主
・
徳
川
義
直
）」

に
召
出
さ
れ
て
「
同
心
御
鷹
匠
」
を
勤
め
、「
御
切
米
拾
貮
石
扶
持
三
人
分
」

を
下
さ
れ
た
。

・�「
瑞
龍
院
様
（
尾
張
藩
第
二
代
藩
主
・
徳
川
光
友
）」
の
時
代
の
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
九
月
十
日
に
病
死
。

・�

尾
張
藩
に
総
じ
て
「
年
數
五
拾
八
年
」
仕
え
、
享
年
「
七
十
九
才
」
で
あ
っ

た
。

②
　
林
与
右
衛
門
　
藤
原
展ノ

ブ

清キ
ヨ

・�「
儀
兵
衛
二
男
」。

・�「
延
寶
五
年
（
一
六
七
七
）」
正
月
、「
瑞
龍
院
樣
」
の
時
代
に
「
御
鷹
匠
」

を
勤
め
た
。

・�「
圓
覚
院
様
（
尾
張
藩
第
四
代
藩
主
・
徳
川
吉
通
）」
の
時
代
の
「
元
禄
十
四

年
（
一
七
〇
一
）」
十
一
月
十
一
日
に
病
死
。
享
年
「
四
十
二
才
」。

・�「
延
寶
五
年
」
正
月
に
「
同
心
御
鷹
匠
」
を
勤
め
、「
御
切
米
八
石
御
扶
持
貮
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人
分
」
下
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
、「
御
加
増
御
加
扶
持
」
に
よ
っ
て
「
拾
壱

石
五
斗
三
人
扶
持
」
を
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

・�「
瑞
龍
院
様
」
に
鷹
を
以
て
仕
え
た
。

・�「
泰
心
院
様
（
尾
張
藩
第
三
代
藩
主
・
徳
川
綱
誠
）」
に
鷹
を
以
て
仕
え
た
。

総
じ
て
勤
務
年
数
は
「
貮
拾
五
年
」
で
あ
る
。

③
　
林
源
蔵
　
藤
原
充ミ

ツ

莫ヒ
デ

・�「
与
右
衛
門
二
男
」。

・�「
源
戴
様
（
尾
張
藩
第
八
代
藩
主
・
徳
川
宗
勝
）」
の
時
代
の
「
延
享
三
年
（
一

七
四
六
）」
正
月
に
鷹
に
関
す
る
跡
を
継
ぎ
、「
同
四
年
（
一
七
四
七
）」
十

月
に
鷹
を
遣
っ
て
報
酬
を
得
た
。

・�「
寶
暦
五
年（
一
七
五
五
）」正
月
、「
同
心
御
鷹
匠
」に
召
出
さ
れ
て
勤
め
、「
御

切
米
拾
石
御
扶
持
三
人
」
を
下
さ
れ
た
。

・�「
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）」
の
「
二
月
廿
六
日
」
に
「
前
之
川
」
に
て
屋
敷

に
居
す
。

・�「
源
明
様
（
尾
張
藩
第
九
代
藩
主
・
徳
川
宗
睦
）」
の
時
代
の
「
明
和
八
年
（
一

七
七
一
）」
十
月
三
日
に
病
死
。

・�

勤
続
年
数
「
拾
七
年
」、
享
年
「
六
十
七
才
」。

④
　
林
源
兵
衛
　
藤
原
光ミ

ツ

林シ
ゲ

・�「
源
蔵
惣
領
」。

・�

初
め
は
「
源
之
丞
」
と
称
し
た
。

・�「
源
明
様
」
の
時
代
の
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
の
八
月
に
鷹
に
関
す
る
跡

を
継
ぎ
、「
同
八
年
」
の
「
十
二
月
廿
九
日
」
に
父
祖
の
「
同
心
御
鷹
匠
見
習
」

に
召
出
さ
れ
、「
御
扶
持
方
三
人
分
」
を
下
さ
れ
た
。

・�「
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）」
の
「
十
二
月
十
六
日
」
に
「
同
心
御
鷹
匠
」
関

連
の
役
職
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、「
御
切
米
八
石
御
扶
持
貮
人
分
」
を
下
さ
れ
た
。

・�「
安
永
八
年
（
一
七
七
九
年
）」
の
「
正
月
十
三
日
」
に
「
同
心
御
鷹
匠
本
役
」

を
仰
せ
付
け
ら
れ
、「
御
加
増
米
貮
石
御
加
扶
持
壱
人
分
」
を
下
さ
れ
、「
都

合
御
切
米
拾
石
御
扶
持
三
人
分
」
と
な
っ
た
。

・�「
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）」
の
「
三
月
廿
五
日
」
に
鷹
匠
関
連
の
役
職
を
仰

せ
付
け
ら
れ
、「
同
六
年
（
一
七
九
四
）」
の
「
四
月
十
五
日
」
に
「
鳥
目
百

疋
」
を
献
上
し
て
お
目
見
え
仕
り
、「
同
廿
四
日
」
に
「
御
鷹
匠
」
を
仰
せ

付
け
ら
れ
「
御
加
増
米
三
石
御
加
扶
持
壱
人
分
」
を
下
さ
れ
た
。
都
合
「
御

切
米
拾
三
石
御
扶
持
四
人
分
」
に
な
っ
た
。

・�「
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）」
の
「
二
月
十
八
日
」
に
御
例
の
「
御
鷹
匠
」
に

仰
せ
付
け
ら
れ
、「
同
十
一
年
」
の
「
四
月
十
五
日
」
に
「
御
切
米
御
扶
持
方
」

と
も
に
俵
数
と
な
り
、「
五
拾
八
俵
高
」
を
下
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
三
拾

俵
は
世
録
に
な
っ
た
。

・�「
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）」
七
月
の
時
に
、「
御
紋
附
衣
服
之
儀
上
下
」
の

着
用
に
つ
い
て
仰
せ
が
あ
っ
た
。

・�「
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）」
の
「
正
月
十
一
日
」
に
「
六
拾
四
俵
高
」
を
下

さ
れ
た
。

・�「
同
年
七
月
九
日
」
に
「
御
鷹
匠
」
の
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。

・�「
當
御
代
（
尾
張
藩
第
十
代
藩
主
・
徳
川
斉
朝
）
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）

二
月
十
八
日
」
病
死
。
享
年
六
十
六
才
。

⑤
　
林
源
三
郎
　
藤
原
光
正

・�「
源
兵
衛
養
子
」。
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・�
初
め
は
「
乙
三
郎
」
と
称
し
た
。

・�
実
は
「
□
御
□
大
墅
㐂
助
」
の
三
男
。

・�「
當
御
代
（
徳
川
斉
朝
）
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）」
の
三
月
十
一
日
、
婿
養

子
と
な
っ
て
（
当
家
の
）
跡
を
継
い
だ
。
こ
の
時
十
二
歳
。

・�「
同
二
年
（
一
八
〇
二
）」
の
「
三
月
廿
一
日
」
に
鷹
に
関
す
る
跡
を
継
ぎ
、「
同

五
月
十
九
日
」
に
初
め
て
お
目
見
え
し
た
。

・�「
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）」
の
「
三
月
十
四
日
」
に
「
御
鷹
匠
見
習
」
と
し

て
召
出
さ
れ
、「
御
切
米
三
拾
俵
」
を
下
さ
れ
、
さ
ら
に
「
四
拾
四
俵
」
と
な
っ

た
・�「
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）」
の
「
十
二
月
廿
一
日
」
に
「
御
鷹
匠
」
を
仰
せ

付
け
ら
れ
、「
同
年
十
二
月
廿
六
日
」
に
「
五
拾
八
俵
」
と
な
っ
た
。

・�「
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）」
の
「
七
月
十
一
日
」
に
「
亡
父
源
兵
衛
」
の
跡

を
つ
い
で
切
米
を
相
違
な
く
下
さ
れ
、「
五
拾
八
俵
」
下
さ
れ
た
。

・�「
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）」
の
「
六
月
廿
四
日
」、
御
例
の
「
御
鷹
匠
」
を

仰
せ
付
け
ら
れ
た
。

⑥
　
林
松
四
郎
　
藤
原
光
久

・�「
源
三
郎
養
子
」。

・�

実
は
「
源
兵
衛
二
男
」。

・�「
當
御
代
（
徳
川
斉
朝
）
文
政
二
年
」
の
八
月
初
日
に
御
目
見
え
し
、「
文
政

三
年
（
一
八
二
〇
）」
の
二
月
に
養
子
に
な
っ
た
。

・�「
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）」
の
「
九
月
廿
五
日
」
に
「
御
鷹
匠
」
と
し
て
召

出
さ
れ
、「
御
切
米
三
拾
俵
」
を
下
さ
れ
、
さ
ら
に
「
四
拾
四
俵
」
を
下
さ

れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
触
れ
た
『
藩
士
名
寄
』（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
、
請
求

番
号
一
四
一
ノ
一
）
に
も
、
右
の
④
「
林
源
兵
衛
（
源
之
丞
）」
の
名
前
が
見
え
、

右
掲
書
の
注
記
と
同
様
に
明
和
八
年
十
二
月
二
十
九
日
に
同
心
鷹
匠
見
習
い
に

な
っ
た
由
な
ど
の
履
歴
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
藩
士
名
寄
』
に

右
掲
の
⑤
「
林
源
三
郎
（
林
乙
三
郎
）」
の
名
前
が
見
え
、
や
は
り
右
掲
書
の
注

記
と
同
様
に
文
化
八
年
三
月
十
四
日
に
御
鷹
匠
見
習
い
に
な
っ
た
由
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
『
藩
士
名
寄
』
に
右
掲
の
⑥
「
林
松
四
郎
」
の
名

前
が
見
え
、
右
掲
書
の
注
記
と
同
様
に
文
政
六
年
九
月
二
十
五
日
に
御
鷹
匠
と

な
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
右
掲
の
『
當
家
代
々
勤

書
』
に
は
、
尾
張
藩
の
公
式
記
録
と
一
致
す
る
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
該
文
書
に
見
え
る
林
氏
当
主
の
履
歴
は
、
史
実
と
重
な
る
内
容
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
次
に
、
こ
の
よ
う
な
当
家
に
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
鷹
書
お
よ
び
鷹
匠
文
書
の
書

誌
一
覧
を
以
下
の
（
イ
）
～
（
ソ
）
に
掲
出
す
る
。

（
イ�

）『
林
氏
家
傳
　
附
録
』（
外
題
）。「
越ヲ

智チ

ノ
姓セ
ウ

林
氏
家
傳
」（
巻
首
題
）。
縦

21.8
㌢
×
横
13.8
㌢
。
本
文
共
紙
表
紙
。
紙
縒
り
綴
じ
。
表
紙
左
側
に
ウ
チ
ツ
ケ

書
き
で
「
林
氏
家
傳
　
附
録
」。
全
八
丁
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
漢
字
カ
タ

カ
ナ
交
じ
り
文
。
裏
表
紙
見
返
し
に
「
林
光
林
／
所
持
」。
孝
霊
天
皇
の
第

三
御
子
と
さ
れ
る
越
智
皇
子
を
氏
祖
と
し
て
、
寛
永
年
間
の
当
主
で
あ
っ
た

「
定
秋
（
林
儀
兵
衛
）」
ま
で
の
当
家
の
系
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
ウ�
）『
世
録
記
　
全
』（
外
題
）。
刷
毛
目
表
紙
。
縦
19.9
㌢
×
横
12.6
㌢
。
四
ツ
目

綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
世
録
記
　
全
」
の
貼
題
簽
（
縦
11.5
㌢
×
横

3.0
㌢
）。全
二
十
丁
。一
丁
表
末
尾
に「
林
光
林（
２
㌢
四
方
の
正
方
印「
林
」）」。
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裏
表
紙
見
返
し
に
も
朱
筆
で
本
文
有
。
半
葉
八
行
前
後
。
漢
字
ひ
ら
が
な
交

じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
寛
政
十
二
年
四
月
か
ら
文
久
二
年
十
一
月

ま
で
の
当
家
に
関
す
る
記
録
。

（
エ�

）『
永
代
　
屋
敷
作
事
帳
　
并
道
具
出
来
留
』（
外
題
）。
縦
24.6
㌢
×
横
17.2
㌢
。

本
文
共
紙
表
紙
。
紙
縒
り
綴
じ
。
表
紙
に
ウ
チ
ツ
ケ
書
き
で
「
天
明
元
丑
年

ヨ
リ
／
永
代
／
屋
敷
作
事
帳
／
并
道
具
出
来
留
／
前
之
川
／
林
」。
表
紙
中

央
下
に
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」。
全
二
十
四
丁
。
一
丁
表
右
下
に
２
㌢

四
方
の
正
方
印
「
林
」。
表
紙
見
返
し
に
も
本
文
有
。
半
葉
十
四
行
～
十
七
行
。

漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
天
明
年
間
～
慶
應
年
間

の
当
家
の
屋
敷
等
に
関
わ
る
記
録
。

（
オ�

）『
御
系
譜
附
合
戰
名
數
』（
外
題
）。
縦
24.5
㌢
×
横
17.3
㌢
。
本
文
共
紙
表
紙
。

紙
縒
り
綴
じ
。
表
紙
中
央
に
ウ
チ
ツ
ケ
書
き
で
「
御
系
譜
／
附
／
合
戰
名
數
」。

表
紙
右
下
に
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」。
全
八
丁
。
一
丁
表
～
二
丁
裏
「
三

河
後
風
土
記
抜
畫
序
」（
半
葉
十
行
、
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
文
）、
三
丁
表

～
四
丁
裏
「
得
川
世
良
田
中
興
御
系
譜
」（
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
）、
五

丁
表
～
八
丁
表
「
家
康
公
御
一
代
大
合
戰
」（
半
葉
十
行
前
後
、
漢
字
カ
タ

カ
ナ
交
じ
り
文
）。
裏
表
紙
見
返
し
に
「
右
／
和
漢
武
家
名
數
抜
書
／
文
化

十
二
年
亥
十
一
月
日
　
林
光
林
」。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
徳
川
家
康
に
ま

つ
わ
る
書
物
の
抜
き
書
き
集
。

（
カ�

）『
羣
書
類
從
　
三
百
五
十
六
』（
外
題
）。
香
色
布
目
型
押
し
表
紙
。
縦
26.5

㌢
×
横
18.2
㌢
。
四
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
羣
書
類
從
　
三
百

五
十
六
」
の
貼
題
簽
（
縦
17.8
㌢
×
横
3.3
㌢
）。
全
五
十
二
丁
。
一
丁
表
右
上

に
ひ
ょ
う
た
ん
型
の
蔵
書
印
、
左
下
に
縦
2.3
㌢
×
横
2.0
㌢
の
長
方
印
「
光
林
」、

中
央
に
朱
筆
で
「
新
修
鷹
経
上
中
下
／
嵯
峨
野
物
語
／
白
鷹
記
／
養
鷹
記
」。

裏
表
紙
見
返
し
に
「
江
部
塙

ハ
ナ
ワ

檢
校
／
群
書
類
從
五
百
三
十
巻
／
一
千
七
百

余
部
を
集
ム
よ
し
／
鷹
ニ
毛
爪
ヲ
書
タ
ル
ハ
檢
校
深
キ
心
ノ
／
有
テ
ノ
意
ト
云

云
／
文
化
九
年
申
冬
此
一
巻
ヲ
求
光
林
（
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」）」
の

書
入
れ
あ
り
。
本
文
は
『
群
書
類
従
　
巻
第
三
百
五
十
六
』
の
版
本
。

（
キ�

）『
新
修
鷹
經
　
智
』（
外
題
）。「
新
修
鷹
經
　
上
中
下
」（
内
題
）。
香
色
表

紙
。
縦
28.0
㌢
×
横
20.0
㌢
。
五
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
新
修
鷹

經
　
智
」
の
貼
題
簽
（
縦
18.8
㌢
×
横
3.8
㌢
）。
全
三
十
一
丁
。
表
紙
見
返
し

に
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」。
一
丁
表
右
上
に
ひ
ょ
う
た
ん
型
の
蔵
書
印
、

左
肩
に
「
新
修
鷹
經
　
上
中
下
」。
三
十
一
丁
表
に
朱
筆
で
「
人
皇
五
十
二

代
／
嵯
峩
天
皇
ノ
御
宇
弘
仁
九
年
ヨ
リ
寛
政
七
年
マ
テ
凡
九
百
七
十
五
年
ナ
リ
」。

裏
表
紙
見
返
し
中
央
に
「
林
氏
光
林
（
2
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」）」。
半

葉
十
行
。
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
挿
絵
に
彩
色

あ
り
。
嵯
峨
天
皇
の
撰
述
と
さ
れ
る
『
新
修
鷹
経
』
の
写
本
。

（
ク�

）『
新
修
鷹
經
　
辨
疑
論
　
仁
』（
外
題
）。「
鷹
経
辨
疑
論
　
上
中
」（
内
題
）。

合
二
冊
。
縦
28.0
㌢
×
横
20.0
㌢
。
五
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
新

修
鷹
經
　
辨
疑
論
　
仁
」
の
貼
題
簽
（
縦
18.8
㌢
×
横
3.8
㌢
）。
全
八
十
丁
。
表

紙
見
返
し
に
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」。
一
丁
表
右
上
に
ひ
ょ
う
た
ん
型

の
蔵
書
印
、
左
肩
に
「
鷹
経
辨
疑
論
　
上
中
」。
裏
表
紙
見
返
し
中
央
に
「
林

氏
光
林
（
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」）」。
半
葉
八
行
。
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交

じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
挿
絵
に
彩
色
あ
り
。
各
伝
本
の
奥
書
に
持

明
院
基
春
の
名
前
が
見
え
る
『
鷹
経
弁
疑
論
』
の
上
巻
お
よ
び
中
巻
の
合
冊

写
本
。
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（
ケ�
）『
新
修
鷹
經
　
辨
疑
論
　
勇
』（
外
題
）。「
鷹
経
辨
疑
論
　
下
　
尾
」（
内
題
）。

縦
28.0
㌢
×
横
20.0
㌢
。
五
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
新
修
鷹
經
　

辨
疑
論
　
勇
」
の
貼
題
簽
（
縦
18.8
㌢
×
横
3.8
㌢
）。
全
四
十
九
丁
。
表
紙
見
返

し
に
2
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」。
一
丁
表
右
上
に
ひ
ょ
う
た
ん
型
の
蔵
書
印
、

左
肩
に
「
鷹
経
辨
疑
論
　
下
　
尾
」。
四
十
九
丁
表
に
朱
筆
で
「
右
／
文
亀

三
年
□
□
寛
政
七
年
マ
テ
凡
二
百
九
十
三
年
ナ
リ
／
人
皇
百
五
代
後
柏
原
院

ノ
御
宇
ノ
コ
ロ
ナ
リ
／
武
家
ハ
足
利
義十
二
代澄
公
將
軍
ノ
コ
ロ
か
／
足
利
八
代
乄
義

政
公
東
山
ニ
隱
居
ス
是
ヲ
東
山
殿
ト
云
慈
院
ト
号
ス
」。
裏
表
紙
見
返
し
中
央
に

「
寛
政
七
乙
　

　
卯

秋
九
月
四
日
／
尾
陽
／
林
氏
／
光
林
冩
之
（
２
㌢
四
方
の
正
方

印
「
林
」）」。
半
葉
八
行
。
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。

各
伝
本
の
奥
書
に
持
明
院
基
春
の
名
前
が
見
え
る
『
鷹
経
弁
疑
論
』
の
下
巻

の
写
本
。
※
（
ト
）（
チ
）（
リ
）
に
つ
い
て
は
、「
新
修
鷹
經
辨
疑
論
全
部
合

三
　
卷

／

林
」
と
表
記
さ
れ
た
渋
引
き
の
帙
様
の
も
の
（
？
）
で
一
括
保
存
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
本
と
し
て
伝
来
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。

（
コ�

）『
鷹
養
生
傳
　
全
』（
外
題
）。「
鷹
養
生
秘
書
」（
内
題
）。
横
刷
毛
目
表
紙
。

縦
27.1
㌢
×
横
19.7
㌢
。
四
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
鷹
養
生
傳
　

全
」
の
貼
題
簽
（
縦
18.8
㌢
×
横
3.8
㌢
）。
全
三
十
八
丁
。
一
丁
表
左
肩
に
「
鷹

養
生
秘
書
（
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」）」。
三
十
八
丁
表
に
「
尾
陽
／
林

氏
家
書
光
林
所
持
（
２
㌢
四
方
の
朱
正
方
印
「
林
」）」。
半
葉
十
行
。
漢
字

ひ
ら
が
な
交
じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
挿
絵
に
彩
色
あ
り
。
前
半
部

の
内
容
は
鷹
の
羽
・
目
・
内
臓
等
の
部
位
に
つ
い
て
の
説
明
で
後
半
部
は
鷹

の
薬
に
つ
い
て
の
説
明
。

（
サ�

）『
関
東
　
鷹
心
得
之
書
』（
外
題
）。
朽
葉
色
雷
文
繋
地
雲
型
押
し
表
紙
。

縦
26.4
㌢
×
横
19.6
㌢
。
四
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
関
東
／
鷹
心

得
之
書
」
の
貼
題
簽
（
縦
18.8
㌢
×
横
3.8
㌢
）。
全
四
十
七
丁
（
う
ち
遊
紙
前

後
一
丁
）。
二
丁
表
と
裏
に
「
目
録
」
あ
り
。
四
十
六
丁
裏
に
「
天
明
二
寅

年
五
月
／
猪
飼
藤
左
衛
門
著
／
寛
政
八
辰
十
月
一
橋
樣
御
用
人
／
猪
飼
藤
左

衛
門
殿
よ
り
被
借
上
候
鷹
心
得
／
之
書
写
之
置
　
光
久
（
花
押
）」。
半
葉
十

行
。
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
文
。
鷹
を
扱
う
際
に
必
要
な
実
技
的
な
知
識
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
シ�

）『
鷹
事
傳
　
全
』（
外
題
）。「
鷹
事
集
　
秘
傳
書
　
全
」（
内
題
）。
横
刷
毛

目
表
紙
。
縦
24.0
㌢
×
横
16.3
㌢
。
四
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
鷹

事
傳
　
全
」
の
貼
題
簽
（
縦
17.9
㌢
×
横
3.8
㌢
）。
全
九
十
三
丁
。
二
丁
裏
六

行
目
～
六
丁
表
一
行
目
に
「
目
録
」
あ
り
。
一
丁
表
の
右
下
に
２
㌢
四
方
の

正
方
印
が
上
下
ふ
た
つ
あ
り
。
同
じ
く
一
丁
表
の
左
肩
に
ひ
ょ
う
た
ん
型
の

蔵
書
印
、
そ
の
横
に
「
鷹
事
集
　
秘
傳
書
　
全
」。
九
十
三
丁
表
に
「
延
享

二
年
巳
　
十
二
月
／
右
／
林
充
莫
筆
／
鷹
法
式
終
」、
九
十
三
丁
裏
に
「
源

兵
衞
ト
改
／
林
源
之
丞
　
光
林
（
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」）
／
代
々
此

書
受
持
ス
」。
半
葉
十
一
行
。
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ

あ
り
。
挿
絵
に
彩
色
あ
り
。
※
裏
表
紙
と
九
十
三
丁
と
の
間
に
二
羽
の
鷹
を

描
い
た
羽
や
目
・
足
・
尾
な
ど
の
図
解
を
掲
載
し
た
紙
片
二
枚
（
縦
28.5
㌢
×

横
39.0
㌢
と
縦
28.0
㌢
×
横
39.5
㌢
）
が
挟
ま
っ
て
い
る
。
鷹
説
話
や
鷹
に
関
す
る

知
識
な
ど
が
一
つ
書
き
形
式
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
ス�

）『
巣
鷹
三
十
六
首
』（
内
題
）。
香
色
布
目
型
押
し
表
紙
。
縦
22.7
㌢
×
横
14.2
㌢
。

四
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
貼
題
簽
の
剥
離
跡
あ
り
。
全
二
十
三
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丁
。
表
紙
裏
に
「
目
録
」
あ
り
。
一
丁
表
右
下
に
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」、

中
央
下
に
「
林
」、
左
肩
に
「
巣
鷹
三
十
六
首
」。
裏
表
紙
見
返
し
に
「
尾
陽

／
林
氏
光
林
（
２
㌢
四
方
の
正
方
印
「
林
」）」。
半
葉
七
行
前
後
。
漢
字
ひ

ら
が
な
交
じ
り
文
。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
鷹
に
つ
い
て
の
知
識
を
詠
み
こ

ん
だ
鷹
和
歌
や
鷹
の
薬
飼
お
よ
び
鷹
の
飼
育
法
や
扱
い
方
に
つ
い
て
の
知
識

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
セ�

）『
鷹
鶻
方
點
註
　
全
』（
外
題
）。
朽
葉
色
雷
文
繋
地
雲
型
押
し
表
紙
。
縦

27.1
㌢
×
横
19.5
㌢
。
四
ツ
目
綴
じ
。
袋
綴
じ
。
表
紙
左
肩
に
「
鷹
鶻
方
點
註
　

全
」
の
貼
題
簽
（
縦
15.9
㌢
×
横
3.6
㌢
）。
全
三
十
丁
（
う
ち
遊
紙
前
一
丁
）。

二
丁
表
右
下
に
２
㌢
四
方
の
朱
正
方
印
「
林
」。
二
十
九
丁
裏
に
「
寛
政
八

丙
　

　
辰

季
冬
日
　
光
林
（
２
㌢
四
方
の
朱
正
方
印
「
林
」）」。
半
葉
九
行
。
漢
字

カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
。
十
六
世
紀
の
朝
鮮
で
成
立
し
た
『
新
増
鷹
鶻
方
』（
李

爓
編
）
に
点
注
を
付
し
た
写
本
。

（
ソ�

）『
鷹
出
所
地
名
』。
折
本
。
縦
15.8
㌢
×
横
96.5
㌢
。
末
尾
に
縦
2.3
㌢
×
横
2.0
㌢

の
長
方
印
「
光
林
」。
朱
筆
の
書
入
れ
あ
り
。
鷹
の
産
地
の
地
名
一
覧
を
掲
載
。

二
　
林
光
林
の
鷹
書

　
前
節
で
挙
げ
た
（
ア
）
～
（
エ
）
は
、
尾
張
藩
の
鷹
匠
で
あ
る
林
氏
の
家
歴
や

系
譜
な
ど
に
つ
い
て
記
し
た
文
書
で
、（
オ
）
の
み
、
徳
川
家
康
に
関
連
す
る
書

物
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
他
と
は
異
質
な
文
書
と
な
っ
て
い
る
。さ
ら
に
、（
カ
）

～
（
ソ
）
は
林
氏
の
当
主
が
蒐
集
・
伝
来
し
た
鷹
書
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

（
サ
）『
関
東
　
鷹
心
得
之
書
』
を
除
く
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
に
「
光
林
」
の
名

前
も
し
く
は
彼
と
関
わ
る
蔵
書
印
が
見
え
る
。
前
節
で
紹
介
し
た
通
り
、「
光
林
」

は
別
名
「
林
源
兵
衛
」「
源
之
丞
」
と
称
し
、
尾
張
藩
第
九
代
藩
主
・
徳
川
宗
睦

と
同
第
十
代
藩
主
・
徳
川
斉
朝
に
仕
え
た
鷹
匠
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、（
サ
）
は

光
林
か
ら
二
代
目
の
光
久
が
書
写
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
た
め
、
奥
書
や
蔵
書
印

な
ど
に
光
林
の
名
前
が
見
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
光
林
所
縁
の
鷹
書
群
に
は
、
特
定
の
鷹
術
流
派
と
関
わ
る
よ
う

な
テ
キ
ス
ト
類
は
確
認
で
き
な
い
。
当
時
の
諸
藩
に
仕
え
る
鷹
匠
た
ち
の
多
く
は
、

著
名
な
鷹
術
流
派
に
従
事
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
関
わ
る
鷹
書
類
を
積
極
的

に
蒐
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
事
に
ま
つ
わ
る
放
鷹
文
化
の
一
翼
を
担
っ
て
い

た
が
（
注
４
）、
林
氏
は
そ
う
い
っ
た
事
蹟
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
等
の
文
事
的
営
為
を
分
析
す
る
た
め
、
上
記
の
鷹
書
群
を

内
容
上
の
特
徴
に
基
づ
い
て
分
類
す
る
と
、
下
記
の
三
種
類
に
大
別
で
き
る
。

①�

　
群
書
類
従
の
版
本
お
よ
び
群
書
類
従
に
所
収
さ
れ
て
い
る
先
行
の
鷹
書
を
書

写
し
た
も
の

（
カ
）『
羣
書
類
從
　
三
百
五
十
六
』、（
キ
）『
新
修
鷹
經
　
智
』、（
ク
）『
新

修
鷹
經
　
辨
疑
論
　
仁
』、（
ケ
）『
新
修
鷹
經
　
辨
疑
論
　
勇
』。

②�

　
原
本
や
典
拠
が
現
段
階
で
未
詳
の
鷹
書

（
コ
）『
鷹
養
生
傳
　
全
』、（
シ
）『
鷹
事
傳
　
全
』、（
ソ
）『
鷹
出
所
地
名
』。

③�

　
光
林
が
著
し
た
独
自
の
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
鷹
書

（
ス
）『
巣
鷹
三
十
六
首
』、（
セ
）『
鷹
鶻
方
點
註
　
全
』。

　
右
掲
の
①
～
③
に
分
類
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
群
の
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
、
①
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
群
書
類
従
を
中
心
と
す
る
鷹
書
へ
の
関
心
の
高
さ
が
ま
ず
は

指
摘
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
林
氏
が
関
わ
っ
た
放
鷹
文
化
の
“
独
自

性
”
の
解
明
を
目
指
す
こ
と
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
③
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
注
目
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す
る
。
さ
ら
に
は
、
③
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
、（
セ
）『
鷹
鶻
方
點
註
　
全
』
に

つ
い
て
は
、
そ
の
紙
幅
の
大
半
が
『
新
増
鷹
鶻
方
』
の
本
文
に
点
注
を
付
し
た
も

の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
は
（
ス
）『
巣
鷹
三
十
六
首
』
の
本
文
の
方

か
ら
取
り
上
げ
る
。
同
書
は
二
丁
表
か
ら
九
丁
表
ま
で
に
お
い
て
鷹
和
歌
が
掲
載

さ
れ
、
九
丁
裏
か
ら
裏
表
紙
見
返
し
ま
で
に
は
散
文
体
の
鷹
術
に
関
す
る
専
門
知

識
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
光
林
が
著
し
た
独
自
の
文
言
で
あ

る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
前
半
の
鷹
和
歌
の
部
分
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
以
下
に
前
半
の
該
当
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
翻
刻
本
文
を
掲
出

す
る
（
句
読
点
は
私
意
で
付
し
た
。
以
下
同
じ
）。

　
　
巣
鷹
三
十
六
首
序

夫
鷹
ハ
深
山
に
生
し
て
涼
し
き
山
気
を
請
て
諸
鳥
の
温
肉
に
養
ハ
ル
。
人
此

巣
ヲ
下
ロ
し
て
、
里
ニ
来
リ
。
大
暑
ノ
人
家
に
飼
ふ
、
何
ぞ
疲
レ
な
か
ら
ん
や
。

然
レ
共
、
五
臓
六
腑
健
カ
ニ
し
て
、
よ
く
水
食
ニ
養
ハ
ル
。
是
ヲ
繋
で
餌
ヲ
ひ
か

へ
、
人
ニ
な
れ
し
め
ん
と
ほ
つ
す
。
何
ぞ
あ
や
ふ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
寔
ニ
人

の
養
ニ
よ
る
へ
し
。
古
ヘ
の
鷹
書
・
鷹
経
・
鷹
鶻
方
・
定
家
卿
の
三
百
首
、

其
外
家
々
の
秘
書
、
か
ぞ
ふ
る
ニ
い
と
ま
あ
ら
す
。
当
然
、
唐
書
ト
日
本
ト

異
ナ
ル
事
も
有
へ
し
。
三
百
首
ハ
歌
道
ニ
た
つ
セ
ず
し
て
は
、
難
レ
知
事
も
有
。

後
人
鷹
ヲ
ま
な
ぶ
童
子
、
見
や
す
か
ら
ん
為
ニ
、
ふ
つ
ゝ
か
の
三
十
一
字
ト

な
し
て
初
メ
ニ
定
家
卿
の
御
歌
ヲ
一
首
出
し
、
為
レ
恕
、
是
ニ
な
ぞ
ら
へ
て
三

十
五
首
ヲ
な
せ
り
。
猶
、
後
人
の
加
筆
ヲ
待
而
　

　
已

。

�

尾
陽
鷹
士
　
林
氏
光
林

鷂
巣
ハ
か
い
わ
り
て
ゟ
廿
三
日
め
ニ
下
し
て
宜
敷
比
合
也

萑
鷂
巣
ハ
か
い
わ
り
て
ゟ
十
六
日
め
ニ
下
し
て
宜
敷
比
合
也

光
林
於
藪
原
此
に
た
め
し
見
之

巣
お
ろ
し
の
鳥
屋
の
内
よ
り
手
習
に
こ
ゝ
ろ
き
ゝ
て
や
石
を
と
る
ら
ん

塒
鷹
を
籠
よ
り
と
ら
へ
出
す
時
は
小
指
で
足
を
と
め
て
持
へ
し

尾
は
四
符
を
出
し
て
揃
ふ
繋
比
伏
セ
て
ハ
し
る
み
見
ゆ
る
石
打

爪
觜
ハ
先
を
切
た
る
斗
に
て
いあ

ヒ

を
り
を
付
ケ
ぬ
觜
ぞ
や
さ
し
き

【
觜
の
図
】
是
ハ
あ
を
り
ヲ
付
た
る
觜
也
。
塒
た
か
ハ
爪
觜
ス
ル
ニ
何
を
か
を

付
ず
。

繋
た
る
其
日
ハ
あ
へ
て
戸
を
明
ケ
ず
夕
か
た
あ
け
て
の
ぞ
き
見
る
へ
し

繋
た
る
其
夜
は
部
屋
の
内
に
据
し
づ
か
に
水
を
飼
て
伏
へ
し

夜
据
に
は
い
と
ゞ
眠
り
を
つ
ゝ
し
み
て
鞢
に
留
メ
し
水
縄
の
先
キ

鷹
部
屋
の
前
に
終
日
晝
い
た
し
折
々
明
て
口
餌
を
ぞ
か
ふ

一
日
に
萑
壱
羽
の
口
餌
こ
そ
心
得
有
し
鷹
の
強
弱

い
や
が
る
を
無
理
に
口
餌
に
付
ケ
ん
と
て
求
メ
て
お
ど
す
事
ぞ
よ
か
ら
じ

漸
と
架
の
上
に
て
据
あ
げ
て
い
や
み
な
け
れ
ハ
等
聲
懸
ら
ん

い
や
み
な
く
等
聲
覚
て
よ
く
懸
り
肉
も
ひ
き
な
ば
臺
に
移
さ
ん

ぶ
ち
あ
て
ハ
か
ね
て
夜
据
の
時
よ
り
も
羽
尾
つ
く
ろ
い
て
觜
指
や
せ
ん

臺
に
う
つ
す
前
に
は
笠
を
か
む
り
つ
ゝ
部
屋
ノ
内
よ
り
姿
見
せ
け
ん

繋
た
る
架
の
俟
に
て
据
上
て
戸
を
引
た
て
ゝ
繋
と
く
ら
ん

ひ
る
に
移
し
も
は
や
口
餌
も
通
さ
じ
と
鳥
首
斗
持
て
出
つ
ゝ

水
縄
の
は
し
を
ゆ
が
け
に
む
す
び
し
は
ま
だ
喚ヲ

キ

渡
ワ
タ
リ

出
来
ぬ
つ
ゝ
し
み

は
じ
め
よ
り
鷹
の
く
る
ひ
の
あ
し
け
れ
ハ
四
ツ
毛
挾
ミ
て
見
に
く
か
る
ら
ん

引
ク
で
な
し
ひ
か
ぬ
で
も
な
し
据
返
し
數
々
据
て
こ
ゝ
ろ
み
て
知
れ

鷂
の
物
を
じ
も
な
く
懐
キ
つ
ゝ
餌
の
飼
ひ
た
は
口
傳
成
け
り
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伏
籠
に
入
た
る
鷹
と
見
へ
に
け
り
そ
こ
へ
手
を
懸
ケ
持
て
行
か
な

夕
風
に
猶
も
涼
し
て
泊
ん
と
て
伏
籠
の
よ
も
ぎ
夜
氣
に
あ
て
つ
ゝ

涼
マ
セ
の
あ
ま
り
永
き
は
ゑ
き
そ
な
し
切
ツ
て
明
日
の
つ
か
れ
と
そ
な
る

朝
据
に
ま
だ
見
へ
か
ぬ
る
手
の
筋
や
鷹
の
そ
た
つ
を
に
ぎ
り
て
ぞ
見
る

明
日
の
そ
ゝ
ろ
た
し
か
に
見
ん
為
に
萑
の
細
羽
丸
じ
て
ぞ
飼
ふ

初
飼
ひ
の
餌
に
は
萑
を
よ
く
あ
ら
い
細
カ
に
噛
ミ
て
少
し
飼
ふ
へ
し

初
飼
の
内
は
萑
の
胸
斗
リ
三
度
に
十
胸
さ
て
は
拾
壱

初
而
の
喚ヲ

キ

渡
り
す
る
心
得
は
口
餌
引
カ
せ
て
地
へ
下
ス
へ
し

お
き
わ
た
り
俄
カ
に
長
く
延
る
ゆ
へ
拳
を
す
り
つ
又
は
な
ぎ
れ
つ

暑
き
日
に
木
影
斗
に
据
居
な
ば
影
を
覚
ゆ
る
鷹
の
野
心

う
ぶ
鷹
を
あ
ま
り
に
後
ロ
干
ゆ
へ
に
晞
カ
ハ
キ

や
出
ん
虫
氣
や
出
む

家
な
ら
で
作
に
習
ハ
ん
塒
鷹
や
身
影
し
た
ふ
て
来
る
ぞ
や
さ
し
き

小
柴
墅
に
初
の
活
物
飼
に
け
り
膝ヒ

ザ

の
先
な
る
身
影
成
へ
し

活
物
を
立
ツ
て
飼
ふ
の
は
飛
流
し
羽
を
ぬ
か
ざ
れ
バ
な
げ
飼
ひ
と
成
る

押
へ
ぎ
ハ
人
の
身
ぶ
り
の
あ
し
け
れ
は
心
な
く
て
も
持
て
に
げ
行

な
げ
飼
ひ
も
い
と
ゞ
羽
經
ル
に
捉
に
け
り
や
が
て
鷹
墅
に
出
ん
た
の
し
き

　
　
巣
鷹
三
十
六
首
終

　
　
　
　
拳
ノ
傳

臂
ヲ
身
ニ
つ
け
ぬ
や
う
ニ
し
て
据
へ
し
。
手
ノ
大
指
の
ふ
し
の
高
ク
な
ら
ぬ
や

う
ニ
、
手
首
よ
り
手
先
キ
ま
で
真
直
ニ
成
様
ニ
拳
ヲ
送
り
て
据
へ
し
。
鷹
と
ぼ

う
時
ハ
、
小
鷹
ハ
、
足
革
ヲ
大
指
と
人
さ
し
指
の
間
ニ
懸
て
釣
や
う
へ
し
。

大
鷹
ハ
、
大
指
斗
ニ
足
革
ヲ
懸
て
つ
り
合
へ
し
。
拳
の
高
サ
ハ
臂
と
手
首
と

の
つ
り
合
ニ
て
高
か
ら
ず
、
下
か
ら
ず
、
す
な
を
ニ
据
廻
ス
へ
し
。
猶
口
傳
。

右
三
十
六
首
ハ
古
ヘ
よ
り
の
傳
記
ニ
あ
ら
ず
。
後
世
鷹
術
ヲ
ま
な
ぶ
初
心
の

人
の
手
引
の
た
め
、
古
ヘ
の
鷹
哥
に
な
ぞ
ら
へ
三
十
五
哥
を
あ
ら
ハ
す
。
猶
、

後
世
、
明
達
の
加
筆
ヲ
待
の
み
。

　
　
　
　
于
時

天
明
四
辰
　

　
夏

六
月
日�

光
林
（
花
押
）

　
右
掲
の
「
巣
鷹
三
十
六
首
序
」
に
よ
る
と
、
深
山
に
棲
む
鷹
を
人
が
飼
う
た
め

に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
、
古
く
は
「
鷹
書
・
鷹
経
・
鷹
鶻
方
・
定
家
卿
の
三
百

首
、
其
外
家
々
の
秘
書
」
が
多
く
存
在
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
唐
書
と

日
本
の
書
物
と
で
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
、
鷹
三
百
首
に
つ
い
て
は
歌
の
道
に
通

じ
て
い
な
け
れ
ば
理
解
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、「
後
人
鷹
ヲ
ま
な
ぶ
童
子
」

の
た
め
に
三
十
一
文
字
で
鷹
術
に
関
す
る
知
識
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
を
説

明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
に
定
家
卿
の
鷹
和
歌
を
一
首
掲
出
し
、
そ
の
後

に
定
家
卿
の
歌
に
な
ぞ
ら
え
て
三
十
五
首
の
鷹
和
歌
を
列
挙
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
な
お
、
末
尾
に
は
光
林
の
名
前
と
朱
筆
の
書
入
れ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
序
文
の
説
明
通
り
、
本
文
の
冒
頭
に
は
『
定
家
卿
鷹
三
百
首
』
の

第
五
十
五
首
に
見
え
る
「
巣
お
ろ
し
の
…
」
の
鷹
和
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
以

降
に
は
、
光
林
が
創
作
し
た
と
お
ぼ
し
き
鷹
和
歌
が
三
十
五
首
列
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、こ
れ
ら
三
十
五
首
の
鷹
和
歌
は
、い
ず
れ
も
和
歌
表
現
の
ル
ー
ル
に
則
っ

て
詠
ま
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
内
容
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

鷹
和
歌
は
光
林
が
「
後
人
鷹
ヲ
ま
な
ぶ
童
子
」
の
た
め
に
著
し
た
も
の
な
の
で
、

む
し
ろ
鷹
の
扱
い
方
や
飼
育
方
法
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
簡
潔
に
説
明
す
る
た
め

に
、
三
十
一
文
字
の
短
い
表
現
を
用
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
事
実
、
跋
文
に
お

い
て
も
こ
れ
ら
の
鷹
和
歌
は
「
古
ヘ
よ
り
の
傳
記
」
で
は
な
く
「
後
世
鷹
術
ヲ
ま
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な
ぶ
初
心
の
人
の
手
引
の
た
め
」
に
著
し
た
も
の
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
文

言
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
当
該
書
の
著
作
に
対
す
る
光
林
の
姿
勢
は
、
た
と
え
ば
、
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
『
啓
蒙
集
秘
傳
』
巻
第
七
（
函
号
一
六
三
―
一
三
九
〇
）
の
本
奥
書
に

見
え
る
以
下
の
よ
う
な
叙
述
と
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
宮
新
蔵
人
鷹
学
の
お
し
へ
あ
ま
ね
く
ふ
る
き
を
た
つ
ね
、
あ
た
ら
し
き
を

き
わ
め
て
理
を
つ
く
し
、
法
を
そ
な
へ
侍
れ
、
我
か
智
の
つ
た
な
き
を
以
、

あ
ら
た
め
た
ヽ
す
へ
き
に
は
あ
ら
ね
と
蚤
歳
よ
り
諸
流
を
閲
し
て
力
を
此
道

に
ゆ
た
ね
ぬ
る
あ
ま
り
に
て
、
し
ば
ら
く
し
け
き
を
か
り
た
ら
さ
る
を
お
き

な
ひ
、
み
つ
か
ら
心
に
得
、
手
に
な
れ
し
事
を
か
き
あ
つ
め
て
、
け
い
も
う

し
う
と
な
つ
け
侍
る
。
す
こ
ぶ
る
童
子
の
こ
の
理
に
く
ら
き
も
の
を
ひ
ら
き
、

み
ち
ひ
く
便
に
も
あ
ら
ん
か
し
。

�
山
本
藤
右
衛
門
近
重
朱
印

墨
印

寛
文
巳酉

歳
夏

　
こ
の
『
啓
蒙
集
』
と
い
う
書
物
は
、
近
世
期
を
通
し
て
武
家
の
間
に
大
量
に
流

布
し
た
鷹
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
注
５
）。
末
尾
に
「
寛
文
巳酉

歳
」（
寛
文
九
年
・

一
六
六
九
）
の
年
紀
と
と
も
に
見
え
る
「
山
本
藤
右
衛
門
近
重
」
と
い
う
人
物
は
、

戦
国
期
に
徳
川
家
康
に
仕
え
て
以
来
、
代
々
徳
川
家
に
仕
え
た
鷹
匠
で
あ
る
山
本

盛
近
の
嫡
男
で
、
や
は
り
徳
川
家
に
仕
え
た
鷹
匠
で
あ
る
（
注
６
）。
さ
て
、
右

掲
の
記
述
に
よ
る
と
、「
大
宮
新
蔵
人
」
と
い
う
人
物
の
鷹
学
の
教
え
は
、
古
い

も
の
を
た
ず
ね
て
新
し
い
も
の
を
究
め
た
も
の
で
、
理
を
つ
く
し
て
法
を
備
え
て

い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
（
編
者
で
あ
る
）
自
分
が
改
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

が
、
自
分
は
諸
流
派
を
学
ん
だ
見
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
不
足
を
補
っ
て
書
き

集
め
た
書
物
を
「
け
い
も
う
し
う
」
と
名
づ
け
た
と
い
う
。
さ
ら
に
同
書
は
、
童

子
に
鷹
術
を
教
え
る
の
に
役
立
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
身
独

自
の
知
見
を
記
す
鷹
書
に
つ
い
て
「
す
こ
ぶ
る
童
子
の
こ
の
理
に
く
ら
き
も
の
を

ひ
ら
き
、
み
ち
ひ
く
便
に
も
あ
ら
ん
か
し
」
と
す
る
動
機
は
、
前
掲
の
光
林
に
よ

る
鷹
和
歌
三
十
五
首
の
執
筆
動
機
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
他
に
も
、同
様
の
事
例
と
し
て
、江
戸
時
代
後
期
の
彦
根
藩
の
鷹
匠
で
あ
っ

た
「
正
木
通
堯
」
が
出
版
し
た
自
作
の
鷹
和
歌
集
で
あ
る
『
標
註
　
漫
詠
鷹
百
首
』

（
版
本
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
通
堯
は
、
国
学
者
と
し
て
著
名
な
小
山
田
與
清

に
師
事
し
て
国
学
・
和
歌
を
た
し
な
ん
だ
人
物
で
あ
る
（
注
7
）。
そ
の
縁
故
か
ら
、

当
該
書
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
序
文
は
、
師
の
與
清
が
書
い
て
い
る
。
そ
の

序
文
の
内
容
を
確
認
す
る
べ
く
、
以
下
に
東
京
大
学
総
合
図
書
館
『
標
註
　
漫
詠

鷹
百
首
』(

請
求
記
号
：
E31
：
1186)

「
漫
詠
鷹
百
首
序
」
を
引
用
す
る
。

漫
詠
鷹
百
首
序

か
ら
う
た
に
作
り
。
や
ま
と
哥
に
よ
み
て
。
そ
の
事
を
さ
と
し
。
人
を
し
て

し
り
や
す
か
ら
し
む
る
わ
ざ
は
。
い
つ
の
世
ば
か
り
の
事
な
り
け
ん
。
誠
に

比
と
な
ら
ふ
た
つ
を
い
は
ゞ
。
か
ら
な
る
は
。
急
就
章
。
千
字
文
。
草
訣
百

韻
。
雪
心
賦
。
蒙
求
。
や
ま
と
な
る
は
。
馬
ノ
毛
歌
合
。
西
明
寺
百
首
。
中

明
寺
百
首
。
東
明
寺
百
首
。
馬
方
百
首
。
蹴
鞠
百
首
。
犬
追
物
百
首
。
劔
術

百
首
。
射
術
百
首
。
射
儀
百
首
。
髙
舘
百
首
。
小
倉
卅
六
首
。
永
井
教
訓
歌
。

暦
抄
歌
。茶
礼
百
首
。の
た
ぐ
ひ
い
と
お
ほ
く
。こ
れ
も
か
れ
も
か
ぞ
へ
つ
ゝ

す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
鷹
の
道
の
歌
括
に
も
。
後
京
極
殿
の
三
百
首
。
定
家
卿

の
三
百
首
。
慈
鎮
和
尚
の
百
首
。
西
園
寺
殿
の
百
首
。
鷹
調
連
歌
。
な
ど
き

こ
え
た
る
を
。
猶
心
得
が
た
き
ふ
し
お
ほ
か
れ
ば
と
て
。
彦
根
人
正
木
通
堯
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ぬ
し
。
も
ゝ
ぢ
の
哥
に
よ
み
な
し
。
自
注
を
さ
へ
く
は
へ
ら
れ
た
る
は
。
世

の
鷹
好
む
家
の
惑
を
ひ
ら
け
る
し
わ
ざ
に
な
ん
。
お
の
れ
哥
ば
か
り
も
聞
し

り
た
る
に
は
あ
ら
ね
ど
。
平
ら
け
き
御
世
に
武
を
兇
れ
さ
る
心
お
き
て
。
こ

れ
に
し
く
も
の
な
く
。
さ
て
は
捨
は
つ
ま
じ
き
道
ぞ
と
。
お
の
づ
か
ら
ま
な

こ
ひ
ら
か
れ
。
よ
し
な
く
抄ヌ

キ

録ガ
キ

せ
る
ほ
う
ど
も
。
や
う
〳
〵
う
づ
た
か
く
な

り
も
て
き
ぬ
。
そ
も
〳
〵
難
波
の
高
津
の
宮
に
天
の
下
し
ろ
し
め
し
御
代
。

土ツ
チ

倉ク
ラ

の
阿ア

弭ビ

古コ

が
網ア
ミ

に
な
れ
る
を
。
百ク
ダ
ラ済

の
酒
君
が
養カ

ひ
つ
け
し
よ
り
。
は

じ
め
て
百モ

舌ズ

鳥
野
に
御
狩
た
ゝ
し
。
鷹タ
カ
カ
ヒ
ベ

飼
部
を
さ
へ
定
サ
ダ
メ

め
た
ま
ひ
て
後
は
。

御
代
々
々
に
も
て
は
や
さ
せ
た
ま
ひ
。
是
を
立タ

ツ

る
家
も
さ
ま
ざ
ま
に
参
集
に

た
り
。
そ
の
家
々
に
口
傳
秘
説
な
ど
い
ふ
め
れ
ど
。
な
ほ
ふ
る
き
書フ

ミ

に
哥
に

見
え
た
る
い
ぶ
か
し
き
ふ
し
お
ほ
か
る
を
今
か
う
た
や
す
く
。
哥
に
よ
み
さ

と
さ
れ
た
る
事
の
よ
し
を
お
も
ふ
に
。
此
ぬ
し
が
つ
か
う
ま
つ
ら
る
ゝ
。
近

つ
あ
ふ
み
の
国
し
ら
し
て
。
文
を
右
に
し
。
武
を
左
に
し
給
ふ
。
本
朝
の
殿

の
御
う
つ
く
し
み
の
波
。
や
し
ま
の
外
ま
で
も
立
あ
ら
は
れ
ぬ
べ
き
こ
ろ
ほ

ひ
に
こ
そ
。
天
保
五
年
初
夏
。
華
頂
殿
侍
倭
学
士
平
小
山
田
與
清
序
。

　
右
掲
記
事
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
漢
詩
や
和
歌
を
使
っ
て
も
の
ご
と
を
諭
す
こ
と

は
い
つ
の
世
に
も
あ
り
え
る
こ
と
と
説
明
し
、
そ
れ
に
該
当
す
る
具
体
的
な
作
品

群
と
し
て
、
漢
籍
に
つ
い
て
は
「
急
就
章
。
千
字
文
。
草
訣
百
韻
。
雪
心
賦
。
蒙

求
」
を
挙
げ
、
和
書
に
つ
い
て
は
「
馬
ノ
毛
歌
合
。
西
明
寺
百
首
。
中
明
寺
百
首
。

東
明
寺
百
首
。
馬
方
百
首
。
蹴
鞠
百
首
。
犬
追
物
百
首
。
劔
術
百
首
。
射
術
百
首
。

射
儀
百
首
。
髙
舘
百
首
。
小
倉
卅
六
首
。
永
井
教
訓
歌
。
暦
抄
歌
。
茶
礼
百
首
」

を
挙
げ
て
い
る
。
次
い
で
、
鷹
の
道
に
も
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
例
が
あ
る
と
し
て
、

「
後
京
極
殿
の
三
百
首
。
定
家
卿
の
三
百
首
。
慈
鎮
和
尚
の
百
首
。
西
園
寺
殿
の

百
首
。
鷹
調
連
歌
」
と
記
し
、
件
の
定
家
卿
鷹
三
百
首
を
含
む
先
行
の
鷹
和
歌
集

を
該
当
す
る
作
品
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
。
さ
ら
に
通
堯
が
、
百
首
の
和
歌
に
自

注
を
加
え
た
本
書
を
著
し
た
の
は
「
世
の
鷹
好
む
家
の
惑
を
ひ
ら
」
く
た
め
で
あ

る
と
説
明
し
、
自
分
も
そ
れ
に
よ
っ
て
開
眼
し
た
旨
を
述
べ
る
。
ま
た
、
仁
徳
天

皇
の
時
代
に
百
済
の
酒
君
が
飼
育
し
た
鷹
で
初
め
て
百
舌
鳥
野
で
御
狩
り
を
し
た

逸
話
や
鷹
飼
部
の
由
来
な
ど
を
挙
げ
、
そ
の
後
は
鷹
狩
り
が
隆
盛
し
て
鷹
術
の
家

も
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
し
、
各
家
に
口
伝
秘
伝
が
あ
る
も
の
の
「
な
ほ
ふ
る
き
書フ

ミ

に

哥
に
見
え
た
る
い
ぶ
か
し
き
ふ
し
お
ほ
か
る
を
今
か
う
た
や
す
く
」
す
る
た
め
に
、

和
歌
形
式
で
通
堯
が
本
書
を
著
し
た
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
末
尾
に
は
天

保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
年
紀
と
と
も
に
、
小
山
田
與
清
の
名
前
が
見
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
正
木
通
堯
が
著
し
た
鷹
百
首
は
鷹
の
道
を
説
く
た
め
の
啓
蒙
書

で
あ
る
と
評
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
手
引
書
的
な
特
質
を
持
つ
鷹
和
歌
は
、
前
述

の
林
光
林
著
作
の
鷹
和
歌
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、

当
時
の
鷹
匠
た
ち
は
、
鷹
術
に
つ
い
て
啓
蒙
す
べ
き
「
知
識
」
と
し
て
扱
い
、
鷹

書
は
そ
う
い
っ
た
知
識
を
伝
達
す
る
参
考
書
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
先
述
の
山
本
近
重
や
正
木
通
堯
の
こ
う
い
っ
た
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、

光
林
が
後
進
へ
の
手
引
書
と
し
て
鷹
書
類
（
鷹
和
歌
）
を
著
作
し
た
と
す
る
姿
勢

は
、
近
世
期
の
鷹
匠
た
ち
に
よ
る
鷹
書
の
制
作
に
お
い
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
書
も
し
く
は
手
引
書
的
な
鷹
書
を
標
榜
す
る
光

林
の
姿
勢
は
、
前
掲
の
（
セ
）『
鷹
鶻
方
點
註
　
全
』
に
見
え
る
彼
の
序
文
に
お

い
て
も
確
認
で
き
る
。
以
下
に
当
該
部
分
を
引
用
す
る
。

夫ソ
レ

鷹ヨ
ウ

術
ジ
ュ
ツ

ノ
書シ
ョ

者ハ

、
人ニ
ン

皇ヲ
ウ

十
七
代ダ
イ

仁ニ
ン

徳ト
ク

天テ
ン

皇ノ
ヲ

ノ
御ギ
ヤ

宇ウ

、
百ハ
ク

濟サ
イ

國コ
ク

ヨ
リ
鷹ヤ
ウ

経
キ
ヤ
ウ

八
十
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一
巻カ

ン
并
ニ
鷹タ
カ

ヲ

奉
タ
テ
マ
ツ

ル
。
其ソ
ノ

後ノ
チ

、
又マ
タ

、
六
十
二
巻カ
ン

ノ
書シ
ヨ

ヲ
渡ワ
タ

セ
リ
。
朝テ
ウ

帝テ
イ

ノ
御
ヲ
ン
モ

翫
テ
ア
ソ

ビ
年ト
シ

々ト
シ

ニ
弥イ
ヤ

増マ
サ

リ
。
其ソ
ノ

後ノ
チ

、
亦マ
タ

、
渤ホ
ツ

海カ
イ

國コ
ク

ヨ
リ
摩マ

訶カ

鷹ヨ
ウ

経
キ
ヤ
ウ

数ス

巻カ
ン

ヲ
渡ワ
タ

ス
ト
云ウ
ン

云ノ
ン

。
吾ワ
ガ

朝テ
ウ

鷹ヨ
ウ

術
ジ
ユ
ツ

ノ
人ヒ
ト

々〴
〵

古コ

例レ
イ

新シ
ン

式シ
キ

ヲ
論
ロ
ン
ジ

撰
エ
ラ
ン

デ
、
和ワ

朝テ
ウ

ノ
書シ
ヨ

術
ジ
ユ
ツ

多ヲ
ヽ

シ
。
新シ
ン

修ジ
ユ

鷹ヨ
ウ

経
キ
ヤ
ウ

・
鷹ヨ
ウ

経
キ
ヤ
ウ

辨ベ
ン

疑ギ

論ロ
ン

・
交カ
タ

野ノ

ノ
少セ
ウ

将〳
〵

・
鷹ヨ
ウ

成セ
イ

録ロ
ク

・
菟ウ
ヂ
ド
ノ
ヽ

道
殿
ノ
日ニ
チ

来ラ
イ

記キ

・
持チ

明メ
ウ

院イ
ン

ノ
三サ
ン

考コ
ウ

傳デ
ン

・
定テ
イ

家カ

卿
キ
ヤ
ウ

ノ
鷹ヨ
ウ

歌カ

、
其ソ
ノ

外ホ
カ

家イ
ヘ

々
ノ
傳デ
ン

書シ
ヨ

、
筭
カ
ゾ
ヘ

ガ
タ
シ
。
且カ
ツ

古
イ
ニ
シ
ヘ

ノ
鷹ヨ
ウ

術
ジ
ユ
ツ

ノ
書シ
ヨ

ハ
、
朝テ
ウ

帝テ
イ

ノ
御ミ

箱ハ
コ

ニ
納
ヲ
サ
マ

テ
不ザ
ル

レ
出イ
デ

書シ
ヨ

物モ
ツ

多ヲ
ヽ

シ
。

人ニ
ン

皇ヲ
ウ

八
十
二
代ダ
イ

後ゴ

鳥ト

羽バ
ノ

院イ
ン

ノ
御ギ
ヤ

宇ウ

、
建ケ
ン

久キ
ウ

年ネ
ン

中ジ
ウ

、
征セ
イ

夷イ

大タ
イ

将セ
ウ

軍グ
ン

源
ミ
ナ
モ
ト
ノ

頼ヨ
リ

朝ト
モ

公コ
ウ

ノ
御ヲ
ン

時ト
キ

、
鷹タ
カ

、
武ブ

家ケ

ニ
渡ワ
タ

リ
テ
代ヨ

々ヽ
ノ
将セ
ウ

軍グ
ン

、
國コ
ク

主シ
ユ

、
是コ
レ

ヲ

翫
モ
テ
ア
ソ
ビ

給タ
マ

フ
也
。

鷹
ニ
有ア

二リ
三
徳ト
ク

一
。
一
ニ
曰
イ
ワ
ク

、
智チ

仁ジ
ン

勇ユ
ウ

ヲ
備
ソ
ナ
ヘ

テ
、
大タ
イ

将セ
ウ

ノ
勇ユ
ウ

氣キ

ヲ
増マ
ス

。
二
ニ
曰
ク
、

國ク
ニ

ノ
地チ

理リ

ヲ
知シ

ル
。
三
ニ
曰
ク
、
鳥ト
リ

ヲ
捉ト
ツ

テ
農ノ
ウ

民ミ
ン

ヲ
助タ
ス

ク
。
是コ
レ

武ブ

備ビ

之ノ

肝カ
ン

要ヨ
ウ

也ナ
リ

。

夫ソ
レ

諸シ
ヨ

藝ゲ
イ

業ワ
ザ

克ヨ
ク

而
古コ

術
ジ
ユ
ツ

理リ

ヲ
不ザ

レル
知シ
ラ

者ハ

非ア
ラ

レス
藝ゲ
イ

ニ
。
雖
イ
ヘ
ト
モ

二
古コ

術
ジ
ユ
ツ

書シ
ヨ

ヲ
知シ

一ルト
、

業
ワ
ザ
ノ

疎
ウ
ト
キ

ハ
亦マ
タ

非ア
ラ

レス
藝ゲ
イ

ニ
。
理リ

業ワ
ザ

合ガ
ツ

躰タ
イ

而シ
テ

克ヨ
ク

以モ
ツ

二テ
其ソ
ノ

道ミ
チ

ニ

達
タ
ツ
ス
ル

一ヲ
可ベ
シ

レ
爲ス

レ
藝ゲ
イ

ト
也
。

且カ
ツ

鷹ヨ
ウ

術
ジ
ユ
ツ

之ノ

大タ
イ

儀ギ

此コ
ノ

鷹ヨ
ウ

鶻コ
ツ

方ハ
ウ

ノ
書シ
ヨ

ヲ
以モ
ツ

テ
見ミ

ル
ベ
シ
。
尤
モ
ツ
ト
モ

、
和ワ

法ハ
ウ

ニ
難ガ
タ

レキ
應ヲ
ウ

ジ

事コ
ト

モ
ア
リ
。
予ヨ

陋
イ
ヤ
シ
ク
モ

譜フ

代ダ
イ

鷹ヨ
ウ

家カ

ニ
而シ
テ

頗
ス
コ
ブ
ル

學マ
ナ

二ブ
鷹ヨ
ウ

術
ジ
ユ
ツ

一ヲ
。
後コ
ウ

世セ
イ

、
初シ
ヨ

學ガ
ク

之ノ

人ヒ
ト

、

見ミ

安ヤ
ス

キ
爲タ
メ

ニ
點テ
ン

註チ
ウ

シ
テ
記
シ
ル
ス

レ
之
コ
レ
ヲ

。
猶ナ
ヲ

、
後コ
ウ

人ジ
ン

明メ
イ

達タ
ツ

之ノ

加カ

筆ヒ
ツ

ヲ
待マ
ツ

而ノ

已ミ

。

　
　
寛
政
八
丙
　

　
辰

冬
十
二
月
吉
旦

�

尾
陽
鷹
士
林
氏
　
光
林

　
右
の
序
文
は
、
光
林
が
『
鷹
鶻
方
』
に
点
注
を
付
す
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鷹
術
書
の
由
来
と
し
て
、
仁
徳
天
皇
の
時
代
に
百
済

国
か
ら「
鷹ヤ

ウ

経
キ
ヤ
ウ

八
十
一
巻カ
ン

并
ニ
鷹タ
カ

ヲ
」奉
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
、そ
の
後
に
ま
た「
六

十
二
巻カ

ン

ノ
書シ
ヨ

」
が
伝
来
し
た
こ
と
を
記
す
。
帝
は
鷹
を
翫
ぶ
こ
と
が
盛
ん
に
な
り
、

さ
ら
に
そ
の
後
、
渤
海
国
か
ら
「
摩マ

訶カ

鷹ヨ
ウ

経
キ
ヤ
ウ

数ス

巻カ
ン

」
が
伝
来
し
た
と
い
う
。
わ

が
国
で
も
鷹
術
に
つ
い
て
古
今
の
例
を
論
じ
選
ん
だ
本
朝
の
鷹
術
書
が
多
く
あ
る

と
言
い
、
た
と
え
ば
「
新シ

ン

修ジ
ユ

鷹ヨ
ウ

経
キ
ヤ
ウ

・
鷹ヨ
ウ

経
キ
ヤ
ウ

辨ベ
ン

疑ギ

論ロ
ン

・
交カ
タ

野ノ

ノ
少セ
ウ

将〳
〵

・
鷹ヨ
ウ

成セ
イ

録ロ
ク

・

菟ウ
ヂ
ド
ノ
ヽ

道
殿
ノ
日ニ
チ

来ラ
イ

記キ

・
持チ

明メ
ウ

院イ
ン

ノ
三サ
ン

考コ
ウ

傳デ
ン

・
定テ
イ

家カ

卿
キ
ヤ
ウ

ノ
鷹ヨ
ウ

歌カ

、
其ソ
ノ

外ホ
カ

家イ
ヘ

々
ノ
傳デ
ン

書シ
ヨ

」

と
い
っ
た
鷹
書
類
が
数
え
ら
れ
な
い
く
ら
い
存
在
す
る
と
説
明
す
る
。
た
だ
し
、

古
い
鷹
術
書
は
帝
の
御
箱
に
納
ま
っ
て
出
て
こ
な
い
書
物
も
多
い
と
い
う
。
ま
た
、

後
鳥
羽
院
の
時
代
つ
ま
り
源
頼
朝
の
時
代
に
、
鷹
は
武
家
に
伝
来
し
て
代
々
の
将

軍
や
国
主
が
こ
れ
を
翫
ん
だ
。
鷹
に
は
「
三
徳
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
武ブ

備ビ

之ノ

肝カ
ン

要ヨ
ウ

」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
諸
芸
の
業
に
お
い
て
、
古
い
道
理
を
知
ら
な
け
れ

ば
、
そ
れ
は
芸
で
は
な
く
、
古
術
書
を
知
っ
て
い
て
も
業
に
疎
い
と
や
は
り
芸
で

は
な
い
。
道
理
と
業
が
合
体
し
て
そ
の
道
に
達
す
る
の
を
芸
と
す
る
と
い
う
。
さ

ら
に
、「
鷹ヨ

ウ

術
ジ
ユ
ツ

之ノ

大タ
イ

儀ギ

」
は
こ
の
『
鷹
鶻
方
』
を
以
て
知
る
べ
き
で
あ
る
が
、
和

法
に
は
応
じ
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
自
分
は
「
譜フ

代ダ
イ

鷹ヨ
ウ

家カ

」

に
し
て
鷹
術
を
学
ん
だ
の
で
、
後
世
の
「
初シ

ヨ

學ガ
ク

之ノ

人ヒ
ト

」
が
読
み
や
す
く
な
る
よ
う
、

点
注
を
付
し
た
と
い
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
加
筆
を
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
と

述
べ
、
最
後
尾
に
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
年
紀
と
林
光
林
の
名
前
が
見
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
右
の
記
述
の
う
ち
、
鷹
書
の
伝
来
経
緯
や
鷹
の
「
三
徳
」
や
諸
芸

に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
、
管
見
に
お
い
て
他
に
類
似
す
る
内
容
が
確
認
で
き

な
い
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
す
る
鷹
書
類
（
鷹
和
歌
集
）
を
複
数

列
挙
す
る
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
正
木
通
堯
の
『
標
註
　
漫
詠
鷹

百
首
』
の
序
文
に
も
見
え
、『
定
家
卿
鷹
三
百
首
』
に
つ
い
て
両
書
に
お
い
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
後コ

ウ

世セ
イ

、
初シ
ヨ

學ガ
ク

之ノ

人ヒ
ト

、
見ミ

安ヤ
ス

キ
爲タ
メ

」
に
『
鷹
鶻
方
』
に

点
注
を
付
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
、
同
じ
く
先
に
挙
げ
た
『
巣
鷹

三
十
六
首
』
に
つ
い
て
光
林
が
鷹
和
歌
を
著
し
た
理
由
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
先
述
の
よ
う
に
『
巣
鷹
三
十
六
首
』
の
序
文
に
よ
る
と
そ
れ
は
「
後
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人
鷹
ヲ
ま
な
ぶ
童
子
、
見
や
す
か
ら
ん
為
」
と
さ
れ
、
同
じ
く
跋
文
に
よ
る
と
「
後

世
鷹
術
ヲ
ま
な
ぶ
初
心
の
人
の
手
引
の
た
め
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
光
林
は
、

後
進
へ
の
参
考
書
と
し
て
鷹
書
類
（
鷹
和
歌
）
を
著
作
し
た
、
と
頻
繁
に
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
先
に
何
度
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
近
世
期
の
鷹
匠
た
ち
の

鷹
書
制
作
に
お
い
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
光
林
は
特
に
そ
の
姿
勢
が

強
い
と
言
え
よ
う
。

　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
中
世
末
期
以
降
の
武
士
と
関
わ
る
鷹
書
は
、
礼
法
化
し

た
鷹
術
流
派
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
尾
張
藩
の
鷹
匠

で
あ
る
林
氏
は
、
特
定
の
鷹
術
流
派
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う

い
っ
た
啓
蒙
的
な
鷹
書
を
介
し
て
自
身
の
鷹
術
を
礼
法
的
な
技
芸
と
し
て
構
築
し

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
に
お
い
て
、
中
世
末
期
以
降
に
実
際
に
鷹
狩
り
に
従
事
し
た
鷹
匠
た
ち
の

文
化
的
営
為
の
産
物
と
し
て
の
鷹
書
類
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
、
尾
張
藩
に
仕
え

た
鷹
匠
の
林
氏
と
当
家
に
伝
来
し
た
新
出
の
鷹
匠
文
書
お
よ
び
鷹
書
を
取
り
上
げ

て
そ
の
内
容
を
概
観
し
た
。
当
該
テ
キ
ス
ト
群
に
は
、
特
定
の
鷹
術
流
派
と
関
連

す
る
鷹
書
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
群
書
類
従
の
版
本
や
そ
れ
に
所
収

さ
れ
て
い
る
鷹
書
の
写
本
な
ど
が
複
数
冊
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
の
特

徴
と
し
て
「
群
書
類
従
」
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
指
摘
で
き
る
。
次
い
で
、
そ

の
ほ
か
の
特
徴
と
し
て
は
、
後
進
た
ち
へ
の
鷹
術
の
手
引
書
と
し
て
自
身
で
著
し

た
鷹
書
（
鷹
和
歌
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
手

引
書
的
な
内
容
を
持
つ
鷹
書
類
は
、
鷹
術
を
教
養
と
し
て
扱
う
一
因
と
な
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
流
派
と
は
異
な
る
手
法
で
、
鷹
狩
り
を

礼
法
化
す
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
近
世
期
に

鷹
匠
が
制
作
し
た
鷹
書
が
有
し
た
多
彩
な
意
義
の
一
端
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て

重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

【
注
】

（
１�

）
二
本
松
泰
子
『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
一
年
二

月
）、
三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
上
冊
）

―
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
二
月
）、
三
保
忠
夫
『
鷹
書
の
研
究
―
宮
内

庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
（
下
冊
）
―
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
二
月
）

二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
八
年

二
月
）
等
参
照
。

（
２�

）
二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』
参
照
。

（
３�

）
二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』
第
四
編
「
鷹
匠
と
乖
離
し
た

流
派
・
無
流
派
の
鷹
匠
」
参
照
。

（
４�

）
注
（
１
）
参
照
。

（
５�

）
二
本
松
泰
子
『
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
』
第
四
編
「
鷹
匠
と
乖
離
し
た

流
派
・
無
流
派
の
鷹
匠
」
第
一
章
「
礼
法
家
に
よ
る
鷹
術
流
派
の
創
作
―
小

笠
原
流
の
鷹
書
―
」
等
参
照
。

（
６�
）『
寛
永
諸
家
系
圖
傳
　
二
』「
清
和
源
氏
義
光
流
　
庚
一
　
山
本
福
村
」（『
寛

永
諸
家
系
圖
傳
　
一
』、
太
田
資
宗
他
編
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八

九
年
十
二
月
）
参
照
。

（
７�

）『
近
江
人
物
志
』「
徳
川
時
代
中
期
」（
滋
賀
県
教
育
会
編
、
臨
川
書
店
、
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一
九
一
七
年
十
一
月
）、『
国
書
人
名
辞
典
　
第
四
巻
』（
市
古
貞
次
編
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
八
年
十
一
月
）
参
照
。

【
付
記
】

　
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
引
用
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た

宮
内
庁
書
陵
部
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
な
お
、本
研
究
は
、JSPS
科
研
費JP19K

00325

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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Abstract
　The�Hayashi�family�was�one�of�the�families�that�served�the�Owari�clan�as�falconers�

in�the�Edo�period.�Recently,�new�documents�and�books�on�falconry��passed�down�in�

this� family�have�been�discovered.� In�this�paper,� these�findings�are� introduced�and�

the�necessary�information�is�gathered�to�understand�the�actual�circumstances�of�the�

falconers�who�served�for�various�clans�and�carried�out� their�activities�during�the�

early�modern�period.� Information� that�helps� to�clarify� the�cultural� role� falconers�

played� is� also�presented.�Specifically,� this�paper� focuses�on� the�guidebook�on�

falconry�for�beginners,��one�of�the�types�of�literature�on�falconry�passed�down�in�the�

Hayashi� family,�and�analyzes�this� text.�This�guidebook�was�written�by�Mitsushige�

Hayashi,� a� falconer�who�served� the�Owari� clan� in� the� late� 18th�and�early� 19th�

centuries,��evidently�to�convey�the�knowledge�of�falconry�as�a�kind�of�education�for�

enlightenment.�This�suggests�that�thank�to�such�kind�of� literature�falconers�wrote,�

falconry�may�have�developed�into�an�educational�culture�for�samurai.
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【論集】

住民主導・無作為抽出による住民参加
―自分ごと化会議in松江を素材として―

宮森　征司

はじめに
　本稿は、原子力分野における住民参加の取組みの中から、住民主導かつ無作為抽出によっ

て実施される住民参加に着目し、行政法学の観点から検討を行うものである 1 。

　これまで筆者は、原子力分野における住民参加制度が十分に整備されていないわが国の

現状を踏まえ、検討を行ってきた。この中で、筆者は、従来、わが国の行政法学において

は、基本的に、何らかの法令上の根拠をもつ住民参加が念頭に置かれ、議論が展開されて

きたことに気づいた 2 。

　しかしながら、現実の行政上・政治上のプロセス、そして、行政法学以外の学問分野に

おける住民参加の議論をみれば、法令上の根拠に基づかない住民参加であっても一定の役

割を果たし得ることは明らかであろう。加えて、わが国の原子力分野における住民参加は、

住民参加の法制度の不備という状況にも対応して、法令上の根拠を持たないインフォーマ

ルな取組みとして実施されてきた側面が大きい。

　他方において、無作為抽出による住民参加の取組みが、社会実践的に展開されてきたこ

とはよく知られている。コンセンサス会議、市民討論会、計画細胞（プラーヌンクスツェ

レ）など、一般的に、新しい住民参加（「ミニ・パブリックス」とも呼ばれる）と称され

るものがそれである。

　これらの手法は、その系譜や実施方法など、様々な点において微妙な差異はあるものの、

無作為抽出手法を用いることにより形成された住民参加の場に参加する住民同士による討

1 　本稿は、①2020年度地域社会と原子力に関する社会科学研究支援事業の最終報告会（TOKAI原子力サイ
エンスフォーラム2020、於：東海村）において行った報告内容、及び、②日本公共政策学会2020年度研究大
会公募セッション「原子力利用と住民参加」において筆者が行った報告（「住民主導・無作為抽出による住民
参加」）の内容に加筆・修正を加え、学術論文として取りまとめたものである。なお、①の成果は最終報告書
として公開されている（後掲注６））。

2 　かような問題意識については、後掲注６）の最終報告書のほか、田中良弘編『原子力政策と住民参加（仮）』
（第一法規、2021年刊行予定）に掲載予定である、田中良弘「原子力利用に関する住民参加制度の現状と課題」、
宮森征司「訴訟と住民参加―巻町の事例の検証から―」を参照。
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議ないし熟議（deliberation）を重視する点において共通する特徴を有している 3 。

　このようなわが国の原子力分野における住民参加の現状や、他の学問分野における議論

や社会実践の状況を踏まえれば、法律学の一分野である行政法学としても、法令上の根拠

を持たないインフォーマルな取組みも含めた上で、住民参加を論ずることの意義は小さく

ないように思われる。

　他方において、わが国の原子力分野における住民参加の過去の経験を振り返ると、原子

力というセンシティブな政策課題との関係で、賛成派と反対派との間で議論が感情的な対

立へと展開し、かような対立が地域コミュニティに禍根を残した事例が少なくない。そし

て、原子力問題は高度な科学技術的専門性に関わるものであり、また、住民が原子力に関

する議論に触れ、自分自身の立場や意見を率直に表明できる機会も、相当に限られている

のが現状である。これらのことを踏まえれば、原子力分野における住民参加を考察するに

際しては、住民同士、そして、住民と行政機関、議会、事業者が、冷静に議論を行うこと

を可能とする環境をいかに整備すべきか、という視点が重要な意義をもつといえよう。

　そこで本稿では、従来、行政法学において検討対象とされることが少なかった法令上の

根拠をもたないインフォーマル住民参加のなかから、特に、住民主導・無作為抽出による

住民参加に焦点を当てて、検討を行うこととしたい 4 。

　まず、これらの要素を含むわが国の原子力分野における住民参加の取組みとして「自分

ごと化会議in松江」を取り上げ、事例検証を行う（Ⅰ）。次に、この事例検証の結果を踏

まえつつ、住民主導・無作為抽出による住民参加の制度化も視野に入れつつ、法理論的お

よび法政策論的観点から検討を行う（Ⅱ）。最後に、今後の展望を示すこととしたい（Ⅲ）。

Ⅰ　自分ごと化会議in松江の事例検証
１　自分ごと化会議
　自分ごと化会議とは、一般社団法人シンクタンク構想日本により提唱されている新しい

住民参加の手法である。構想日本では、一本釣り形式や公募形式によって参加住民を選出

する従来型の住民参加では参加する住民層が固定化してしまう点に限界を見出し、様々な

3 　関連する論考については枚挙に暇がないが、代表的なもののみを挙げておく。政治学分野における業績と
して、篠原一『市民の政治学―討議デモクラシーとは何か―』（岩波書店、2004）、田村哲樹『熟議の理由―
民主主義の政治理論』（勁草書房、2008）、篠原一編『討議デモクラシーの挑戦―ミニ・パブリックスが拓く
新しい政治―』（岩波書店、2011）第Ⅰ部「ミニ・パブリックス型討議の基本類型」に所収の各論文。また、
社会科学技術論の観点から、小林傳司『トランス・サイエンスの時代―社会科学と社会をつなぐ』（NTT出版、
2007）、藤垣裕子編『科学技術と社会―具体的課題群』（東京大学出版社、2020）に所収の各論文。

4 　本稿では、法令上の根拠を有しないことを指して、「インフォーマル」という用語を用いる。また、本稿で
用いる「住民主導」とは、行政機関や議会（地方自治体）が住民参加の場を用意することとの対比において、
住民団体の側から住民参加の試みを行うこと、ないし、そのベクトルのことを指す。したがって、個々の参加
住民が自主的に参加しているかという参加住民の主体性の要素は、本稿の考察と無関係ではないものの、本稿
が用いる住民主導の概念の中核部分ではない。
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政策分野において、無作為抽出手法を用いた住民参加の場を構想し、実践してきている 5 。

　ここで、無作為抽出手法とは、参加する住民をランダムに抽出し、これを住民参加の場

に参加する住民を決定するために用いる方法のことを指す。冒頭に紹介した新しい住民参

加の取組みにおいても、無作為抽出手法が多く用いられてきた。

　自分ごと化会議の場合、具体的には、まず、住民基本台帳や選挙人名簿から案内書の送

付先となる候補者を抽出し、候補者に対して案内状を送付した後、参加を希望した住民が

住民参加の場の構成員として決定されるというプロセスを通じて、参加住民が選出される。

２　自分ごと化会議in松江
　本稿が事例検証の対象として取り上げる「自分ごと化会議in松江」は、構想日本が実施

してきた一連の「自分ごと化会議」の中でも、原子力が議論のテーマとして設定され、ま

た、住民主導で実施された無作為抽出による住民参加として、わが国の原子力分野におけ

る住民参加の取組みとして、特筆すべき取組みであるといえる 6 。

　まず、従来の自分ごと化会議では、ある特定の地方公共団体や地域内における政策課題

が議論のテーマとして設定されることが多かったところ、自分ごと化会議in松江は、原子

力という国家レベルのエネルギー政策にも関連する問題がテーマに設定されたことから、

各種メディア等からも大きな注目を集めた 7 。

　また、自分ごと会議in松江が開催されるまで、自分ごと化会議は行政（自治体）や議会

の主催により実施されてきた。これに対して、自分ごと化会議in松江は、全国で初めて住

民団体の主催によって開催された自分ごと化会議であった。

　冒頭に紹介した他の学問領域における住民参加に関する議論や実践の動向に照らせば、

自分ごと化会議in松江の取組みは、様々な学問分野から、関心を引く素材であるように思

われる。以下においては、本稿における考察との関係で必要な限りにおいて、同会議の特

5 　一連の「自分ごと化会議」については、時の法令2055号（2018）～2097号（2020）に掲載された、構想日
本代表の伊藤伸による連載記事を参照。なお、「自分ごと化会議」は構想日本により商標登録がされており、
自分ごと化会議を称する試みを実施する際には、構想日本の承認が必要とされる。自分ごと化会議の前身であ
る「自治体事業仕分け」について、参照、滋賀大学事業仕分け研究会構想日本編『自治体の事業仕分け：進め
方・活かし方』（学陽書房、2011）。

6 　事例検証を実施するため、筆者は、毎熊浩一島根大学法文学部教授、田中良弘新潟大学法学部教授とともに、
自分ごと化会議in松江の参加住民、事務局メンバーに対し、ヒアリング調査（2019年８月５日・６日）を実施
した。この場を借りて、関係者の皆様には、同調査へのご協力に御礼申し上げる。その成果は「最終報告書」
として東海村委託事業のウェブサイトに公表されている（http://hse-risk-c3.or.jp/itaku/report.html〔2021年
３月７日最終閲覧〕）。また、自分ごと化会議in松江の開催に際しての経緯や事務局の苦労等については、毎熊
浩一「住民主体のミニ・パブリックス―『自分ごと化会議in松江』の検証」（前掲注２）書に掲載予定）が当
事者の立場を踏まえた記録に加え、行政学の観点から詳細な検証を行っている。本稿における事例検証は、以
上の論考に依拠するところが大きい。

7 　構想日本政策担当ディレクターの手記として、伊藤伸「構想日本の『日本まるごと自分ごと化』計画（９）
住民が主催！『自分ごと化会議in松江』：原発を自分ごと化する」時の法令2071号（2019）62頁以下。また、
関係各所に提出された提案書の内容、自分ごと化会議in松江が実施されたその後の展開も含めて、同会議ブロ
グには、同会議に関する詳細な情報が掲載されている（https://ameblo.jp/jibungotokakaigi［2021年３月７日
最終閲覧〕）。
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徴的な点について指摘しておく。

　第一に、自分ごと化会議in松江の運営組織についてである。自分ごと化会議in松江の実

施にかかる組織構造は、同会議の開催にあたり、中立性の確保に関する慎重な配慮がなさ

れた結果として、多元的ないし複雑な構成となっている。

　具体的には、二つの住民団体（「住民目線で政治を変える会・山陰」、「市民自治を考え

る会・まつえ」）が実行委員会及び事務局の中核的な役割を果たし、「構想日本」が自分ご

と化会議の運営ノウハウを提供し、「島根大学行政学研究室」がオブザーバー的な役割を

担った。このような多元的な組織構造は、外観上の中立性・公正性を確保する上で、重要

な機能を果たしていたと見ることができる（この点につき、後述Ⅱ２）。

　第二に、自分ごと化会議in松江の議論の結果が「提案書」に取りまとめられ、中国電力、

経済産業省、松江市、島根県といった関係各所に対して提出された点である。住民主導の

住民参加の取組みとして、同会議において原子力問題という国レベルの政策にも関連する

テーマが設定され、その成果が自治体や省庁、事業者など、関係各所に届けられたことは、

これまでのわが国における原子力分野の住民参加の取組みと比較すれば、それ自体、肯定

的に評価することができる。

　もっとも、自分ごと化会議in松江が、いわばインフォーマルな取組みであることの帰結

として、住民参加の結果（具体的には、提案書）が、関係各所でいかに受け止められてい

るのか、そして、その後の政策決定に与える影響等については不明確な部分も大きい。こ

の点は、制度設計の問題として、理論的・政策論的見地から、検討に値する問題であると

いえよう（この点につき、後述Ⅱ１）。

３　「成功」とその背景要因
　筆者らが実施したヒアリング調査の結果から、原子力分野における住民参加の観点から、

自分ごと化会議in松江について特筆すべきと考えられる点は、以下に述べる通りである 8 。

　第一に、既に、無作為抽出を用いた住民参加手法のメリットとして指摘されていること

であるが、無作為抽出手法が用いられたことにより、年齢構成、男女比からみて、多様な

背景をもつ住民層の参加が見られた 9 。

　第二に、自分ごと化会議in松江においては、賛成派と反対派の別なく、住民同士が冷静

に議論することができる、あるいは、議論しやすい環境が整えられていたことである。筆

者らが実施したヒアリング調査によれば、参加した住民のなかに、自分の意見が表明でき

ないことに不満を抱いている者は見られず、以下に提示する関係自治体や事業者も、自分

8 　ヒアリング調査の結果も含め、事例検証の詳細については、「最終報告書」３頁以下、及び、前掲注６）の
文献を参照。

9 　もっとも、統計分布的にみて、厳格に人口比率や男女比率が反映されていることまで、無作為抽出手法が
利用されることの趣旨として要求されるといえるかは、疑問である。筆者としては、無作為抽出を用いなけれ
ば表出しない住民の意見が一定程度ある限り、そのこと自体に、無作為抽出を住民参加のための手法として用
いる論拠が、十分に見出されるものと考える。
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ごと化会議in松江において冷静な議論が行われたことに肯定的な反応を示していた。

　このことは、過去における原子力分野における住民参加の場において、参加住民や傍聴

人からヤジが飛ばされ、冷静な議論を行うことが困難な事態に発展することも少なくな

かったわが国の経験に照らせば、特筆すべき点であるといえよう。

　第三に、自分ごと化会議in松江には、議論に参加した住民のみならず、事業者である中

国電力、関係自治体（島根県、松江市）、そして、一定数の会議傍聴人といった多様なア

クターの参加をみることができ、これらのアクターの関心の高さをうかがうことができた。

　本稿の冒頭において述べたわが国の原子力分野における住民参加の現状や課題に照らせ

ば、自分ごと化会議in松江は成功したという評価を与えることが可能であろう。そして、

その成功の背景には、自分ごと化会議in松江が、住民主導により実施されたこと、無作為

抽出手法が用いられたことが、大きく影響しているように思われる。

４　運営負担の問題
　しかしながら、他方において、自分ごと化会議in松江が成功を収めた背景に、実行委員

会（事務局）の相当な負担があった点には留意が必要である。議会や行政機関の主導の場

合、無作為抽出のコストはそこまで問題にならない。これに対して、住民主導で無作為抽

出を実施する場合には、公職選挙法上、選挙人名簿の閲覧目的は制限されていることから

（同法28条の２、28条の３）、無作為抽出の作業それ自体にかかるコストが相当大きなも

のとなる。

　また、運営資金の調達にかかる苦労は大きく、筆者らが実施したヒアリング調査の結果

によれば、自分ごと化会議in松江の場合、寄附やクラウドファンディングによって会議運

営資金の調達が試みられたところ、調達できたのは運営資金の全体の７割程度であり、そ

の不足分は、事務局の一部メンバーによるカンパで補われたとのことであった。

　自分ごと化会議in松江が住民主導による住民参加である以上、かような負担は当然であ

るとの見方もあり得よう。しかし、住民参加の実施によって社会全体に得られる効果を正

面から捉えれば、かような運営負担を一部の住民にとどめるのではなく、これを軽減ない

し補助するための法政策論を展開することも一考に値しよう。

Ⅱ　法理論的及び法政策論的検討
　以上Ⅰにおいては、自分ごと化会議in松江の事例検証を行ってきた。以下Ⅱにおいては、

この事例検証の結果を踏まえつつ、住民主導かつ無作為抽出の住民参加について、行政法

学の観点から、法理論的及び法政策論的な検討を行うこととする。

　本稿でも触れたように、実は、わが国においては、自分ごと化会議より以前から、無作

為抽出を用いた新しい住民参加が、様々な形で実践されてきた。政治学においては、これ

らの住民参加の取組みを討議的民主主義の場として捉える見解が提唱され、また、社会科

学技術論においては、これらの取組みが科学技術への市民参加の問題として捉えられてい
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る10。

　これらの議論は、そのアプローチに様々な差異が見られるものの、より効果的な住民参

加を図るための手法の開発が活発に議論されている点、住民参加の政策決定等への反映に

ついて、「接続の制度化」というキーワードの下でその必要性ないし意義が強調されてい

る点において、共通している。しかしながら、これらの学問分野においては、特に後者の

点について、制度設計を視野に入れた議論はあまり具体化していないように見受けられる。

　これに対して、行政法学の議論は、既に指摘したように、法令による制度化がされてい

る住民参加に対して関心が集まる一方で、法令による制度化がなされていないインフォー

マルな住民参加については、活発に検討が行われてきたとは言い難い状況にある。しかし

ながら、制度設計について考察する学である行政法学としては、従来の住民参加論の知見

も活用しつつ、「接続の制度化」に貢献する余地が十分にあるものといえよう。

　そこで、以下においては、自分ごと化会議in松江の事例検証の結果を踏まえつつ、住民

主導・無作為抽出による住民参加について、行政法学の知見を活かしながら、結果への接

続（１）、資金調達や公的支援の意義（２）という２つの観点から、若干の検討を行うこ

ととしたい。

１　住民参加の結果の接続
（１）接続の意義
　自分ごと化会議in松江のような住民主導による住民参加については、通常、これに対応

する法令上の根拠は存在せず、これを実施する住民団体についても、行政や議会との関係

において、具体的な法的な位置づけは与えられていない。このことに対応し、住民主導に

よる住民参加の成果として住民団体が関係各所に提出した報告書は、法的にみれば、住民

団体が任意に作成・提出したものにとどまり、法的拘束力を持たない。したがって、住民

参加の結果をいかに反映するかは、専ら報告書の提出先の判断に委ねられることとなる。

　しかしながら、効果的な住民参加を図ろうとする観点からすれば、このことは、批判的

に検討してみるべきではないだろうか。住民参加の実施結果が専ら報告書の提出先の判断

に委ねられ、何らの応答もなされないということであっては、参加住民からの納得が得ら

れないことはもとより、外部から住民参加の成果それ自体を疑問視する声が上がらないと

も限らない。

　そこで、住民主導・無作為抽出の住民参加と政治・行政プロセスとをいかに接続すべき

かが制度設計の議論として問題になる11。

（２）拘束力による接続の問題点
　接続を確保する最もシンプルな方法は、無作為抽出による住民参加を法令ないし条例に

10　前掲注３）に掲げた文献を参照。
11　参照、⻆松正史「手続過程の公開と参加」磯部力・小早川光郎・芝池義一編『行政法の新構想Ⅱ』（有斐閣、

2008）209頁以下、篠原・前掲注１）184頁。
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根拠をもつ制度として具体化し、住民主導による住民参加の結果に議会や行政を拘束する

（結果尊重義務も含む）効果を定める方法である。この方法は、住民投票条例の制度設計

として、過去にわが国の地方公共団体で採用されてきたものである。原子力発電所の設置

の是非を問う住民投票条例（高知県旧窪川町（1982年７月19日制定）、新潟県旧巻町（1995

年６月26日制定））など、原子力分野との関わりも強い。

　しかしながら、住民主導・無作為抽出による住民参加の結果に法的拘束力を持たせるこ

とには、以下に述べるような法理論上及び実際上の問題がある。

①　法理論上の問題
　第一に、間接民主制と直接民主制との抵触ないし緊張関係という法理論上の問題がある。

この問題は伝統的に、住民投票の拘束力という表題の下に議論されてきたテーマである。

従来、我が国の行政法学において、直接民主制的制度である住民投票は、間接民主主義と

の関係において、補完的なものとして位置づけられてきた。このことは、条例上の制度設

計として、上述の原子力分野における住民投票条例のみならず、近年、様々な自治体にお

いて制定されている自治基本条例においても、住民投票の結果が尊重義務にとどめられて

いることに現れている（諮問型住民投票）12。このことは、基本的に、無作為抽出による住

民参加の制度設計の場合にも妥当するものといえよう。

　その上、無作為抽出を用いた住民参加の場合、参加住民は、偶然の契機により選出され

た住民の一部に限られる。このように、範囲が限定された住民らに、自治体としての政策

決定を正当化するだけの正統性を認めることは困難であろう。また、無作為抽出という偶

然の要素を契機として選出された住民に、政策決定に対する責任を負わせることも妥当で

はないといえる。

　そうすると、無作為抽出により選出された一部の住民の意思に、法令ないし条例上の根

拠をもって、議会や行政を法的に拘束する法効果を認めることは、それが諮問的効果にと

どめられるとしても、法理論上、困難な問題を生じさせるといえる。

②　実際上の問題
　第二に、かような法理論上の問題とは別に、無作為抽出を用いた住民参加が制度化され

ることそれ自体によって、住民自らが自由に議論できる環境や雰囲気が失われてしまうの

ではないかという、実際上の問題がある。

　上に指摘したように、自分ごと化会議in松江の場合、無作為抽出によって選出され、議

論に参加した住民が率直に意見表明をすることが可能な環境が整えられていたことが、こ

の取組みの成功にとって重要な要素であったと考えられる。かような環境が整えられたの

は、一義的には、自分ごと化会議in松江の事務局の尽力によるところが大きいように思わ

れる。しかし、より構造的にみると、この取組がインフォーマルなものであったことが一

定程度有効に機能したようにも思われる。すなわち、自分ごと化会議in松江において、住

12　参照、宇賀克也『地方自治法概説〔第８版〕』380頁。
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民が自身の意見を自由に表明することが可能であったのは、同会議の取組み自体が、住民

同士の議論の最終目的を予め定めることなく、まさに参加住民が自分ごととして議論した

点にある。法制度として住民参加が定められる際には、何らかの目的ないし結果が想定さ

れ、その目的との関係において住民参加の取組みも位置づけられることとなろう。このよ

うな形で、インフォーマルな住民参加がフォーマルなものに転化するとき、自分ごと化会

議in松江の成功要因の１つであった自由な議論環境が失われてしまうことにならないかは、

留意しておくべき観点であるといえよう。

　上に述べたことに照らせば、住民主導・無作為抽出の住民参加の結果をその後の議会や

行政機関（首長など）による政策決定と接続する制度設計を行う際には、インフォーマル

な住民参加がもつ妙味を踏まえた慎重なスタンスが求められるといえよう13。

（３）契約による接続の可能性
　この点、先行する住民参加の取組みを見ると、拘束力を用いることなく、その後のプロ

セスとの接続を確保する方法が用いられている例があり、参考になる。

　例えば、ドイツにおいて定着している無作為抽出を用いた行政主導による住民参加の形

態であるプラーヌンクスツェレ（Planungszelle）においては14、委託契約を通じて、その

後のプロセスとのソフトな接続を確保する手法が、実務上、確立している。

　自分ごと化会議と同様、プラーヌンクスツェレも、法令上の位置づけを有しない住民参

加の取組みである。しかしながら、プラーヌンクスツェレの実施に関しては、実務上、プ

ラーヌンクスツェレの実施を委託する委託者（行政機関や外郭団体）とプラーヌンクスツェ

レの実施を受託する受託者（大学等の研究機関）との間に締結される委託契約のなかで、

住民参加の結果をソフトにその後のプロセスと接続するための工夫が凝らされている。す

なわち、受託者が提出した提案書（Bürgergutachten：「市民鑑定」ないし「市民答申」

と訳される）に記載された提案内容の実施状況等に関して、委託者の報告義務が定められ

る。さらに、提案書の手交にあたっては、セレモニー等が開催され、かつ、委託契約の定

めに従い、提案書の内容は公表される。

　このように、プラーヌンクスツェレにおいては、あらかじめ契約により、住民参加の結

果に対する「応答」を確保しておき、住民参加の結果としての提案書を「公表」すること

13　ハーバーマスの見解を引きつつ、住民参加の制度化にあたり、「制度的公共性」と「市民的公共性」とは、
敢えて分節しておくべきであるとの見解として、参照、⻆松・前掲注11）301頁以下、篠原・前掲注１）184頁
以下。

14　プラーヌンクスツェレについては、ペーターC. ディーネル『市民討議による民主主義の再生―プラーヌン
クスツェレの特徴・機能・展望』（イマジン出版、2012）、山内健生「ドイツにおける新たな市民参加の手法を
めぐる議論について（１）（２・完）」自治研究74巻６号（1998）111頁以下、同74巻７号（1998）104頁以下、
後藤潤平「プラーヌンクスツェレ―熟議デモクラシー論の実践的アプローチ」早稲田政治公法研究76号（2004）
231頁以下、篠原明徳＝吉田純夫＝小針憲一『自治を拓く市民討議会―広がる参画・事例と方法』（イマジン出
版、2009）、篠原明徳『まちづくりと新しい市民参加―ドイツのプラーヌンクスツェレの手法―』（イマジン
出 版、2006）。 近 時 の 独 語 文 献 と し て、Bernhard Losch, Bürgerbeteiligung nach Schöffenmodell-Die 
Wuppertaler Planungszelle-, DÖV 2000, 372ff.; Jakob Tischer, Bürgerbeteiligung und demokratische 
Legitimation, S.159ff..
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を通じ、ソフトな接続が試みられている。かような接続方法は、住民主導による無作為抽

出の住民参加のあり方を考察する際にも参考に値しよう。

（４）プロセス全体を踏まえた接続のあり方の模索
　上に述べた住民参加の結果への応答、そして、その公表を介したソフトな形での接続方

法は、プロセス全体を踏まえて住民参加を構造づける思考にも通ずる。すなわち、公共政

策の観点から無作為抽出による住民参加を考察する場合には、これが政策決定に対して何

らかの影響力を持ち得ることが議論の前提とされるように思われるが、このことは必ずし

も、政策決定を具体的に拘束するということを意味しない。このことは、現行の法制度に

照らす限り、いわば法的拘束力が認められないことの当然の帰結でもある。

　むしろ、効果的な住民参加を図る観点からは、拘束力という形で、ある特定の立場が政

策決定を拘束するか否かを問題とするのではなく、より素朴に、住民参加全体のプロセス

を視野に入れた上で、無作為抽出、住民同士の熟議の要素に加え、住民参加の場が実施さ

れた後における参加住民、それ以外の住民、関係各所、社会全体に対する影響をも考慮す

る視点が制度設計として求められているのではないか。

２　資金調達、及び、公的支援の意義
　上記Ⅰの事例検証の結果からは、住民主導による住民参加の場が成功を収めるために、

実行委員会（事務局）の人的資源・金銭的資源が重要な要素であることが明らかになった。

ここでは、かような住民主導による住民参加の負担に照らして、資金調達及び公的支援の

意義について、考えておくこととしたい。

　住民主導の住民参加に対して公的支援を行うことについては、そもそも住民が自主的に

実施したに過ぎない取組みに対して、公金を投入するだけの合理性が認められるのか、と

いう批判も想像される。しかしながら、とりわけ原子力のようなシビアな政策課題を含む

政策分野において、行政側や事業者側からは表出されにくい議論や論点が目に見える形で

現れるという利点を無作為抽出手法が有していること、そして、これまでのわが国の経験

や現状に照らせば、行政主導や議会主導による住民参加にそのような役割を期待すること

は困難であることは、公的支援を正当化する一応の論拠として十分であるように思われる。

　そこで具体的な課題について検討すると、まず、人的資源の側面に関して、既に住民参

加論の一般的文脈において、住民参加の場を主催するコーディネーターが果たす役割の重

要性が指摘されている15。賛成派と反対派との感情的な議論の二項対立といった状況が生

じやすい原子力分野については、特に、住民参加の場を運営する人材は重要である。この

点、大学やNPOなど、中立的な立場に基づく関与を期待できる主体が果たすべき役割は

大きいと思われる。また、わが国の無作為抽出の実施について、全国的な民間の横断組織

15　田村悦一『住民参加の法的課題』（有斐閣、2006）50・51頁。
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がまさに住民主導の役割を果たしてきた経緯に照らせば16、これらの組織が形成するネッ

トワークを今後いかに発展させ、活用していくかという視点も重要であろう。

　次に、金銭面の資源について、自分ごと化会議in松江においては、住民団体の主催で実

施されたこともあり、住民団体が負担せざるを得なかった。住民団体によって自主的に実

施される住民参加がインフォーマルな性質をもつとしても、これが、住民に対する中身の

ある情報提供や公共空間における議論の創出といった公共的な価値を提供し得るものであ

るとすれば、住民主導による住民参加の負担を軽減する措置を講ずる意義は大きいように

思われる。ちなみに、行政主導による住民参加ではあるが、ドイツにおいては、PZの実

施費用のみならず、参加住民に対する報酬の支払いに至るまで、公金から支出されるのが

通常であるとされる17。

　必ずしも民間による助成金が充実していないわが国の現状を踏まえれば、これに対する

公的な支援のあり方が、公共政策の一環として模索されるべきではないだろうか18。そし

てその際、原子力に関する各種助成金に対する批判や不信が向けられてきた過去の経験を

踏まえれば、住民参加の取組みに対して疑念が抱かれることのないよう、外観上の中立性・

公正性を確保するための制度設計や組織構成の工夫が求められよう。

Ⅲ　今後の展望
１　制度設計論における発想転換の必要性
　冒頭にも述べたように、従来、行政法学の住民参加論においては、法令上の根拠のある

住民参加が主たる検討対象とされてきた。また、行政法学の議論においては、住民参加の

結果がその後のプロセスにいかなる法的効果を及ぼすかという観点から住民参加が問題と

されてきたように思われる。

　しかしながら、法令上の根拠を有しない、それも住民主導によって実施された住民参加

に焦点を当てた本稿における検討に照らせば、行政法学においても、拘束力のロジックや、

直接民主制と間接民主制を対抗構図的に捉える議論枠組みから脱却し、あるいは、これを

相対化することにより、住民参加の結果ばかりに焦点を当てるのではなく、住民参加のプ

ロセス全体を俯瞰する視座の転換が求められているといえるのではないか。

　特に、科学技術的専門性が高く、データに基づく客観的な「正解」を導くことが困難で

あり、かつ、賛成派と反対派との間で感情的な議論の対立が生じやすい原子力のような政

策分野については、かような分野の特徴に照らして、住民参加の結果が政策判断を拘束す

るか否かという観点からいったん距離を置いた上で、一連の住民参加のプロセス全体につ

いて考察を行うことが、制度設計論として求められているといえよう。

16　例えば、日本版PZは日本青年会議所がその実施について主導的役割を果たしてきた。
17　ディーネル・前掲注14）98頁。
18　参照、大久保規子「総論―参加原則の国際的展開と日本の課題」環境法政策学会編『環境法における参加―

展望と課題―』（商事法務、2019）３頁以下（17頁以下）。
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　このような立場に立った上で、行政法学ができる貢献は、上記のようなプロセスを通じ

た住民参加手続の制度設計であろう。その際、特に無作為抽出による住民参加を実施する

場合、相当程度の事務的・金銭的コストが必要とならざるを得ないことを踏まえれば、住

民参加の場を実現させるための公共政策を指向した議論が、行政法学に求められているの

ではないか。

２　中立性・公正性の確保と金銭的費用
　運営団体の中立性・公正性を確保するための工夫が重要であることは既に述べたが、こ

の問題は、無作為抽出による住民参加を実現するために必要とされる資金をいかに調達し、

また、外観的な中立性をいかに確保するのかという課題と密接な関係にある。

　特に、本稿が事例検証を行った自分ごと化会議in松江のような住民主導による住民参加

の場合には、行政主導や議会主導によって無作為抽出を実施する場合と比較して、資金を

いかに調達するかはシビアな問題である。かつ、原子力分野については、わが国の過去の

経験に照らしても、賛成か反対かという単純な二項対立的な議論に終始しがちな傾向にあ

ること、原子力政策における交付金の支給のあり方とこのような感情的な議論の対立が結

び付いて受け止められることも少なくなかったわが国の経験を踏まえれば、外観上の中立

性・公正性の確保については、特に慎重な配慮が求められるといえよう。

３　住民参加に対する公的部門の責任
　本稿における一連の検討を踏まえれば、政策決定への用い方、また、中立性・公正性の

確保という課題にいかに取り組むべきかという観点については、これが行政・議会主導で

実施される場合であれ、住民主導で実施される場合であれ、公共政策としては、公的部門

がいかなる形で責任を果たすかという観点が重要な意義を持つということになろう。

　この点、比較法的な見地から一言しておくと、具体の住民参加のあり方に応じたバリエー

ションはあるものの、全体的な傾向として、他の学問分野において熱心に紹介されてきた

欧米諸国に端を発するインフォーマルな住民参加の取組みは、その多くが、行政主導で実

施されていることは住民参加のあり方を考察するにあたり、示唆的であるように思われる。

ここには、我が国におけるのとは対照的に、法令上の根拠に基づかない住民参加の取組み

であっても、公的部門の側が、一定の責任をもって住民参加を実施しようとするスタンス

を読み取ることも可能ではないか。

　むろん、筆者のかような見方の妥当性について、理論面・実態面を含めた総合的な検討

を要することは言うまでもない。本稿との関係において、わが国の無作為抽出を用いた住

民参加の動きが、その全体的な傾向として、むしろ住民主導を契機として実施されてきた

こと、自分ごと化会議in松江の取組もいわばこの延長線上に位置づけられることを、ここ

では確認しておきたい。
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おわりに
　以上、本稿においては、法令に基づかない原子力分野における住民参加のなかから、住

民主導・無作為抽出によるものに焦点を当て、当該手法を用いて実施された自分ごと化会

議in松江の事例検証を行った上で、今後、同様の手法をわが国に定着させるために、行政

法学はいかなる貢献が可能であるかという立場から、理論的・政策論的検討を行ってきた。

本稿による一連の検討により、これまであまり活発に議論されてきたとは言い難いこの

テーマについて、今後、行政法学の観点から検討を行うにあたってのいくつかの議論の端

緒を示すことはできたように思われる。

　もっとも、本稿における考察は、自分ごと化会議in松江という一事例の検証を検討の手

掛かりとし、他の学問領域や住民参加の実践において既に蓄積されてきた知見を踏まえつ

つ、行政法学の議論との接合点を探り、今後あるべき理論枠組・制度設計のあり方を議論

する際の手掛かりを示したものにすぎない。

　今後、より一般的に、住民主導・無作為抽出による住民参加の行政法学への受け入れ方

を考察する際には、学際的な視点を踏まえた研究を深化させること、そして、討論型世論

調査（Deliberative Poll：DP）などの自分ごと化会議in松江以外の住民参加の取組みも

含めてより総合的かつ精緻な検討を行うことが求められることはいうまでもない。かよう

な検討を経てはじめて、住民主導の概念の内実や意義、無作為抽出の住民参加プロセス全

体における位置づけや意義についても、明確になるものといえよう。かような検討作業と

これを経た上で具体的な政策提言については、筆者の今後の検討課題である。

【付記】
　本稿は、2019年度地域社会と原子力に関する社会科学研究支援事業「住民参加は、原子

力に関する住民の意識にどのような影響を与えるか？」（研究代表者：宮森征司）、及び、

2020年度旭硝子財団・サステイナブルな未来への研究助成「原子力利用に関する住民参

加システムの構築に向けた国際共同実証研究」（研究代表者：田中良弘、新潟大学教授）

による研究成果の一部である。ここに記して謝意を表したい。

　なお、本稿執筆中及び脱稿後に、茨城県東海村において「第１回自分ごと化会議」（2020

年12月19日）、島根県松江市において「第Ⅱ期自分ごと化会議in松江」（2021年３月７日）

が開催された事実に触れた。今後も同様の取組みを注視していきたい。
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【
論
集
】

杜
甫
に
お
け
る
「
杜
鵑
」
の
イ
メ
ー
ジ

谷
口
眞
由
実

は
じ
め
に

　
盛
唐
の
詩
人
杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
〇
）
が
安
禄
山
の
乱
後
（
史
思
明
ら
の
乱

は
未
終
息
）、
官
を
辞
し
秦
州
（
甘
粛
省
）、
同
谷
（
甘
粛
省
）、
険
閣
（
四
川
省
）

を
経
て
、
成
都
（
現
在
の
四
川
省
成
都
市
）
に
入
っ
た
の
は
、
乾
元
二
年
（
七
五

九
）
十
二
月
で
あ
る
。
成
都
入
り
し
て
か
ら
約
六
年
滞
在
（
た
だ
し
、
近
隣
諸
州

へ
の
出
入
り
が
あ
る
）
し
た
成
都
時
代
、
杜
甫
は
「
杜
鵑
」
を
し
ば
し
ば
詠
じ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
の
五
月
に
成
都
を
後
に
し
て
南
下

し
、
渝
州
（
四
川
省
）、
忠
州
（
四
川
省
）、
雲
安
（
四
川
省
）
へ
と
旅
し
た
時
期

に
も
、
杜
甫
は
「
杜
鵑
」「
子
規
」
な
ど
を
詠
じ
た
詩
を
多
数
制
作
し
て
い
る
。

な
ぜ
、
杜
甫
は
こ
の
時
期
に
多
く
の
「
杜
鵑
」「
子
規
」
を
詠
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

杜
甫
が
こ
の
成
都
時
代
及
び
雲
安
滞
在
中
に
「
杜
鵑
」
を
集
中
的
に
詠
じ
た
理
由

に
つ
い
て
考
え
た
い
と
い
う
こ
と
が
、
本
論
の
一
つ
目
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

　
成
都
を
中
心
と
す
る
地
域
は
古
代
の
蜀
（
現
在
の
四
川
省
）
の
地
域
で
あ
り
、

雲
安
付
近
は
「
巴
」
と
呼
ば
れ
、
両
者
合
わ
せ
て
「
巴
蜀
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、

と
も
に
蜀
王
杜
宇
（
望
帝
）
の
魂
が
杜
鵑
に
な
っ
た
と
の
伝
説
が
広
く
知
ら
れ
て

い
る
地
域
で
あ
る
。
杜
甫
も
早
く
か
ら
こ
の
伝
説
を
知
っ
て
お
り
、
強
い
興
味
を

抱
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
蜀
の
望
帝
が
当
初
民
を
教
化
し
、
蜀
の
基

盤
を
作
っ
た
英
明
な
君
主
と
し
て
活
躍
し
、
民
衆
か
ら
も
慕
わ
れ
て
い
た
こ
と
、

し
か
し
、
水
害
に
対
処
で
き
ず
、
治
水
に
功
績
の
あ
っ
た
宰
相
に
位
を
譲
り
失
意

の
う
ち
に
死
し
た
こ
と
を
蜀
の
人
々
が
悲
し
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
死
ん
だ

望
帝
の
魂
の
化
身
と
さ
れ
る
杜
鵑
の
悲
し
げ
な
声
は
後
述
す
る
よ
う
に
六
朝
詩
に

詠
じ
ら
れ
始
め
、
そ
し
て
唐
代
に
な
っ
て
少
し
ず
つ
詠
じ
ら
れ
る
例
が
多
く
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
杜
甫
の
「
杜
鵑
」
を
詠
じ
た
詩
に
は
、
明
ら
か
に

他
の
詩
人
と
は
全
く
異
な
る
意
識
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
（
一
部
に
他
の
詩
人

と
同
じ
よ
う
な
も
の
も
あ
る
）。
杜
甫
が
杜
鵑
に
託
し
た
思
い
を
あ
ら
た
め
て
検

討
し
た
い
と
い
う
の
が
、
本
論
の
二
つ
目
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
す
で
に
植
木
久
行
氏
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
う
た
　
杜
鵑
と
郭
公
を
め

ぐ
っ
て
」（『
比
較
文
学
年
誌
』
第
一
五
号
、
一
九
七
九
年
。
以
下
、「
植
木
論
文
」

と
略
す
）
に
お
い
て
、
中
国
古
典
詩
に
詠
じ
ら
れ
た
「
杜
鵑
」
と
日
本
文
学
の
古

典
に
み
ら
れ
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
や
「
郭
公
」
と
の
比
較
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

特
に
、
唐
代
以
前
の
文
献
に
見
え
る
「
杜
鵑
」
を
め
ぐ
る
伝
説
の
生
成
や
あ
る
い

は
異
同
に
つ
い
て
詳
細
に
究
明
さ
れ
、
さ
ら
に
六
朝
か
ら
唐
詩
の
用
例
に
つ
い
て

も
、
時
代
を
追
っ
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

主
だ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て

の
分
析
も
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
様
々
な
文
献
に
言
及
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
そ

の
第
七
章
で
は
盛
唐
詩
人
に
つ
い
て
も
論
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
杜
甫
に

つ
い
て
は
ま
だ
論
ず
る
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
植
木
論
文
を
参

考
に
さ
せ
て
頂
き
つ
つ
、
特
に
杜
甫
を
中
心
に
、
右
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
検
討

し
た
い
（
な
お
、
原
文
及
び
訓
読
な
ど
で
は
常
用
漢
字
の
あ
る
も
の
は
常
用
漢
字

を
使
い
、
常
用
漢
字
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
正
字
を
使
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ

し
、
固
有
名
詞
な
ど
、
一
部
正
字
を
使
っ
た
も
の
も
あ
る
）。

第
一
節　
杜
鵑
に
関
す
る
伝
説

　
「
杜
鵑
」
を
め
ぐ
る
伝
説
の
諸
相
、
ま
た
生
成
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
植
木
論

文
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
特
に
杜
甫
の
用
例
に
直
接
関
わ
り
、
影
響
を
与
え
て
い

る
も
の
に
限
定
し
て
、
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
植
木
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
唐
代
の
代
表
的
な
類
書
『
芸
文
類
聚
』、『
初
学

記
』
の
鳥
の
部
に
は
「
杜
鵑
」
に
つ
い
て
記
述
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
唐
代
以
前

の
文
学
に
お
い
て
は
「
杜
鵑
」「
子
規
」
が
題
材
と
し
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
杜
鵑
」「
子
規
」
に
つ
い
て
は
、
漢
・
揚
雄
『
蜀
王
本
紀
（
２
）』、『

華
陽
国
志
』

蜀
志
や
『
荊
楚
歳
時
記
』
な
ど
に
収
載
さ
れ
る
伝
説
や
、『
禽
経
（
３
）』

や
『
本
草
拾

遺（４
）』

な
ど
に
記
載
が
あ
る
。

　
「
杜
鵑
」
は
、
和
名
ほ
と
と
ぎ
す
。
蜀
の
望
帝
、
名
は
杜
宇
に
ま
つ
わ
る
伝
説

で
知
ら
れ
て
い
る
。
望
帝
は
治
水
に
功
績
の
あ
っ
た
龞
霊
（
ま
た
、
開
明
）
を
宰

相
と
し
、
治
水
に
功
績
を
あ
げ
た
彼
に
位
を
譲
っ
て
他
郷
（
ま
た
は
西
山
）
に
去

り
、
死
後
そ
の
魂
が
化
し
て
こ
の
鳥
に
な
っ
た
（
あ
る
い
は
望
帝
が
去
っ
た
後
、

杜
鵑
が
鳴
く
声
を
聞
い
て
人
々
が
悲
し
ん
だ
）と
の
伝
説
が
あ
る
。そ
の
声
は「
不

如
帰
去
」
と
聞
こ
え
る
と
い
う
。
そ
の
声
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
言
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
、
鳥
の
名
と
さ
れ
た
た
め
、
子
規
、
杜
魄
、
蜀
魂
、
杜
宇
、
鶗
鴃
、
催
帰
な
ど

の
名
で
呼
ば
れ
る
。

　
ま
ず
は
、
植
木
論
文
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
杜
甫
が
典
拠
と
し
た
と
考
え
ら

れ
る
杜
鵑
に
関
す
る
伝
説
に
簡
潔
に
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅰ
『
華
陽
国
志
（
５
）』
蜀
志

　
『
華
陽
国
志
』
は
、
晋
の
常
璩
の
撰
で
、
十
二
巻
。
三
国
時
代
か
ら
晋
代
に
お

け
る
主
に
四
川
・
雲
南
方
面
の
歴
史
・
地
理
を
記
述
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。「
蜀

志
」
に
見
え
る
記
載
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
次
王
を
魚
鳧
と
曰
ふ
…
。
後
王
有
り
杜
宇
と
曰
ふ
。
民
に
農
に
務
む
る
を

教
へ
、
一
に
杜
主
と
号
す
。
時
に
朱
提
に
梁
氏
の
女
利
な
る
も
の
有
り
、
江

源
に
遊
ぶ
。
宇
、
之
を
悦
び
納
れ
て
以
て
妃
と
為
す
。
治
を
郫
邑
に
移
し
、

或
は
瞿
上
に
治
す
。
七
国
王
を
称
せ
し
と
き
、
杜
宇
、
帝
を
称
し
、
号
し
て

望
帝
と
曰
ひ
、
名
を
蒲
卑
に
更
む
。
自
ら
以
へ
ら
く
、「
功
徳
は
諸
王
よ
り
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高
し
」
と
。
乃
ち
褒
斜
を
以
て
前
門
と
為
し
、
熊
耳
・
霊
関
を
後
戸
と
為
し
、

玉
塁
・
峨
眉
を
城
郭
と
為
し
、
江
・
潜
・
綿
・
洛
を
池
沢
と
為
し
、
汶
山
を

以
て
畜
牧
を
為
し
、
南
中
を
園
苑
と
為
す
。
会
ゝ
水
災
有
り
、
其
の
相
開
明
、

玉
塁
山
を
決
し
以
て
水
害
を
除
く
。
帝
、
遂
に
委
ね
る
に
政
事
を
以
て
し
、

堯
・
舜
禅
授
の
義
に
法
り
、
遂
に
位
を
開
明
に
禅
り
、
帝
は
西
山
に
升
り
て

隠
る
。
時
適
々
二
月
、
子
鵑
鳥
鳴
く
。
故
に
蜀
人
は
子
鵑
鳥
の
鳴
く
を
悲
し

む
な
り
。
巴
も
亦
た
其
の
教
に
化
し
て
農
務
に
力
む
。
今
に
迄
る
ま
で
巴
・

蜀
の
民
、
農
時
に
は
先
ず
杜
主
君
を
祀
る
。
開
明
位
し
号
し
て
叢
帝
と
曰
ふ
。

（
次
王
曰
魚
鳧
。
…
後
有
王
曰
杜
宇
。
教
民
務
農
、
一
号
杜
主
。
時
朱
提
有

梁
氏
女
利
、
遊
江
源
。
宇
悦
之
納
以
為
妃
。
移
治
郫
邑
、
或
治
瞿
上
。
七
国

称
王
、
杜
宇
称
帝
、
号
曰
望
帝
、
更
名
蒲
卑
。
自
以
功
徳
高
諸
王
。
乃
以
褒

斜
為
前
門
、
熊
耳
・
霊
関
為
後
戸
、
玉
塁
・
峨
眉
為
城
郭
、
江
・
潜
・
綿
・

洛
為
池
沢
、
以
汶
山
為
畜
牧
、
南
中
為
園
苑
。
会
有
水
災
、
其
相
開
明
、
決

玉
塁
山
以
除
水
害
。
帝
遂
委
以
政
事
、
法
堯
・
舜
禅
授
義
、
遂
禅
位
於
開
明
、

帝
升
西
山
隠
焉
。
時
適
二
月
、
子
鵑
鳥
鳴
。
故
蜀
人
悲
子
鵑
鳥
鳴
也
。
巴
亦

化
其
教
而
力
農
務
。
迄
今
巴
・
蜀
民
、
農
時
先
祀
杜
主
君
。
開
明
位
号
曰
叢

帝
。）

　
周
時
代
、
蜀
王
を
称
し
た
蚕
叢
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
、
魚
鳧
王
の
次
に
杜
宇
が

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
王
と
な
っ
た
杜
宇
は
杜
主
を
称
し
、
の
ち
に
帝
を
称
し
、

望
帝
と
号
す
る
よ
う
に
な
る
。
蜀
の
望
帝
は
民
の
教
化
に
務
め
国
の
基
盤
を
作
っ

た
。
た
ま
た
ま
起
こ
っ
た
水
害
の
際
に
、
宰
相
で
あ
っ
た
開
明
が
治
水
に
功
績
を

あ
げ
た
た
め
、
古
代
の
禅
譲
に
倣
っ
て
開
明
に
位
を
譲
っ
た
と
い
う
。
譲
位
後
、

杜
宇
は
西
山
に
退
隠
し
た
。
た
ま
た
ま
二
月
で
あ
り
、
杜
鵑
が
鳴
い
て
い
た
の
で
、

蜀
の
人
た
ち
は
杜
鵑
の
悲
痛
な
声
を
聞
い
て
、
望
帝
を
思
い
悲
し
ん
だ
と
い
う
。

ま
た
、
巴
の
人
々
も
同
じ
く
教
化
を
受
け
た
の
で
、
農
事
を
始
め
る
と
き
、
巴
蜀

の
人
々
は
ま
ず
杜
宇
を
お
祀
り
す
る
と
い
う
。
こ
の
話
で
は
、
杜
宇
が
退
隠
し
た

時
、
た
ま
た
ま
杜
鵑
が
し
き
り
に
鳴
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
哀
切
な
声
が
ま
る
で

杜
宇
の
声
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
帝
を
悲
し
ん
だ
と
い
う
。

　
植
木
論
文
で
は
、こ
の
文
章
に
つ
い
て
、望
帝
化
鳥
伝
説
で
な
い
こ
と
、「
子
鵑
」

の
語
が
使
わ
れ
た
早
い
例
で
あ
る
こ
と
、
陰
暦
二
月
に
鳴
く
と
す
る
こ
と
、
そ
し

て
望
帝
の
神
格
化
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
最
後
の
神
格
化
に
関
連

し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
特
に
望
帝
が
生
前
、
蜀
で
善
政
を
布
き
、
人
々
に
退
隠

後
敬
仰
さ
れ
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
杜
甫
の
杜
鵑
の
イ
メ
ー
ジ
に
大
き

く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅱ
『
荊
楚
歳
時
記
（
６
）』

　
一
方
、
梁
・
宗
懍
撰
の
『
荊
楚
歳
時
記
』
三
月
の
項
に
も
杜
鵑
が
み
え
る
。

　
三
月
三
日
、
杜
鵑
初
め
て
鳴
く
。
田
家
之
を
候
と
す
。
此
の
鳥
、
昼
夜
に

鳴
く
。
口
赤
く
、
天
に
上
り
て
恩
を
乞
ふ
。
章
陸
子
の
熟
す
る
に
至
れ
ば
乃

ち
止
む
。
杜
鵑
初
め
て
鳴
く
。
先
づ
聞
く
者
、
離
別
を
主
り
、
其
の
声
を
学

び
、
人
を
し
て
血
を
厠
溷
の
上
に
吐
か
し
む
。
聞
く
者
不
祥
に
し
て
、
之
を

厭
ふ
法
、
当
に
狗
の
声
を
為
り
以
て
之
に
応
ず
べ
し
と
。

　
こ
こ
に
描
か
れ
る
杜
鵑
は
、
そ
の
年
の
農
事
を
始
め
る
合
図
と
さ
れ
、
昼
夜
に

鳴
き
、
口
（
の
中
）
が
赤
い
鳥
と
し
て
描
か
れ
る
。
一
方
、
後
半
で
は
そ
の
声
を

聞
く
者
は
「
不
祥
」
と
さ
れ
、
そ
の
声
を
聞
い
た
者
は
血
を
吐
く
と
さ
れ
、
そ
の

不
祥
を
避
け
る
に
は
、
犬
の
声
を
な
す
と
よ
い
と
い
う
。
昼
夜
構
わ
ず
鳴
く
声
が
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人
々
に
忌
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
「
杜
鵑
」
は
見
え
る
の
で

あ
る
が
、
植
木
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
唐
代
以
前
の
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
描
か

れ
て
い
な
い
。
数
は
少
な
い
が
、
六
朝
時
代
の
文
学
に
見
え
る
用
例
を
次
に
見
て

お
き
た
い
。

第
二
節　
六
朝
時
代
の
用
例

　
杜
鵑
・
子
規
が
文
学
に
登
場
す
る
の
は
比
較
的
遅
か
っ
た
。
ま
ず
、
制
作
時
は

晋
・
宋
・
斉
の
い
ず
れ
か
未
詳
で
あ
る
が
、
民
間
で
作
ら
れ
た
歌
謡
で
あ
る
「
子

夜
四
時
歌
七
十
五
首
」
の
春
歌
二
十
首
（『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
四
、
晋
宋
斉
辞
）

の
中
に
杜
鵑
を
詠
じ
た
も
の
が
二
例
「
其
六
」「
其
十
一
」
に
み
え
る
。
こ
こ
で

は
其
六
を
あ
げ
た
い
（
７
）。

　
　
子
夜
四
時
歌
七
十
五
首
春
歌
二
十
首
（
其
六
）

杜
鵑
竹
裏
鳴
　
　
杜
鵑
　
竹
の
裏
に
鳴
き

梅
花
落
満
道
　
　
梅
花
　
満
道
に
落
つ

燕
女
遊
春
月
　
　
燕
女
は
春
月
に
遊
び

羅
裳
曳
芳
草
　
　
羅
裳
　
芳
草
を
曳
く

�

（『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
四
、
清
商
曲
辞
）

　
前
半
は
、
梅
の
花
が
道
一
杯
に
落
ち
、
竹
林
の
中
で
杜
鵑
が
鳴
い
て
い
る
と
い

う
、
春
闌
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
こ
ろ
の
情
景
で
あ
る
。
後
半
は
、
う
ら
ら
か
な
春

の
季
節
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
月
下
に
遊
ぶ
女
性
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
其
十
一
で

も
季
節
が
晩
春
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
春
愁
を
晴
ら
そ
う
と
女

性
が
散
歩
す
る
姿
を
描
く
。
子
夜
歌
は
呉
の
子
夜
と
い
う
女
性
が
歌
い
始
め
た
と

伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
楽
府
題
と
な
っ
て
、
数
々
の
替
え
歌
が
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
先
述
の
よ
う
に
晋
代
、
宋
代
、
斉
代
の
間
の
い

つ
頃
作
ら
れ
た
か
定
か
で
な
く
、
作
者
も
不
明
の
民
衆
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
民
衆

の
歌
謡
に
杜
鵑
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
鳴
き
声
が
悲
痛
で
あ
る
と

い
う
感
覚
は
全
く
見
え
な
い
。
民
間
に
お
い
て
は
、
杜
鵑
の
鳴
き
声
は
春
を
告
げ

る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
子
夜
歌
」
は
、
民
間
の
歌
謡
で
あ
り
、
ま
た
制
作
時
期
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

作
者
の
明
ら
か
な
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
最
初
の
例
と
し
て
は
、
植
木
氏
も
指
摘

す
る
よ
う
に
、
西
晋
・
左
思
（
二
五
三
？
～
三
〇
七
？
）
の
「
三
都
賦
」（
三
都

の
賦
、
蜀
都
賦
・
呉
都
賦
・
魏
都
賦
か
ら
な
る
）
の
「
蜀
都
賦
」（
蜀
都
の
賦
）

を
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
当
時
、
広
く
人
々
に
読
ま
れ
、「
洛

陽
の
紙
価
を
高
か
ら
し
む
」
の
故
事
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
富
貴
な
人
々
が
競
っ

て
書
写
し
、
洛
陽
の
紙
の
値
段
が
高
騰
す
る
ほ
ど
の
流
行
ぶ
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
「
蜀
都
賦
」
に
は
、
杜
宇
の
魂
魄
が
化
し
て
杜
鵑
・
子
規
と
な
っ
た
と
い

う
伝
承
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
世
の
文
学
に
与
え
る
影
響
は
非
常
に
大
き

か
っ
た
に
違
い
な
い
。
左
思
は
高
名
な
学
者
で
あ
っ
た
張
載
の
も
と
を
訪
れ
て
蜀

地
方
の
こ
と
を
尋
ね
、
構
想
に
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
書
き
上
げ
た
と
い
い
、
ま

た
同
時
代
の
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
そ
の
こ
と
ば
は
み
だ
り
に
華
美
で
な
く
、

必
ず
確
か
な
根
拠
に
由
来
し
て
お
り
、
様
々
な
種
類
の
事
物
が
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
称
さ
れ
た
。（『
晋
書
』
巻
九
十
二
、
左
思
伝
に

引
か
れ
る
衛
権
の
作
っ
た
「
蜀
都
賦
」
の
注
解
の
序
文
（
８
））。

こ
の
よ
う
な
「
蜀
都
賦
」

に
「
杜
鵑
」
が
描
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
蜀
の
鳥
と
い
え
ば
、
杜
鵑
・
子
規
と
の
連

想
が
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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西
晋
・
左
思
の「
蜀
都
賦
」は『
文
選
』（
梁
・
昭
明
太
子
撰
、唐
・
李
善
注
、清
・

胡
克
家
刻
本
影
印
、
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
）
賦
（
乙
）
京
都
中
・
巻
四
に
収

め
ら
れ
て
い
る
作
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
表
現
が
見
え
る
。

碧
出
萇
弘
之
血
　
　
碧
は
萇
弘
の
血
よ
り
出
で

鳥
生
杜
宇
之
魄
　
　
鳥
は
杜
宇
の
魄
よ
り
生
ま
る

妄
変
化
而
非
常
　
　
妄
り
に
変
化
し
て
常
に
非
ず

嗟
見
偉
於
疇
昔
　
　
嗟
　
疇
昔
に
偉
と
せ
ら
る
　

　
「
蜀
都
賦
」
は
、
蜀
の
鳥
獣
や
草
木
、
産
物
、
偉
大
な
人
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
網
羅
的
に
描
く
一
大
長
篇
で
あ
る
が
、
引
用
部
分
は
、
古
代
蜀
の
伝
説
的
な

偉
業
を
な
し
た
人
物
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
萇
弘
は
周
の
霊
王
に
忠
義

を
尽
く
し
大
夫
と
し
て
仕
え
た
が
、
讒
言
を
受
け
て
殺
さ
れ
た
。
そ
の
血
は
三
年

後
に
「
碧
」
と
な
っ
た
と
い
う
。「
碧
」
と
は
、
中
国
で
非
常
に
珍
重
さ
れ
る
美

し
い
あ
お
み
ど
り
色
の
貴
石
で
あ
る
。
萇
弘
に
つ
い
て
は
『
荘
子
』
外
物
篇
に
見

え
る
（
９
）。

　
ま
た
、
杜
宇
、
す
な
わ
ち
望
帝
の
魄
か
ら
杜
鵑
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。「
魄
」
は
、

「
魂
」
と
同
義
で
た
ま
し
い
、
霊
魂
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、

「
魂
」
と
対
比
さ
れ
る
場
合
は
、
肉
体
を
主
宰
し
、
死
後
地
上
に
と
ど
ま
る
陰
の

生
気
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
ど
ち
ら
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
決
め
難
い
。
こ

の
賦
の
場
合
、「
魄
」
は
押
韻
部
分
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、「
魂
」
で
は
な
く
「
魄
」

を
使
っ
た
可
能
性
も
あ
る
（『
文
選
考
異
』（
巻
第
四
）
に
言
及
な
し
）。

　
杜
宇
化
鳥
伝
説（
杜
宇
が
死
し
て
後
に
化
身
し
て
杜
鵑
に
な
っ
た
と
す
る
説
話
）

に
つ
い
て
は
、『
文
選
』（
李
善
注
）
引
用
す
る
後
漢
・
李
膺
の
『
蜀
記）（1
（

』
に
、

　
昔
人
の
姓
の
杜
な
る
も
の
有
り
。
名
は
宇
。
蜀
に
王
た
り
。
号
し
て
望
帝

と
曰
ふ
。
宇
死
す
。
俗
説
に
云
ふ
、
宇
化
し
て
子
規
と
為
る
。
子
規
は
、
鳥

の
名
な
り
。
蜀
人
子
規
の
鳴
く
を
聞
く
に
、
皆
望
帝
と
曰
ふ
な
り
（
昔
有
人

姓
杜
。
名
宇
。
王
蜀
。
号
曰
望
帝
。
宇
死
。
俗
説
云
、
宇
化
為
子
規
。
子
規
、

鳥
名
也
。
蜀
人
聞
子
規
鳴
、
皆
曰
望
帝
也
。）

と
あ
る
。
俗
説
、
つ
ま
り
世
間
に
伝
わ
る
伝
説
と
し
て
、
望
帝
が
死
後
、
子
規
、

す
な
わ
ち
杜
鵑
に
化
身
し
、
蜀
の
人
々
は
杜
鵑
の
声
を
聞
く
と
望
帝
だ
と
思
っ
た

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
蜀
都
賦
」
に
お
い
て
は
、
萇
弘
と
杜
宇
は
、
い
ず
れ

も
蜀
の
地
で
、
忠
孝
、
あ
る
い
は
美
徳
や
治
績
で
知
ら
れ
な
が
ら
、
悲
劇
的
な
死

を
遂
げ
、
死
後
碧
と
な
り
、
杜
鵑
と
な
る
と
い
う
尋
常
な
ら
ざ
る
奇
跡
を
起
こ
し
、

人
々
の
尊
崇
を
あ
つ
め
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
人
物
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
も
、
杜
鵑
の
泣
き
声
が
悲
劇
的
で
あ
る
と
い
う
叙
述
は
な
い
。

　
次
に
挙
げ
る
の
は
、
六
朝
宋
・
鮑
照
（
四
一
四
～
四
六
六
）
の
「
擬
行
路
難
十

八
首
」
の
第
七
首
で
あ
る
。「
行
路
難
」
と
い
う
楽
府
題
に
倣
っ
て
、
鮑
照
は
「
擬

行
路
難
十
八
首
」
を
制
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
と
の
漢
代
の
古
楽
府
は
現

存
し
て
い
な
い
。
こ
の
一
連
の
作
品
は
人
生
行
路
の
苦
難
や
別
れ
の
悲
傷
を
詠
じ

た
も
の
で
あ
る）（（
（

。

擬
行
路
難
十
八
首
其
七
　
　
行
路
難
に
擬
す
十
八
首
其
の
七

　
　
鮑
照

愁
思
忽
而
至
　
　
　
　
　
　
愁
思
　
忽
ち
に
し
て
至
り

跨
馬
出
北
門
　
　
　
　
　
　
馬
に
跨
り
て
北
門
を
出
づ

挙
頭
四
顧
望
　
　
　
　
　
　
頭
を
挙
げ
て
四
顧
し
て
望
め
ば

但
見
松
柏
園
　
　
　
　
　
　
但
だ
見
る
　
松
柏
の
園
を

荊
棘
鬱
蹲
蹲
　
　
　
　
　
　
荊
棘
　
鬱
と
し
て
蹲
蹲
た
り
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中
有
一
鳥
名
杜
鵑
　
　
　
　
中
に
一
鳥
有
り
　
名
は
杜
鵑

言
是
古
時
蜀
帝
魂
　
　
　
　
言
ふ
是
れ
古
時
　
蜀
帝
の
魂

声
音
哀
苦
鳴
不
息
　
　
　
　
声
音
哀
苦
し
て
鳴
き
息
ま
ず

羽
毛
憔
悴
似
人
髠
　
　
　
　
羽
毛
憔
悴
し
て
人
の
髠
に
似
た
り

飛
走
樹
間
啄
虫
蟻
　
　
　
　
樹
間
を
飛
走
し
虫
蟻
を
啄
む

豈
憶
往
日
天
子
尊
　
　
　
　
豈
憶
は
ん
や
　
往
日
の
天
子
の
尊
き
を

念
此
死
生
変
化
非
常
理
　
　�

此
れ
を
念
へ
ば
　
死
生
は
変
化
し
て
常
理
に
非

ず

中
心
愴
惻
不
能
言
　
　
　
　
中
心
愴
惻
と
し
て
　
言
ふ
能
は
ず

　
冒
頭
か
ら
第
五
句
ま
で
は
、
心
に
愁
い
を
抱
く
人
物
が
ま
ち
の
北
門
か
ら
出
立

す
る
場
面
を
描
く
。
こ
の
人
物
は
突
如
愁
い
に
襲
わ
れ
、
都
の
北
門
を
出
て
、
辺

り
を
見
回
す
。
そ
の
目
に
映
っ
た
の
は
松
柏
で
あ
り
、（
そ
の
木
々
の
下
に
）
い

ば
ら
が
う
っ
そ
う
と
茂
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
松
や
柏
は
、
常
緑
樹
で
あ
り
、

多
く
墓
場
な
ど
に
植
え
ら
れ
る
木
で
あ
る
。
い
ば
ら
の
茂
る
様
子
と
相
ま
っ
て
、

荒
涼
た
る
情
景
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
第
六
句
に
、
松
や
柏
の
樹
間
に

い
る
ほ
と
と
ぎ
す
が
描
か
れ
る
。
古
代
の
蜀
帝
（
望
帝
）
の
魂
が
ほ
と
と
ぎ
す
に

な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
悲
し
み
苦
し
げ
に
泣
き
続
け
、
羽
毛
は
や
つ
れ
、
ま

る
で
頭
髪
を
そ
り
落
と
さ
れ
た
罪
人
の
よ
う
だ
。
蟻
を
啄
ん
で
木
々
の
間
を
あ
ち

ら
こ
ち
ら
飛
び
回
る
姿
か
ら
は
、
そ
の
昔
人
々
の
尊
敬
を
集
め
て
い
た
望
帝
を
想

起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
思
う
と
、
人
の
生
死
は
つ
ね
に
変
化
し
て
常
理

な
ど
な
い
と
い
う
悲
し
み
が
心
の
中
か
ら
こ
み
上
げ
て
、
言
葉
に
出
し
て
言
う
こ

と
が
で
き
な
い
。

　
こ
の
詩
の
作
中
人
物
は
、
荒
涼
と
し
た
郊
外
の
情
景
を
目
に
し）（1
（

、
そ
こ
に
杜
鵑

の
姿
を
見
出
す
。
蜀
の
望
帝
の
魂
が
化
し
た
と
の
伝
説
が
あ
る
杜
鵑
で
あ
る
が
、

哀
苦
に
満
ち
た
声
、
や
つ
れ
た
羽
毛
、
虫
や
蟻
を
啄
む
た
め
に
木
々
の
間
を
せ
わ

し
く
飛
び
回
る
姿
に
、
か
つ
て
の
望
帝
の
偉
大
な
姿
は
微
塵
も
な
い
。
そ
の
落
魄

の
姿
を
傷
み
、
世
に
常
理
の
な
い
こ
と
を
嘆
く
。

　
こ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
蜀
の
望
帝
が
杜
鵑
と
な
っ
た
悲
し
さ
を
詠
じ
る

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
杜
鵑
に
望
帝
の
姿
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
望
帝
が
落

魄
し
た
こ
と
を
介
し
て
、
人
生
の
変
化
の
激
越
さ
を
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
杜
鵑
を
美
し
く
描
く
の
で
は
な
く
、
お
ち
ぶ
れ
た
姿

で
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
こ
の
詩
以
前
に
は
見
ら
れ
な

い
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
忠
孝
の
人
物
が
か
え
っ
て
滅
亡
さ
せ
ら
れ
る
当
時
の
厳

し
い
政
治
・
社
会
状
況
を
悲
し
ん
で
い
る
と
す
る
説
、東
晋
最
後
の
皇
帝
恭
帝（
零

陵
）
が
劉
裕
（
宋
の
高
祖
）
に
譲
位
し
、
不
遇
の
最
期
を
終
え
た
こ
と
を
寓
す
る

と
の
説
な
ど
複
数
あ
る
と
、
錢
仲
聯
注
『
鮑
参
軍
集
注
』（
巻
四
）
に
指
摘
が
あ
る
。

　
こ
の
鮑
照
の
杜
鵑
の
描
き
方
は
非
常
に
尖
鋭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
望
帝
の
化
身

と
さ
れ
る
杜
鵑
の
姿
に
、
現
実
レ
ベ
ル
で
か
つ
て
は
尊
崇
を
集
め
た
有
徳
の
人
物

が
、
今
は
落
魄
し
て
や
つ
れ
は
て
て
い
る
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
う
い
う
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
根
底
に
お
い
て
、

杜
鵑
の
姿
に
世
の
無
常
や
不
条
理
を
見
て
、
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
杜
宇
化
鳥
伝
説
を
詠
じ
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
直
言
で
き
な

い
世
情
へ
の
憤
懣
や
自
己
の
力
の
及
ば
ぬ
運
命
の
転
変
へ
の
歎
き
を
込
め
る
表
現

は
、
そ
の
後
、
杜
甫
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
推
察
さ
れ
る
。
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第
三
節　
盛
唐
の
用
例

　
以
上
の
よ
う
に
、
六
朝
時
代
に
お
い
て
は
、「
子
夜
四
時
歌
」、
左
思
「
蜀
都
賦
」、

そ
し
て
鮑
照
「
擬
行
路
難
」（
其
七
）
な
ど
に
「
杜
鵑
」「
子
規
」
が
詠
じ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
数
例
で
あ
り
、
唐
以
前
、
杜
鵑
は
題
材
と
し
て
あ
ま
り

文
学
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
杜
鵑
が
詩
賦
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
は
な
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
唐
代
に
入
る
と
、
次
第
に
多
く
の
作
品
に
詠
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
植
木
論
文
は
、
初
唐
・
沈
佺
期
の
「
夜
七
盤
嶺
」
詩
に
「
帰
心
を
促
す
悲
声
と

し
て
子
規
を
歌
う
の
」
が
最
初
で
あ
ろ
う
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
盛
唐
期
に
つ
い

て
は
、
や
は
り
植
木
論
文
で
は
、
盛
唐
の
王
維
（
六
九
九
？
～
七
五
九
）
に
は
「
杜

鵑
」
二
例
、「
子
規
」
一
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
送
別
詩
に
用
い
ら
れ
」、「
蜀

へ
旅
立
つ
人
を
送
る
、
と
い
う
共
通
し
た
特
徴
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る）（1
（

。

　
　
送
楊
長
史
赴
果
州
　
　
楊
長
史
の
果
州
に
赴
く
を
送
る

褒
斜
不
容
幰
　
　
褒
斜
　
幰
を
容
れ
ず

之
子
去
何
之
　
　
之
の
子
　
去
っ
て
何
く
に
之
く

鳥
道
一
千
里
　
　
鳥
道
　
一
千
里

猿
声
十
二
時
　
　
猿
声
　
十
二
時

官
橋
祭
酒
客
　
　
官
橋
　
祭
酒
の
客

山
木
女
郎
祠
　
　
山
木
　
女
郎
の
祠

別
後
同
明
月
　
　
別
後
　
明
月
を
同
じ
く
し

君
応
聴
子
規
　
　
君
　
応
に
子
規
を
聴
く
な
る
べ
し

�

（『
王
維
集
校
注
』
巻
六
）

　
楊
長
史（
長
史
は
刺
史
の
下
に
置
か
れ
た
官
）が
果
州
に
赴
任
す
る
の
を
見
送
っ

た
詩
で
あ
る
。
果
州
は
四
川
省
南
充
郡
の
地
。
首
聯
の
褒
・
斜
は
い
ず
れ
も
谷
の

名
で
あ
り
、
陝
西
省
と
四
川
省
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。「
幰
」
は
ほ
ろ
の

つ
い
た
車
。「
不
容
幰
」
は
、
狭
隘
で
あ
る
た
め
、
車
も
通
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。

頷
聯
は
、
果
州
へ
の
旅
の
途
中
の
情
景
で
あ
る
。
果
州
は
、
空
を
飛
ぶ
鳥
だ
け
が

通
れ
る
よ
う
な
道
「
鳥
道
」
を
行
く
こ
と
千
里
の
か
な
た
の
地
で
あ
り
、
巴
蜀
に

多
い
と
さ
れ
る
猿
の
悲
し
げ
な
声
が
一
日
中
聞
こ
え
る
。
頸
聯
、
官
路
の
橋
で
は

出
立
に
先
立
っ
て
道
祖
神
を
祀
り
酒
を
供
え
る
人
々
が
お
り
、
こ
れ
か
ら
経
る
褒

城
の
上
に
は
、
山
の
木
々
に
囲
ま
れ
て
女
郎
祠
（
褒
城
県
の
女
郎
山
上
に
あ
っ
た

女
郎
廟
の
こ
と
と
さ
れ
る
）
が
立
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
情
景
を
想
像
す
る
。

尾
聯
は
、別
後
に
は
、た
だ
明
月
を
同
じ
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
が
、き
っ

と
あ
な
た
は
蜀
の
子
規
の
悲
し
い
声
を
聞
い
て
悲
し
む
こ
と
だ
ろ
う
と
、
楊
氏
の

赴
く
先
蜀
の
地
を
想
像
し
、
別
れ
行
く
楊
氏
を
思
い
や
っ
て
い
る
。
蜀
地
方
に
多

く
、「
蜀
都
賦
」
に
も
描
か
れ
た
子
規
は
、「
蜀
」
か
ら
真
っ
先
に
連
想
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
哀
し
い
声
は
異
郷
に
身
を
置
く
悲
し
み
を
象
徴
す
る
と
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
は
い
え
、
別
れ
行
く
楊
氏
の
行
く
先
で
あ
る
蜀
の
風
物

と
し
て
典
型
化
さ
れ
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
送
梓
州
李
使
君
」（
梓

州
の
李
使
君
を
送
る
）
に
お
い
て
も
、

萬
壑
樹
参
天
　
　
万
壑
　
樹
　
天
に
参
し

千
山
響
杜
鵑
　
　
千
山
　
杜
鵑
響
く

と
「
送
楊
長
史
赴
果
州
」
と
同
様
に
蜀
の
景
物
の
一
部
と
し
て
「
杜
鵑
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
王
維
に
お
い
て
の
杜
鵑
は
、
蜀
地
方
へ
旅
立
つ
人
を
見
送
る
送
別
詩
に

見
え
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
、
旅
立
つ
人
に
行
く
先
の
蜀
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
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る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
同
時
に
、「
杜
鵑
」「
子
規
」
の

悲
哀
に
満
ち
た
声
が
、
異
郷
に
旅
し
身
を
置
く
人
と
送
り
出
す
作
者
と
の
悲
し
み

の
通
奏
低
音
の
よ
う
に
響
く
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
典
型
的
な
蜀
の
風
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、「
杜
宇
化
鳥
説
話
」

そ
の
も
の
が
前
面
に
表
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
杜
甫
よ
り
十
一
歳
年
上
で
あ
り
、
盛
唐
を
代
表
す
る
詩
人
、
李
白
（
七

◯
一
～
七
六
二
）
の
用
例
を
み
て
お
き
た
い
。
植
木
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

李
白
に
お
い
て
は
、「
杜
宇
」「
杜
鵑
」
各
一
例
、「
子
規
」「
子
規
鳥
」
各
二
例
、

合
計
六
例
（
こ
の
ほ
か
に
逸
句
一
例
。
筆
者
の
注
記
）
の
用
例
が
あ
る）（1
（

。
李
白
は

二
十
歳
ま
で
を
蜀
（
四
川
省
）
で
過
ご
し
た
と
さ
れ
、
李
白
に
と
っ
て
は
故
郷
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
蜀
を
連
想
さ
せ
る
杜
鵑
に
対
し
て
も
、
故
郷
へ
の
思
い
、
す

な
わ
ち
望
郷
の
念
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　
例
え
ば
、「
蜀
道
難
」
で
は
、
第
二
十
三
句
か
ら
二
十
五
句
で
、
次
の
よ
う
に

詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
蜀
道
難

又
聞
子
規
啼
夜
月
愁
空
山
　
　�

又
た
聞
く
　
子
規
　
夜
月
に
啼
い
て
空
山
に

愁
ふ
る
を

蜀
道
之
難
　
難
於
上
青
天
　
　
蜀
道
の
難
き
は
　
青
天
に
上
る
よ
り
も
難
し

使
人
聴
此
凋
朱
顔
　
　
　
　
　�

人
を
し
て
　
此
れ
を
聴
い
て
朱
顔
を
凋
ま
し

む

�

（『
李
白
全
集
編
年
注
釈
』
開
元
十
九
年
）

　
「
蜀
道
難
」
と
い
う
詩
題
は
楽
府
題
で
あ
り
、
蜀
道
の
険
峻
さ
、
厳
し
さ
を
歌

う
作
で
あ
る
。
引
用
部
で
は
、
子
規
が
月
下
に
啼
い
て
、
人
気
の
な
い
山
に
悲
愁

の
声
が
響
く
の
を
聞
く
と
い
う
。
蜀
の
剣
閣
山
を
通
る
険
し
い
道
を
行
く
こ
と
は
、

青
空
に
上
る
よ
り
も
難
し
い
。
子
規
の
声
を
聴
け
ば
、
若
く
血
気
盛
ん
な
人
の
顔

さ
え
衰
え
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
う
た
っ
て
い
る
。
子
規
の
声
は
、
悲
愁
を
帯
び
、
難

路
を
行
く
旅
人
の
悲
し
み
を
掻
き
立
て
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
次
の
例
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
る
。

　
　
聞
王
昌
齢
左
遷
竜
標
遥
有
此
寄
　
　�

王
昌
齢
の
竜
標
に
左
遷
せ
ら
る
る

を
聞
き
遥
か
に
此
の
寄
す
る
有
り

楊
花
落
尽
子
規
啼
　
　
楊
花
落
ち
尽
く
し
て
　
子
規
啼
く

聞
道
竜
標
過
五
渓
　
　
聞
道
く
　
竜
標
　
五
渓
を
過
ぐ
と

我
寄
愁
心
与
明
月
　
　
我
　
愁
心
を
寄
せ
て
明
月
に
与
ふ

随
風
直
到
夜
郎
西
　
　
風
に
随
っ
て
直
ち
に
到
れ
　
夜
郎
の
西
に

�

（『
李
白
全
集
編
年
注
釈
』
天
宝
七
年
）

　
王
昌
齢
（
六
九
八
～
七
五
五
？
）
が
竜
標
（
湖
南
省
）
に
左
遷
さ
れ
た
と
聞
い

て
寄
せ
た
詩
で
あ
る
。
王
昌
齢
は
盛
唐
の
詩
人
で
、
七
言
絶
句
に
優
れ
て
い
た
。

竜
標
は
、
当
時
巫
州
に
属
し
た
現
在
の
湖
南
省
黔
陽
西
南
の
地
で
あ
る
。
当
時
の

認
識
で
は
、
最
果
て
の
地
と
言
っ
て
よ
い
。
王
昌
齢
は
、
細
行
（
さ
さ
い
な
礼
法
）

を
慎
ま
な
か
っ
た
と
の
理
由
で
、
天
宝
六
載
（
七
四
七
）
秋
、
江
寧
県
（
南
京
市
）

の
丞
か
ら
竜
標
県
尉
に
左
遷
さ
れ
た
。
左
遷
の
翌
春
に
李
白
は
王
昌
齢
の
消
息
を

得
て
こ
の
詩
を
作
っ
た
。

　
起
句
は
晩
春
、
柳
絮
（
柳
の
種
に
生
じ
る
白
い
羽
毛
）
が
舞
い
落
ち
つ
く
し
、

子
規
が
哀
し
げ
に
啼
く
時
節
を
詠
じ
、
承
句
は
、
竜
標
に
流
さ
れ
た
王
昌
齢
が
五

渓
（
洞
庭
湖
に
流
入
す
る
酉
・
辰
・
巫
・
武
・
沅
の
五
本
の
川
の
流
域
）
あ
た
り
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を
通
っ
た
と
風
の
便
り
に
聞
い
た
こ
と
を
詠
じ
る
。
転
句
で
は
、
友
の
境
遇
を
憂

え
る
気
持
ち
を
明
る
い
月
に
託
し
、
結
句
で
は
、
風
に
乗
せ
て
夜
郎
（
地
名
）
ま

で
届
け
て
ほ
し
い
と
願
望
を
述
べ
て
い
る
。
子
規
の
声
は
、
春
の
時
候
を
告
げ
る

も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
悲
痛
な
響
き
が
、
李
白
の
友
の
境
遇
を
悲
し
む
気

持
ち
「
愁
心
」
と
通
底
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
望
郷
の
念
と
結
び
つ
く
場
合
も
あ
る
。

　
　
宣
城
見
杜
鵑
花
　
　
宣
城
に
て
杜
鵑
花
を
見
る

蜀
国
曽
聞
子
規
鳥
　
　
蜀
国
に
曽
て
子
規
鳥
を
聞
き

宣
城
還
見
杜
鵑
花
　
　
宣
城
に
還
た
杜
鵑
花
を
見
る

一
叫
一
回
腸
一
断
　
　
一
叫
　
一
回
　
腸
一
断

三
春
三
月
憶
三
巴
　
　
三
春
　
三
月
　
三
巴
を
憶
ふ

�

（『
李
白
全
集
編
年
注
釈
』
広
徳
元
年
）

　
宣
城
（
安
徽
省
）
で
杜
鵑
花
を
見
て
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
植
木
論
文
に
も

す
で
に
「
望
郷
の
念
」
が
子
規
の
鳴
き
声
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と

の
指
摘
が
あ
る
。
杜
鵑
花
は
、
つ
つ
じ
（
躑
躅
）
で
あ
る
。
起
句
で
は
、
李
白
が

青
年
期
ま
で
を
過
ご
し
た
故
郷
の
蜀
で
、
か
つ
て
子
規
の
声
を
聞
い
た
こ
と
を
想

起
し
、
承
句
で
は
、
今
、
宣
城
で
杜
鵑
花
を
再
び
目
に
し
た
と
歌
う
。
転
句
で
は
、

一
た
び
子
規
の
叫
び
声
を
聞
け
ば
、
望
郷
の
思
い
に
駆
ら
れ
断
腸
の
悲
し
み
を
覚

え
る
と
、
結
句
で
は
、
三
春
（
孟
春
・
仲
春
・
季
春
）
の
三
月
（
季
春
）
に
当
た
っ

て
、
三
巴
（
巴
郡
・
巴
西
・
巴
東
）
と
呼
ば
れ
る
蜀
の
地
を
憶
う
と
結
ぶ
。

　
杜
鵑
、
子
規
は
、
口
の
中
が
赤
い
（
前
掲
の
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
も
「
口
赤
く
」

と
あ
っ
た
）こ
と
か
ら
、血
を
吐
く
ま
で
啼
く
鳥
と
さ
れ
、そ
の
血
で
赤
く
染
ま
っ

た
の
が
杜
鵑
花
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
杜
鵑
は
二
月
あ
る
い
は
三
月
に
啼
く
と

さ
れ
、
そ
の
頃
に
咲
く
赤
い
花
が
杜
鵑
花
で
あ
る
と
も
い
う
。
杜
鵑
は
「
不
如
帰

（
去
）」
と
鳴
く
と
、
世
俗
で
こ
の
頃
言
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
故
郷
へ
の
帰
心

を
募
ら
せ
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
ゆ
く
。
ち
ょ
う
ど
、
過
渡
期
に
こ
の
作
品
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
李
白
の
「
杜
鵑
」「
子
規
」
を
詠
じ
た
作
品
を
見
て
き
た
が
、
基
本
的

に
は
杜
鵑
（
子
規
）
の
悲
痛
な
鳴
き
声
に
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
を
描
い
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
た
だ
、
不
遇
な
友
を
思
う
憂
愁
や
望
郷
の
念
を
そ
の
声
に
託
し
て

い
る
も
の
が
多
い
の
だ
が
、
蜀
の
イ
メ
ー
ジ
や
憂
愁
に
固
定
的
に
結
び
つ
い
て
い

て
、
王
維
と
同
じ
く
「
杜
宇
化
鳥
説
話
」
に
踏
み
込
ん
だ
発
想
や
表
現
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。

第
四
節
、
杜
甫
の
杜
鵑
の
用
例

　
さ
て
、
杜
甫
に
つ
い
て
は
、
詩
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
「
杜
鵑
」
が
一
首
、「
杜

鵑
行
」
が
二
首
、「
子
規
」
が
一
首
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
左
思
、

鮑
照
、
王
維
・
李
白
と
大
き
く
違
い
、
杜
甫
は
杜
鵑
を
一
つ
の
重
要
な
題
材
と
位

置
づ
け
、
い
わ
ば
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
を
制
作
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
植
木

論
文
で
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
杜
甫
に
お
い
て
「
～
行
」
と
題

す
る
楽
府
作
品
は
、「
兵
車
行
」
や
「
麗
人
行
」「
貧
交
行
」
な
ど
、
社
会
問
題
を

厳
し
く
批
判
し
た
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
「
杜
鵑
行
」
と
詩
題
に
付
け
た
点
も
注

目
す
べ
き
と
考
え
る
。

　
こ
れ
ら
詩
題
に
「
杜
鵑
」「
子
規
」
を
用
い
た
例
と
し
て
の
四
例
を
除
い
た
用

例
は
、「
杜
鵑
」
は
九
例
、「
子
規
」
は
四
例
、
ま
た
「
望
帝
」
二
例
、「
杜
宇
」「
蜀

天
子
」
も
各
一
例
が
見
え
、
計
二
十
一
例
と
な
る）（1
（

。（
植
木
論
文
で
は
、
合
計
八
首
、
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十
六
例
。
望
帝
も
一
例
見
え
る
と
指
摘
す
る
）。
こ
れ
は
、
王
維
・
李
白
に
比
べ

て
圧
倒
的
に
多
い
作
例
と
い
え
る
。

　
次
に
「
杜
鵑
」「
子
規
」「
杜
宇
」「
望
帝
」「
蜀
天
子
」
の
杜
甫
の
用
例
を
挙
げ

る
。
ま
ず
、
詩
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
あ
げ
、
次
に
詩
中
に
用
い
た
例
を
挙
げ

る
。『
杜
詩
詳
註
』
の
巻
数
を
記
し
た）（1
（

。

①
　
杜
鵑

・「
杜
鵑
行
」（
Ａ
）（
詩
題
、
巻
九
＊
以
下
、「
杜
鵑
行
」（
Ａ
）
と
称
す
。）

・「
杜
鵑
行
」（
Ｂ
）（
詩
題
、
巻
十
＊
以
下
、「
杜
鵑
行
」（
Ｂ
）
と
称
す
。）

・「
杜
鵑
」（
詩
題
、
巻
十
四
）

・
杜
鵑
暮
春
至
（
巻
十
四
「
杜
鵑
」）

・
杜
鵑
不
来
猿
狖
寒
〔
啼
〕（
巻
二
十
「
虎
牙
行
」）

・
化
作
杜
鵑
似
老
烏
（
巻
十
「
杜
鵑
行
」）

・
西
川
有
杜
鵑
（
巻
十
四
「
杜
鵑
」）

・
東
川
無
杜
鵑
（
巻
十
四
「
杜
鵑
」）

・
涪
萬
（
南
）
無
杜
鵑
（
巻
十
四
「
杜
鵑
」）

・
雲
南
有
杜
鵑
（
巻
十
四
「
杜
鵑
」）

・
猶
解
事
杜
鵑
（
巻
十
四
「
杜
鵑
」）

・
傷
春
怯
杜
鵑
（
巻
十
九
「
秋
日
夔
州
詠
懐
寄
鄭
監
李
賓
客
一
百
韻
」）

②
　
子
規

・「
子
規
」（
詩
題
、
巻
十
四
）

・
子
規
夜
啼
山
竹
裂
（
巻
二
「
元
都
壇
歌
寄
元
逸
人
」）

・
子
規
昼
夜
啼
（
巻
十
四
「
客
居
」）

・
冥
冥
子
規
叫
（
巻
八
「
法
鏡
寺
」）

・
終
日
子
規
啼
（
巻
十
四
「
子
規
」）

③
　
望
帝
・
杜
宇

・
古
時
杜
宇
称
望
帝
（
巻
九
「
杜
鵑
行
」）

・
望
帝
伝
応
実
（
巻
二
十
一
「
秋
日
荊
南
述
懐
三
十
韻
」）

④
　
蜀
天
子

・
君
不
見
昔
日
蜀
天
子
（
巻
十
「
杜
鵑
行
」）

　
で
は
、
次
に
具
体
的
に
用
例
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
の

冬
、
杜
甫
が
秦
州
か
ら
同
谷
に
赴
く
途
中
、
蜀
に
至
る
前
の
作
品
に
「
同
谷
紀
行

十
二
首
」
が
あ
る
。
そ
の
第
六
首
「
法
鏡
寺
」
詩
の
第
十
五
句
・
十
六
句
に
子
規

が
見
え
る
。

冥
冥
子
規
叫
　
　
冥
冥
　
子
規
叫
び

微
径
不
敢
取
　
　
微
径
　
敢
て
取
ら
ず

�

（『
杜
詩
詳
註
』
巻
八
、『
杜
甫
全
集
校
注
』
巻
八
）

　
こ
こ
で
の
子
規
は
、
山
林
の
奥
で
悲
し
げ
な
声
で
鳴
く
鳥
の
形
象
で
あ
る
と
と

も
に
、
本
来
晩
春
に
鳴
く
鳥
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
冬
で
も
鳴
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
作
で
は
、
哀
し
げ
な
声
に
着
目
し
た
点
は
あ
ら
た

な
詠
じ
方
で
あ
る
が
、
王
維
・
李
白
に
お
け
る
蜀
（
に
近
い
地
域
）
を
象
徴
す
る

鳥
と
し
て
の
杜
鵑
の
イ
メ
ー
ジ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
成
都
に
入
っ
て
後
の
作
品
は
、
全
く
異
な
る
詠
じ
方
が
な
さ
れ
る
。

　
ま
ず
「
杜
鵑
行
」（
Ａ
）
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
杜
鵑
行
（
Ａ
）

古
時
杜
宇
称
望
帝
　
　
古
時
杜
宇
望
帝
と
称
す

魂
作
杜
鵑
何
微
細
　
　
魂
は
杜
鵑
と
作
る
何
ぞ
微
細
な
る
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跳
枝
竄
葉
樹
木
中
　
　
枝
に
跳
り
葉
に
竄
る
樹
木
の
中

搶
佯
瞥
捩
雌
随
雄
　
　
搶
佯
瞥
捩
雌
は
雄
に
随
ふ

毛
衣
惨
黒
貌
憔
悴
　
　
毛
衣
惨
黒
に
し
て
貌
憔
悴
す
れ
ば

衆
鳥
安
肯
相
尊
崇
　
　
衆
鳥
安
ぞ
肯
て
相
ひ
尊
崇
せ
ん

隳
形
不
敢
栖
華
屋
　
　
隳
形
敢
て
華
屋
に
栖
ま
ず

短
翮
惟
願
巣
深
叢
　
　
短
翮
惟
だ
深
叢
に
巣
く
ふ
を
願
ふ
の
み

穿
皮
啄
朽
觜
欲
禿
　
　
皮
を
穿
ち
朽
つ
る
を
啄
み
觜
禿
げ
ん
と
欲
し

苦
飢
始
得
食
一
蟲
　
　
苦
だ
飢
ゑ
て
始
め
て
一
虫
を
食
ら
ふ
を
得
た
り

誰
言
養
雛
不
自
哺
　
　
誰
か
言
ふ
雛
を
養
ふ
に
自
ら
哺
ま
ず
と

此
語
亦
足
為
愚
蒙
　
　
此
の
語
亦
た
愚
蒙
と
為
す
に
足
れ
り

声
音
咽
咽
如
有
謂
　
　
声
音
は
咽
咽
と
し
て
謂
ふ
有
る
が
如
く

号
啼
略
与
嬰
児
同
　
　
号
啼
は
略
ぼ
嬰
児
と
同
じ

口
乾
垂
血
転
迫
促
　
　
口
乾
き
血
を
垂
れ
て
転
た
迫
促
し

似
欲
上
訴
於
蒼
穹
　
　
上
り
て
蒼
穹
に
訴
へ
ん
と
欲
す
る
に
似
た
り

蜀
人
聞
之
皆
起
立
　
　
蜀
人
之
を
聞
け
ば
皆
な
起
立
し

至
今
相
效
伝
遺
風
　
　
今
に
至
る
ま
で
相
ひ
効
ひ
て
微
風
を
伝
ふ

乃
知
変
化
不
可
窮
　
　
乃
ち
知
る
変
化
の
窮
む
可
か
ら
ざ
る
を

豈
思
昔
日
居
深
宮
　
　
豈
に
思
は
ん
や
昔
日
深
宮
に
居
り

嬪
嬙
左
右
如
花
紅
　
　
嬪
嬙
左
右
に
花
の
如
く
紅
な
り
し
を

�

（『
杜
詩
詳
註
』
巻
九
、『
杜
甫
全
集
校
注
』
巻
七
）

　
清
・
仇
兆
鰲
は
こ
の
詩
は
も
と
は
夔
州
時
代
の
作
品
に
編
集
さ
れ
て
い
た
が
、

「
蜀
人
聞
之
」
の
語
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
都
で
の
詩
に
編
入
し
た
と
い
う
。

『
杜
甫
全
詩
訳
注
』
は
上
元
元
年
（
七
六
◯
）
の
作
と
す
る
。
成
都
で
の
見
聞
を

も
と
に
広
く
杜
鵑
に
つ
い
て
詠
じ
た
作
品
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
仇
兆
鰲
は
『
文
苑
英
華
』（
宋
・
李
昉
等
撰
）
は
司

空
曙）（1
（

の
作
と
し
、
そ
の
注
に
「
又
杜
甫
集
に
見
ゆ
。
蓋
し
両
存
し
て
未
だ
決
せ
ず
」

と
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
清
・
銭
謙
益
は
、
杜
甫
詩
の
古
い
テ
キ
ス

ト
（
陳
浩
然
本
、
黄
鶴
本
）
に
こ
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
杜
甫
の
真

作
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
杜
詩
鏡
銓
』
に
引
く
李
因
篤
や
明
の
浦
起

龍
は
他
の
杜
甫
の
詩
の
内
容
を
反
駁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
杜
甫
の
詩
で
は
な
い

と
す
る
。
今
、
仇
注
に
従
う
。

　
ま
ず
初
句
か
ら
第
八
句
で
は
、
古
代
の
望
帝
が
位
を
譲
り
、
魂
が
杜
鵑
に
化
し

た
と
い
う
伝
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
今
の
や
つ
れ
お
ち
ぶ
れ
た
様
子
を
「
微
細
」、

「
跳
枝
竄
葉
」、「
搶
佯
瞥
捩
」、「
毛
衣
惨
黒
貌
憔
悴
」
と
書
き
連
ね
、
も
は
や
他

の
鳥
の
尊
崇
を
得
ら
れ
な
い
状
況
を
描
き
出
す
。
次
の
第
九
句
か
ら
第
十
六
句
で

は
杜
鵑
の
落
魄
し
た
生
態
を
描
く
。
た
と
え
ば
觜
は
禿
げ
、
飢
え
て
も
一
匹
の
虫

を
得
る
の
が
や
っ
と
で
あ
り
、
天
に
訴
え
る
よ
う
に
切
実
な
声
で
啼
く
と
描
く
部

分
な
ど
に
そ
れ
が
み
え
る
。
そ
し
て
最
後
の
五
句
で
は
、
蜀
の
人
々
が
落
魄
し
た

杜
鵑
に
対
し
て
、
声
を
聞
け
ば
起
立
す
る
ほ
ど
に
、
今
も
蜀
の
望
帝
を
偲
び
、
そ

の
遺
風
を
慕
い
続
け
て
い
る
さ
ま
を
描
く
。
末
尾
で
は
、
華
や
か
な
宮
廷
生
活
を

謳
歌
し
た
か
つ
て
の
境
遇
か
ら
今
の
落
魄
し
た
生
へ
の
世
の
中
の
激
変
を
慨
嘆
し

て
い
る
。
こ
の
作
で
は
、
先
に
挙
げ
た
伝
説
『
華
陽
国
志
』
蜀
志
の
骨
子
を
ほ
ぼ

踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
第
二
節
で
言
及
し
た
鮑

照
の
「
擬
行
路
難
十
八
首
」（
其
七
）
を
も
踏
ま
え
て
い
る
。
重
要
な
の
は
典
拠

を
踏
ま
え
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
構
造
と
し
て
踏
ま
え
つ
つ
発
展
さ
せ
て
い
る

点
で
あ
る
。「
擬
行
路
難
」（
其
七
）
で
は
、
か
つ
て
は
尊
崇
さ
れ
て
い
た
望
帝
の
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化
身
た
る
杜
鵑
が
傷
つ
い
た
羽
毛
で
虫
を
追
い
か
け
、
み
じ
め
に
鳴
い
て
い
る
こ

と
、
か
つ
て
の
栄
華
は
想
像
も
で
き
な
い
姿
で
あ
る
こ
と
を
強
烈
に
描
い
て
い
る
。

そ
う
し
た
望
帝
の
転
変
に
焦
点
を
当
て
て
「
中
心
愴
惻
」
と
い
う
思
い
に
か
ら
れ

る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。「
杜
鵑
」
の
姿
か
ら
そ
の
よ
う
な
有
為
転
変
と
み
じ
め

な
現
在
を
想
起
す
る
表
現
は
、
鮑
照
の
「
擬
行
路
難
」（
其
七
）
の
後
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
。
杜
甫
の
「
杜
鵑
行
」（
Ａ
）
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
う
し
た
構

造
で
杜
鵑
を
歌
う
作
品
が
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
鮑
照
の
作
が
明
瞭
に

語
り
得
な
い
政
治
批
判
を
寓
意
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
そ
の
姿
勢
そ
れ
自

体
を
も
受
け
継
い
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
杜
甫
の
作
は
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
玄
宗
皇
帝
（
上
皇
）
が
宦
官
の
意
向
に
逆
ら
う
こ
と
も
で
き
ず
、

冷
遇
さ
れ
、
翻
弄
さ
れ
る
と
い
う
現
実
レ
ベ
ル
に
生
起
し
て
い
る
事
態
の
本
質
を

抉
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
杜
甫
の
同
じ
く
「
杜
鵑
行
」（
Ｂ
）
と
す
る
作
が
次
の
詩
で
あ
る
。

　
　
杜
鵑
行
（
Ｂ
）

君
不
見
昔
日
蜀
天
子
　
君
見
ず
や
　
昔
日
の
蜀
の
天
子

化
為
杜
鵑
似
老
烏
　
　
化
し
て
杜
鵑
と
為
り
老
烏
に
似
た
り

寄
巣
生
子
不
自
啄
　
　
巣
に
寄
せ
子
を
生
む
も
自
ら
は
啄
ま
ず

群
鳥
至
今
為
哺
雛
　
　
群
鳥
　
今
に
至
る
ま
で
為
に
雛
を
哺
む

雖
同
君
臣
有
旧
礼
　
　
君
臣
に
同
じ
く
旧
礼
有
り
と
雖
も

骨
肉
満
眼
身
羇
孤
　
　
骨
肉
は
眼
に
満
ち
て
身
は
羇
孤
な
り

業
工
竄
伏
深
樹
裏
　
　
業
に
工
み
に
竄
伏
す
深
樹
の
裏

四
月
五
月
偏
号
呼
　
　
四
月
五
月
偏
に
号
び
呼
ぶ

其
声
哀
痛
口
流
血
　
　
其
の
声
は
哀
痛
　
口
は
血
を
流
す
も

所
訴
何
事
常
区
区
　
　
訴
ふ
る
所
　
何
事
ぞ
常
に
区
区
た
り

爾
惟
摧
残
始
発
憤
　
　
爾
　
豈
に
摧
残
せ
ら
れ
て
始
め
て
発
憤
し

羞
帯
羽
翮
傷
形
愚
　
　
羽
翮
を
帯
ぶ
る
を
羞
ぢ
形
の
愚
な
る
を
傷
む
か

蒼
天
変
化
誰
料
得
　
　
蒼
天
の
変
化
は
誰
か
料
り
得
ん

万
事
反
覆
何
所
無
　
　
万
事
反
覆
し
て
何
の
無
き
所
ぞ

万
事
反
覆
何
所
無
　
　
万
事
反
覆
し
て
何
の
無
き
所
ぞ

豈
憶
当
殿
群
臣
趨
　
　
豈
に
憶
は
ん
や
殿
に
当
た
り
群
臣
の
趨
り
し
こ
と
を

�

（『
杜
詩
詳
註
』
巻
十
）

　
こ
の
詩
は
、
前
述
の
「
杜
鵑
行
」（
Ａ
）
制
作
の
翌
年
、
上
元
二
年
（
七
六
一
）、

成
都
（
四
川
省
）
で
の
作
で
あ
る
。
前
年
七
月
に
は
、
宦
官
李
輔
国
が
上
皇
（
玄

宗
）
を
脅
か
し
て
、
興
慶
宮
か
ら
西
内
の
甘
露
殿
に
遷
し
た
と
い
う
。
仇
兆
鰲
の

注
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
李
輔
国
劫
遷
上
皇
、
乃
上
元
元
年
七
月
事
。
此
詩
借
物
傷
感
、
当
属
上
元

二
年
作
。」（
李
輔
国
劫
か
し
て
上
皇
を
遷
す
は
、
乃
ち
上
元
元
年
七
月
の
事

な
り
。
此
の
詩
は
物
を
借
り
て
感
ず
る
と
こ
ろ
を
傷
む
。
当
に
上
元
二
年
の

作
に
属
す
べ
し
。）

　
ま
た
、
黄
鶴
の
注
に
「
観
其
詩
意
、
乃
感
明
皇
失
位
而
作
。」（
其
の
詩
意
を
観

る
に
、
乃
ち
明
皇
の
位
を
失
ひ
し
こ
と
に
感
じ
て
作
る
）
と
あ
る
の
を
引
い
て
い

る
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
九
、
玄
宗
下
に
は
次
の
記
載
が
あ
る
。

　
乾
元
三
年
七
月
丁
未
、
移
幸
西
内
之
甘
露
殿
。
時
閹
宦
李
輔
国
離
間
粛
宗
、

故
移
居
西
内
。
高
力
士
、
陳
玄
礼
等
遷
謫
、
上
皇
浸
不
自
懌
。（
乾
元
三
年

七
月
丁
未
、
西
内
の
甘
露
殿
に
移
幸
せ
し
む
。
時
に
閹
宦
李
輔
国
　
肅
宗
と

離
間
せ
し
め
ん
と
し
、
故
に
移
し
て
西
内
に
居
ら
し
む
。
高
力
士
、
陳
玄
礼
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等
も
遷
謫
せ
ら
れ
、
上
皇
　
浸
く
自
ら
懌
し
ま
ず
。
筆
者
注
：
乾
元
三
年
は

四
月
に
上
元
と
改
元
）。

　
こ
の
詩
で
は
、
蜀
の
望
帝
伝
説
に
基
づ
き
な
が
ら
、
譲
位
後
の
玄
宗
の
不
遇
を

傷
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詠
じ
ら
れ
て
い
る
伝
説
は
、『
華
陽
国
志
』
や
『
文

選
』
巻
四
の
西
晋
・
左
思
「
蜀
都
賦
」
の
注
に
引
く
『
蜀
記
』
に
見
え
る
内
容
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
。

植
木
論
文
で
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
望
帝
杜
宇
が
、
こ
う
し
た
時
世
と
の
関
連
で
歌
わ
れ
る
の
は
、
劉
宋
の
鮑

照
の
用
例
が
あ
り
、
次
の
「
杜
鵑
行
」
は
、
鮑
照
の
「
擬
行
路
難
」
詩
を
直

接
の
典
拠
と
し
て
い
る
。（
こ
の
詩
を
引
い
て
）。
こ
の
作
も
、
い
わ
ゆ
る
比

興
的
発
想
に
基
づ
く
寓
意
の
作
と
す
る
の
が
、
宋
代
以
後
の
注
釈
書
に
見
ら

れ
る
共
通
し
た
捉
え
方
で
あ
る
。
南
宋
の
洪
邁
（
１
１
２
３
～
１
２
０
２
）

は
、「
明
皇
（
玄
宗
）
為
（
李
）
輔
国
刧
遷
西
内
、
粛
宗
不
復
定
省
、
子
美

作
杜
鵑
行
、
以
傷
之
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
右
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
望
帝
を
時
世
と
の
関
わ
り
で
詠
じ
た

寓
意
の
作
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
さ
ら
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
点
は
、
先

の
「
杜
鵑
行
」（
Ａ
）
に
続
き
、
南
朝
宋
・
鮑
照
「
擬
行
路
難
」（
其
七
）
が
杜
鵑

と
化
し
た
望
帝
の
落
魄
と
苦
し
み
を
詠
じ
、
そ
れ
に
現
実
レ
ベ
ル
で
皇
帝
が
悲
劇

的
な
最
後
を
遂
げ
た
こ
と
を
重
ね
て
詠
む
と
い
う
構
造
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
詩
で
は
、
先
の
「
杜
鵑
行
」（
Ａ
）
よ
り
さ
ら
に
事
態
は
深
刻
度
を

増
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
皇
（
玄
宗
）
が
宦
官
に
よ
っ
て
冷

遇
さ
れ
て
い
る
事
態
か
ら
、
さ
ら
に
現
在
の
皇
帝
で
あ
る
肅
宗
と
隔
絶
さ
れ
、
政

治
の
場
か
ら
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
宦
官
と
い
う
本
来
政
治
に

関
与
す
べ
き
立
場
に
な
い
者
に
よ
っ
て
、
上
皇
さ
え
も
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
、
歪
ん
だ
権
力
構
造
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る）（1
（

。

　
再
度
作
品
に
戻
っ
て
、
構
成
を
み
て
お
き
た
い
。
最
初
の
四
句
で
は
、
前
述
の

よ
う
に
、
蜀
の
天
子
が
杜
鵑
と
な
り
、
老
い
た
カ
ラ
ス
の
よ
う
な
み
す
ぼ
ら
し
い

姿
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
杜
鵑
の
代
わ
り
に
他
の
鳥
た
ち
が
雛
を
育
て
て
い
る
と

い
う
。
晋
・
張
華
の
『
博
物
志
』
に
、「
杜
鵑
子
を
生
み
、
之
を
他
の
巣
に
寄
す
。

群
鳥
為
に
之
を
飼
ふ
」（
杜
鵑
生
子
、
寄
之
他
巣
、
群
鳥
為
飼
之
）
と
あ
る
よ
う
に
、

杜
鵑
は
他
の
鳥
の
巣
に
托
卵
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
ほ
か
の
鳥
た
ち
が
、

今
も
杜
鵑
の
た
め
に
雛
を
育
て
る
と
い
う
表
現
は
、
か
つ
て
の
英
明
な
君
主
玄
宗

へ
の
尊
敬
の
念
が
残
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
今
も
君
王
と
臣
下
の
礼
は

変
わ
ら
な
い
が
、
骨
肉
の
親
族
は
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
玄
宗
皇
帝
は
譲
位
後
、

寂
し
い
境
遇
に
あ
る
と
そ
の
孤
独
を
傷
ん
で
い
る
。
玄
宗
皇
帝
は
、
安
禄
山
の
乱

が
勃
発
（
天
宝
十
四
載
（
七
五
五
）
十
一
月
）
し
、
都
長
安
に
賊
軍
が
侵
攻
し
て

き
た
際
、
わ
ず
か
な
親
族
・
官
僚
の
み
を
伴
っ
て
蜀
に
蒙
塵
し
よ
う
と
し
た
。
途

中
、
馬
嵬
坡
で
親
衛
軍
に
迫
ら
れ
て
楊
国
忠
や
楊
貴
妃
を
殺
さ
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
。
こ
の
時
、
袂
を
分
か
っ
た
皇
太
子
李
亨
は
そ
の
後
、
即
位
し
て
肅
宗
と

な
り
、
玄
宗
は
譲
位
し
上
皇
と
な
っ
た
。
長
安
奪
還
後
、
至
徳
二
載
（
七
五
九
）

十
二
月
上
皇
と
し
て
還
御
し
興
慶
宮
（
皇
城
の
南
東
に
あ
る
宮
殿
で
玄
宗
皇
帝
が

即
位
後
に
執
務
に
当
た
っ
て
い
た
場
所
）
に
入
っ
た
。
上
元
元
年
（
七
六
◯
）
七

月
、
上
皇
（
玄
宗
）
が
、
宦
官
李
輔
国
に
よ
り
、
強
制
的
に
西
内
の
甘
露
殿
（
皇

城
の
北
に
位
置
す
る
宮
殿
）
に
移
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
。
こ
の
当
時
、

肅
宗
は
、
皇
城
北
東
に
位
置
す
る
大
明
宮
で
政
治
を
行
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

上
皇
が
西
内
に
移
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
政
治
の
場
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
状
態
と
な
る
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こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
詩
の
制
作
時
期
は
ま
さ
に
こ
の
事
件
の
翌
年
に
当
た
る
。

こ
の
詩
は
譲
位
後
悲
劇
的
な
末
路
を
た
ど
っ
た
望
帝
に
、
玄
宗
の
譲
位
後
の
孤
独

と
不
遇
を
重
ね
て
慨
嘆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
詩
に
は
、
杜
甫
が
こ
の

事
件
の
な
り
ゆ
き
を
そ
の
深
刻
な
本
質
と
と
も
に
見
つ
め
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
玄
宗
、
肅
宗
が
相
次
い
で
死
去
し
た
の
は
、
こ
の
詩
の
制
作
さ
れ
た
上

元
二
年
の
翌
年
上
元
三
年
四
月
（
十
日
後
宝
応
元
年
と
改
元
）（
七
六
二
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
次
に
「
杜
鵑
」
詩
を
上
げ
た
い
。

　
　
杜
鵑

西
川
有
杜
鵑
　
　
西
川
　
杜
鵑
有
り

東
川
無
杜
鵑
　
　
東
川
　
杜
鵑
無
し

涪
万
無
杜
鵑
　
　
涪
万
　
杜
鵑
無
し

雲
安
有
杜
鵑
　
　
雲
安
　
杜
鵑
有
り

我
昔
遊
錦
城
　
　
我
　
昔
　
錦
城
に
遊
び

結
廬
錦
水
辺
　
　
廬
を
結
ぶ
　
錦
水
の
辺

有
竹
一
頃
餘
　
　
竹
有
り
　
一
頃
余

喬
木
上
参
天
　
　
喬
木
　
上
　
天
に
参
わ
る

杜
鵑
暮
春
至
　
　
杜
鵑
　
暮
春
に
至
り

哀
哀
叫
其
間
　
　
哀
哀
　
其
の
間
に
叫
ぶ

我
見
常
再
拝
　
　
我
は
見
て
常
に
再
拝
す

重
是
古
帝
魂
　
　
是
れ
古
帝
の
魂
な
る
を
重
ん
ず
る
な
り

生
子
百
鳥
巣
　
　
子
を
百
鳥
の
巣
に
生
む
も

百
鳥
不
敢
嗔
　
　
百
鳥
　
敢
て
嗔
ら
ず

仍
為
餧
其
子
　
　
仍
ほ
為
に
そ
の
子
に
餧
は
す

礼
若
奉
至
尊
　
　
礼
は
至
尊
に
奉
ず
る
が
若
し

鴻
雁
及
羔
羊
　
　
鴻
雁
及
び
羔
羊

有
礼
太
古
前
　
　
礼
有
り
　
太
古
の
前

行
飛
与
跪
乳
　
　
行
飛
と
跪
乳
と

識
序
如
知
恩
　
　
序
を
識
り
て
恩
を
知
る

聖
賢
古
法
則
　
　
聖
賢
の
古
法
則

付
与
後
世
伝
　
　
後
世
に
付
与
し
て
伝
へ
し
む

君
看
禽
鳥
情
　
　
君
看
よ
　
禽
鳥
の
情

猶
解
事
杜
鵑
　
　
猶
ほ
杜
鵑
に
事
ふ
る
を
解
す

今
忽
暮
春
間
　
　
今
忽
ち
暮
春
の
間

値
我
病
経
年
　
　
我
が
病
み
て
年
を
経
る
に
値
ふ

身
病
不
能
拝
　
　
身
病
み
て
拝
す
る
能
は
ず

涙
下
如
迸
泉
　
　
涙
下
り
て
迸
る
る
泉
の
如
し

�

（『
杜
詩
詳
注
』
巻
十
四
、『
杜
甫
全
集
校
注
』
巻
十
二
）

　
こ
の
詩
は
大
暦
元
年
（
七
六
六
）
春
、
雲
安
（
四
川
省
重
慶
市
雲
陽
県
）
で
の

作
と
さ
れ
て
い
る
。
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
十
二
月
か
ら
お
お
よ
そ
成
都
に
杜
甫

は
滞
在
し
、
浣
花
草
堂
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
知
友
厳
武
の
幕
下
に
仕
え

る
な
ど
、
厳
武
か
ら
全
面
的
な
支
援
を
受
け
て
い
た
。
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
春
、

蜀
中
で
反
乱
が
相
次
ぎ
、
蜀
を
去
る
こ
と
を
決
意
し
、
成
都
か
ら
南
下
し
、
嘉
州
、

戎
州
へ
と
向
か
う
。
ほ
ぼ
同
時
の
四
月
に
厳
武
が
卒
し
た
。
杜
甫
は
渝
州
、
忠
州

を
へ
て
秋
に
雲
安
に
到
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
冒
頭
四
句
が
目
を
引
く
（
た
だ
し
、
こ
の
四
句
に
つ
い
て
、
杜
甫
の
自
注
が
ま
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ぎ
れ
込
ん
だ
も
の
で
、
詩
句
で
な
い
と
す
る
説
も
あ
る
）。
杜
甫
が
か
つ
て
い
た

場
所
、
西
川
（
蜀
の
西
部
、
現
在
の
成
都
）、
東
川
（
蜀
の
東
部
、
梓
州
、
今
の

四
川
省
三
台
県
）、
涪
州
（
今
の
重
慶
涪
陵
区
）、
万
州
（
今
の
重
慶
万
州
区
）、

そ
し
て
雲
安
（
唐
の
県
名
で
夔
州
に
属
し
て
い
た
。
今
の
重
慶
市
雲
陽
県
）
に
つ

い
て
、
杜
鵑
を
目
に
し
た
か
声
を
聞
い
た
か
、
そ
の
有
無
を
重
ね
て
詠
じ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
杜
鵑
を
見
た
こ
と
が
杜
甫
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
続
く
第
五
句
か
ら
十
三
句
で
は
、
か
つ
て
成
都
で
目
に
し

た
杜
鵑
の
情
景
を
詠
じ
、
杜
鵑
を
見
る
た
び
、
杜
鵑
が
古
代
の
帝
王
の
魂
で
あ
る

こ
と
に
敬
意
を
表
し
て
常
に
再
拝
の
礼
を
尽
く
し
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
。
第

十
四
句
か
ら
第
二
十
一
句
で
は
、
杜
鵑
が
ほ
か
の
鳥
の
巣
に
雛
を
託
し
て
も
、
鳥

た
ち
は
嫌
が
る
こ
と
な
く
養
育
す
る
さ
ま
は
、
皇
帝
に
仕
え
る
臣
下
の
礼
に
則
っ

て
お
り
、
雁
や
羊
の
よ
う
な
禽
獣
さ
え
も
兄
弟
や
母
子
の
礼
を
備
え
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
前
漢
・
董
仲
舒
の
『
春
秋
繁
露
』
巻
十
六
に
「
羔
は
其

の
母
に
食
う
と
き
は
必
ず
跪
き
て
之
を
受
く
。
礼
を
知
る
に
類
す
る
者
な
り
。」

（
羔
食
其
母
必
跪
。
類
知
礼
者
。）
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
続
く

第
二
十
二
句
か
ら
最
後
で
は
、
こ
の
よ
う
な
聖
賢
の
礼
法
は
、
後
世
に
伝
え
る
べ

き
で
あ
る
が
、
今
自
身
は
病
気
が
ち
の
た
め
に
、
再
拝
し
た
く
て
も
で
き
な
い
こ

と
を
嘆
い
て
い
る
。
宋
・
趙
彦
材
（
次
公
）
が
「
此
の
詩
は
世
乱
れ
、
臣
の
義
を

明
ら
か
に
す
る
能
は
ざ
る
者
の
、
禽
鳥
に
若
か
ざ
る
を
譏
る
な
り
」（
此
詩
譏
世

乱
不
能
明
臣
之
義
者
、
禽
鳥
之
不
若
也
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
や
は
り
杜
鵑
＝
望

帝
に
玄
宗
（
あ
る
い
は
当
時
の
代
宗
）
を
重
ね
、
臣
下
が
節
義
を
失
し
て
い
る
こ

と
を
諷
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
お
い
て
も
杜
鵑
に
寓
意

が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
前
述
の
二
つ
の
「
杜
鵑
行
」
と
同
様
の
構
造
が
み
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
玄
宗
（
そ
し
て
肅
宗
）
亡
き
後
、
い
わ
ば
人
々
か
ら
絶
大
な
尊
敬

を
受
け
て
い
た
皇
帝
が
退
場
し
た
空
白
を
衝
く
よ
う
に
、当
時
蜀
で
、段
子
璋（
梓

州
刺
史
）、
徐
知
道
（
成
都
少
尹
）、
崔
旰
（
西
山
都
知
兵
馬
使
）
ら
の
反
乱
が
相

次
い
で
い
た
こ
と
を
諷
諫
し
た
と
考
え
ら
れ
る）（1
（

。

　
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
次
に
挙
げ
る
「
子
規
」
も
作
ら
れ
た
。

　
　
子
規

峡
裏
雲
安
県
　
　
峡
裏
の
雲
安
県

江
楼
翼
瓦
斉
　
　
江
楼
　
翼
瓦
斉
し

両
辺
山
木
合
　
　
両
辺
　
山
木
合
し

終
日
子
規
啼
　
　
終
日
　
子
規
啼
く

眇
眇
春
風
見
　
　
眇
眇
と
し
て
春
風
に
見
え

蕭
蕭
夜
色
淒
　
　
蕭
蕭
と
し
て
夜
色
淒
た
り

客
愁
那
聴
此
　
　
客
愁
　
那
ん
ぞ
此
れ
を
聴
か
ん

故
作
傍
人
低
　
　
故
に
人
に
傍
ひ
て
低
き
を
作
す

�

（『
杜
詩
詳
註
』
巻
十
四
、『
杜
甫
全
集
校
注
』
巻
十
二
）

　
雲
安
は
、
重
慶
の
少
し
上
流
に
位
置
す
る
地
で
あ
る
が
、
両
岸
が
迫
る
峡
谷
地

帯
で
あ
る
。
杜
甫
が
今
滞
在
す
る
住
ま
い
の
周
辺
の
木
々
の
間
か
ら
、
一
日
中
杜

鵑
の
声
が
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
春
風
の
中
で
小
さ
く
見
え
、
ひ
っ
そ
り
と
鳴

く
声
は
、
夜
の
寂
し
さ
を
一
層
際
立
た
せ
、
旅
人
は
こ
の
声
を
聞
く
に
耐
え
ら
れ

な
い
。
し
か
も
ま
る
で
わ
が
身
に
寄
り
そ
う
よ
う
に
低
い
声
で
鳴
く
の
で
な
お
さ

ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
異
郷
に
身
を
置
く
旅
人
の
客
愁
を
掻
き
立
て

る
哀
切
な
声
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
右
に
挙
げ
た
「
杜

鵑
行
」
二
首
、「
杜
鵑
」
の
作
と
は
、
全
く
詩
風
が
異
な
り
、
少
な
く
と
も
表
面
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的
に
は
寓
意
は
見
ら
れ
な
い
。
子
規
の
哀
切
な
声
は
旅
愁
を
か
き
た
て
る
存
在
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
慨
世
の
響
き
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
よ
う
。

　
以
上
が
、
詩
題
と
し
て
杜
鵑
、
子
規
を
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
詩
中
に
杜
鵑
や
子
規
の
詩
語
を
詠
じ
た
も
の
が
あ
る
。
次
の
作

品
は
少
し
後
、
大
暦
三
年
（
七
六
八
）
秋
の
作
「
秋
日
荊
南
述
懐
三
十
韻
」（
秋

日�

荊
南
に
て
懐
ひ
を
述
ぶ
三
十
韻
）
の
第
一
句
か
ら
二
十
句
で
あ
る
。

　
　
秋
日
荊
南
述
懐
三
十
韻
　
　
秋
日
　
荊
南
に
て
懐
ひ
を
述
ぶ
三
十
韻

昔
承
推
奨
分
　
　
昔
　
推
奨
の
分
を
承
け
し
も

愧
匪
挺
生
材
　
　
挺
生
の
材
に
匪
ざ
る
を
愧
ず

遅
暮
宮
臣
忝
　
　
遅
暮
　
宮
臣
を
忝
く
し

艱
危
袞
職
陪
　
　
艱
危
　
袞
職
に
陪
す

揚
鑣
随
日
馭
　
　
鑣
を
揚
げ
て
日
馭
に
随
ひ

折
檻
出
雲
台
　
　
檻
を
折
り
て
雲
台
よ
り
出
ず

罪
戻
寛
猶
活
　
　
罪
戻
　
寛
さ
れ
て
猶
ほ
活
か
さ
れ

干
戈
塞
未
開
　
　
干
戈
　
塞
が
り
て
未
だ
開
か
ず

星
霜
玄
鳥
変
　
　
星
霜
　
玄
鳥
変
じ

身
世
白
駒
催
　
　
身
世
　
白
駒
催
す

伏
枕
因
超
忽
　
　
枕
に
伏
す
は
超
忽
た
る
に
因
り

扁
舟
任
往
来
　
　
扁
舟
　
往
来
す
る
に
任
す

九
鑽
巴
噀
火
　
　
九
た
び
鑽
る
巴
の
噀
き
し
火

三
蟄
楚
祠
雷
　
　
三
た
び
蟄
る
楚
の
祠
の
雷

望
帝
傳
応
実
　
　
望
帝
　
伝
ふ
る
は
応
に
実
な
る
べ
し

昭
王
問
不
廻
　
　
昭
王
　
問
へ
ど
も
廻
ら
ず

蛟
螭
深
作
横
　
　
蛟
螭
　
深
く
し
て
横
を
作
し

豺
虎
乱
雄
猜
　
　
豺
虎
　
乱
れ
て
猜
を
雄
ん
に
す

素
業
行
已
矣
　
　
素
業
　
行
く
ゆ
く
已
ん
ぬ
る
か
な

浮
名
安
在
哉
　
　
浮
名
　
安
く
に
か
在
ら
ん
や

　
大
暦
三
年
、
杜
甫
は
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
五
月
に
成

都
を
発
っ
て
以
来
、
雲
安
、
夔
州
を
へ
て
、
こ
の
年
の
春
に
は
夔
州
を
後
に
し
て

さ
ら
に
長
江
を
下
り
、
江
陵
に
滞
在
し
て
い
た
。
こ
の
詩
の
第
一
段
落
（
第
一
句

か
ら
八
句
）
で
は
、
昔
、
宰
相
房
琯
の
推
奨
を
受
け
て
、
肅
宗
皇
帝
の
下
で
左
拾

遺
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
語
り
始
め
る
。
し
か
し
、
杜
甫
が
左
拾
遺
着
任
ま
も

な
く
、
房
琯
は
讒
言
を
受
け
て
罪
に
問
わ
れ
た
。
そ
れ
を
命
が
け
で
弁
護
し
た
杜

甫
も
弾
劾
裁
判
を
受
け
、
か
ろ
う
じ
て
死
罪
は
許
さ
れ
た
一
連
の
房
琯
事
件
を
振

り
返
っ
て
い
る）11
（

。
第
二
段
落
（
第
九
句
か
ら
十
八
句
）
で
は
、
そ
の
後
の
時
間
の

経
過
と
世
の
移
り
変
わ
り
に
言
及
す
る
。
巴
蜀
で
九
年
、
巫
山
一
帯
（
雲
安
、
夔

州
な
ど
）
で
三
年
過
ご
し
た
こ
と
を
述
べ
、
こ
こ
で
、
そ
の
間
の
政
治
状
況
を
寓

言
に
よ
っ
て
述
べ
る
。

望
帝
伝
応
実
　
　
望
帝
　
伝
ふ
る
は
応
に
実
な
る
べ
し

昭
王
問
不
廻
　
　
昭
王
　
問
へ
ど
も
廻
ら
ず

　
望
帝
、
昭
王
（
周
王
朝
第
四
代
の
王
。
楚
に
南
征
中
に
敗
死
し
た
と
さ
れ
る
）

と
も
に
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
皇
帝
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
宦
官
に
よ
っ
て
上
皇

（
玄
宗
）
が
無
理
や
り
西
内
に
移
さ
れ
、
政
治
か
ら
隔
絶
さ
れ
、
幽
閉
に
近
い
境

遇
に
置
か
れ
て
崩
御
し
た
こ
と
を
寓
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
玄
宗
に
続
い
て
肅
宗

も
崩
御
し
代
宗
が
即
位
し
た
。
第
十
七
句
・
十
八
句
で
は
、
そ
の
政
治
的
空
白
を
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衝
い
て
、
将
軍
達
の
一
部
が
横
暴
を
極
め
、
地
方
の
軍
閥
が
叛
乱
を
起
こ
す
な
ど
、

唐
王
朝
の
求
心
力
が
急
速
に
失
わ
れ
て
い
る
現
実
の
問
題
意
識
を
表
し
て
い
る
。

　
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
植
木
論
文
に
は
、
第
十
五
句
か
ら
十
八
句
を
引
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
望
帝
、
伝
　
応
に
実
な
る
べ
し
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
杜
宇
化
鳥
説
話
の

肯
定
で
あ
る
が
、
前
の
二
句
も
、
後
の
二
句
と
同
様
に
、
巴
蜀
に
ま
つ
わ
る

伝
承
の
単
な
る
叙
述
で
は
な
い
。
明
末
清
初
の
錢
謙
益
は
、「
杜
詩
錢
注
」

巻
17
で

　
望
帝
、
借
以
喩
玄
宗
也
、
代
宗
苦
李
輔
国
、
而
不
能
明
正
其
罪
、
使
盗
竊

其
首
、
猶
昭
王
南
征
不
復
、
而
周
人
不
能
問
之
於
楚
也
、

と
述
べ
て
い
る
。
清
の
仇
兆
鰲
も
、
玄
宗
が
李
輔
国
に
刧
か
さ
れ
て
西
内
に

遷
り
、
憂
愁
の
う
ち
に
没
し
た
こ
と
を
望
帝
・
昭
王
の
故
事
に
た
と
え
た
と

す
る
（『
杜
少
陵
詳
註
』
巻
21
）

　
大
変
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
植
木
論
文
で
は
こ
の
問
題
の

本
質
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
に
は
深
い
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
重
要
な
の
は
、
従
来
の
詩
人
、
王
維
や
李
白
の
「
杜
鵑
」「
子
規
」
の
詠
じ
方

に
は
見
ら
れ
な
い
、
杜
甫
の
こ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
問
題
意
識
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。
現
実
の
時
代
の
動
き
に
対
す
る
切
迫
し
た
危
機
意
識
が
こ
の

詩
に
は
滲
み
で
て
い
て
、
そ
れ
は
先
述
の
成
都
時
代
、
お
よ
び
雲
安
時
代
の
杜
甫

の
問
題
意
識
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
杜
甫
の
問
題
意
識
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
譲
位
後
の
玄
宗
を
さ
ら
に
政

権
の
場
、
大
明
宮
か
ら
隔
絶
し
た
西
内
へ
と
移
す
と
い
う
事
件
が
、
実
は
孕
ん
で

い
る
本
質
に
関
わ
る
危
機
意
識
と
言
え
る
。
こ
れ
ま
で
も
宦
官
の
専
横
に
杜
甫
は

心
を
痛
め
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回
の
事
件
は
、
本
来
政
務
に
関
わ
る
べ
き
で
は

な
い
宦
官
李
輔
国
ら
に
よ
っ
て
上
皇
、
か
つ
て
天
下
泰
平
の
開
元
・
天
宝
の
治
を

現
出
し
た
玄
宗
を
政
治
の
場
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
皇
を

政
治
の
場
か
ら
駆
逐
す
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
玄
宗
の
諸
王
達
を
政
治
か
ら
遠
ざ

け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
皇
帝
の
権
力
を
削
ぎ
、
宦
官
の
隠
然
た
る
権

力
を
増
大
さ
せ
る
結
果
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
国
家
の
体
制
そ
の

も
の
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
重
大
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
杜
甫
は
鋭
敏
に
感
じ

取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宦
官
に
関
連
す
る
批
判
、
そ
れ
は
決
し
て
口

外
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
望
帝
説
話
に
寓
し
て
危
機
意
識
を
発
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
讒
言
を
恐
れ
て
口
外
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
詩
の
第
二
十

七
句
・
二
十
八
句
に
見
え
る
次
の
表
現
が
証
し
て
い
る
。

結
舌
防
讒
柄
　
　
舌
を
結
び
て
讒
柄
を
防
ぎ

探
腸
有
禍
胎
　
　
腸
を
探
れ
ば
禍
胎
有
り

　
自
身
の
言
説
が
讒
言
に
利
用
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
機
感
を
抱
き
つ
つ
も
、

災
禍
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
批
判
が
腹
中
に
渦
巻
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
杜
甫

は
房
琯
事
件
以
来
、
房
琯
一
派
と
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
「
三
吏
三

別
」
な
ど
の
峻
烈
な
政
治
批
判
詩
を
制
作
し
た
こ
と
が
間
接
的
な
要
因
と
な
っ
て
、

華
州
司
功
参
軍
を
辞
職
し
、
放
浪
の
旅
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
政
治
批
判
の
言
説

に
よ
っ
て
讒
言
を
受
け
か
ね
な
い
と
言
葉
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
推

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
成
都
時
代
以
来
、
杜
甫
が
し
き
り
に
杜
鵑
・
子
規
や
望
帝

を
歌
う
の
は
、
望
帝
説
話
を
こ
の
問
題
を
寓
す
る
た
め
の
格
好
の
題
材
と
し
て
選

び
取
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
植
木
論
文
に
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「
杜
鵑
行
」「
杜
鵑
」「
子
規
」
等
、
鳥
の
名
を
そ
の
ま
ま
詩
題
（
楽
府
題
）

と
し
て
用
い
る
の
は
、
杜
甫
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。
杜
鵑
・
子
規
が
次

第
に
詩
の
素
材
・
題
材
と
し
て
の
価
値
を
高
め
て
い
く
結
果
で
あ
り
、
特
に

中
唐
詩
以
降
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
命
名
方
法
で
あ
る
。

と
の
指
摘
通
り
、「
杜
鵑
」「
子
規
」
の
用
例
が
唐
代
、
次
第
に
増
え
て
き
た
流
れ

に
乗
っ
て
、
杜
甫
が
そ
れ
を
詩
語
と
し
て
用
い
た
と
い
う
面
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
杜
甫
に
と
っ
て
「
杜
鵑
」「
子
規
」
を
描
く
こ
と
、
特
に
そ
れ
を
詩
題
と

し
て
正
面
か
ら
描
く
こ
と
は
、
新
し
い
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
質
的
に
従
来

の
詩
と
は
違
う
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
ま
ず
拙
論
の
は
じ
め
に
、
二
つ
の
問
題
意
識
を
提
示
し
て
い
た
。
一
つ
目
は
、

な
ぜ
成
都
や
雲
安
滞
在
時
期
に
杜
鵑
や
子
規
が
多
く
詠
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ

し
て
二
つ
目
は
、
杜
甫
が
杜
鵑
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
託
し
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
節
で
は
、
杜
甫
に
先
立
つ
杜
鵑
や
子
規
の
伝
説
、
特
に
杜
甫
詩
に
描
か
れ

る
源
流
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
伝
説
を
確
認
し
た
。

　
第
二
節
で
は
、
杜
甫
に
先
行
す
る
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
杜
鵑
に
つ
い
て
、
六

朝
時
代
の
「
子
夜
四
時
歌
春
歌
」、
左
思
「
蜀
都
賦
」、
鮑
照
「
擬
行
路
難
」（
其
七
）

に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
子
夜
四
時
歌
」
で
は
、
杜
鵑
の
声
は
春
を
告
げ
る
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。「
蜀
都
賦
」
で
は
、
偉
大
な
帝
王
な
が
ら
悲
劇
的
な

最
後
を
迎
え
た
蜀
の
望
帝
の
魂
魄
が
、
杜
鵑
に
化
し
た
こ
と
を
詠
じ
て
い
た
。
ま

た
、「
擬
行
路
難
」（
其
七
）
で
は
、
か
つ
て
の
蜀
王
望
帝
の
化
身
と
さ
れ
る
杜
鵑

の
み
じ
め
で
お
ち
ぶ
れ
た
姿
を
描
き
だ
し
、
そ
こ
に
鮑
照
の
当
時
の
政
治
上
不
遇

な
人
物
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　
第
三
節
で
は
、
杜
甫
と
同
時
代
の
代
表
的
詩
人
王
維
、
李
白
の
詩
を
取
り
上
げ

て
、
杜
鵑
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
っ
た
。
王
維
は
蜀
に
旅
立
つ
人
を
見
送
る
際
に
、
旅

先
の
蜀
の
情
景
を
想
像
で
描
き
出
し
、
そ
こ
に
哀
切
な
声
で
鳴
く
杜
鵑
を
描
く
こ

と
で
、
別
れ
行
く
人
へ
の
共
感
を
表
出
し
て
い
た
。
李
白
は
、「
蜀
道
難
」
で
は
、

杜
鵑
の
哀
切
な
声
を
蜀
の
情
景
と
し
て
描
き
、
そ
の
他
の
詩
で
は
、
自
身
の
故
郷

で
あ
る
蜀
へ
の
望
郷
の
念
を
杜
鵑
の
鳴
き
声
に
託
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

　
第
四
節
で
は
、
杜
甫
の
杜
鵑
や
子
規
を
詩
題
と
し
て
詠
じ
た
作
品
を
主
に
取
り

上
げ
、
杜
鵑
に
杜
甫
が
何
を
託
し
た
の
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、「
杜
鵑
行
」

や
「
杜
鵑
」
な
ど
で
は
、
蜀
の
伝
説
上
の
偉
人
望
帝
の
化
身
と
さ
れ
る
杜
鵑
の
お

ち
ぶ
れ
た
姿
を
描
き
、
そ
れ
に
仮
託
す
る
形
で
、
か
つ
て
英
明
な
君
主
と
称
え
ら

れ
た
玄
宗
皇
帝
が
、
譲
位
後
臣
下
や
宦
官
な
ど
に
蔑
ろ
に
さ
れ
、
不
遇
な
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
た
。
ま
た
、
世
の
常
な
さ
を
慨
嘆
し
、
あ
る
い

は
君
臣
の
礼
が
廃
れ
て
い
る
こ
と
を
諷
諫
し
て
い
た
。
杜
甫
は
、
鮑
照
の
「
擬
行

路
難
」（
其
七
）
に
お
け
る
現
実
の
政
治
で
の
不
遇
な
人
物
を
杜
鵑
に
寓
す
る
と

い
う
構
造
を
継
承
し
つ
つ
、
さ
ら
に
切
迫
し
た
現
実
の
国
家
の
危
機
に
繋
が
る
問

題
を
寓
す
る
た
め
に
杜
鵑
を
詩
題
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
杜

鵑
の
歌
い
方
と
は
全
く
異
な
る
構
造
を
も
つ
表
現
で
あ
っ
た
。

　
杜
甫
は
、「
一
生
憂
う
」
と
評
さ
れ
、
現
実
主
義
的
な
社
会
批
判
の
表
現
に
特

徴
が
あ
る
が
、
杜
鵑
・
子
規
の
形
象
に
お
い
て
も
、
そ
の
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。

乾
元
二
年
（
七
五
九
）
秋
、
華
州
司
功
参
軍
を
辞
し
て）1（
（

、
秦
州
（
今
の
甘
粛
省
天
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水
市
）、
同
谷
（
今
の
甘
粛
省
隴
南
市
）、
成
都
（
今
の
四
川
省
成
都
市
）
へ
と
流

浪
の
旅
に
出
た
杜
甫
で
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
常
に
現
実
の
社
会
状
況
に
切
実
な

関
心
を
抱
き
続
け
、
詩
に
お
い
て
現
実
と
切
り
結
ぶ
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。
成
都
や
雲
安
滞
在
中
に
、
杜
鵑
や
子
規
を
詠
じ
た
作
品
が
多

い
理
由
と
し
て
は
、
蜀
の
成
都
に
約
六
年
余
り
に
わ
た
っ
て
居
住
し
、
蜀
の
風
物

を
直
接
に
見
聞
す
る
機
会
を
得
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要

な
こ
と
は
、
杜
鵑
か
ら
髣
髴
さ
せ
ら
れ
る
望
帝
の
譲
位
後
の
悲
劇
的
な
末
路
に
、

玄
宗
の
譲
位
後
の
不
如
意
の
姿
を
重
ね
て
捉
え
た
こ
と
が
、
最
大
の
理
由
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
上
皇
（
玄
宗
）
の
惨
澹
た
る
境
遇
を
寓
す
る
た
め
に
、

杜
鵑
が
題
材
と
し
て
選
ば
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
王
維
や
李

白
の
杜
鵑
・
子
規
の
描
き
方
と
比
べ
る
と
、
杜
甫
の
歌
い
方
は
そ
の
延
長
線
上
に

は
決
し
て
な
く
、
画
然
と
し
た
違
い
が
あ
る
。

　
杜
甫
に
も
、
従
来
の
蜀
を
象
徴
す
る
形
象
・
情
景
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
哀

切
な
声
で
鳴
く
イ
メ
ー
ジ
で
杜
鵑
・
子
規
を
描
く
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

杜
鵑
の
落
魄
の
様
子
、
他
の
鳥
（
＝
臣
下
）
と
の
関
係
を
描
く
こ
と
は
、
宋
の
鮑

照
の
「
擬
行
路
難
」（
其
七
）
以
外
に
は
、
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
落
魄
し
、
惨
澹
た
る
杜
鵑
＝
望
帝
に
寓
す
る
こ
と
を
介
し

て
、
か
つ
て
英
明
な
君
主
と
し
て
開
元
・
天
宝
の
治
を
現
出
さ
せ
た
玄
宗
皇
帝
が
、

い
ま
で
は
幽
閉
同
然
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
不
遇
の
晩
年
を
送
っ
て
い
る
こ

と
へ
の
憤
り
に
近
い
慨
嘆
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
杜
甫
が
宦
官
に
よ
る
上
皇
（
玄
宗
）
の
移
遷
に
み
ら
れ
る
権
力
の
剝
奪

や
、
現
在
の
朝
廷
の
退
潮
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
透
徹
し
た
ま
な
ざ
し
で
見

抜
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
杜
鵑
や
子
規
を
詩
題
と
し
た
詩
を
繰
り
返
し
歌
わ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１�

）
杜
甫
の
用
例
に
つ
い
て
、
植
木
論
文
で
言
及
し
て
い
る
主
な
論
点
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

①�

「
秋
日
荊
南
述
懐
三
十
韻
」
及
び
「
杜
鵑
行
」
で
は
、
鮑
照
「
擬
行
路
難
」

の
用
例
に
お
い
て
時
世
と
の
関
連
で
、
皇
帝
の
落
魄
し
た
姿
を
寄
託
す
る

の
を
踏
襲
し
て
お
り
、
望
帝
が
杜
鵑
に
化
身
し
た
と
い
う
化
鳥
説
に
基
づ

い
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

②�

托
卵
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

③�

「
啼
血
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

④�

「
杜
鵑
行
」「
杜
鵑
」「
子
規
」
な
ど
、
鳥
の
名
を
そ
の
ま
ま
詩
題
と
す
る

の
は
、
杜
甫
に
始
ま
る
。

⑤�

「
子
規
」
で
は
、
作
者
の
客
愁
に
耐
え
ら
れ
な
い
心
情
を
う
た
う
。
こ
の

ほ
か
、
望
郷
の
念
を
う
た
う
も
の
も
み
ら
れ
る
。

⑥�

杜
甫
の
以
上
の
「
杜
鵑
」
の
描
き
か
た
が
、
中
唐
詩
以
降
の
詩
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
な
お
、
植
木
久
行
著
『
唐
詩
歳
時
記
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
年
）

の
「
春
の
詩
」
の
部
分
に
も
杜
鵑
や
杜
宇
化
鳥
説
話
な
ど
に
つ
い
て
の
記
載

が
あ
る
。

（
２�
）
漢
・
揚
雄
著
『
蜀
王
本
紀
』
は
、
現
存
し
な
い
。
現
行
の
テ
キ
ス
ト
は
類

書
な
ど
に
残
る
断
片
を
拾
遺
し
復
元
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。『
中
国
古
典

小
説
選
１
穆
天
子
伝
・
漢
武
故
事
・
神
異
経
・
山
海
経
他
〈
漢
・
魏
〉』（
武
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田
晃
・
黒
田
真
美
子
編
、
明
治
書
院
、
二
◯
◯
七
年
）
に
訳
注
が
あ
る
。
な

お
、
揚
雄
の
作
で
は
な
く
後
人
の
作
と
す
る
説
も
あ
る
。
望
帝
に
関
す
る
伝

説
部
分
を
抜
粋
し
て
お
く
。

　
後
有
一
男
子
。
名
曰
杜
宇
。
従
天
堕
止
朱
提
。
有
一
女
子
名
利
、
従

井
中
出
。
為
杜
宇
妻
。
乃
自
立
為
蜀
王
、
号
曰
望
帝
。
治
汶
山
下
邑
曰

郫
。
化
民
往
往
復
出
。
望
帝
積
百
余
歳
。
荊
有
一
人
名
龞
霊
。
其
尸
亡

去
。
荊
人
求
之
不
得
。
龞
霊
尸
随
江
水
上
至
郫
、
遂
活
。
与
望
帝
相
見
、

望
帝
以
龞
霊
為
相
。
時
玉
山
出
水
、
若
堯
之
洪
水
。
望
帝
不
能
治
、
使

龞
霊
決
玉
山
、
民
得
安
処
。
龞
霊
治
水
去
後
、
望
帝
与
其
妻
通
。
慚
媿
、

自
以
徳
薄
不
如
龞
霊
、
乃
委
国
授
之
而
去
、
如
堯
之
禅
舜
。
龞
霊
即
位
、

号
曰
開
明
帝
。
帝
生
盧
保
、
亦
号
開
明
。
望
帝
去
時
、
子

鳴
。
故
蜀

人
悲
子

鳴
而
思
望
帝
。
望
帝
杜
宇
也
。
従
天
堕
。

　
な
お
、
植
木
論
文
で
は
、
揚
雄
の
『
蜀
王
本
紀
』
に
杜
宇
伝
説
が
記
載
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
し
、
ま
た
杜
宇
化
鳥
説
が
本
来
の
記
述

だ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。

（
３�

）『
禽
経
』
は
、
春
秋
時
代
の
師
曠
撰
、
晋
・
張
華
注
と
さ
れ
る
が
、
依
託

で
偽
本
と
さ
れ
る
（『
四
庫
提
要
』
子
部
）。
明
・
李
時
珍
編
『
本
草
綱
目
』

巻
四
十
九
（
文
淵
閣
『
四
庫
全
書
』
電
子
版
）、「
杜
鵑
」
に
引
く
『
禽
経
』

に
「
江
左
で
は
子
規
と
曰
ひ
、
蜀
右
で
は
杜
宇
と
曰
ひ
、
甌
越
で
は
怨
鳥
と

曰
ふ
」
と
あ
る
。

（
４�

）
明
・
李
時
珍
編
『
本
草
綱
目
』（
注
３
前
掲
書
に
よ
っ
た
）
に
引
く
、
唐
・

陳
蔵
器
編
『
本
草
拾
遺
二
十
六
種
』
に
は
「
杜
鵑
は
小
さ
き
こ
と
鷂
の
如
く
、

鳴
き
呼
ん
で
已
ま
ず
」
と
あ
り
、
続
け
て
蜀
王
本
紀
、
荊
楚
歳
時
記
、
異
苑

を
引
く
。

（
５�

）
晋
・
常
璩
撰
『
華
陽
国
志
』（
中
林
史
朗
訳
注
、
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
五

年
）

（
６�

）
梁
・
宗
懍
撰
『
荊
楚
歳
時
記
』（
守
屋
美
都
雄
・
布
目
潮
渢
・
中
村
裕
一
訳

注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
八
年
）。
た
だ
し
、
引
用
部
分
は
後
世
の

補
遺
と
さ
れ
て
い
る
。『
漢
魏
六
朝
筆
記
小
説
』
所
収
の
据
広
漢
魏
叢
書
本

影
印
『
荊
楚
歳
時
記
』
の
三
月
の
項
に
は
当
該
部
分
は
見
え
な
い
。

（
７�

）
宋
・
郭
茂
倩
撰
『
楽
府
詩
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）。
こ
の
他
、
梁
・

簡
文
帝
「
蜀
国
絃
歌
篇
十
韻
」
に
も
「
牲
は
祈
る
望
帝
の
祀
に
、
酒
は
酹
す

蜀
侯
の
妹
（
誅
）
に
」
と
あ
る
（『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
梁
詩
巻
二
十
）。

（
８�

）
興
膳
宏
編
『
六
朝
詩
人
傳
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。
引
用
部
分

は
幸
福
香
織
氏
の
訳
文
。

（
９�

）
人
主
其
の
臣
の
忠
な
る
を
欲
せ
ざ
る
は
莫
し
。
而
れ
ど
も
忠
未
だ
必
ず
し

も
信
ぜ
ら
れ
ず
。
故
に
伍
員
は
江
に
流
さ
れ
、
萇
弘
は
蜀
に
死
す
。
其
の
血

を
蔵
す
る
こ
と
三
年
に
し
て
、
化
し
て
碧
と
為
る
。（
人
主
莫
不
欲
其
臣
之
忠
。

而
忠
未
必
信
。
故
伍
員
流
於
江
、
萇
弘
死
於
蜀
。
蔵
其
血
三
年
、
化
而
為
碧
。）

（
清
・
王
先
謙
撰
『
荘
子
集
解
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）

（
10�

）『
蜀
記
』
は
、
後
漢
の
李
膺
の
『
益
州
記
』
の
中
に
あ
る
と
い
う
（
筆
者

未
見
）。

（
11�
）
鮑
照
詩
の
引
用
は
銭
仲
聯
増
補
集
説
校
『
鮑
参
軍
集
注
』（
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
八
◯
年
十
一
月
）
に
よ
っ
た
。
宋
・
郭
茂
倩
『
楽
府
詩
集
』
巻

七
十
で
は
、「
行
路
難
」
の
題
で
所
収
さ
れ
、
題
下
注
に
は
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。
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『
楽
府
解
題
』
曰
「
行
路
難
」、
備
言
世
路
艱
難
及
離
別
悲
傷
之
意
、

多
以
君
不
見
為
首
。

（
12�

）
古
詩
十
九
首
其
十
五
（
昭
明
太
子
撰
『
文
選
』
巻
二
十
九
）
に
見
え
る
次

の
表
現
を
踏
ま
え
る
で
あ
ろ
う
。

出
郭
門
直
視
　
　
郭
門
を
出
で
て
直
視
す
れ
ば

但
見
丘
与
墳
　
　
但
だ
　
丘
と
墳
と
を
見
る

古
墓
犂
為
田
　
　
古
墓
　
犂
れ
て
田
と
為
り

松
柏
擢
為
薪
　
　
松
柏
　
摧
か
れ
て
薪
と
為
る

（
13�

）
王
維
の
詩
は
『
王
維
詩
集
校
注
』（
陳
鉄
民
校
注
、
中
華
書
局
、
一
九
九

七
年
）
に
よ
っ
た
。
用
例
の
検
索
は
、『
全
唐
詩
索
引
　
王
維
』(

中
華
書
局
、

一
九
九
二
年
）
に
よ
っ
た
。

（
14�

）
李
白
に
は
こ
の
ほ
か
、「
涇
渓
東
亭
寄
鄭
少
府
諤
」（（『
李
白
全
集
編
年
注

釈
』
天
宝
十
四
載
）
に
「
杜
鵑
花
開
春
已
闌
、
帰
向
陵
陽
釣
魚
晩
」
と
あ
り
、

「
書
情
寄
従
弟
邠
州
長
史
昭
」
に
「
臨
玩
忽
云
夕
、
杜
鵑
夜
鳴
悲
」（『
李
白

全
集
編
年
注
釈
』
未
編
年
詩
）
と
あ
る
。
李
白
の
詩
は
『
李
白
全
集
編
年
注

釈
』（
安
旗
主
編
、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
っ
た
。
用
例
の
検
索
は
、

『
全
唐
詩
索
引
　
李
白
』（
現
代
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
っ
た
。

（
15�

）
杜
甫
の
用
例
の
検
索
は
、『
杜
詩
引
得
』（
哈
仏
燕
京
大
学
、
一
九
六
五
年
）、

『
全
唐
詩
索
引
　
杜
甫
』（
上
下
二
冊
、
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

を
用
い
た
。

（
16�

）
杜
甫
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
清
・
仇
兆
鰲
注
『
杜
詩
詳
註
』（
中
華
書
局
、

一
九
七
九
）
を
用
い
、
蕭
滌
非
主
編
『
杜
甫
全
集
校
注
』（
全
十
二
冊
。
人

民
文
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）、
お
よ
び
下
定
雅
弘
・
松
原
朗
編
『
杜
甫

全
詩
訳
注
』（
全
四
冊
）（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
し
た
。

（
17�

）
司
空
曙
、
字
は
文
明
、
広
平
の
人
。
進
士
に
及
第
し
、
韋
皐
に
従
っ
て
剣

南
（
唐
代
に
置
か
れ
た
行
政
区
画
剣
南
道
の
こ
と
で
、
現
在
の
四
川
省
剣
閣

の
南
部
）
に
赴
き
、
最
終
官
は
虞
部
郎
中
に
至
っ
た
。
大
暦
の
十
才
子
の
一

人
。『
全
唐
詩
』
巻
二
九
三
巻
に
「
杜
鵑
行
」
と
し
て
、
こ
の
詩
を
収
め
、

注
に
「
一
に
杜
甫
詩
に
作
る
」（
一
作
杜
甫
詩
）
と
記
し
て
い
る
。

（
18�

）
松
本
保
宣
氏
は
、
宦
官
李
輔
国
は
上
皇
玄
宗
と
高
力
士
ら
の
グ
ル
ー
プ
と

微
妙
な
関
係
に
あ
り
、
肅
宗
が
病
ん
で
い
る
時
に
乗
じ
て
、
玄
宗
を
太
極
宮

に
幽
閉
し
、
高
力
士
ら
上
皇
愛
顧
の
側
近
達
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
と
指
摘

し
て
い
る
（「
大
唐
帝
国
を
牛
耳
っ
た
宦
官
た
ち
」『
し
に
か
』
二
〇
〇
〇
年

十
一
月
号
、
大
修
館
書
店
）。
一
方
、
川
合
康
三
氏
は
、
杜
鵑
に
身
を
落
と

し
た
望
帝
は
、
帝
位
を
失
っ
た
玄
宗
を
暗
示
す
る
、
と
の
見
方
に
疑
義
を
述

べ
て
い
る
（『
杜
甫
　
上
』
明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系
、
二
〇
一
九
年
五
月
）。

（
19�

）
明
・
浦
起
龍
は
「
詩
詠
杜
鵑
、
而
主
意
乃
在
禽
鳥
之
事
。
杜
鵑
者
、
蓋
託

物
以
為
臣
節
諷
也
。（
中
略
）
時
蜀
乱
相
仍
、
如
段
子
璋
、
徐
知
道
、
崔
旰

之
徒
、
皆
不
修
臣
節
者
。
託
諷
之
意
、
蓋
在
於
此
。」（『
読
杜
心
解
』
巻
一

之
四
・
五
古
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
20�

）
拙
論
「
杜
甫
の
社
会
批
判
詩
と
房
琯
事
件
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五

十
三
集
、
日
本
中
国
学
会
、
二
〇
〇
一
年
）、「
杜
甫
の
「
故
の
相
国
清
河
房

公
を
祭
る
文
」
の
語
る
も
の
」（
佐
藤
保
・
宮
尾
正
樹
編
『
あ
あ
、
哀
し
い

か
な
―
死
と
向
き
合
う
中
国
文
学
―
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）

に
、
杜
甫
が
遭
遇
し
た
房
琯
事
件
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
21�

）
華
州
司
功
参
軍
を
辞
職
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
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長
安
付
近
が
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
に
官
職
を
辞
し
た
と
す
る
説
も
あ
る

が
、
辞
職
直
前
の
作
「
立
秋
後
題
す
」（
立
秋
後
題
）
に
「
官
を
罷
む
る
も

亦
た
人
に
由
る
、
何
事
ぞ
形
役
に
拘
せ
ら
れ
ん
」（
罷
官
亦
由
人
、
何
事
拘

形
役
）
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
辞
職
す
る
少
し
前
に
制
作
し
た
「
三
吏
三
別
」

詩
で
の
痛
烈
な
政
治
批
判
に
よ
っ
て
、
や
め
さ
せ
ら
れ
た
と
み
る
説
も
あ
る
。
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【
資
料
・
研
究
ノ
ー
ト
】

諏
訪
市
博
物
館
寄
託
諏
訪
神
社
上
社
権
祝
矢
島
家
文
書 

　
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』
全
二
冊
全
文
翻
刻

二
本
松
泰
子

は
じ
め
に

　
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
に
起
き
た
中
先
代
の
乱
に
よ
っ
て
大
祝
家
の
権
勢
が

衰
え
る
と
、
諏
訪
上
社
に
仕
え
る
そ
の
他
の
社
家
が
台
頭
し
て
ゆ
く
。
主
に
戦
国

時
代
以
降
に
力
を
つ
け
て
き
た
権
祝
矢
島
家
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
当
家
は

必
ず
し
も
大
祝
家
と
一
枚
岩
の
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
天

文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
大
祝
家
当
主
の
諏
訪
頼
重
が
武
田
信
玄
に
攻
め
ら
れ

て
自
刃
す
る
と
、
大
祝
の
地
位
を
簒
奪
し
よ
う
と
し
た
高
遠
頼
継
が
矢
島
満
清
と

手
を
組
み
、
頼
重
の
遺
児
を
擁
す
る
信
玄
と
合
戦
（
宮
川
の
戦
い
）
を
起
こ
す
な

ど
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
は
、
大
祝
宗
家
と
諏
訪
氏
庶
流
の
対
立
に
上
社

五
官
の
祝
を
巻
き
込
ん
だ
争
い
が
頻
発
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
上
社
所
縁
の
各
氏

族
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
信
仰
伝
承
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
如
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
権
祝
矢
島
家
も
ま
た
当
家
独
自
の
信
仰
文
化
を

有
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
以
前
の
当
家
に
つ
い

て
は
歴
史
上
の
事
蹟
に
関
す
る
史
料
が
乏
し
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
信
仰
の
実
態

は
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
諏
訪
市
博
物
館
寄
託

の
約
二
千
点
に
お
よ
ぶ
矢
島
家
伝
来
の
文
書
群
は
、
当
家
の
知
的
関
心
を
介
し
た

歴
史
的
実
像
を
推
測
さ
せ
る
手
掛
か
り
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
諏
訪
市
博
物
館
寄
託
諏
訪
神
社
上
社
権
祝
矢
島
家
文
書

『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
全
二
冊
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
全
文
翻
刻
を
掲
出
す
る
。

当
該
本
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
井
原
今
朝
男
が
そ
の
存
在
を
確
認
し
、「
権
祝
本

に
錯
簡
本
で
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
新
し
い
知
見
」（
注
１
）
で
あ
る
と

評
価
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
本
文
に
つ
い
て
は
未
翻
刻
で
こ
れ
ま
で
そ
の
内
容
に
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つ
い
て
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
矢
島
家
文
書
に
は
、『
諏

訪
大
明
神
画
詞
』
の
一
部
本
文
を
抜
き
書
き
し
た
断
簡
（『
諏
方
大
明
神
画
詞
　

草
稿
』（
縦
27.4
㌢
×
横
37.0
㌢
））
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
に
対
し
て
積

極
的
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
矢
島

家
文
書
に
含
ま
れ
る『
諏
方
大
明
神
画
詞
』全
二
冊
を
翻
刻
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
矢
島
家
伝
来
の
蔵
書
形
成
の
一
端
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、『
諏
訪
大
明
神

画
詞
』
の
伝
本
研
究
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
（
注
２
）。

　
当
該
書
二
冊
の
書
誌
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。
※
矢
島
家
文
書
に
つ
い
て
は

公
式
な
目
録
を
作
成
す
る
途
中
の
た
め
、
資
料
番
号
な
ど
は
公
開
で
き
な
い
。

①
　
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』（
巻
首
題
）

　
諏
訪
市
博
物
館
寄
託
。
表
紙
は
花
の
模
様
の
織
物
の
布
。
袋
綴
じ
。
五
つ
目
綴

じ
。
縦
32.0
㌢
×
横
20.0
㌢
。
半
葉
九
行
。
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
。
全
二
十
九
丁
。

遊
紙
無
し
。
内
容
は
「
縁
起
上
」「
縁
起
中
」「
縁
起
第
三
」「
縁
起
第
四
」。
竪
帳
。

②
　
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』（
巻
首
題
）

　
諏
訪
市
博
物
館
寄
託
。
紙
縒
り
綴
じ
。
縦
32.0
㌢
×
横
20.3
㌢
。
半
葉
九
行
。
漢
字

カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
。
全
三
十
七
丁
。
内
容
は
「
縁
起
第
五
」。
竪
帳
。
お
も
て

表
紙
に
貼
り
紙
一
枚
お
よ
び
短
冊
一
枚
、
裏
表
紙
に
貼
り
紙
一
枚
あ
り
。
表
の
貼

り
紙
に
は
明
治
十
一
年
に
本
書
を
奉
納
し
た
由
が
記
載
さ
れ
、
裏
の
貼
り
紙
に
は

テ
キ
ス
ト
本
文
の
末
尾
部
分
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

【
注
】

（
１�

）井
原
今
朝
男「
神
社
史
料
の
諸
問
題
―
諏
訪
神
社
関
係
史
料
を
中
心
に
―
」

（「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」第
一
四
八
集
、二
〇
〇
八
年
十
二
月
）。

（
２�

）
直
近
に
お
け
る
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
の
伝
本
を
紹
介
し
た
研
究
成
果
と

し
て
は
、
間
枝
遼
太
郎
氏
「
叡
山
文
庫
天
海
蔵
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
解
題
・

翻
刻
（
上
）」（『
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
院
　
研
究
論
集
』
第
二
十
号
（
二

〇
二
一
年
三
月
掲
載
予
定
）
が
あ
る
。

【
付
記
】

　
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
紹
介
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
諏
訪
市
博
物
館
に
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　
な
お
、
本
稿
はJSPS

科
研
費JP20K

00291

（
研
究
代
表
者
：
二
本
松
康
宏
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
凡
例
】

一�

　
本
文
は
原
文
通
り
を
原
則
と
し
た
が
、
一
部
通
行
の
字
体
に
改
め
た
と
こ
ろ

も
あ
る
。

一�

　
反
復
記
号
「
〳
〵
」「
ヽ
」
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
が
、「
ゝ
」
が
漢
字
に
用

い
ら
れ
て
い
る
場
合
の
み
、「
々
」
に
改
め
た
。

一�

　
明
ら
か
な
誤
記
・
誤
写
と
見
ら
れ
る
箇
所
に
は
原
則
（
マ
マ
）
と
い
う
形
で

右
横
に
示
し
、
そ
の
う
ち
の
一
部
に
は
同
じ
く
右
横
に
（《
本
来
使
用
さ
れ
る

べ
き
文
字
》
カ
）
と
い
う
形
で
表
記
し
た
。

一�
　
虫
喰
い
な
ど
で
判
別
が
で
き
な
い
文
字
は
□
で
示
し
た
。

一�

　
■
は
、
底
本
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
た
め
判
読
で
き
な
い
文
字
で
あ
る
。

一�

　
改
行
に
つ
い
て
は
／
で
表
記
し
た
。改
丁
に
つ
い
て
は
」を
も
っ
て
示
し
、（
一

オ
）
の
よ
う
に
丁
数
な
ら
び
に
表
裏
を
表
記
し
た
。
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一�
　
朱
書
き
の
文
字
に
つ
い
て
は
当
該
部
分
の
頭
に
（
朱
）
と
注
記
し
た
。

一�
　
文
中
、
本
来
は
「
着
」
を
使
用
す
べ
き
文
字
の
多
く
が
「
著
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
も
特
に
注
記
せ
ず
に
「
著
」
の
ま
ま
翻
字
し
た
。

【
本
文
】

①
　
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』

諏
方
大
明
神
畫
詞
／
一
巻
縁
起
上
　
繪
　
中
務
少
輔
隆
盛
／
詞
　

序
　
近
衞
右
大
臣
兼
章

奥
　
宮
内
卿
行
忠
朝
臣

／

夫
日
本
信
州
ニ
一
ノ
靈
祠
ア
リ
諏
方
大
明
神
是
也
神
降
／
リ
ノ
由
来
其
儀
遠
矣
竊

ニ
國
史
ノ
所
説
ヲ
見
ル
ニ
／
奮
事
本
記
云
／
天
照
大
神
命
シ
テ
経春
日
第
三
神
教
□
取
社

津
主
聰
州
神
武

甕
出
雲
日
ノ
御
崎
神
也
槌
常
州
鹿

島

社

／
神
二
柱
神
ヲ
出
雲
國
エ
降
奉
大
己
貴
ノ
雲
州
杵
築
和

州
三
輪
同

命
ニ
／
問
テ
曰
ク

葦
原
ノ
中
津
国
者
我
カ
御
子
ノ
知
ル
ヘ
キ
国
」（
一
オ
）
也
汝
チ
将
ニ
此
國
ヲ
モ

ツ
テ
天
神
ニ
奉
ラ
ン
ヤ
大
己
貴
命
ノ
／
申
サ
ク
我
カ
子
事
代
主
ノ
攝
州
長
田
社

神
祇
官
第
六

神
ニ
問
フ

テ
返
事
ヲ
／
申
サ
ン
ト
申
シ
事
代
主
ノ
神
申
サ
ク
我
カ
又

（
父
カ
）
宜
ク
將
ニ
去
リ
／
奉

ル
ヘ
シ
我
レ
違
フ
ヘ
カ
ラ
ス
ト
申
亦
申
ス
ヘ
キ
子
ア
リ
ヤ
／
亦
我
子
建
御
名
方
諏
方

ノ
社

神
千
引
石
ヲ
手
末
ニ
捧
来
／
テ
申
サ
ク
誰
ソ
我
国
ニ
來
テ
忍
テ
カ
ク
云
フ
ハ
シ
カ

ウ
シ
テ
力
ク
ラ
／
ヘ
セ
ン
ト
思
フ
先
ツ
其
御
手
ヲ
取
テ
即
氷
ヲ
成
シ
立
テ
亦
／
劔

ヲ
取
来
科
野
国
洲
羽
ノ
海
ニ
至
時
建
御
名
方
ノ
神
／
申
サ
ク
我
ト
此
国
ヲ
除
テ
他
処

ニ
行
カ
ス
ト
云
フ
是
則
埀
跡
ノ
」（
一
ウ
）
本
縁
也
自
薾
以
降
靈
場
ヲ
示
テ
瑞
籬

ヲ
押
シ
開
給
テ
承
／
和
ノ
◦〇
明

時
爵
一
級
ヲ
奉
リ
給
シ
ヨ
リ
寛
平
天
慶
ニ
至
リ
テ
既
ニ

／
極
位
ヲ
授
ラ
レ
マ
シ
〳
〵
キ
去
レ
ハ
國
内
ノ
大
神
ト
シ
テ
案
上
ノ
禮
／
賛
是
儼

重
也
王
城
擁
護
ノ
誓
願
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
武
關
鎭
守
／
ノ
靈
驗
有
ル
カ
故
ニ
上
下
盡

敬
ノ
誠
ヲ
イ
タ
シ
夏
夷
尊
崇
ノ
／
志
ヲ
同
ク
ス
暫
ク
畫
圖
ノ
功
ヲ
カ
リ
テ
聊
竒
特

瑞
ヲ
顯
ス
ト
ナ
リ
／
繪
有
之
／
神
代
ノ
事
ハ
幽
邈
ニ
シ
テ
◦〇

圖

繪
モ
及
ス
當
社
明
神

ノ
化
現
ハ
仁
皇
十
五
代
神
功
皇
后
元
年
辛
　

　
巳

事
也
同
年
三
月
神
發
向
」（
二
オ
）
有

テ
皇
后
松
浦
縣
ニ
至
リ
給
フ
官
軍
ハ
纔
ニ
三
百
七
十
余
人
／
乗
船
四
拾
八
艘
也
異

敵
ハ
既
ニ
五
十
萬
人
乗
船
十
萬
八
千
艘
ト
／
聞
ユ
千
萬
倍
カ
一
也
力
ヲ
以
テ
ア
ラ

ソ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
ト
テ
先
ツ
誓
約
御
／
占
有
髪
ヲ
浮
ヘ
給
ヘ
ハ
唯
二
ツ
ニ
分
テ
亦
細
針

ヲ
浪
ニ
投
給
／
ヘ
ハ
則
チ
鮧ア

鯷ユ

ヲ
釣
得
給
フ
吉
兆
祈
ル
如
シ
亦
虚
空
ヨ
リ
／
海
上

ニ
両
将
化
現
ス
各
一
劔
ヲ
横
タ
ヘ
テ
衆
箭
ヲ
屓
フ
此
時
ヨ
リ

弓
矢
ノ

／
寸
尺
甲
鎧
脇
立
始

メ
テ
定
マ
レ
リ

凡
甲
冑
ヲ
帯

ス
ル
勢
氣
力
ノ
長
タ
ル
其
ノ
イ
サ
メ
ル
顔
／
色
鬼
神
ノ
如
シ
其
ノ
怒
ル
マ
ナ
シ
リ

明
星
ニ
似
タ
リ
仍
テ
棟
梁
ノ
／
臣
武
内
宿
祢
奏
聞
ヲ
經
テ
其
故
ヲ
問
給
君
他
ノ
州
ヘ

發
向
」（
二
ウ
）
ノ
間
天
照
大
神
ノ
詔
勅
ニ
依
テ
諏
方
住
吉
二
神
守
護
ノ
為
ニ
／

現
ス
ト
答
給
フ
皇
后
大
ニ
喜
ヒ
即
錦
座
ヲ
兩
神
ニ
ア
タ
ヘ
靈
膳
／
ヲ
花
船
ニ
ソ
ナ

ヘ
雲

ニ
幣
帛
ヲ
サ
ヽ
ケ
テ
歸
敬
二
心
ナ
シ
其
中
エ
亦
／
妖
艶
ノ
媚
タ
ル
有
高
知

尾
豊
姫
ト
号
ス
螻
羽
一
箭
ノ
上
ニ
坐
シ
／
ナ
カ
ラ
鳳
綸
ヲ
書
テ
竜
宮
ヘ
遣
ス
海
主

大
ニ
驚
テ
勅
命
ニ
應
／
シ
◦〇
テ

満
干
ノ
兩
珠
ヲ
サ
ヽ
ク
御
願
成
就
ノ
瑞
相
嚴
重
ノ
由

君
臣
／
共
欣
悦
ス
／
繪
有
之
／
サ
テ
同
◦〇

十

月
新
羅
エ
御
發
向
ノ
時
孕
メ
ル
子
ニ
私

ニ
言
含
」（
三
オ
）
給
ハ
テ
暫
ク
出
生
ヲ
ト
ヽ
メ
ン
カ
タ
メ
ニ
白
石
ヲ
御
裳
ニ
ハ

サ
ミ
マ
ス
ラ
オ
ノ
／
皃
有
既
ニ
黄
金
ノ
甲
冑
ヲ
メ
シ
錦
ノ
旗
玉
蓋
ヲ
サ
ヽ
セ
テ
龍

／
頭
鷁
首
ノ
御
船
ニ
メ
ス
此
時
神
兵
雲
霞
ノ
如
ク
化
現
ス
／
亦
神
樂
ノ
歌
舞
ニ
應

シ
テ
龍
宮
ノ
船
頭
安
曇
磯
良
丸
／
浄
衣
ヲ
着
テ
皷
ヲ
頸
ニ
カ
ク
靈
龜
ニ
ノ
リ
テ
參

向
シ
テ
御
舟
ヲ
／
コ
ク
數
艘
ノ
兵
船
四
方
ヲ
カ
コ
ミ
奉
リ
テ
諏
方
住
吉
二
神
穀
葉

／
松
枝
ノ
旗
ヲ
ア
ケ
テ
先
陣
ニ
進
ミ
給
ヘ
ハ
群
鳥
鷹
鳩

鷺
鳥
□

虚
空
ニ
飛
／
カ
ケ
リ
大
魚
波
ニ

浮
ヒ
出
テ
兵
船
ヲ
守
テ
忽
ニ
異
域
ニ
至
船
師
／
海
ニ
ミ
チ
旌
旗
日
ニ
曜
キ
地
祇
振

動
シ
鐘
皷
鳴
動
シ
テ
山
川
」（
三
ウ
）
悉
振
ヘ
ハ
兩
神
旗
ヲ
ヒ
ル
カ
ヘ
ス
事
稲
麻

ニ
似
タ
リ
先
干
珠
ヲ
ナ
ク
レ
ハ

／
溟
皆
ヒ
カ
タ
ト
ナ
ル
異
賊
恍
レ
テ
陸
地
ニ
ト
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リ
ア
カ
リ
テ
戦
ヲ
致
セ
ハ
官
軍
／
弥
勝
ニ
ノ
ル
其
後
亦
満
珠
ヲ
ナ
ク
レ
ハ
凶
賊
皆

海
底
ニ
沈
ム
剰
鹽
／
サ
シ
ノ
ホ
リ
テ
新
羅
海
内
ト
ナ
ル
一
天
闇
々
ト
シ
テ
日
月
光

ヲ
カ
ク
／
ス
神
風
戦
々
ト
シ
テ
官
軍
又
色
ヲ
マ
ス
新
羅
王
ノ
云
是
唯
／
事
ニ
ア
ラ

ス
海
東
ニ
國
ア
リ
日
本
ト
云
聖
主
ア
リ
天
皇
ト
号
ス
／
其
ノ
國
ノ
神
兵
ナ
リ
兵
ヲ

挙
ケ
テ
防
ク
ヘ
カ
ラ
ス
ト
テ
彼
ノ
王
自
ラ
／
面
縛
シ
テ
歸
降
ス
亦
士
卒
圖
籍
宝
貨

ヲ
捧
テ
皇
船
ノ
／
前
ニ
蹲
踞
ス
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
毎
年
ノ
朝
貢
怠
ナ
ク
本
朝
ノ
」

（
四
オ
）
皇
化
ニ
随
フ
ヘ
キ
由
頭
ヲ
タ
ヽ
ヒ
テ
ネ
ン
コ
ロ
ニ
誓
ヲ
ナ
ス
是
レ
ヲ
則

見
聞
／
シ
テ
高
麗
百
濟
ノ
二
王
未
タ
戦
ハ
サ
ル
ニ
歸
伏
ス
誓
約
ノ
趣
前
／
ノ
如
シ

亦
三
韓
ノ
中
間
ニ
寛
嚴
山
ニ
五
丈
ノ
黒
キ
巌
ア
リ
高
／
良
大
明
神
御
弓
ノ
ハ
ス
ニ

テ
碑
文
ヲ
三
韓
王
氏
日

本
ノ
犬
也

書
給
フ
神
変
／
不
思
儀
ナ
レ
ハ
入
木
ノ
勢
未
レタ
消
ト
カ
ヤ
三
韓

悉
ク
平
ケ
テ
同
十
／
二
月
皇
后
御
歸
洛
ノ
後
筑
紫
ノ
蚊
田
ニ
テ
應
神
天
皇
降
誕
／

シ
玉
フ
八
幡
大
神
是
ナ
リ
皇
道
之
太
平
ハ
諸
神
一
同
ノ
守
護
／
也
ト
云
ヘ
ト
モ
異

賊
征
伐
専
當
社
ノ
靈
験
也
其
旨
具
ニ
二
神
／
詫
談
記
江
浦
卿

筆

記

並
ニ
高
良
ノ
縁
起
等
ニ
見

タ
リ
」（
四
ウ
）
繪
有
之
／
サ
レ
ハ
皇
后
御
歸
朝
ノ
後
攝
州
廣
田
ノ
神
社
ニ
鎮
座
ノ

時
／
五
社
ヲ
建
立
セ
ラ
ル
所
謂
本
社
皇后

八
幡
大
神
應神

諏
方
住
／
吉
二
神
及
八
祖
皇
后
護

持

等

宮
是
也
就
中
毎
年
正
月
九
日
村
民
／
門
戸
ヲ
閉
出
入
ヲ
ヤ
メ
テ
諏
方
社
御
狩
ト
号

シ
テ
山
林
ニ
／
望
テ
狩
猟
ヲ
致
ス
猪
鹿
一
ヲ
得
◦〇
ヌ

レ
ハ
則
殺
生
ヲ
ヤ
メ
西
宮
ノ
南

宮
／
ニ
本
地
普
賢
■
菩
薩

十
羅
刹
等
安
住
ス

タ
ム
ケ
奉
ル
禮
賛
今
断
絶
セ
ス
一
ケ
ノ
諦
員
外
／
宮
ノ
生
贄
本

誓
ニ
タ
カ
ハ
ス
八
幡
大
神
諏
方
住
吉
同
躰
ノ
由
／
来
有
ト
申
此
謂
ナ
リ
又
用
明
天

皇
御
宇
聖
徳
太
子
蘇
」（
五
オ
）
我
馬
子
大
臣
ニ
仰
セ
テ
今
ノ
先
代
奮
事
本
紀
十

冊
ヲ
撰
セ
ラ
／
ル
第
三
冊
ニ
ハ
專
當
社
明
神
ノ
本
縁
分
明
也
／
繪
有
之
／
持
統
天

皇
五
■年

八
月
一
日
勅
使
ヲ
祭
遣
シ
テ
信
州
須
波
水
内
／
神
樂
ヲ
祭
ル
由
日
本
記
三

十
冊
ニ
載
タ
リ
是
則
當
社
祭
禮
／
始
ナ
ル
ヲ
ヤ
今
ニ
至
ル
マ
テ
當
日
ヲ
月
朔
神
事

ノ
最
要
ト
ス
／
繪
有
之
／
桓
武
天
皇
ノ
御
子
開
成
皇
子
ト
申
人
ヲ
ハ
シ
マ
シ
キ
忽

ニ
世
事
／
ヲ
ナ
ケ
ス
テ
ヽ
偏
ニ
菩
提
ヲ
願
ヒ
給
フ
天
平
神
護
元
年
正
月
」（
五
ウ
）

紫
雲
ノ
タ
ナ
ヒ
ク
処
ヲ
尋
テ
攝
州
勝
尾
寺
ニ
ヨ
チ
登
テ
本
願
善
仲
善
／
等
字
出
生
行

儀
見
本
傳

兩

上
人
ニ
随
テ
出
家
受
戒
ヲ
ト
ケ
給
フ
テ
開
成
ト
号
／
ス
登
山
ノ
最
初
ニ
聖
禮
鑑
ヲ

ク
タ
リ
テ
皇
子
密
語
流
涕
ス
奮
／
識
ニ
遇
コ
ト
シ
皇
子
者
日
本
有
五
知
ヲ
語
シ
法

雷
ヲ
五
種
ニ
振
／
リ
給
フ
ヘ
シ
ト
印
請
ス
亦
二
聖
兼
テ
金
字
大
般
若
經
書
冩
ノ
願

／
有
テ
表
カ
白
ノ
日
曇
リ
雨
俄
カ
ニ
起
テ
霹
靂
忽
ニ
ク
タ
ル
則
其
地
ヲ
／
エ
ラ
ヒ

玉
フ
最
勝
峯
是
亦
夢
中
ニ
大
董タ

ン

牛
常
行
通
ス
ト
見
ル
／
処
ニ
紙
麻
ヲ
植
ユ
テ
曰
ク

壁
上
ニ
納
ヲ
ハ
リ
禽
獣
ニ
フ
マ
セ
ス
年
月
／
ツ
モ
リ
テ
紺
紙
終
ニ
ナ
ル
開
成
ニ
授

テ
神
護
慶
雲
二
三
各
」（
六
オ
）
年
ニ
兩
聖
肉
身
ヲ
ア
ラ
タ
メ
ス
草
座
ニ
乘
テ
西

天
ニ
飛
行
ス
不
／
思
儀
ナ
リ
シ
事
ア
リ
／
繪
有
之
／
皇
子
先
師
ノ
願
ヲ
果
サ
ン
ト

テ
金
泥
浄
水
ヲ
求
給
ヒ
シ
ニ
／
二
七
日
祈
誓
ヲ
切
ニ
答
テ
五
更
ニ
靈
夢
ノ
告
有
テ

容
儀
並
ヒ
ナ
ク
／
衣
冠
タ
ヽ
シ
キ
貴
人
来
テ
石
壇
ニ
坐
シ
テ
金
丸
輪
三
寸

長
七
寸

ヲ
青
キ
／

錦
ニ
ツ
ヽ
ミ
テ
献
ス
拜
領
シ
テ
其
ノ
号
ヲ
問
給
ヘ
ハ
偈ゲ

頌
シ
ヨ
ウ

ア
リ
／
得
道
来
不
動

法
姓
示
八
正
垂
権
迹
皆
淂
解
脱
苦
衆
生
／
故
号
八
幡
大
菩
薩
ト
云
々
其
後
亦
夢
中

ニ
カ
タ
チ
夜
叉
ノ
如
」（
六
ウ
）
ク
シ
テ
北
方
ヨ
リ
飛
来
テ
小
陶
器
ニ
水
ヲ
獻
ス

ト
テ
吾
ハ
信
濃
國
／
諏
方
南
宮
也
八
幡
大
菩
薩
ノ
嚴
詔
ニ
ヨ
リ
テ
白
鷺
池
水
ヲ
汲

／
テ
来
ル
也
ト
稱
ス
彼
水
池
ハ
十
六
會
ノ
其
一
也
大
菩
薩
教
／
勅
モ
故
有
ヲ
ヤ
夢

サ
メ
テ
傍
ヲ
見
レ
ハ
金
丸
ハ
机
ノ
上
ニ
在
リ
硯
／
水
ハ
陶
器
ニ
三
ツ
金
水
祈
リ
得
テ

彼
ノ
桂
ノ
木
ノ
洞
ニ
コ
モ
リ
居
／
テ
寶
■
龜
元
年
正
月
八
日
ニ
筆
ヲ
立
同
六
年
七

月
ニ
書
功
終
／
ニ
畢
メ
六
ヶ
年
ノ
間
ニ
一
部
六
百
巻
書
冩
シ
給
シ
ニ
金
水
／
共
ニ

無
盡
无
餘
也
冥
衆
感
應
権
者
ノ
竒
特
筆
モ
及
ヒ
カ
／
タ
シ
」（
七
オ
）
繪
有
之
／

皇
子
冩
經
中
ニ
魔
障
ノ
靈
夢
有
リ
八
面
八
臂
ノ
悪
鬼
數
千
／
眷
屬
ヲ
引
率
シ
テ
手
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コ
ト
ニ
紺
紙
ヲ
持
チ
テ
山
林
ニ
引
チ
ラ
ス
／
ト
也
荒
神
ノ
シ
ワ
サ
也
ト
知
リ
テ
祭

ラ
ン
ム
ト
ス
ル
ニ
才
覺
ナ
シ
樹
上
／
ニ
烏
二
ツ
来
テ
口
ヨ
リ
書
ヲ
落
ス
披
見
ス
ル

ハ
祭
文
祭
記
等
ナ
リ
／
兩
通
ノ
指
南
ヲ
以
テ
八
種
ノ
禮
賛
ヲ
備
ヘ
テ
如
在
ノ
祭
禮

ヲ
致
サ
ル
／
荒
神
供
ニ
云
フ
事
此
時
ハ
シ
マ
レ
リ
修
繕
ノ
魔
障
ハ
權
化
ノ
人
モ
犯

／
ノ
カ
レ
ス
末
代
ノ
凡
夫
能
愼
ム
ヘ
シ
退
屈
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヤ
サ
レ
ト
モ
靈
神
／

ノ
加
護
ア
レ
ハ
皇
子
御
願
成
就
ス
終
ニ
冩
經
六
百
軸
ニ
佛
舎
利
」（
七
ウ
）
并
佛
菩

薩
十
六
羅
漢カ

ン

十
六
善
神
法
諦
常
諦
梵
天
皇
等
像
／
及
鈴
杵
乄
閼
伽
ノ
具
ヲ
相
副
テ

六
角
ノ
浄
場
ニ
奉
納
供
養
ヲ
申
／
深
ク
是
ヲ
埋
ミ
テ
慈
尊
ノ
出
世
ヲ
期
ス
仍仍

弥
勒

寺
ト
号
ス
其
砌
／
惣
社
ヲ
建
立
シ
テ
八
幡
大
菩
薩
地
主
權
現
金
剛

蔵
王

諏
方
南
◦〇
宮

等
ヲ
／

勧
請
シ
テ
護
法
神
ト
定
ム
今
ニ
三
ヶ
所
権
現
ト
号
ス
寶
龜
九
／
年
八
月
十
一
日
皇

子
手
ツ
カ
ラ
祭
リ
始
メ
玉
ヒ
シ
ヨ
リ
此
方
正
八
／
月
祭
禮
イ
マ
タ
断
絶
セ
ス
凡
彼

皇
子
一
生
修
行
ノ
次
第
天
／
應
八
機
竒
特
等
三
善
為
康
拾
遺
往
生
傳
ニ
具
也
其
後

／
數
代
ヲ
ヘ
テ
水
尾
天
皇
臨
幸
ノ
時
勝
尾
寺
ト
改
号
ス
ト
同
傳
ニ
」（
八
オ
）
見

タ
リ
般
若
ノ
法
味
ヲ
神
明
納
◦〇

受

シ
玉
ヒ
シ
事
如
此
／
繪
有
之
／
諏
方
縁
起
中
　
繪

　
隆
盛
／
詞
　
圓
満
院
二
品
親
王
御
筆
／
桓
武
天
皇
御
宇
東
夷
安
倍
高
丸
暴
悪
ノ

時
将
軍
坂
上
田
／
村
丸
延
暦
二
十
辛
巳
年
二
月
勅
ヲ
奉
テ
追
討
ノ
為
ニ
山
道
ヲ
ヘ

テ
／
奥
州
ニ
下
向
是
則
征
夷
大
将
軍
ノ
始
メ
也
心
中
ニ
祈
願
ア
リ
／
傳
聞
ク
諏
方

大
明
神
ハ
東
關
第
一
ノ
軍
神
也
東
夷
追
討
ノ
為
鳳
／
詔
ヲ
カ
フ
リ
テ
遠
境
ニ
向
フ

神
力
ニ
有
ラ
ス
ハ
賊
衆
ヲ
誅
シ
カ
タ
シ
神
鑒
」（
八
ウ
）
ヲ
タ
レ
テ
所
願
ヲ
成
就

シ
玉
へ
ト
祈
誓
シ
テ
信
州
ニ
至
リ
玉
ヒ
シ
時
伊
／
那
郡
ト
諏
方
郡
ト
ノ
堺
ヒ
大
田

切
ト
云
フ
處
ニ
テ
先
一
騎
ノ
兵
客
参
／
會
ス
穀
ノ
葉
ノ
藍
摺
ノ
水
干
ヲ
キ
テ
鷹
ノ

羽
ノ
箟
矢
ヲ
負
ヒ
葦
毛
ナ
ル
／
馬
ニ
乗
タ
リ
将
軍
誰
人
ソ
ト
問
ヒ
玉
フ
當
国
住
人

也
殊
ニ
宦
仕
ノ
／
志
有
テ
參
向
ス
ト
兵
客
答
フ
唯
人
ニ
ア
ラ
ス
ト
将
軍
思
ヒ
玉
ヒ

テ
則
先
／
陣
ト
シ
テ
ハ
ル
〳
〵
奥
州
ヘ
趣
給
フ
其
間
山
川
所
々
ニ
テ
眷
属
多
ク
化

／
現
ス
官
軍
ミ
■ナ

■竒

異
ノ
思
ヒ
ヲ
ナ
シ
イ
サ
ミ
ア
ヒ
ケ
リ
／
繪
有
之
／
将
軍
既
ニ

奥
州
ノ
堺
ニ
入
テ
敵
陣
ニ
向
ヒ
竊
ニ
彼
高
丸
城
宅
谷

岩
屋

」（
九
オ
）
内
ヲ
伺
ヒ
見
給
ヘ

ハ
後
ハ
碧
巖
ニ
ヨ
リ
前
ハ
蒼
海
ニ
向
ヒ
タ
リ
左
右
／
ハ
鐵
石
キ
ヒ
シ
ク
閉
チ
テ
人

馬
更
ニ
通
カ
タ
シ
高
丸
彼
ノ
城
ニ
閉
籠
／
テ
軍
亦
出
門
セ
ス
官
軍
進
退
極
リ
秘
計

述
ヲ
失
フ
依
テ
信
／
州
ノ
兵
客
ニ
事
ノ
由
ヲ
談
玉
フ
兵
客
此
間
聊
敵
陣
密
通
ノ
子

／
細
有
テ
陣
内
ヲ
出
テ
城
門
ニ
向
フ
官
軍
一
面
ニ
是
ヲ
ミ
レ
ハ
馬
／
ニ
鞭
打
テ
海

上
ニ
進
ム
時
ニ
分
身
シ
テ
忽
ニ
五
騎
射
手
出
現
ス
其
／
行
粧
何
モ々
　

　
々

一
樣
ナ
レ
ハ

主
伴
更
ニ
ミ
ヱ
ワ
カ
ス
亦
黄
衣
ノ
輩
二
十
／
余
人
化
現
シ
テ
各
的
ヲ
捧
テ
海
上
ニ

走
セ
ケ
ル
兩
方
ノ
兵
不
思
儀
ノ
／
思
ヲ
ナ
シ
テ
騒
動
シ
立
テ
是
レ
ヲ
ミ
レ
ハ

流ヤ
ブ
サ
メ

鏑
馬
ノ
射
禮
也
其
」（
九
ウ
）
内
ノ
コ
イ
タ
レ
手
挟
三
々
九
八
的
等
五
ヶ
処
ニ

シ
テ
是
レ
ヲ
射
ル
今
／
ノ
世
マ
テ
三
ツ
的
ノ
秘
事
作
リ
物
ナ
ン
ト
ヽ
イ
ヘ
ル
事
是

レ
ヲ
始
メ
ト
ス
人
／
馬
波
レ
ヲ
踏
ミ
テ
沈
マ
ス
海
上
平
ニ
ハ
シ
ル
諏
方
ノ
二
字
ヲ

趨
波
ト
カ
キ
／
ケ
ル
者
此
時
ヨ
リ
ノ
事
也
高
丸
怖
畏
ノ
思
ヲ
ナ
シ
テ
見
ニ
モ
出
テ

サ
リ
／
ケ
ル
ヲ
城
中
ノ
男
女
一
同
ニ
ス
ヽ
メ
ケ
レ
ハ
先
鐵
城
ノ
門
戸
ニ
ノ
ソ
ミ
テ

一
／
二
三
ノ
的
ハ
タ
マ
ト
ナ
リ
テ
後
矢
數
ツ
キ
ヌ
ト
心
得
テ
頭
ヲ
サ
シ
出
シ
テ
／

見
ケ
ル
ヲ
手
挾
ノ
カ
フ
ラ
ハ
本
ヨ
リ
御
手
ニ
ノ
コ
リ
タ
リ
ケ
レ
ハ
ツ
ト
射
入
給
ヒ

／
ケ
ル
ニ
ア
ヤ
マ
タ
ス
雁
股
ノ
矢
サ
キ
二
ツ
ノ
眼
ニ
タ
チ
テ
腦
ヲ
通
リ
タ
リ
ケ
レ

ハ
倒
ニ
／
海
ヘ
ヲ
チ
ヌ
其
時
黄
衣
ノ
化
人
等
集
リ
頭
ヲ
ト
リ
テ
兵
客
ニ
奉
ル
鉾
」

（
十
オ
）
ノ
先
ニ
ツ
ラ
ヌ
キ
テ
サ
シ
カ
ケ
玉
ヒ
ケ
レ
ハ
官
軍
一
同
ニ
勝
鬨
ヲ
ツ
ク

リ
其
聲
天
／
ニ
モ
ヒ
ヽ
ク
ラ
ン
ト
覺
タ
リ
高
丸
カ
伴
類
是
レ
ヲ
見
テ
怖
畏
ノ
ア
マ

リ
聲
／
ヲ
ア
ケ
手
ツ
カ
ネ
テ
歸
降
ス
亦
須
叟
ノ
間
ニ
城
郭
ク
ツ
レ
ウ
ス
神
／
變
不

思
儀
ナ
レ
バ
將
軍
涙
ヲ
ナ
カ
シ
テ
神
威
ヲ
仰
玉
ヒ
士
卒
掌
ヲ
合
テ
渇
／
仰
ス
分
身
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五
騎
八
（
ハ
カ
）
十
三
屬
ノ
王
子
黄
衣
ノ
雅
樂
ハ
同
眷
属
也
今
／
ニ
至
ル
マ
テ
大
祝
ノ
的

立
雅
樂
ノ
処
役
此
例
ナ
ル
ト
カ
ヤ
／
繪
有
之
／
安
倍
高
丸
カ
賊
首
ヲ
鉾
ニ
ツ
ラ
ヌ

キ
テ
神
兵
亦
田
村
将
軍
ノ
先
陣
ヲ
ウ
／
ケ
テ
歸
降
ス
程
ナ
ク
信
濃
國
佐
久
郡
ト
諏

方
郡
ト
ノ
堺
ニ
至
ル
ヲ
ホ
ト
マ
」（
十
ウ
）
リ
ト
号
ス
彼
處
ニ
於
テ
神
兵
亦
神
變

ヲ
施
シ
玉
フ
例
ノ
葦
毛
馬
地
ノ
上
一
／
丈
ハ
カ
リ
ア
カ
リ
装
束
冠
帶
ニ
改
リ
テ
我

是
諏
方
明
神
也
王
威
ヲ
守
／
ラ
ン
カ
為
ニ
将
軍
ニ
隨
逐
ス
今
既
ニ
賊
首
ヲ
奉
リ
今

更
ニ
上
洛
ニ
及
ハ
ス
此
／
砌
ニ
留
マ
ル
可
シ
亦
遊
興
奥
ノ
中
ニ
畋
獵
殊
ニ
◦
■〇

甘

心

ス
ル
処
ナ
リ
ト
将
軍
申
／
テ
云
神
兵
ハ
是
得
道
ノ
人
也
何
ソ
殺
生
ノ
罪
業
ヲ
好
ミ

王
（
玉
カ
）

フ
ヤ
明
／
神
答
給
ハ
ク
偸
蕩
二
邪
忌
郡
郡
群
萠
一
為
レ
利
二
殺
生
之
猪
鹿
一

／
於
二
真
如
之
境
一
棲
二
山
海
之
邉
一
也
ト
テ
一
巻
記
文
今
者
号
記

文
陀
羅
尼

出
シ
給
／
テ
カ
キ
ケ

ス
ヤ
ウ
ニ
ウ
セ
玉
フ
将
軍
是
ヲ
拜
見
シ
テ
感
涙
ヲ
押
ヘ
信
力
ヲ
／
コ
ラ
シ
テ
歸
京

ノ
後
天
廰
ニ
達
シ
宣
旨
ヲ
下
サ
レ
テ
諏
方
郡
ノ
田
畠
」（
十
一
オ
）
山
野
各
千
町

毎
年
作
ル
稲
八
万
四
千
束
彼
神
事
要
脚
ニ
ア
／
テ
オ
カ
ル
其
レ
ヨ
リ
以
来
一
年
中

七
十
餘
日
神
事
付
頭
役
狩

獵
四
ケ
度

并
ニ
／
百
余
箇
度
ノ
饗
膳
今
ニ
退
轉
ナ
シ
是
則
彼
ノ
将
軍
奏

達
ノ
故
也
／
繪
有
之
／
寅
申
ノ
支

（
干
支
カ
）干
ニ
當
社
造
宮
有
リ
一
國
ノ
貢
税
永
代
ノ
課
役

桓
／
武
ノ
御
宇
ニ
始
レ
リ
但
遷
宮
ノ
法
則
諸
社
ニ
ハ
コ
ト
ナ
リ
モ
ト
ヨ
リ
古
／
新

二
社
相
並
テ
斷
絶
セ
ス
仍
テ
假
殿
ノ
煩
ナ
シ
先
年
寅年

造
替
ノ
／
新
社
ハ
七
廻
ノ
星

霜
ヲ
フ
レ
ハ
天
水
之
レ
ヲ
洗
ヒ
降
露
カ
ハ
ク
事
ナ
シ
當
／
社
竒
特
ノ
随
一
也
自
潔

齊
シ
テ
今
度
申歳

遷
宮
ヲ
ナ
シ
奉
ル
其
時
」（
十
一
ウ
）
古
社
ハ
又
新
造
ノ
後
七
年
送

リ
テ
神
座
又
七
年
ヲ
フ
レ
ハ
前
後
支（

干
／
支
カ
）

／
干
一
禩
十
三
年
ニ
當
テ
徹
却
ス
其
跡
ニ
亦

新
造
ヲ
造
替
シ
テ
來
／
寅
ノ
歳
ヲ
マ
ツ
カ
ク
ノ
コ
ト
ク
輪
轉
ス
是
則
両
社
同
末
社

一
同
ノ
儀
ナ
リ
サ
レ
／
ハ
後
年
暦
ニ
當
レ
ハ
初
春
ヨ
リ
國
司
ノ
目
代
巡
役
ノ
官
人

ヲ
大
行
／
事
ニ
差
シ
定
メ
御
符
ヲ
キ
リ
国
中
ノ
要
路
ニ
關
ヲ
ス
ヘ
テ
神
用
／
分
配

ス
一
國
ノ
人
民
諸
道
ノ
工
匠
ヲ
集
メ
テ
経
営
ス
氏
人
并
國
中
／
貴
賤
人
屋
ノ
営
作

ヲ
ナ
サ
■
ス
斷
材
ヲ
他
國
ヘ
出
サ
ス
數
十
本
ノ
御
／
柱
上
下
ノ
大
木
一
本
則
一
二

千
人
ノ
力
ニ
テ
採
用
ス
加
之
元
服
婚
嫁
ノ
／
禮
其
以
是
ヲ
ト
ヽ
ム
違
犯
ノ
者
ハ
必

神
罰
ヲ
カ
ウ
フ
ル
垂
迹
已
来
越
」（
十
二
オ
）
年
ノ
例
ナ
シ
年
内
必
造
畢
ヲ
トケ
テ

覆
勘
ト
イ
フ
啓
白
ヲ
申
事
也
／
繪
有
之
／
嵯
峨
天
皇
ハ
當
社
明
神
ノ
狩
獵
ノ
事
聊

叡
旨
ニ
カ
ヽ
リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
／
弘
仁
三
年
春
ノ
比
御
靈
夢
ア
リ
彼
社
カ
ト
覺
シ
キ

処
ニ
臨
幸
ナ
ル
／
社
司
ノ
指
圖
ニ
任
セ
テ
御
覽
ス
レ
ハ
魚
肉
ヲ
多
ク
イ
カ
キ
ノ
外

ニ
カ
ケ
タ
リ
上
ニ
／
諏
訪
大
明
神
ト
カ
キ
タ
ル
金
字
ノ
札
ヲ
亦
カ
ケ
並
タ
リ
本
誓

悲
願
御
／
疑
ナ
ク
シ
テ
御
信
仰
深
カ
リ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
凡
仁
天
明
天
皇
御
宇
承
和
九

／
年
始
テ
五
品
ノ
爵
ヲ
授
ケ
ラ
レ
テ
後
文
徳
清
和
兩
朝
嘉
祥
貞
／
觀
ノ
聖
暦
ニ
ハ

別
勅
ヲ
當
社
ニ
下
サ
レ
テ
二
品
三
品
ノ
崇
班
ニ
叙
シ
朱
」（
十
二
ウ
）
雀
白
川
御

宇
天
慶
永
保
ノ
明
時
ニ
ハ
亦
綸
言
ヲ
天
下
ニ
ク
タ
／
サ
レ
テ
一
階
ヲ
諸
神
ニ
授
ラ

レ
シ
當
社
正
一
位
ニ
叙
セ
ラ
ル
此
條
々
國
／
史
ノ
所
見
分
明
也
■
仍
正
一
位
法
性

南
宮
大
明
神
ト
号
ス
代
／
々
聖
主
叡
信
左
右
ニ
及
サ
ル
ヲ
ヤ
文
治
巳
來
亦
東
關
ノ

進
上
ノ
地
／
ト
シ
テ
武
宗
敬
他
ニ
異
ナ
レ
ハ
末
代
ニ
ナ
リ
テ
モ
靈
験
弥
掲
焉
也
／

繪
有
也
／
傳
教
大
師
弘
仁
六
年
ノ
秋
本
願
ニ
モ
ヨ
フ
サ
レ
テ
東
国
ニ
向
ヒ
功
徳
ヲ

修
／
シ
給
ヒ
シ
ニ
二
千
部
ノ
法
華
經
ヲ
冩
シ
テ
上
野
浄
大
院

浄
土
院

下
野
大
慈
院
兩
圀
ニ
／
塔

ヲ
建
テ
各
八
千
巻
ヲ
納
長
日
ノ
長
講
ヲ
始
ラ
ル
亦
當
國
ノ
大
徳
」（
十
三
オ
）
服

膺
シ
師
資
ノ
儀
ヲ
ナ
シ
法
華
ヲ
弘
ラ
レ
シ
時
信
濃
國
大
山
寺
ノ
正
／
智
禅
師
上
野

國
ノ
千
部
經
ノ
智
識
ニ
預
リ
テ
二
百
部
ヲ
助
冩
シ
テ
送
ラ
ン
ト
／
ス
ル
刻
一
槽
ニ

七
馬
有
テ
物
ク
ハ
ス
動
カ
ス
寂
黙
シ
テ
眠
カ
如
也
カ
ク
テ
信
／
宿
ヲ
フ
ル
処
ニ
諏

方
大
明
神
詫
宣
シ
テ
我
コ
ノ
千
部
経
ノ
智
識
ニ
預
ラ
ン
タ
／
メ
此
怪
ヲ
示
ス
ト
云
　

　
云

則
明
神
千
部
經
ノ
智
識
ニ
預
給
テ
後
七
ノ
馬
／
本
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
羸
疲
セ
ズ
ト
ミ
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ヱ
タ
リ
此
事
傳
教
大
師
傳
并
祖
師
行
業
／
記
ニ
智
證
大

師

抄

ノ
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
ヤ
尊
神
大

師
値
遇
法
華
經
結
縁
ニ
コ
ト
／
ナ
リ
シ
御
事
タ
リ
／
繪
有
之
」（
十
三
ウ
）
淳
和

天
皇
ノ
御
宇
天
長
十
年
ノ
比
慈
覺
大
師
大
蘇
山
／
ノ
古
風
ヲ
傳
ニ
楞
嚴
院
ノ
幽
洞

ニ
シ
テ
如
法
如
説
ノ
儀
／
則
ヲ
ト
ヽ
ノ
ヘ
テ
三
年
ノ
星
暦
ヲ
送
一
垂

（
乗
カ
）
ノ
冩
経
ヲ

イ
タ
シ
玉
イ
／
シ
ニ
山
路
往
復
ノ
浄
侶
水
紙
ヲ
迎
送
シ
樵
夫
禽
獣
異
／
類
禅
宗
ニ

徘
徊
ノ
外
音
信
ナ
キ
處
ニ
諏
訪
明
神
霧
中
／
ニ
影
向
有
テ
此
法
ヲ
守
給
キ
則
良
正

阿
闍
利
カ
勧
請
三
十
／
番
神
ニ
連
子
奉
テ
今
世
ニ
モ
傳
レ
リ
サ
レ
ハ
當
社
ニ
ハ
本

地
普
／
賢
大
士
ヲ
安
置
シ
如
法
冩
経
ノ
ク
ワ
ン
修
最
中
系

（
不
カ
）
断
勤
行
ニ
ス
／
ト
ナ

リ
」（
十
四
オ
）
繪
有
之
／
大
原
ノ
本
願
良
忍
上
人
ハ
叡
山
ノ
學
侶
顯
密
碩
徳
也

尚
隱
／
遁
修
禅
ノ
願
有
テ
一
千
日
間
無
動
寺
ニ
參
籠
シ
二
十
三
歳
ニ
シ
テ
／
終
ニ

三
千
ノ
交
衆
ヲ
辞
シ
一
字
ノ
草
菴
ヲ
結
テ
大
原
ノ
別
處
ニ
籠
／
居
シ
テ
二
十
四
ヶ

年
カ
間
常
座
三
昧
ニ
入
リ
畫
水
ノ
観
念
ヲ
コ
ラ
ス
サ
／
レ
ハ
他
心
通
ナ
ン
ト
モ
有

ケ
ル
ヤ
ラ
ン
不
思
儀
多
カ
リ
ケ
リ
崇
徳
院
ノ
／
御
宇
上
人
四
十
六
歳
ノ
時
行
化
ノ

中
ニ
彌
陀
ノ
示
誨
ヲ
蒙
テ
始
テ
／
シ
ユ
洛
ニ
出
ツ
天
治
元
年
甲
辰
六
月
九
日
ヨ
リ

融
通
念
佛
ノ
勧
進
／
ヲ
致
ス
上
一
人
ヨ
リ
下
萬
民
ニ
至
ル
マ
テ
普
ク
此
名
帳
ニ
入

ケ
リ
ア
ル
時
」（
十
四
ウ
）
青
衣
ノ
僧
庵
室
ノ
前
ニ
化
現
シ
テ
自
ラ
名
帳
ヲ
書
忽

然
ト
／
シ
テ
形
ヲ
カ
ク
ス
披
見
ノ
處
ニ
鞍
馬
寺
ノ
毘
沙
門
天
皇
ノ
影
向
ト
見
／
タ

リ
／
繪
有
之
／
天
永
元
年
四
月
四
日
上
人
彼
寺
ヘ
詣
テ
終
夜
念
佛
ス
寅
ノ
一
點
／

天
皇
亦
現
シ
テ
上
人
ニ
謁
シ
テ
ノ
玉
ハ
ク
先
日
名
帳
ニ
入
テ
後
汝
ヲ
護
／
ル
事
影

形
ニ
随
カ
如
シ
此
名
帳
ヲ
本
帳
ニ
加
ヘ
テ
上
人
ノ
前
ニ
差
シ
／
置
セ
玉
へ
リ
四
神

夢
ノ
覺
ル
カ
如
シ
テ
眠
前
ニ
一
卷
ノ
書
ア
リ
披
見
ス
レ
／
ハ
梵
釋
四
王
ヲ
初
テ
日

月
星
宿
諸
天
善
神
龍
王
八
部
并
本
朝
」（
十
五
オ
）
大
小
諸
神
ニ
至
マ
テ
書
連
タ

リ
文
字
歴
然
也
其
中
四
十
番
ニ
當
テ
／
廣
田
西
宮
諏
方
南
宮
部
類
眷
属
各
百
反
ト

載
ラ
レ
タ
リ
正
毘
／
沙
門
天
王
ノ
授
ト
良
忠
上
人
所
得
ノ
事
也
ケ
リ
彼
上
人
一
生

ノ
行
儀
／
終
焉
竒
特
委
ハ
大
原
ノ
傳
記
ニ
見
タ
リ
當
社
ハ
佛
法
値
遇
靈
／
神
芳
類

無
キ
ヲ
ヤ
／
繪
有
之
　
延
文
元
年
丙
申
十
一
月
廿
八
日
／
同
縁
起
第
三
　
繪
　
隆

盛
／
詞
　
青
蓮
院
一
品
■
尊
道
御
筆
／
白
河
院
之
御
宇
大
祝
神
ノ
爲
信
号
神
太
夫
數

日
ニ
長
男
神
太
爲
」（
十
五
ウ
）
仲
ヲ
當
神
職
ニ
立
社
務
ヲ
執
行
シ
ケ
ル
ニ
八
幡

太
郎
義
家
ノ
誘
／
引
ニ
ヨ
リ
テ
上
洛
ノ
企
有
リ
當
職
ノ
仁
郡
内
ヲ
出
サ
ル
モ
垂
跡

／
已
来
ノ
流
例
ナ
リ
然
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
由
父
爲
信
シ
キ
リ
ニ
教
訓
ヲ
／
加
ト
云
ヘ

ト
モ
承
引
セ
ス
既
ニ
約
諾
ノ
上
ハ
今
サ
ラ
改
変
ニ
及
ハ
／
ス
ト
テ
上
洛
シ
ケ
ル
ニ

一
ノ
鳥
居
ノ
前
ヨ
リ
始
テ
引
馬
共
病
臥
テ
郡
ノ
／
境
大
田
切
ニ
至
マ
テ
七
匹
斃
レ

ケ
レ
ハ
一
族
従
人
ナ
ヲ
諷
諫
ス
ト
イ
／
ヘ
ト
モ
父
ノ
命
ニ
随
ス
シ
テ
宮
中
ヲ
出
ス

誰
人
ノ
教
ニ
カ
留
マ
ル
ヘ
キ
／
若
神
慮
ニ
背
カ
ハ
我
身
命
終
ル
ヘ
シ
ト
テ
登
ケ
リ

生
者
必
滅
／
業
報
シ
カ
ラ
シ
ム
ト
云
ヘ
ト
モ
和
光
利
物
ノ
方
便
ナ
ヲ
ハ
カ
リ
カ
タ

キ
物
」（
十
六
オ
）
ヲ
ヤ
／
繪
有
之
／
サ
テ
美
濃
國
筵
田
庄
芝
原
ト
云
處
ニ
至
ル

新
羅
三
郎
義
光
刑
／
部
ト
号
ス
招
請
シ
テ
酒
宴
ア
リ
ケ
リ
雙
六
ヲ
ウ
チ
ケ
ル
ニ
不

慮
ニ
賽
／
論
出
来
テ
忽
ニ
闘
殺
ニ
及
ヒ
兩
方
多
ク
爰
亡
シ
疵
ヲ
カ
フ
ム
ル
者
數
ヲ

／
知
ス
賓
主
ノ
諍
ナ
レ
ハ
爲
仲
ハ
理
ヲ
淂
ス
シ
テ
遂
ニ
自
害
シ
侍
ケ
リ
臨
／
時
ノ

災
難
偏
ニ
神
罰
ノ
致
ス
処
也
弘
仁
神
祇
格
ヲ
見
ル
掃
レ
社
敬
／
レ
神
銷
レ
禍
致
レ
福

今
聞
ク
神
宮
司
等
一
任
二セ
終
身
侮
黷
一ニ
不
レ
敬
崇
／
咎
屢〳
〵

臻ル

宜
二ク
自
今
已
後
簡
擇
一ス

ス
彼
氏
之
中
潔
清
廉
貞
堪
二ン
」（
十
六
ウ
）
神
主
一ニ
者
補ス

任
限
以
二テ
六
年
一ヲ
相
替
云
　

　
云

當
職
者
生
得
譜
代
ナ
レ
ハ
誠
ニ
任
／
限
ノ
サ
タ
ニ
及
ハ
ス
然
ラ
ハ
弥
旬
日
ノ
神
事

ヲ
專
ニ
シ
テ
朝
夕
ノ
進
退
ヲ
／
愼
ヘ
キ
ニ
適
神
躰
ノ
号
ニ
ホ
コ
リ
テ
重
禁
ヲ
モ
犯

シ
父
ノ
命
ヲ
モ
背
キ
ケ
ル
／
ハ
不
思
儀
ノ
事
也
若
亦
末
代
後
昆
ノ
禁
ニ
ヤ
有
ケ
ン

神
慮
ヲ
ホ
ツ
／
カ
ナ
シ
／
繪
有
之
／
京
都
ニ
ハ
八
幡
太
郎
折
節
豫
州
ノ
禅
門
ノ
前
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ニ
テ
佛
事
聽
聞
有
ケ
／
ル
処
へ
此
事
聞
ヘ
ケ
レ
ハ
驚
テ
坐
ヲ
立
ツ
顔
色
忽
ニ
カ
ハ

リ
大
ニ
噴噴

忿
ヲ
／
發
ス
ル
躰
也
眉
毛
マ
ツ
毛
ミ
ナ
逆
立
ス
豫
州
禅
門
見
驚
テ
使
者

ヲ
」（
十
七
オ
）
立
テ
事
ノ
子
細
ヲ
尋
ラ
ル
ル
処
ニ
義
光
カ
爲
ニ
爲
仲
ヲ
討
セ
サ

セ
ス
生
涯
／
ノ
遺
恨
也
其
迹
救
ハ
ス
ハ
後
進
ノ
勇
士
豈
我
ヲ
タ
ノ
マ
ン
ヤ
早
ク
農

州
ニ
／
下
向
シ
テ
義
光
カ
所
存
ヲ
相
尋
ヘ
シ
ト
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
當
座
臨
時
喧
嘩
／

兼
イ
日
ノ
宿
意
ニ
有
ス
ア
エ
テ
其
恨
ヲ
残
ス
ヘ
カ
ラ
ス
然
レ
ト
モ
所
當
ノ
罪
科
／

速
ニ
糾
行
ス
ヘ
シ
兄
弟
ノ
確
執
ハ
他
人
ノ
嘲
哢
也
暫
イ
キ
ト
ヲ
リ
ヲ
ヤ
ム
／
ヘ
キ

ヨ
シ
再
往
諷
諫
ノ
間
義
家
力
及
ハ
ス
數
輩
ノ
下
手
人
ヲ
誅
シ
彼
／
地
ヲ
神
領
ニ
付

ケ
ラ
ル
爲
仲
カ
子
息
ノ
神
五
郎
為
盛
子
孫
多
ト
／
云
ヘ
ト
モ
神
職
ヲ
ツ
カ
ス
神
慮

尤
恐
ヘ
シ
其
後
爲
仲
カ
弟
爲
繼
為
信

二
男

／
當
職
ニ
立
ツ
三
日
ヘ
テ
頓
死
亦
其
弟
爲
次
三

男
ヲ
立
ツ
七
ヶ
日
ニ
テ
死
ス
」（
十
七
ウ
）
當
社
三
日
祝
七
日
祝
ト
号
ス
ル
ハ
則

此
事
也
父
祖
タ
リ
ト
イ
ヘ
／
ト
モ
譲
補
自
專
セ
サ
ル
謂
也
仍
四
男
爲
貞
ヲ
立
ツ
當

職
相
／
傳
神
慮
納
受
餘
胤
十
余
代
ト
云
ニ
相
續
ス
當
家
ノ
輩
長
／
子
ノ
外
四
男
ヲ

賞
玩
翫
ス
ト
云
ハ
則
此
例
也
神
職
ノ
ヤ
ム
コ
ト
ナ
キ
／
凡
慮
ノ
及
フ
処
ニ
有
サ
ル

ヘ
シ
／
繪
有
之
／
下
宮
祝
金
刺
盛
澄
弓
馬
ノ
藝
能
古
今
比
類
ナ
シ
神
ニ
通
シ
／
ケ

ル
ニ
ヤ
異
朝
ノ
養
由
カ
迹
ヲ
學
テ
柳
葉
百
歩
ノ
勢
百
發
／
百
中
ノ
ワ
サ
昔
ノ
傳
ヲ

見
ル
カ
如
シ
三
々
九
八
的
手
挾
コ
イ
タ
」（
十
八
オ
）
レ
カ
ト
云
作
リ
物
ハ
垂
迹

ノ
神
変
也
如
此
竒
特
モ
始下

射上

メ
タ
リ
希
／
代
不
思
儀
ノ
達
人
也
木
曽
冠
者
義
仲
ヲ

聟
ニ
取
テ
女
子
ヒ
／
ト
リ
出
生
シ
テ
親
子
ノ
契
約
ア
サ
カ
ラ
ス
サ
レ
ハ
壽
永
二
年

夏
ノ
比
／
北
國
ヘ
モ
相
具
シ
テ
毎
度
ノ
合
戦
ニ
高
名
シ
テ
越
中
ノ
阿
努
ト
云
處
マ

テ
／
随
逐
シ
タ
リ
ケ
ル
カ
手
塚
ノ
大
郎
光
盛
ハ
弟
ヲ
留
置
テ
當
社
御
射
山
／
神
事

ノ
タ
メ
ニ
歸
國
シ
タ
リ
ケ
リ
義
仲
誅
伐
後
右
幕
下
頼
朝

卿

イ
キ
／
ト
ヲ
リ
深
ク
彼
ノ
盛

澄
ヲ
召
出
シ
テ
梶
原
平
三
景
時
ニ
預
ケ
置
テ
死
刑
ニ
／
定
メ
關
東
ノ
侍
共
彼
所
作

ヲ
見
ン
ト
願
事
渇
ニ
臨
テ
水
ヲ
求
ル
カ
如
シ
／
景
時
イ
カ
ニ
モ
シ
テ
申
助
ケ
ン
ト

思
テ
カ
ヽ
ル
弓
矢
ノ
上
手
ヲ
召
シ
ツ
カ
ハ
シ
候
」（
十
八
ウ
）
ハ
テ
ハ
失
ハ
レ
候

ン
事
ト
ヲ
シ
ク
覺
候
ト
申
ケ
レ
ハ
サ
レ
ハ
コ
ソ
ソ
レ
ヲ
敵
ニ
ナ
シ
テ
／
ヲ
カ
ン
事

有
マ
シ
ケ
レ
ト
テ
御
氣
色
ア
シ
カ
リ
ケ
レ
ハ
左
候
ハ
ヽ
ト
テ
モ
失
セ
候
ハ
／
ン
ス

ル
物
ヲ
召
出
シ
テ
藝
能
ヲ
御
ラ
ン
セ
ラ
レ
テ
切
候
ハ
ヤ
ト
侍
共
一
同
ニ
申
候
ナ
リ

／
ト
申
ケ
レ
ハ
ト
テ
召
出
サ
ル
諸
國
ノ
侍
上
下
諸
人
群
集
見
物
ス
紅
ノ
水
干
ニ
弓

／
手
ノ
袖
ノ
裏
ニ
日
月
ヲ
出
シ
テ
折
烏
帽
子
ヲ
著
シ
テ
參
リ
タ
リ
先
八
的
／
ヲ
仕

ツ
レ
ト
仰
ラ
レ
テ
メ
テ
ノ
埒
ヲ
コ
ユ
ル
ク
セ
馬
ヲ
下
サ
ル
梶
原
カ
命
ヲ
淂
テ
舎
／

人
ヒ
ソ
カ
ニ
此
ク
セ
ヲ
授
テ
渡
玉
フ
盛
澄
心
淂
テ
乗
タ
リ
一
度
モ
ト
ヲ
サ
ヽ
／
リ

ケ
レ
ト
モ
少
モ
此
ク
セ
見
セ
ス
シ
テ
ハ
タ
ヽ
ヽ
ト
射
テ
ト
ヲ
リ
タ
リ
不
思
儀
／
ノ

事
ト
ヲ
ホ
シ
メ
シ
テ
今
一
度
仕
ツ
ル
ヘ
シ
ト
仰
下
サ
ル
的
ヲ
用
意
セ
ス
ト
」（
十

九
オ
）
申
タ
リ
ケ
レ
ハ
其
的
ノ
ワ
レ
ヲ
仕
レ
ト
仰
有
リ
貴
命
ニ
随
テ
重
テ
是
ヲ
射

／
ル
ニ
一
ツ
モ
ハ
ツ
レ
ス
幕
府
ヲ
始
テ
諸
人
感
歎
セ
ス
ト
云
事
無
シ
亦
串
ヲ
仕
／

レ
ト
仰
ラ
ル
御
氣
色
ノ
趣
ト
テ
モ
助
ル
ヘ
カ
ラ
ス
弓
箭
ニ
疵
ヲ
ツ
ケ
テ
モ
／
生
涯

ノ
恨
也
ト
盛
澄
思
ヒ
切
テ
堅
ク
辞
退
シ
待
ケ
レ
ハ
今
ハ
外ハ

ツ

レ
タ
／
リ
ト
モ
何
カ
ハ

苦
カ
ル
ヘ
キ
争
カ
直
ノ
仰
ヲ
ハ
背
ク
ヘ
キ
唯
仕
レ
ト
景
時
ア
ナ
／
カ
チ
ニ
諫
ケ
レ

ハ
心
中
ニ
祈
念
ノ
旨
有
テ
竒
瑞
現
前
ス
仍
テ
カ
リ
マ
タ
ヲ
／
ネ
シ
マ
ハ
シ
テ
亦
打

出
串
ヲ
フ
ツ
〳
〵
ト
射
切
テ
ト
ホ
ス
貴
賎
上
下
ノ
ヽ
メ
キ
／
ア
ヘ
リ
シ
バ
シ
ハ
ド

ヨ
ミ
ヤ
マ
ス
串
ヲ
召
出
シ
テ
御
覧
ス
レ
ハ
上
五
寸
斗
リ
切
レ
テ
／
残
ラ
ズ
寸
法
同

シ
其
時
人
力
ノ
及
フ
処
ニ
非
ス
偏
ニ
神
職
ノ
故
也
ト
」（
十
九
ウ
）
右
幕
下
信
仰

起
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
切
テ
ク
レ
タ
カ
リ
ツ
ル
物
ヲ
ト
三
度
迄
仰
ラ
／
レ
テ
ツ
イ
ニ
免
許

有
ケ
ル
／
繪
有
之
／
其
後
當
國
ヨ
リ
義
仲
被
官
ノ
族
六
十
餘
人
同
時
ニ
召
シ
上
セ

ラ
レ
タ
／
リ
ケ
ル
ヲ
モ
盛
澄
カ
重
科
ナ
ヲ
厚
■
免
ア
リ
況
ヤ
是
等
ハ
皆
我
等
／
カ
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徒
黨
也
同
ク
先
非
ヲ
ナ
タ
メ
ラ
レ
ハ
何
ソ
後
昆
ノ
勇
ヲ
ナ
サ
ヽ
ラ
ン
カ
ト
／
ヤ
サ

シ
ク
申
タ
リ
上
道
理
ナ
リ
ト
テ
悉
ク
赦
免
ア
リ
ケ
レ
ハ
同
道
シ
テ
下
向
／
シ
待
ケ

リ
景
時
カ
行
迹
是
程
ノ
仁
徳
哉
ト
テ
時
ノ
人
一
同
悦
ア
ヘ
リ
是
／
偏
ニ
當
社
ノ
神

験
カ
タ
シ
ケ
ナ
シ
ト
申
ケ
ル
サ
レ
ハ
諏
方
下
宮
上
座
ノ
堂
ト
」（
二
十
オ
）
申
處

ニ
景
時
カ
墓
ヲ
タ
テ
今
ニ
及
フ
マ
テ
彼
迹
ヲ
ト
フ
ラ
フ
ト
ナ
ン
禽
獣
ニ
至
／
ル
マ

テ
恩
徳
ヲ
ム
ク
フ
志
ア
リ
何
况
人
倫
ヲ
ヤ
順
逆
ノ
結
縁
現
當
ノ
化
導
本
／
誓
誠
ニ

相
應
セ
ル
ニ
ヤ
／
繪
有
之
／
承
久
二
年
冬
湖
水
ノ
御
渡
違
例
セ
リ
見
冬

祭
礼

諸
人
怪
ト
思

處
ニ
同
／
三
年
五
月
天
下
ノ
大
乱
起
リ
都
鄙
軍
旅
ヲ
馳
ト
ヽ
ノ
フ
關
東
ニ
ハ
／
左

京
權
太
夫
平
ノ
義
時
朝
臣
諸
國
ヲ
相
催
ス
事
ア
リ
信
濃
國
／
其
專
一
也
神
祇
ノ
一

族
各
相
談
シ
テ
云
當
社
大
祝
此
ヲ
神
躰
／
ト
シ
テ
崇
敬
異
他
ノ
重
職
也
仍
當
職
ノ

間
ハ
郡
内
ヲ
出
ル
事
」（
二
十
ウ
）
ナ
シ
况
ヤ
他
國
ヲ
ヤ
潔
齋
嚴
重
ニ
シ
テ
カ
ツ

テ
人
馬
ノ
血
肉
ニ
觸
／
レ
ス
将
来
此
職
相
續
ス
ヘ
キ
類
ハ
ア
ラ
カ
シ
メ
能
其
身
ヲ

愼
来
レ
リ
／
保
元
平
治
ノ
逆
亂
壽
永
養
和
ノ
征
伐
ニ
モ
庶
子
親
類
ヲ
遣
キ
／
所
謂

祢
津
神
平
貞
直
千
野
六
郎
光
弘
藤
澤
次
郎
清
親
等
／
是
也
今
度
ハ
君
臣
ノ
争
ヒ
上

下
ノ
闘
ナ
リ
天
門
測
カ
タ
シ
宜
ク
直
／
鍳
ヲ
仰
ヘ
シ
ト
テ
時
ノ
祝
敦
信
大
明
神
宝

前
ニ
シ
テ
可
否
ヲ
ト
筮
／
シ
ケ
ル
ニ
速
ニ
發
向
ス
ヘ
キ
神
判
ア
リ
疑
ホ
ト
ン
ト
立

チ
処
ニ
ト
ケ
テ
長
男
／
小
太
郎
信
重
ニ
一
族
家
人
ノ
勇
士
等
相
副
テ
發
向
セ
シ
ム

神
氏
ノ
／
正
嫡
ミ
ツ
カ
ラ
戦
場
ニ
ノ
ソ
ム
事
是
最
初
ナ
ル
ヘ
シ
時
ニ
宮
烏
數
百
」

（
二
十
一
オ
）
前
陣
ニ
飛
行
ケ
ル
ヲ
見
テ
士
卒
皆
渇
仰
ノ
思
ヲ
ナ
セ
リ
カ
ク
テ
尾

張
ノ
／
葉
栗
原
ニ
到
ヌ
レ
ハ
其
勢
三
千
餘
騎
也
美
濃
國
大
井
戸
ト
云
處
ニ
／
著
ヌ

亦
此
間
ニ
日
ヲ
フ
ル
五
月
雨
ナ
ヲ
晴
マ
ナ
ク
シ
テ
此
境
ノ
大
河
漲
出
ニ
／
ケ
リ
波

瀾
両
岸
ニ
溢
テ
浅
深
ス
ヘ
テ
弁
カ
タ
シ
向
ノ
岸
ニ
ハ
西
軍
數
千
／
■陣

ヲ
張
リ
鏃
ヤ
ジ
リ

ヲ
調
テ
待
カ
ケ
タ
リ
軍
士
暫
佇
立
ス
ル
処
ニ
例
ノ
瑞
鳥
／
千
萬
翼
兵
ノ
馬
前
ヲ
數

遍
飛
マ
ハ
リ
テ
敵
■陣

ノ
背
後
ヲ
圍
マ
ン
／
ト
ス
ル
勢
ヲ
ナ
シ
テ
ク
タ
リ
瀬
ニ
飛
渡

リ
ケ
レ
ハ
大
勢
ノ
烏
飛
ニ
随
テ
同
／
時
ニ
河
ヱ
打
入
タ
リ
古
老
ノ
村
民
イ
マ
タ
知

サ
ル
浅
瀬
也
大
軍
一
騎
／
モ
ヲ
ク
レ
ス
著
岸
ス
敵
軍
後
ヲ
タ
ヽ
レ
シ
ト
一
戦
ニ
及

ス
千
戈
ヲ
捨
テ
乗
」（
二
十
一
ウ
）
馬
ヲ
離
テ
退
散
ス
是
東
山
道
ノ
先
陳陣

也
其
ヨ

リ
入
洛
ノ
日
ニ
到
マ
／
テ
度
々
ノ
戦
功
抜
群
也
シ
カ
ハ
後
日
ニ
義
時
朝
臣
書
札
ヲ

敦
信
／
祝
ニ
送
テ
勲
功
ヲ
褒
美
シ
神
験
ヲ
感
歎
ス
委
細
ノ
趣
書
ニ
載
ル
／
ニ
及
ス

彼
状
今
ニ
相
傳
セ
リ
ト
ソ
聞
ユ
ル
然
間
抽
賞
傍
倫
ニ
コ
ヱ
名
譽
／
當
時
ニ
盛
也
其

後
神
家
ノ
輩
多
ク
西
國
北
國
ニ
居
住
シ
後
胤
／
ナ
ヲ
相
續
セ
リ
是
豈
彼
時
恩
賞
ノ

地
ナ
ル
ヘ
シ
凡
我
神
三
韓
征
／
伐
ノ
曩
意
イ
マ
タ
忘
玉
ハ
サ
レ
ハ
神
氏
武
勲
ノ
業

永
世
相
承
テ
左
／
右
ニ
ア
タ
ハ
サ
ル
者
歟
／
繪
有
之
」（
二
十
二
オ
）
後
醍
醐
院

重
祚
ノ
初
建
武
二
年
八
月
大
乱
ノ
後
大
祝
頼
繼
ハ
父
／
祖
一
族
ノ
朝
敵
ニ
ナ
リ
テ

悉
ホ
ロ
ヒ
テ
後
宝
殿
ニ
テ
失
フ
ヘ
キ
カ
ト
従
人
／
等
計
ケ
ル
ニ
神
ノ
告
有
テ
當
郡

内
原
号
神
野
御

狩
場
也

ニ
カ
ク
レ
居
タ
リ
ケ
リ
境
／
ヲ
越
サ
ル
重
禁
ア
レ
ハ
郡
内
ヲ
モ
出
ス
進

退
惟
谷
テ
身
ヲ
カ
ク
ス
ニ
処
ナ
■ク

／
ソ
思
ケ
ル
當
神
職
ハ
一
門
政
頼
号
藤

澤

拜
任
ス
一

代
モ
凡
人
ニ
テ
叶
サ
ル
／
事
ナ
リ
マ
シ
テ
庶
流
ト
シ
テ
既
ニ
十
代
ヲ
ヘ
タ
リ
神
慮

ニ
モ
背
へ
キ
由
／
ユ
ヘ
實
ノ
輩
カ
タ
フ
キ
申
ケ
レ
ト
モ
御
方
ニ
ヲ
キ
テ
モ
其
仁
ナ

キ
間
力
及
／
ス
勅
裁
有
ケ
リ
サ
レ
ハ
柏
村
宮
ニ
テ
祝
立
先
規
ヲ
執
行
セ
ン
ト
シ
ケ

ル
ニ
／
死
人
現
形
ス
亦
清
器
ニ
向
ヘ
ハ
盤
ノ
上
ヲ
踊
上
テ
破
裂
ス
神
慮
ニ
」（
二

十
二
ウ
）
背
ケ
ル
先
表
ヲ
恐
テ
猶
豫
ス
サ
レ
ト
モ
當
職
居
處
号
神

殿

遷
リ
居
タ
リ
ケ
リ

彼
在
／
所
ハ
山
岳
ナ
リ
原
山
ハ
目
前
脚
下
ナ
リ
頼
繼
ハ
七
歳
ノ
小
童
ニ
テ
随
逐
ノ

輩
／
四
五
人
皆
壮
年
ナ
リ
大
敵
ヲ
フ
セ
キ
カ
タ
シ
又
朝
夕
ノ
煙
火
歴
然
ノ
間
穴
／

ヲ
ホ
リ
テ
火
ヲ
見
セ
ス
深
厚
ニ
及
テ
食
ヲ
マ
ウ
ケ
テ
纔
ニ
身
命
ヲ
續
ケ
リ
亦
／
當

敵
ノ
黨
類
事
ヲ
狩
獵
ニ
ヨ
セ
テ
山
中
ニ
充
滿
シ
テ
是
ヲ
サ
カ
ス
既
ニ
近
付
／
ク
時
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ハ
自
殺
ノ
カ
マ
へ
ヲ
致
シ
ケ
リ
サ
レ
ト
モ
霧
霞
ヘ
タ
ヽ
リ
暗
夜
ノ
如
ク
シ
テ
自
隱

／
形
ノ
術
ヲ
ナ
ス
亦
食
盡
レ
ハ
米
豆
鹽
酢
ヲ
荷
澹
シ
テ
雜
駄
両
三
匹
迷
ヒ
来
／
リ

テ
父
母
ノ
嬰
兒
ヲ
撫
育
ス
ル
ニ
同
シ
亦
鳥
ハ
木
ニ
ヨ
リ
求
サ
ル
ニ
ト
ラ
ル
鹿
ハ
／

穴
ニ
入
テ
自
然
■
神
躰
ノ
供
祭
ヲ
備
フ
亦
山
河
ノ
中
ニ
水
結
ヒ
テ
御
渡
」（
二
十

三
オ
）
ノ
跡
現
前
ス
竒
特
ノ
思
ヲ
肝
ニ
銘
シ
テ
随
喜
ノ
涙
眼
ニ
浮
フ
カ
ク
テ
神
變

／
不
思
儀
ハ
一
兩
年
ニ
及
フ
ト
云
ヘ
ト
モ
朝
敵
ノ
子
孫
ナ
レ
ハ
救
フ
ヘ
キ
人
ナ
ク

憑
ム
／
ヘ
キ
方
ナ
シ
唯
天
道
ニ
向
テ
徒
ニ
旬
月
ヲ
送
リ
神
慮
ヲ
仰
テ
ヒ
ソ
カ
ニ
禄

運
／
ヲ
待
ケ
リ
／
繪
有
之
／
カ
ヽ
リ
ケ
ル
程
ニ
思
ハ
サ
ル
ニ
君
臣
ヲ
ト
有
テ
關
東

ノ
将
軍
京
都
ニ
責
上
ル
／
由
風
聞
ス
雌
雄
イ
マ
タ
决
セ
サ
ル
処
ニ
國
家
ノ
安
否
ハ

當
社
神
躰
ニ
ヨ
ル
ヘ
シ
／
ト
テ
當
國
守
護
人
小
笠
原
信
濃
守
貞
宗
甲
州
守
護
武
田

駿
河
守
／
同
三
年
正
月
一
日
武
家
ノ
方
人
ト
シ
テ
當
郡
ニ
ヨ
セ
来
ル
政
頼
追
落
シ

テ
」（
二
十
三
ウ
）
頼
繼
ヲ
ト
リ
出
シ
本
職
ニ
沙
汰
シ
ス
ヘ
ケ
リ
翼
日
二
日
御
渡

有
リ
舊
ノ
如
ク
ニ
遵
／
行
ス
神
官
氏
人
弥
渇
仰
ノ
思
ヲ
ナ
シ
悦
ノ
奉
幣
ヲ
捧
テ
群

集
ス
亦
大
小
／
神
事
相
續
シ
テ
ヲ
コ
タ
リ
ナ
シ
遂
ニ
武
将
ノ
合
戦
利
ヲ
得
テ
同
十

日
入
洛
ア
／
リ
ケ
リ
神
明
ノ
竒
特
諸
人
ノ
美
談
ア
ヘ
テ
書
述
ル
ニ
及
ハ
ス
／
繪
有

之
／
縁
起
第
四
　
繪
　
隆
盛
／
詞
　
圓
滿
院
二
品
親
王
御
筆
／
後
宇
多
院
御
宇
弘

安
二
年
已
　

　
卯

季
夏
ノ
天
當
社
神
事
ノ
時
日
／
中
ニ
変
異
有
リ
大
龍
雲
ニ
乗
シ
テ
西
ニ

向
フ
參
詣
ノ
諸
人
眼
晴
ノ
及
フ
」（
二
十
四
オ
）
処
ソ
コ
ハ
カ
ト
ナ
シ
雲
間
殊
ニ

ヒ
ハ
ラ
ノ
色
ヒ
ク
〳
〵
ト
見
ユ
一
竜
カ
亦
數
竜
カ
首
尾
／
ハ
見
ヘ
ス
何
サ
マ
ニ
モ

神下

明上

大
身
ヲ
現
シ
テ
本
朝
贔
屓
ノ
力
ヲ
入
レ
マ
シ
マ
ス
／
勢
也
何
事
ノ
先
表
ナ
ル

ラ
ン
ト
覚
束
ナ
シ
同
御
代
ノ
始
文
永
十
一
年
甲
　

　
戌

／
十
月
蒙
古
襲
来
ノ
時
尊
神
御
發

向
ノ
故
ニ
賊
舩
漂
倒
ス
ル
事
有
／
シ
カ
レ
ト
モ
是
程
ノ
事
ハ
ナ
カ
リ
キ
此
度
ハ
何

ナ
ル
事
ノ
有
ヘ
キ
ヤ
ラ
ン
ト
疑
ヲ
ナ
ス
処
／
ニ
大
元
ノ
将
軍
夏
貴
范
文
庫
使
等
ヲ

襲
来
テ
六
百
萬
艘
ノ
舟
ヲ
／
和
漢
中
間
ノ
大
洋
ニ
連
續
シ
テ
其
上
ニ
大
板
ヲ
敷

ツ
ヽ
ケ
テ
人
馬
往
復
二
／
道
ノ
浮
橋
ヲ
ナ
サ
ン
ト
等
數
シ
テ
先
陳
カ
ス
〳
〵
數
萬

艘
来
朝
シ
テ
後
陳
／
ノ
ツ
ヽ
ク
ヲ
マ
ツ
ト
聞
ユ
シ
カ
ル
ニ
同
六
月
廿
五
日
惡
風
俄

ニ
吹
来
テ
彼
ノ
兵
」（
二
十
四
ウ
）
舩
或
ハ
友
覆
破
裂
シ
テ
軍
舩
皆
沈
没
ス
適
舩

具
斷
板
チ
ル
ニ
取
付
テ
浮
／
ヒ
出
ル
輩
ハ
釘
カ
ス
カ
イ
ニ
ツ
ラ
ヌ
カ
レ
テ
白
刃
赤

肉
ヲ
切
ニ
コ
ト
ナ
ラ
ス
流
ル
ヽ
血
潮
／
ノ
浪
ヲ
ソ
メ
死
骸
海
上
ニ
充
滿
ス
勝
載
兵

具
ノ
浪
ニ
ウ
カ
フ
事
秋
ノ
木
葉
ノ
水
／
上
ヲ
マ
フ
カ
如
シ
希
有
ニ
シ
テ
助
カ
ル
諸

将
等
悉
イ
ケ
取
ニ
ナ
リ
テ
関
東
ニ
／
下
サ
レ
テ
遂
ニ
誅
伐
セ
ラ
レ
ヲ
ハ
ン
ヌ
サ
テ

ハ
尊
神
化
現
ノ
御
躰
ハ
本
社
ヨ
リ
鎭
／
西
箱
崎
ノ
社
博
多
ノ
津
ニ
テ
同
時
ニ
見
ヘ

サ
セ
玉
ヒ
タ
リ
ケ
レ
ハ
石
築
ノ
地
發
／
向
ノ
軍
卒
等
モ
貴
ミ
コ
ト
ア
ヒ
ケ
ル
ト
後

ニ
コ
ソ
聞
エ
タ
リ
ケ
レ
亦
大
洋
ニ
テ
モ
凶
／
賊
是
ヲ
拜
見
シ
テ
恐
怖
渇
仰
シ
ケ
ル

カ
適
ノ
カ
レ
テ
歸
郷
士
卒
事
ノ
由
ヲ
／
語
傳
タ
リ
ケ
ル
ト
テ
元
朝
常
州
ノ
毘
清
縣

ト
云
處
ニ
日
本
諏
方
大
明
」（
二
十
五
オ
）
神
ヲ
勧
請
シ
テ
今
ニ
至
マ
テ
嚴
重
ノ

祭
禮
ヲ
致
ス
也
其
時
ノ
竒
特
／
已
敵
国
ニ
及
ヘ
リ
諸
神
ニ
モ
勝
サ
セ
玉
ヒ
ケ
ル
事

ハ
疑
ナ
キ
ヲ
ヤ
凡
我
朝
／
ハ
神
國
ナ
リ
澆
季
ナ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
神
変
不
思
儀
言
詞

翰
墨
及
ヒ
／
カ
タ
シ
異
國
是
ヨ
リ
恐
怖
ノ
思
ヲ
ナ
シ
本
朝
是
ニ
ヨ
リ
テ
■
淳
素
ノ

古
ニ
カ
／
ヘ
ル
吾
神
靈
徳
古
今
如
此
／
繪
有
之
／
當
社
ノ
威
神
力
ハ
末
代
也
ト
云

ヘ
ト
モ
掲
焉
ナ
ル
事
多
キ
中
ニ
元
亨
正
／
中
ノ
比
ヨ
リ
嘉
暦
年
中
ニ
到
ル
マ
テ
東

夷
蜂
起
シ
テ
奥
刕
騒
乱
ス
／
ル
事
有
キ
蝦
夷
千
島
ト
云
ヘ
ル
ハ
我
國
ノ
東
北
ニ
當

テ
大
海
ノ
中
央
」（
二
十
五
ウ
）
ニ
在
リ
日
本
唐
■
子
渡
黨
此
二
類
各
三
百
三
十

三
ノ
島
ニ
郡
居
セ
リ
ト
一
島
／
ハ
渡
嶌
ニ
混
ス
其
内
ニ
宇
曽
利
鶴
子
列
イ
別
萬
等

宇
満
ニ
伊
犬
／
ト
云
小
島
ト
モ
有
リ
此
種
類
ハ
多
ク
奥
刕
津
軽
外ソ

ト

ノ
濱
ニ
往
来
交

易
／
ス
夷
一
把
ト
云
ハ
六
千
人
也
相
聚
ル
時
ハ
百
千
把
ニ
及
ヘ
リ
日
本
唐
子
／
ノ
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二
類
ハ
其
地
外
國
ニ
連
テ
形
躰
夜
叉
ノ
如
ク
変
化
無
窮
也
人
倫
／
禽
獣
魚
肉
ヲ
食

ト
シ
テ
五
コ
ク
ノ
農
耕
ヲ
知
ス
九
譯
ヲ
重
ヌ
ト
モ
語
／
話
ヲ
通
シ
カ
タ
シ
渡
黨
ハ

和
國
ノ
人
ニ
相
類
セ
リ
但
鬢
髪
多
ク
シ
テ
／
遍
身
ニ
モ
毛
ヲ
生
セ
リ
言
語
俚
野
ナ

リ
ト
云
ト
モ
大
半
ハ
相
通
ス
此
中
ニ
／
公
超
霧
ヲ
ナ
ス
術
ヲ
傳
フ
ト
云
遠
隱
形
ノ

道
ヲ
得
タ
ル
類
有
リ
戦
場
」（
二
十
六
オ
）
ニ
ノ
ソ
ム
時
ハ
丈
夫
ハ
甲
冑
弓
矢
ヲ

帶
シ
テ
前
陳
ニ
進
ミ
婦
人
ハ
後
陣
／
ニ
随
テ
木
ヲ
削
テ
幣
帛
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
天
ニ

向
テ
誦
咒
ノ
躰
有
リ
男
女
／
共
ニ
山
壑
ヲ
経
過
ス
ト
云
ト
モ
乗
馬
ヲ
用
ス
其
身
ノ

軽
キ
事
飛
鳥
／
走
獣
ニ
同
シ
彼
等
カ
用
ル
処
ノ
箭
ハ
遣
骨
ヲ
鏃
ト
シ
テ
毒
藥
ヲ
ヌ

リ
／
纔
ニ
皮
膚
ニ
觸
レ
ハ
其
人
斃
ス
ト
云
事
ナ
シ
根
本
ハ
酋
長
モ
ナ
カ
リ
シ
ヲ
／

武
家
其
濫
吹
ヲ
鎭
護
セ
ン
タ
メ
ニ
安
藤
太
ト
云
物
ヲ
蝦
夷
ノ
管
領
ト
／
ス
此
ハ
上

古
ニ
安
倍
氏
惡
事
ノ
高
丸
ト
云
ケ
ル
勇
士
ノ
後
胤
也
其
ノ
子
／
孫
ニ
五
郎
三
郎
季

久
亦
太
郎
季
長
ト
云
ハ
従
父
兄
弟
也
嫡
庶
／
相
論
ノ
事
有
テ
合
戦
數
年
ニ
及
フ
間

兩
人
ヲ
関
東
ニ
召
テ
理
非
」（
二
十
六
ウ
）
ヲ
裁
决
ノ
処
彼
等
カ
留
主
ノ
士
卒
數

千
ノ
夷
賊
ヲ
催
集
シ
外
ノ
濱
内
／
末
部
西
濱
折
曽
ノ
城
郭
ヲ
構
テ
相
争
フ
兩
城
嶮

岨
ニ
ヨ
リ
テ
洪
河
ヲ
／
隔
雌
雄
タ
カ
イ
ニ
决
シ
カ
タ
シ
茲
ニ
ヨ
リ
テ
武
将
大
軍
ヲ

遣
テ
征
伐
ス
ト
イ
ヘ
／
ト
モ
凶
徒
彌
盛
ニ
シ
テ
討
手
宇
津
宮
ノ
家
人
紀
清
兩
黨
ノ

輩
多
／
以
命
ヲ
落
シ
キ
漸
ク
深
雪
ノ
比
ニ
及
貞
任
追
討
ノ
昔
ノ
如
ク
年
序
ヲ
ヤ
／

累
ヌ
ト
衆
人
怖
畏
ヲ
致
処
ニ
或
夜
深
更
ニ
當
社
寶
殿
ノ
上
ヨ
リ
明
神
／
大
龍
ノ
形

ヲ
現
シ
テ
黒
雲
ニ
駕
シ
テ
艮
ノ
方
ヲ
サ
シ
テ
向
ヒ
玉
ヒ
ケ
ル
諏
方
／
郡
ノ
内
山
河

大
地
草
木
湖
水
皆
光
明
ニ
映
徹
セ
リ
同
時
ニ
奥
刕
ニ
／
現
シ
給
ヒ
ケ
ル
ト
ソ
後
日

ニ
注
進
セ
シ
爰
ニ
季
長
カ
従
人
忽
城
郭
ヲ
」（
二
十
七
オ
）
破
却
シ
テ
甲
ヲ
ヌ
キ

弓
ノ
弦
ヲ
ハ
ツ
シ
テ
官
軍
ノ
陣
ニ
降
リ
ヌ
三
軍
萬
歳
／
ヲ
稱
シ
テ
則
関
東
ニ
歸
ケ

リ
凡
神
ノ
竒
特
三
韓
征
伐
已
来
延
暦
桓
武
ノ
／
御
宇
ニ
ハ
将
軍
ト
身
ヲ
現
シ
テ
官

兵
戦
功
ヲ
扶
助
シ
文
永
弘
安
ノ
皇
／
朝
ニ
ハ
大
竜
ト
身
ヲ
顯
シ
テ
蒙
古
ノ
強
暴
ヲ

對
治
ス
嘉
暦
近
年
亦
／
以
カ
ク
ノ
コ
ト
シ
本
朝
擁
護
ノ
神
徳
異
賊
降
伏
ノ
霊
威
影

嚮
ノ
冥
応
／
古
◦〇

今

日
々
新
ナ
ル
者
也
／
繪
有
之
／
後
醍
醐
天
皇
隱
州
遷
幸
ノ
後
元

弘
二
年
八
月
一
日
神
事
ノ
最
中
／
亦
晴
天
ノ
白
雲
大
小
ノ
段
々
皆
人
尊
馬
ノ
形
ニ

変
ス
其
姿
白
旗
サ
」（
二
十
七
ウ
）
シ
ツ
ヽ
ケ
タ
ル
大
軍
發
ス
ル
ト
覺
テ
勢
數
十

町
ニ
及
フ
化
軍
ノ
多
少
面
然
／
ノ
處
見
ヘ
不
同
也
或
ハ
數
千
騎
或
ハ
數
萬
騎
ト
申

ア
ヒ
ケ
リ
當
社
ヨ
リ
西
ノ
／
山
ヲ
コ
エ
テ
東
ニ
向
テ
社
壇
ノ
上
ニ
カ
ヽ
リ
テ
彼
大

靈
ノ
雲
散
乱
ス
御
射
山
／
下
向
ノ
貴
賎
當
國
他
國
ヨ
リ
群
集
ノ
諸
人
是
ヲ
オ
カ
シシ

テ
竒
異
ノ
思
／
ヲ
ナ
ス
此
頃
ハ
西
國
擾
乱
ノ
時
節
ナ
レ
ハ
先
例
ノ
如
ナ
ラ
ハ
本
社

ヨ
リ
西
ヘ
／
コ
ソ
向
ハ
セ
玉
フ
ヘ
キ
ニ
此
怪
異
吉
凶
不
審
也
断
簡
及
ヒ
カ
タ
キ
由

古
老
神
／
官
氏
人
申
ア
ヒ
タ
リ
ケ
ル
ニ
去
年
ヨ
リ
ノ
兵
軍
猶
ヤ
マ
ス
シ
テ
翌
年
五

月
大
乱
／
ヲ
コ
リ
テ
都
鄙
一
轉
ス
不
思
儀
ナ
リ
シ
事
也
仍
舊
記
ニ
續
テ
末
代
ニ
傳

／
ヘ
ン
ト
ス
」（
二
十
八
オ
）
繪
有
之
／
當
社
別
宮
ノ
事
雲
州
杵
築
和
州
三
輪
攝

州
廣
田
西
宮
信
濃
州
／
南
宮
等
也
主
伴
ノ
不
同
ア
リ
ト
云
ト
モ
當
社
分
座
ノ
儀
本

記
ノ
處
見
／
ヘ
分
明
也
其
外
日
吉
三
宮
八
王
子
兩
社
ハ
當
社
上
下
宮
也
ト
云
事
／

語
リ
傳
タ
リ
本
地
同
躰
實
ニ
故
有
歟
委
ク
述
ル
ニ
イ
ト
マ
ア
ラ
ス
抑
本
國
水
内
郡

善
光
寺
別
社
ノ
事
日
本
記
ノ
第
三
十
ニ
ハ
持
統
天
皇
五
／
年
遣
ニシ
勅
使
一ヲ
祭
ニリ
諏

方
水
内
神
等
一ヲ
ト
見
タ
リ
亦
延
喜
神
祇
式
ニ
ハ
諏
／
方
郡
南
方
刀
美
神
社
二
坐
水

内
郡
建
御
名
方
田
富
命
彦
神
別
神
／
社
ト
云
ヘ
リ
當
社
ノ
分
坐
疑
ナ
シ
是
則
當
郡

善
光
寺
郭
内
當
社
也
」（
二
十
八
ウ
）
毎
夜
寅
ノ
時
大
明
神
御
入
堂
有
テ
陣
ノ
扉

ヲ
閉
テ
諸
人
三
葉
シ
ツ
メ
テ
／
法
施
祈
念
ス
暫
ア
リ
テ
モ
ト
ノ
扉
キ
リ
〳
〵
ト
鳴

テ
開
ケ
テ
御
出
ノ
勢
有
リ
／
嚴
重
不
思
儀
ノ
事
也
凡
我
大
明
神
弘
ク
徳
ニ
歸
シ
マ

シ
マ
ス
事
諸
社
ニ
／
超
過
シ
玉
へ
リ
然
ル
間
開
成
皇
子
般
若
書
冩
ノ
■
昔
ハ
白
鷺
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池
ノ
波
ヲ
／
掬
シ
テ
硯
水
ヲ
湛
ヘ
慈
覺
大
師
如
法
冩
經
ノ
時
ハ
鷲
峰
ノ
風
ヲ
シ
タ

／
ヒ
テ
守
護
ヲ
致
ス
佛
生
佛
滅
ノ
令
節
ニ
ハ
蘋
蘩
薀
藻
ノ
禮
賛
ヲ
／
止
メ
テ
梵
唄

歌
讃
ノ
法
會
ヲ
修
シ
七
月
八
月
ノ
齋
日
ニ
ハ
盂
蘭
養
誠
／
ノ
門
ヲ
表
シ
殺
生
慈
悲

ノ
本
懐
ヲ
顕
ス
是
ニ
ヨ
リ
テ
弥
陀
三
尊
ノ
靈
／
像
ヲ
敬
テ
毎
夜
ノ
影
向
ヲ
タ
レ
玉

フ
神
慮
コ
ト
ニ
甚
深
也
當
■
時
ニ
繼
」（
二
十
九
オ
）
躰
天
皇
御
宇
善
記
四
年
本

尊
阿
弥
陀
三
尊
百
濟
国
ヨ
リ
波
ニ
浮
テ
／
日
本
攝
津
國
難
波
ノ
津
ニ
来
著
シ
給
フ

貴
賎
仝
知
其
後
三
十
七
／
年
ヲ
ヘ
テ
欽
明
天
皇
十
三
年
佛
法
傳
来
ス
此
時
初
テ
佛

像
ヲ
シ
ル
ナ
レ
ハ
／
當
寺
本
尊
ハ
本
朝
佛
法
ノ
最
始
也
靈
佛
靈
神
寺
社
一
處
ニ
並

ヘ
／
テ
現
世
當
来
ノ
求
願
ヲ
二
世
ニ
ミ
テ
給
フ
當
州
規
模
他
國
ニ
卓
礫
／
セ
ル
モ

ノ
ヲ
ヤ
／
繪
有
之
／
文
明
四
年
壬
辰
夷
則
上
旬
於
高
野
山
悉
地
院
従
一
昨
日
至
今

日
書
冩
功
／
畢
八
日
酉
刻
／
權
祝
綱
政
」（
二
十
九
ウ
）

②
　
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』

諏
方
大
明
神
畫
詞
／
縁
起
第
五
　
繪
／
詞
青
蓮
院
一
品
尊
道
親
王
御
筆
／
祢
津
神

平
貞
直
本
姓
ハ
滋
野
ナ
リ
シ
ヲ
母
ノ
胎
ヨ
リ
神
ノ
告
有
／
テ
神
氏
ニ
賜
テ
大
祝
貞

光
カ
猶
子
ト
シ
テ
字
ヲ
神
平
ト
ソ
云
ケ
ル
／
諏
方
郡
内
一
庄
ノ
領
主
ト
シ
テ
保
元

平
治
ノ
戰
場
ニ
向
ヒ
ケ
リ
武
／
勇
ノ
業
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
東
國
無
雙
ノ
鷹
匠
也
唯
今

打
ヲ
ロ
シ
タ
ル
荒
／
鷹
等
モ
多
年
使
入
タ
ル
カ
如
ク
ニ
ソ
用
ヒ
ケ
ル
サ
レ
ハ
此
道

ノ
名
譽
モ
／
今
ニ
ク
チ
セ
ス
ト
ソ
聞
エ
ケ
ル
或
時
内
神
事
ニ
聊
觸
穢
ア
リ
ケ
ル
故

ニ
ヤ
」（
一
オ
）
多
ノ
鷹
ノ
中
ニ
秘
藏
シ
タ
ル
小
鷹
ヲ
ソ
ラ
シ
テ
行
方
ヲ
シ
ラ
ス

ナ
リ
ヌ
両
／
三
年
ノ
間
夫
婦
ト
モ
ニ
旅
行
ノ
事
ア
ツ
テ
浅
間
嵩
ノ
麓
ヲ
過
ケ
ル
ニ

高
／
天
ニ
雲
ヲ
シ
ノ
ク
飛
鳥
ア
リ
髣
髴
ト
シ
テ
何
鳥
ノ
姿
ト
モ
見
エ
ス
貞
／
直
ヨ

ク
〳
〵
見
ル
ニ
鷹
ナ
ラ
ン
ト
思
フ
程
ニ
妻
女
乗
輿
ノ
中
ヨ
リ
ノ
ソ
ミ
テ
是
ハ
／
一

ト
ト
セ
ソ
レ
ニ
シ
小
鷹
ト
ヲ
ホ
ユ
ル
也
ヲ
イ
テ
見
ヨ
ト
テ
ヌ
ク
メ
飼
ニ
用
意
シ
タ

／
リ
ケ
ル
鳥
ノ
引
足
ニ
鷹
装
束
一
具
副
テ
輿
ヨ
リ
ヲ
シ
出
シ
タ
リ
貞
直
此
／
ヲ
取

テ
野
原
ヘ
打
出
傳
エ
喚
カ
ケ
ツ
ヽ
挙

（
拳
カ
）

ヲ
上
タ
リ
ケ
レ
ハ
鷹
ハ
肩
／
ヲ
ツ
ク
リ
テ

落
カ
ヽ
リ
ヌ
ヤ
カ
テ
サ
シ
留
テ
見
レ
ハ
疑
ナ
キ
其
鷹
也
火
中
ノ
／
蓮
ヨ
リ
モ
不
思

儀
ニ
華
表
ノ
鶴
ヨ
リ
モ
珎
シ
ク
覺
テ
本
ニ
モ
越
テ
」（
一
ウ
）
秘
藏
シ
ケ
ル
此
妻

室
ハ
婦
人
ノ
身
ナ
カ
ラ
丈
夫
ノ
藝
ニ
モ
達
シ
タ
リ
ケ
ル
／
中
ニ
鷹
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
妙

ヲ
淂
タ
リ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
其
後
此
鷹
ヲ
ハ
雲
井
丸
ト
ソ
／
喚
ケ
ル
ア
ル
知
音
ワ
リ
ナ

ク
係
念
シ
ケ
ル
間
力
ナ
ク
遣
シ
テ
ケ
リ
其
後
當
社
／
頭
役
人
御
贄
ノ
狩
ノ
タ
メ
ニ

度
々
處
望
シ
ケ
レ
ト
モ
固
辞
シ
テ
與
ヘ
サ
／
リ
ケ
ル
ヲ
神
慮
ニ
ヤ
咎
メ
ヲ
ホ
シ
召

ケ
ン
此
鷹
ノ
主
俄
カ
ニ
兩
眼
明
ヲ
失
／
ヒ
ケ
リ
驚
懼
テ
件
ノ
鷹
ニ
神
馬
ヲ
相
副
テ

社
家
ヘ
奉
ケ
リ
盲
者
ノ
行
／
末
ノ
フ
カ
シ
ク
ソ
覺
侍
ル
／
繪
有
之
／
正
應
ノ
比
當

國
御
家
人
小
諸
太
郎
ト
云
物
當
社
頭
役
ノ
時
下
部
」（
二
オ
）
下
女
等
隣
國
上
州

ニ
越
テ
朝
市
ヲ
ス
キ
ケ
ル
ニ
關
東
ノ
執
権
貞
時
朝
臣
／
ノ
管
領
シ
ケ
■ル

果
圓
号
平
左
エ

門
入
道
當

國
守

護
代

従
人
等
牛
ヲ
カ
イ
テ
下
女
ニ
ヲ
イ
カ
ケ
タ
／
リ
ケ
ル
程
ニ
口
論
ヲ
仕
出
テ
打
擲

刃
傷
ニ
及
ヒ
ケ
ル
カ
権
勢
ニ
ホ
コ
リ
テ
ヤ
カ
テ
／
彼
下
人
ヲ
誅
セ
ン
ト
ス
ル
處
ニ

忽
眼
暗
ナ
リ
テ
犯
人
ノ
首
ヲ
打
ハ
ツ
ス
事
兩
度
／
ナ
リ
剰
大
刀
ヲ
土
ニ
打
立
テ
三

ツ
ニ
折
タ
リ
實
ニ
本
地
千
手
觀
音
ニ
テ
ヲ
／
ハ
シ
マ
セ
ハ
刀
尋
段
々
壊
ノ
誓
モ
思

合
テ
貴
シ
／
繪
有
之
／
國
ノ
注
進
ニ
就
テ
鎌
倉
ニ
テ
モ
裁
断
ア
ル
處
ニ
貞
時
朝
臣

靈
夢
ヲ
／
感
ス
大
龍
評
定
所
ニ
現
ス
左
右
ノ
人
ニ
故
ヲ
問
フ
諏
方
明
神
眷
属
」（
二

ウ
）
小
諸
カ
方
人
也
ト
イ
ヘ
リ
合
掌
シ
テ
其
咎
ヲ
免
ス
ヘ
キ
ヨ
■
シ
夢
中
ニ
祈
／

念
ス
仍
テ
重
科
ヲ
ナ
タ
メ
終
リ
ヌ
是
則
當
社
ノ
頭
役
人
謀
反
八
逆
免
／
許
ノ
先
規

ナ
リ
然
ル
ヲ
彼
神
役
已
後
果
圓
カ
イ
キ
ト
ヲ
リ
猶
ヤ
マ
ス
シ
テ
／
頻
ニ
訴
エ
申
ス

間
社
家
恐
怖
ノ
處
ニ
則
御
射
山
ノ
祭
庭
ニ
シ
テ
童
／
女
ノ
詫
宣
ニ
云
果
圓
神
威
ニ

伏
セ
ス
我
神
人
ニ
ア
タ
有
リ
明
年
五
／
月
◦〇

以

前
ニ
其
命
ヲ
召
ヘ
シ
神
人
恐
ヲ
ナ
ス
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事
ナ
カ
レ
ト
竒
特
嚴
重
也
／
神
詫
疑
殆
ナ
シ
然
レ
ト
モ
權
勢
ニ
恐
レ
テ
口
ヲ
シ
テ

鼻
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
ム
／
翌
年
四
月
二
十
八
日
果
圓
ヲ
被
リ
テ
一
家
皆
滅
亡
ス
神
罰

新
ナ
／
ル
事
萬
人
渇
仰
セ
ス
ト
云
事
ナ
シ
翰
墨
ニ
モ
及
ヒ
カ
タ
キ
ヲ
ヤ
」（
三
オ
）

繪
有
之
／
相
州
鎌
倉
ノ
里
ニ
住
ケ
ル
男
年
齢
二
十
斗
ナ
リ
ケ
ル
カ
傷
寒
ヲ
病
テ
／

絶
入
シ
テ
半
時
斗
ノ
程
ニ
蘇
生
シ
テ
語
ケ
ル
ハ
虚
空
ヘ
ト
ヒ
テ
ソ
ラ
ヨ
リ
漸
／
ヲ

チ
ク
タ
ル
ト
思
程
ニ
焔
王
宮
ノ
廰
庭
ニ
到
テ
金
鏁
ヲ
付
ラ
ル
童
子
出
現
／
シ
テ
問

答
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
後
ヨ
リ
浄
衣
立
烏
帽
子
ノ
老
翁
来
テ
云
／
此
男
ハ
今
年
諏
方
ノ

神
役
人
也
今
度
ハ
返
賜
フ
ヘ
シ
ト
テ
則
彼
ノ
／
鏁
ヲ
淨
衣
ノ
人
手
ツ
カ
ラ
ト
キ
ユ

ル
シ
テ
背
ヲ
ツ
カ
ミ
テ
遠
ク
ナ
ケ
ア
ク
ル
ト
／
思
テ
病
席
ノ
障
子
ニ
ツ
ヨ
ク
ア
タ

リ
テ
蘇
生
セ
シ
ム
ト
云
看
病
ノ
輩
不
思
／
議
ノ
思
ヲ
ナ
シ
テ
則
食
水
ヲ
ス
ヽ
ム
親

戚
族
里
ノ
友
或
ハ
喜
悦
ヲ
含
ミ
」（
三
ウ
）
或
ハ
感
涙
ヲ
拭
フ
其
年
神
役
故
ナ
ク

遂
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
年
々
／
歳
々
参
詣
ヲ
コ
タ
ラ
ス
弥
佛
ニ
歸
シ
法
ヲ
信
ス
ル
ノ

志
深
シ
テ
偏
ニ
生
来
／
ノ
事
ヲ
イ
ト
ナ
ム
現
當
ノ
處
願
定
テ
満
足
ス
ラ
ン
神
明
ノ

擁
護
實
ニ
／
空
シ
カ
ラ
サ
ル
物
也
／
繪
有
之
／
下
野
國
那
須
郡
雲
厳
禅
寺
ハ
勅
謚

佛
國
禅
師
高
峰
和
尚
／
開
山
名
刹
ナ
リ
和
尚
當
寺
ハ
初
祖
西
来
ノ
的
意
ヲ
弘
通
セ

ラ
レ
乾
元
／
嘉
元
ノ
比
信
濃
國
窪
寺
ト
云
フ
観
空
ト
テ
一
人
ノ
沙
門
ア
リ
不
立
文

字
／
宗
風
ニ
信
セ
ス
慢
心
ヲ
起
シ
テ
宗
論
ノ
為
メ
ニ
ヤ
境
ヲ
コ
エ
彼
ノ
寺
ノ
門
」

（
四
オ
）
前
ニ
旅
宿
セ
シ
メ
テ
日
コ
ト
ニ
參
学
法
戦
ス
爰
ニ
一
ヶ
ノ
小
蛇
有
テ
此

／
僧
ニ
形
ノ
如
ク
随
逐
シ
テ
方
丈
ニ
入
時
ハ
堂
下
ニ
脱
レ
両
日
草
鞋
ノ
上
ニ
／
蟠

ル
是
ヲ
守
護
ス
ル
躰
ナ
リ
人
奇
異
ノ
思
ヲ
ナ
シ
ケ
ル
カ
ク
テ
數
月
ヲ
／
送
ル
程
ニ

良
遂
麻
谷
ニ
マ
ミ
エ
シ
機
縁
ヤ
熟
シ
ケ
ン
忽
チ
ニ
單
傳
心
印
／
ノ
旨
ヲ
仰
信
ス
ル

意
ツ
キ
テ
衣
鉢
ヲ
ウ
ケ
名
字
ヲ
改
メ
テ
和
尚
ノ
小
／
師
ト
ナ
リ
ヌ
妙
通
上
座
ト

（
マ
マ
）

ト
ソ
謂
ケ
ル
則
佛
前
ニ
シ
テ
多
年
所
持
ノ
經
／
教
并
ニ
衣
服
ヲ
ヤ
キ
ア
ケ
ヽ
ル
ニ

寺
前
ノ
獨
秀
峰
ニ
數
百
人
ノ
聲
シ
／
テ
一
同
ニ
大
ニ
ワ
ラ
イ
ケ
リ
天
魔
ノ
所
為
ナ

ル
ベ
シ
」（
四
ウ
）
繪
有
之
／
其
ノ
後
此
僧
本
處
ニ
立
歸
テ
草
庵
ヲ
結
ヒ
獨
住
シ

テ
履
践
ノ
工
夫
／
年
序
ヲ
送
リ
ケ
リ
彼
處
ノ
地
頭
壇
越
ノ
契
シ
テ
歸
依
宗
敬
シ

ツ
ヽ
子
／
息
ノ
小
童
喝
食
ニ
ナ
シ
テ
同
宿
セ
シ
ム
或
年
檀
那
諏
方
ノ
祭
禮
ノ
／
頭

役
ニ
カ
タ
リ
テ
潔
齋
シ
ケ
リ
妻
室
喝
食

母

産
生
ノ
事
ア
リ
神
事
ノ
觸
／
穢
ヤ
ア
リ
ケ
ン

産
婦
俄
ニ
狂
乱
ノ
氣
出
来
テ
救
療
術
失
ニ
ヨ
リ
テ
／
家
主
彼
妙
通
ヲ
請
シ
テ
云
此

病
婦
ノ
躰
匪
直
事
イ
カ
テ
カ
試
ニ
祈
／
念
シ
賜
ナ
ン
ヤ
ト
云
上
座
年
来
修
學
ノ
勲

修
ヲ
思
出
シ
テ
誦
咒
／
加
持
シ
ケ
レ
ハ
當
社
大
明
神
ノ
女
人
ニ
詫
シ
テ
種
々
ノ
法

文
ヲ
演
／
給
フ
平
生
無
智
ノ
女
性
諸
宗
ノ
奥
藏
ヲ
擧
揚
シ
テ
辨
◦〇

論説

無
」（
五
オ
）

窮
談
論
時
ヲ
ウ
ツ
セ
リ
其
ノ
間
ノ
義
理
委
ク
記
ス
ル
ニ
ア
タ
ハ
ス
明
神
／
カ
ク
ノ

玉
ハ
ク
恨
ラ
ク
ハ
汝
行
道
ノ
我
イ
マ
タ
除
ス
シ
テ
顯
密
工
夫
熟
シ
／
シ
カ
タ
キ
事

ヲ
ト
上
座
神
詫
ヲ
奉
テ
涕
涙
悲
泣
シ
テ
慚
愧
懺
悔
／
ス
靈
神
ア
カ
リ
給
ス

（
ヌ
カ
）

レ
ハ

産
婦
本
■
復
シ
テ
師
檀
共
ニ
社
頭
ニ
／
詣
テ
賽
ノ
禮
ヲ
致
シ
ケ
リ
僧
ハ
七
日
晝
夜

参
籠
シ
テ
大
般
／
若
經
ヲ
真
讀
シ
ケ
ル
ニ
結
願
ノ
夜
暁
更
ニ
至
テ
宝
前
ノ
山
麓
ノ

／
岩
石
ノ
上
ニ
金
色
ノ
神
龍
化
現
セ
リ
四
鳥

（
邉
カ
）

ノ
草
木
土
石
皆
光
輝
／
ヲ
發
ス
ル

カ
如
シ
蛇
躰
柔
和
ノ
相
好
ヲ
示
シ
テ
両
三
度
點
頭
シ
玉
／
フ
ニ
渇
仰
ノ
思
弥
心
肝

ニ
銘
ス
此
瑞
唯
獨
自
明
ナ
ル
ノ
ミ
余
人
所
不
」（
五
ウ
）
見
也
猶
七
ヶ
日
ヲ
延
テ

両
部
ノ
讀
誦
ヲ
果
シ
テ
無
二
ノ
法
樂
ヲ
ト
ケ
／
ニ
ケ
リ
然
シ
テ
此
僧
歳
ノ
旬
月
ヲ

モ
ヘ
ス
末
後
了
々
ニ
シ
テ
端
座
入
／
滅
ス
随
遂
ノ
喝
食
ヲ
佛
國
禅
師
ニ
申
置
テ
鎌

倉
ヘ
送
リ
ケ
ル
和
／
尚
我
カ
小
師
ト
シ
テ
妙
通
喝
食
ト
ヨ
ハ
レ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
今
ノ

在
公
此
／
山
和
尚
是
也
元
國
ノ
各
師
ニ
遍
參
シ
テ
本
朝
大
刹
ノ
持
ニ
イ
タ
／
レ
リ

／
繪
有
之
／
嘉
元
ノ
比
當
國
ノ
御
家
人
小
坂
孫
三
郎
盛
直
重
キ
ト
カ
ア
リ
／
テ
硫

黄
カ
島
へ
流
サ
レ
タ
リ
ケ
ル
カ
當
社
御
射
山
ノ
酒
室
ノ
頭
役
人
」（
六
オ
）
人
也
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先
規
ニ
任
セ
テ
免
除
有
ル
ヘ
キ
由
愁
申
シ
ケ
レ
ト
モ
其
比
執
権
／
時
村
朝
臣
ト
越

◦〇
州

前
ノ
管
領
宗
方
確
論
ノ
事
ア
リ
テ
神
訴
モ
空
／
カ
リ
ケ
ル
彼
妻
子
悲
歎
ノ
ア

マ
リ
ニ
ハ
タ
シ
ニ
テ
百
日
當
社
ニ
参
詣
ス
／
靈
夢
有
テ
神
鑑
ヲ
マ
チ
ケ
ル
處
ニ
同

三
年
四
月
關
東
兵
乱
有
／
時
村
朝
臣
ヲ
ハ
勇
士
等
聞
ア
ヤ
マ
リ
誅
戮
シ
果
ヌ
宗
方

凶
害
ト
ゾ
／
聞
ベ
シ
然
間
纔
一
旬
ヲ
經
テ
又
誅
ニ
伏
シ
ヌ
末
代
也
ト
云
フ
ト
モ
神

罰
／
不
思
議
ナ
リ
ト
テ
同
八
月
早
船
ヲ
立
ラ
レ
テ
召
返
サ
レ
果
ヌ
當
社
靈
威
／
嚴

重
ナ
リ
シ
事
也
／
繪
有
之
」（
六
ウ
）
信
濃
國
住
人
和
田
隱
岐
前
司
繁
有
當
社
頭

役
ノ
時
流
鏑
馬
ノ
ア
／
ケ
馬
闝
◦〇

如

シ
テ
一
族
ニ
石
見
入
道
ト
云
ケ
ル
者
ノ
黒
駮
ノ

良
馬
ヲ
立
テ
飼
ケ
ル
／
ヲ
借
用
シ
ケ
ル
ニ
古
敵
ノ
宿
意
有
テ
借
與
ニ
及
ハ
ス
是
ハ

使
者
ノ
詞
／
ヲ
タ
ニ
モ
聞
入
レ
サ
リ
ケ
リ
祭
禮
ノ
日
ニ
當
テ
此
馬
俄
カ
ニ
病
腦
シ

テ
／
既
ニ
斃
レ
ン
ト
シ
ケ
ル
カ
左
右
ノ
耳
忽
チ
ニ
失
ニ
ケ
リ
竒
異
ノ
思
ヲ
ナ
シ
テ

倩
／
思
案
ス
ル
ニ
揚
馬
ニ
借
リ
タ
リ
シ
事
ヲ
思
出
テ
神
道
ニ
種
々
ノ
ヲ
コ
タ
／
リ

ヲ
啓
シ
テ
四
年
付
テ
本
社
ノ
神
馬
ニ
獻
シ
ケ
レ
ハ
病
馬
立
ト
コ
ロ
ニ
／
平
癒
シ
テ

水
草
ノ
念
モ
本
復
シ
ケ
リ
兩
耳
漸
出
現
シ
ケ
／
シ
ト
モ
本
ノ
如
ニ
ハ
ア
ラ
サ
リ
ケ

リ
近
来
當
社
ニ
小
耳
ト
云
フ
名
馬
ハ
即
」（
七
オ
）
是
也
／
繪
有
之
／
元
弘
二
年

ノ
秋
ノ
比
日
中
僧
一
人
疲
駄
ニ
乗
テ
相
模
入
道
／
高
時
ノ
宿
處
ノ
南
庭
ニ
馳
入
リ

舘
内
騒
動
ス
四
方
ノ
ク
キ
ヌ
キ
／
連
續
シ
テ
馬
牛
ノ
通
路
ナ
シ
◦〇

亦

昼
夜
ノ
警
固
ヒ

マ
ナ
シ
唯
事
ニ
ア
ラ
ス
ト
／
テ
家
人
等
中
門
ニ
出
其
ノ
故
ヲ
問
ヒ
ケ
レ
ハ
是
ス
ワ

大
明
神
ノ
御
／
使
也
主
人
ニ
對
面
ス
ヘ
シ
ト
申
ケ
レ
ハ
唐
カ
キ
ノ
間
ニ
テ
問
答
ス

神
詫
／
ト
テ
謂
ヒ
ケ
レ
ハ
代
々
當
家
ヲ
守
リ
テ
久
シ
カ
リ
ツ
レ
ト
モ
運
命
漸
ク
カ

タ
／
ム
キ
テ
滅
亡
窮
期
ニ
至
レ
リ
神
力
モ
及
カ
タ
シ
明
年
ノ
春
夏
」（
七
ウ
）
ヲ

ハ
ス
コ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
不
便
ナ
リ
ト
テ
涙
ヲ
流
シ
テ
亦
走
出
ン
ト
ス
狂
人
カ
怨
／
敵

カ
不
審
也
ト
テ
竹
井
入
道
ト
カ
ヤ
ニ
預
ケ
ラ
レ
ケ
リ
夢
中
ノ
人
ノ
如
ク
／
シ
テ
旬

月
ヲ
送
リ
テ
後
子
細
ヲ
尋
ネ
ケ
レ
ハ
信
州
伊
賀
良
庄
ノ
／
草
庵
ニ
獨
住
多
年
定
座

久
ク
侍
リ
キ
今
度
復
ノ
行
程
モ
覺
悟
／
分
明
ナ
ラ
ス
シ
テ
忙
然
タ
リ
有
験
ノ
僧
ヲ

乞
ヒ
本
社
ニ
篭
シ
メ
テ
例
／
ノ
如
ク
祈
禱
ア
ル
ヘ
シ
ナ
ト
聞
エ
ケ
ル
ニ
漸
大
軍
發

向
都
鄙
ノ
物
忩
／
相
續
シ
テ
其
ノ
實
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
翌
年
ノ
五
月
ニ
コ
ソ
萬
人
思

合
セ
ケ
／
レ
不
思
儀
ナ
シ
テ
事
共
也
／
繪
有
之
」（
八
オ
）
澁
河
ノ
某
ト
カ
ヤ
當

社
祭
禮
ノ
頭
役
ニ
ア
タ
リ
ケ
ル
比
東
寺
供
僧
ニ
／
年
来
師
檀
ノ
約
ヲ
ナ
セ
ル
ア
リ

鷹
ニ
ヨ
カ
リ
ヌ
ヘ
キ
犬
ヲ
飼
ヒ
ケ
ル
ヲ
／
處
望
シ
ケ
レ
ハ
罪
業
ノ
因
ヲ
痛
テ
他
處

ニ
遣
シ
ヌ
ト
云
テ
カ
ク
シ
ニ
ケ
リ
／
彼
僧
忽
ニ
靈
夢
ニ
感
ス
ル
事
ア
リ
此
犬
近
ク

前
ニ
来
テ
悲
位泣

／
愁
歎
ノ
躰
ナ
リ
イ
カ
ナ
ル
故
ナ
ラ
ン
ト
思
フ
ニ
傍
ニ
黄
衣
ノ
神

人
兩
／
三
輩
現
シ
テ
示
サ
ク
此
犬
善
根
値
遇
ノ
機
緑

（
縁
カ
）

ア
リ
テ
當
社
大
／
明
神
逆

縁
化
道
既
預
ラ
ン
ト
ス
ル
ヲ
主
人
ヲ
ロ
カ
ニ
シ
テ（

悋
カ
）
惜
／
ス
ル
ニ
ヨ
リ
テ
涕
泣

ノ
相
ヲ
顯
ス
ト
云
ト
見
テ
去
ヌ
此
僧
随
喜
感
／
歎
シ
テ
其
夜
ノ
未
明
檀
那
方
ニ
送

ツ
カ
ハ
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
件
ノ
犬
階
ノ
下
ニ
」（
八
ウ
）
病
■
フ
シ
テ
起
歩
ニ
及
ハ

ス
數
日
食
ヲ
斷
終
ニ
斃
ニ
ケ
リ
来
生
ノ
果
／
イ
カ
ナ
リ
ケ
ン
覺
束
ナ
シ
明
神
慈
悲

ノ
本
誓
凡
慮
ノ
思
量
ス
ヘ
キ
／
ニ
非
ル
物
ヲ
ヤ
此
事
年
序
イ
マ
タ
遠
カ
ラ
ス
師
檀

共
ニ
現
在
セ
リ
／
如
此
竒
特
靈
異
萬
物
ニ
被
シ
メ
テ
勝
テ
計
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ト
モ

分
／
明
ニ
聞
及
フ
事
ヲ
ノ
ミ
書
ア
ラ
ハ
ス
処
也
／
繪
有
之
／
以
上
縁
起
畢
縁
起
本

ハ
上
中
下
三
巻
也
後
日
ニ
二
巻
ハ
書
続
入
／
云
　

　
々

後
之
二
巻
ハ
詞
青
蓮
院
一
品
尊
道

親
王
筆
也
／
■
」（
九
オ
）
諏
方
祭
巻
第
一
　
春
上
／
繪
因
幡
守
隆
章
法
師
法
名

覺
智

／

詞
青
蓮
院
二
品
親
王
尊
圓
御
筆
／
佛
神
ノ
和
益
ハ
人
ノ
仰
処
也
二
世
ノ
願
望
是
ヲ

離
テ
成
就
ス
ル
／
事
ナ
シ
文
武
ノ
才
能
ハ
君
ノ
用
ル
處
也
萬
機
ノ
政
務
是
ニ
ヨ
ラ

サ
／
レ
ハ
張
行
ス
ル
事
ア
タ
ハ
ス
然
ル
ニ
佛
陀
ノ
慈
悲
ハ
幽
玄
ニ
シ
テ
タ
ヤ
ス
／

ク
顕
レ
カ
タ
キ
故
ニ
和
光
ノ
方
便
ヲ
マ
ウ
ケ
名
ヲ
神
明
ニ
カ
リ
テ
賞
／
罰
ヲ
明
ニ
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シ
テ
信
心
ヲ
催
ス
ナ
カ
タ
チ
ヨ
リ
ト
ス
仲
丘
五
常
ノ
教
禮
／
樂
ヲ
モ
ツ
テ
民
ヲ
教

ル
道
ニ
聖
人
言
行
及
ヒ
カ
タ
シ
黄
石
一
巻
ノ
」（
九
ウ
）
書
于
戈
ヲ
用
テ
敵
ヲ
去

ル
ハ
カ
リ
コ
ト
當
時
ノ
要
樞
コ
ヽ
ニ
極
ル
／
是
ニ
ヨ
リ
テ
法
報
應
化
ノ
外
ニ
化
物

ヲ
神
道
ニ
譲
リ
王
覇
ノ
中
／
ニ
覇
業
ハ
武
命
ヲ
シ
ム
誠
ニ
是
神
明
ノ
利
生
ハ
能
濁

世
ノ
機
ニ
／
叶
ヒ
武
将
ノ
嚴
威
ハ
カ
タ
ノ
ヽ
末
代
ニ
徳
ヲ
施
ヘ
シ
佛
界
生
界
／
其

實
ハ
隔
ナ
キ
カ
故
ニ
真
諦
俗
諦
其
理
タ
カ
ハ
サ
ル
物
カ
爰
ニ
信
／
州
諏
方
大
明
神

ハ
本
地
ヲ
訪
ヘ
ハ
普
賢
大
士
ノ
應
作
恒
順
／
衆
生
ノ
願
餘
聖
ニ
コ
エ
懺
悔
滅
罪
ノ

益
諸
凡
ニ
被
ラ
シ
ム
垂
迹
／
ニ
付
テ
異
説
ア
リ
或
ハ
他
國
應
生
ノ
靈
或
ハ
我
朝
根

本
神
／
舊
記
ノ
異
端
凡
慮
ハ
カ
リ
カ
タ
シ
ト
云
ヘ
ト
モ
舊
事
本
記
ノ
説
ニ
」（
十

オ
）
ヨ
ラ
ハ
素
盞
嗚
尊
ノ
御
孫
大
己
貴
神
ノ
第
二
ノ
御
子
建
御
名
方
ノ
神
／
是
ナ

リ
父
兄
ノ
御
心
ニ
随
テ
孝
順
ノ
道
ヲ
顕
シ
給
フ
持
統
天
皇
ハ
勅
使
／
ヲ
遣
テ
祭
禮

ヲ
始
ラ
ル
弘
二

（
仁
カ
）

聖
主
ハ
靈
夢
ヲ
感
シ
テ
本
地
ヲ
充
マ
シ
〳
〵
キ
／
下
ノ
宮
ハ
大

慈
大
悲
薩
埵
千
手
千
眼
ノ
示
現
也
泥
梨
ニ
ハ
極
苦
ニ
カ
ハ
／
リ
娑
婆
ニ
ハ
無
畏
テ

施
ス
垂
迹
ハ
亦
南
天
ノ
國
母
北
極
ノ
帝
妃
月
氏
／
ノ
雲
ヲ
出
テ
日
域
ノ
塵
ニ
交
リ

玉
フ
是
上
下
兩
社
ハ
世
俗
ニ
准
テ
陰
陽
／
ノ
儀
ヲ
表
ス
亦
是
定
惠
ノ
法
門
也
凡
當

社
明
神
神
徳
萬
事
ニ
／
ワ
タ
ル
ト
云
ト
モ
殊
ニ
武
勇
ヲ
ツ
カ
サ
ト
リ
テ
武
舘
ヲ
衛

護
シ
玉
フ
是
ニ
ヨ
／
リ
テ
神
功
皇
后
異
國
ヲ
セ
メ
給
フ
時
ハ
數
艘
ノ
兵
舩
ノ
雲
帆

ヲ
ア
ケ
テ
」（
十
ウ
）
三
韓
征
伐
ノ
冥
威
ヲ
振
ヒ
玉
フ
田
村
将
軍
東
夷
ヲ
罰
セ
シ

日
ハ
忽
ニ
／
海
上
ニ
射
禮
ヲ
施
シ
テ
長
ク
軍
中
ノ
兵
法
ヲ
残
ス
今
ノ
三
三
九
八
的

乞
／
垂
手
挾
是
ヲ
以
テ
濫
觴
ト
ス
遂
ニ
安
倍
高
丸
ヲ
誅
シ
テ
一
郡
奉
免
／
勅
宣
ヲ

下
サ
ル
永
代
ノ
祭
禮
ノ
要
脚
ト
定
メ
ラ
ル
弘
安
宝
暦
ニ
ハ
尊
／
神
ノ
御
躰
ヲ
雲
竜

中
ニ
顯
シ
テ
蒙
古
ノ
賊
舩
浪
ノ
上
ニ
覆
ス
シ
カ
レ
／
ハ
則
君
ヲ
守
リ
國
ヲ
タ
モ
ツ

計
コ
ト
我
神
明
ノ
利
益
ニ
過
タ
ル
ハ
無
シ
况
ヤ
／
亦
神
ノ
幸
一
夜
ノ
竒
瑞
ハ
千
萬

重里

ノ
氷
道
ヲ
開
キ
御
狩
三
日
ノ
遊
獵
／
ニ
ハ
兩
三
匹
ノ
蹄
貢
ヲ
致
ス
竒
瑞
一
ニ
ア

ラ
ス
靈
験
是
ニ
同
シ
然
ル
間
／
日
祭
月
記
神
事
ヲ
コ
タ
リ
ナ
ク
朝
祈
暮
賽
儼
禮
弥

新
也
今
年
」（
十
一
オ
）
中
ノ
行
事
ヲ
勅
シ
テ
後
昆
ノ
規
範
ニ
備
フ
剰
丹
青
ノ
功

ヲ
カ
リ
テ
耳
／
目
ノ
玩
ト
ス
ト
イ
フ
事
然
也
／
繪
有
之
／
正
月
一
日
荒
玉
社
若
宮

寶
前
ヲ
拜
シ
テ
祝
以
下
ノ
神
官
氏
人
／
皆
衣
服
ヲ
タ
ヽ
シ
ク
シ
テ
參
詣
ス
祝
ハ
神

明
ノ
垂
迹
ノ
初
御
衣
ヲ
八
／
歳
ノ
童
男
ニ
ヌ
キ
ヽ
セ
給
テ
大
祝
ト
稱
シ
我
ニ
於
テ

躰
ナ
シ
祝
ヲ
以
テ
／
躰
ト
ス
ト
神
勅
有
ケ
リ
是
則
御
衣
祝
有
員
神
氏
始
祖
也
家
／

督
相
續
テ
今
ニ
其
職
ヲ
カ
タ
シ
ケ
ナ
ク
ス
此
外
ニ
祠
官
ス
ヘ
テ
七
十
餘
輩
／
氏
人

亦
數
百
人
也
西
山
キ
ハ
ニ
ハ
末
社
堂
塔
イ
ラ
カ
ヲ
並
へ
テ
見
テ
渡
」（
十
一
ウ
）

ル
一
二
ノ
鳥
居
ノ
間
ニ
ハ
騎
馬
ノ
行
列
次
第
ヲ
守
テ
連
續
ス
先
五
／
官
ノ
祝
浄
衣

著
ス

次

ニ
神
使
六
人
赤衣

次
ニ
大
祝
束帯

後
騎
ノ
氏
人
水干

僅
僕
従
／
類
齋
々
タ
リ
主
伴
行
粧
巍
々

タ
リ
山
道
往
還
ノ
貴
賎
村
里
郷
／
黨
ノ
士
女
市
ヲ
ナ
シ
テ
見
物
ス
／
繪
有
之
／

各
々
下
馬
ノ
後
宮
中
ニ
詣
ツ
社
頭
ノ
躰
三
所
ノ
靈
檀
ヲ
構
タ
リ
／
上
檀
ハ
尊
神
ノ

御
在
處
鳥
居
格
子
ノ
ミ
ア
リ
其
前
ニ
香
花
ノ
供
／
養
ヲ
備
フ
普
賢
身
相
如
虚
空
ト

モ
説
普
賢
法
身
遍
一
切
ト
モ
／
述
ル
カ
故
ニ
法
性
無
躰
ノ
實
理
ヲ
顯
シ
依
眞
空
住

シ
及
眞
土
ヲ
示
」（
十
二
オ
）
シ
玉
フ
ナ
ル
ヘ
シ
中
ノ
檀
ニ
ハ
寶
殿
經
所
計
也
法

華
一
乗
ノ
弘
通
連
併
／
普
賢
四
要
勧
發
ナ
レ
ハ
本
地
ヲ
表
ス
ル
ニ
似
タ
リ
下
檀
ハ

松
壖
柏
城
／
甍
ヲ
并
ヘ
拜
殿
廻
廊
軒
ヲ
ツ
ラ
ネ
タ
リ
垂
迹
化
義
ヲ
專
ニ
シ
テ
魚
／

肉
ノ
神
膳
ヲ
此
所
ニ
供
ス
倩
三
檀
ノ
景
趣
ヲ
拜
ス
レ
ハ
偏
ニ
三
身
ノ
相
／
皃ホ

ウ

ヲ
カ

タ
ト
レ
リ
誠
ニ
甚
深
ナ
ル
物
也
初
官
以
下
ノ
輩
ハ
伊
豆
早
社
／
ヨ
リ
次
第
ニ
巡
禮

シ
テ
内
宮
ノ
壇
上
ニ
到
リ
テ
神
拜
ス
亦
湖
水
ヲ
隔
／
タ
ル
遠
山
ニ
下
宮
ノ
甍
見
エ

今
日
ノ
神
幸
思
ヤ
ラ
レ
テ
是
ヲ
拜
ス
サ
テ
／
御
手
洗
河
ニ
カ
ヘ
テ
漁
獵
ノ
儀
ヲ
表

ス
七
尺
清
瀧
氷
ニ
閉
テ
一
機
／
ノ
白
布
地
ニ
シ
ケ
リ
雅
樂
數
輩
斧
銊
ヲ
以
テ
是
ヲ
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切
リ
ク
タ
ケ
ハ
蝦
蟇
」（
十
二
ウ
）
五
ツ
六
ツ
出
現
ス
毎
年
不
闕
ノ
竒
特
ナ
リ
壇

上
ノ
カ
ヘ
ル
石
ト
申
ス
事
モ
／
故
ア
ル
事
ニ
ヤ
神
使
小
弓
小
矢
ヲ
モ
テ
是
ヲ
射
取

テ
各
串
ニ
サ
シ
テ
／
捧
モ
チ
テ
生
贄
ノ
初
ト
ス
凡
當
社
生
贄
ノ
事
淺
智
ノ
疑
殺
生

／
ノ
罪
去
リ
カ
タ
キ
ニ
似
タ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
業
盡
有
情
雖
放
不
生
故
宿
／
人
中
同

證
佛
果
ノ
神
勅
ヲ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
レ
ハ
實
ニ
慈
悲
深
重
ノ
／
餘
ヨ
リ
出
テ
暫
属
二
ニス
ル

結
縁
一ニ
ノ
方
便
ヲ
マ
ウ
ケ
玉
フ
事
神
道
ノ
本
懐
／
和
光
ノ
深
慮
弥
信
心
ヲ
モ
ヨ
フ

ス
物
也
抑
狩
獵
ノ
事
ハ
本
誓
ノ
如
ク
／
ハ
一
年
中
四
ヶ
度
各
三
ヶ
日
彼
此
十
二
ヶ

日
也
シ
カ
ル
ヲ
頭
人
氏
人
自
由
／
ノ
断
簡
ヲ
加
ヘ
テ
日
々
夜
々
在
々
所
々
恣
ニ
是

ヲ
行
フ
風
俗
變
」（
十
三
オ
）
化
澆
季
ノ
シ
カ
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ
豈
神
慮
ニ
叶
ハ
ン

ヤ
弥
能
々
是
ヲ
慎
／
ヘ
キ
物
カ
サ
テ
著
座
次
第
ハ
先
大
祝
樓
門
五
官
兩
神
役
下
﨟

右
廊

同

／
使
四
人
上
﨟

左
廊

并
一
族
氏
人
同
廊
二
行
三
行
ニ
膝
ヲ
重
ネ
テ
ナ
ミ
イ
タ
リ
／
盃
酌
三

獻
ノ
後
神
長
御
箸
ト
唱
ル
聲
ヲ
聞
テ
大
祝
御
箸
ヲ
机
ノ
飯
／
ニ
立
ツ
衆
人
是
ニ
随

フ
則
是
ヲ
徹
ス
一
會
畢
テ
松
明
ヲ
取
テ
各
／
退
散
ス
／
繪
有
之
／
今
夜
深
更
ニ
及

テ
御
室
ニ
歸
ル
穴
巣
始
終
ノ

段
ニ
ア
リ

先
萩
組
ノ
座
ニ
シ
テ
神
／
長
占
ヲ
行
フ
薄
ノ
穂
一
束
掌
ノ

内
ニ
持
奉
大
祝
對
シ
テ
誦
文
有
」（
十
三
ウ
）
リ
外
人
ニ
キ
カ
シ
メ
ス
重
半
ノ
点

ニ
付
テ
當
年
ノ
神
使
六
人
ヲ
差
定
／
ス
是
氏
人
ノ
巡
役
也
／
繪
有
之
／
同
十
七
日

神
殿
後
ニ
シ
テ
歩
射
神
事
有
リ
御
室
ノ
砌
ヲ
弓
場
ト
ス
／
大
祝
布衣

神
官
浄衣

氏
水
干

袴

著
坐

シ
テ
人
數
ヲ
相
ト
ヽ
ノ
フ
射
手
二
十
／
番
各
水
干
葛
袴
ヲ
著
ス
占
手
ヲ
ハ
神
長
紙
ノ

面
形

ヲ
モ
チ

イ

ル

小
弓
柳
小
矢
ヲ
／
ト
リ
テ
静
ニ
歩
ミ
ヨ
リ
的
黒
三

白
二

黒
眼
ヲ
射
ト
ヲ
ス
蚩
尤
カ
眼

ナ
ン
ド
ト
云
ヘ
／
ル
事
歟
射
禮
ヲ
ハ
リ
テ
饗
膳
有
リ
氏
人
ニ
オ
イ
テ
ハ
公
役
ノ
外

今
日
／
以
前
的
ヲ
射
ス
ト
云
此
謂
也
」（
十
四
オ
）
繪
有
之
／
二
月
十
五
日
ハ
下

宮
同
神
宮
寺
ニ
シ
テ
常
樂
會
舞
樂
有
リ
釋
尊
／
涅
槃
ノ
令
節
ヲ
迎
ヘ
テ
神
明
結
縁

ノ
大
會
ヲ
行
フ
／
四

（
朱
）二
カ

月
十
八
日
ハ
上
宮
ニ
シ
花
會
有
リ
兩
社
相
對
シ
テ
如
来
設

化
ノ
／
始
終
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
神
納
捧
物
饗
膳
等
左
右
ノ
頭
人
ノ
經
營
也
／
此
外
大

小
神
事
春
祭
ノ
外
七
十
餘
日
兩
社
同
日
同
會
也
此
一
會
／
時
節
不
同
ノ
間
別
ニ
是

ヲ
記
ス
當
社
ハ
春
秋
ノ
兩
宮
有
リ
春
ノ
／
宮
山
川
ノ
景
趣
花
樹
艶
色
時
ヲ
エ
テ
法

會
ノ
壮
観
ヲ
ソ
フ
」（
十
四
ウ
）
繪
有
之
／
二
月
晦
日
荒
玉
ノ
社
ノ
神
事
當
年
ノ

神
使
六
人
上
﨟
四
人

下
﨟
二
人

童
子
直
／
垂
ヲ
著
シ
テ
出
仕
饗
膳
ア
リ
頭
人
ノ
經
營
ナ
リ
是
則
正

月
一
日
ノ
／
御
占
ニ
任
テ
氏
人
ヲ
差
定
テ
其
子
孫
ノ
中
ニ
婚
姻
末
犯
ノ
童
男
／
ヲ

立
テ
来
月
初
午
以
前
三
十
ヶ
日
ノ
日
限
ヲ
點
シ
テ
面
々
新
造
／
ノ
假
屋
ヲ
カ
マ
ヘ

神
事
ヲ
初
ム
先
神
長
此
室
ニ
望
テ
御
作
神
ヲ
／
立
神
使
ノ
食
物
飯
酒
魚
鳥
ノ
上
分

ヲ
タ
ム
ケ
テ
日
々
行
水
散
供
祓
／
ノ
儀
嚴
重
ナ
リ
随
遂
禄
人
已
下
従
類
相
共
ニ
潔

齋
此
處
女
人
ノ
／
經
廻
ヲ
ト
ヽ
ム
若
觸
穢
ア
ル
時
ハ
此
神
必
タ
ヽ
リ
ヲ
ナ
ス
鳥
犬

ニ
到
マ
テ
／
其
罰
ヲ
被
ル
不
思
議
ノ
事
也
三
月
以
後
大
祝
ノ
左
右
ニ
随
ヒ
テ
明
」

（
十
五
オ
）
年
正
月
一
日
ニ
至
マ
テ
神
事
ヲ
取
行
フ
當
社
末
社
ノ
内
若
宮
児
宮
マ

／
シ
マ
ス
神
代
童
躰
ノ
ユ
エ
有
ル
事
等
ナ
リ
／
繪
有
之
／
祭
二
　
春
下
　
繪
攝
津

守
隆
昌
／
詞
青
蓮
院
二
品
親
王
尊
圓
御
筆
／
三
月
一
日
禩
十
三
ヶ
日
神
事
相
續
ス

當
年
ノ
神
使
六
人
立
テ
始
ム
／
先
始
ノ
午
ノ
日
下
﨟
二
人
外
ツ
縣
大
明

神
ヲ
ト
ラ
ス

立
テ
則
神
殿
之

巡
禮
三
反
ノ
後
今
／
夜
大
宮
ニ
マ
フ
テ
ヽ
外
ノ
諏
方
郡
ニ
發
向
ス
勝
劣
異
ナ
リ
ト

イ
ヘ
ト
モ
／
其
儀
式
酉
日
ノ
大
會
ニ
見
エ
タ
リ
末
日
所ト

コ

末マ
ツ

戸ト
ノ

社
ヤ
シ
ロ

十
二
所

第

一

神
事
假
屋
」

（
十
五
ウ
）
ヲ
カ
マ
ヘ
テ
稻
穂
ヲ
積
テ
其
上
ニ
皮
ヲ
敷
テ
大
祝
布衣

ノ
坐
ト
ス
神
使

四
人
上
﨟

直
垂

／
五
官
浄衣

平
坐
ニ
付
テ
盃
酌
三
獻
ノ
後
御
室
ニ
歸
リ
マ
イ
ル
稻
穂
ヲ
ト
ル

／
事
天
子
大
嘗
會
ノ
時
此
禮
有
神
代
定
テ
故
ア
ル
事
ニ
ヤ
申
日
人
屋
／
神
事
コ
ト

シ
ケ
キ
ニ
ヨ
リ
テ
是
ヲ
略
ス
／
繪
有
之
／
酉
日
神
使
四
人
上
﨟
御
立
御
神
殿
神ガ
ウ

原バ
ラ

廊
ニ
シ
テ
神
事
饗
膳
ア
／
リ
禽
獣
ノ
高
モ
リ
魚
類
ノ
調
味
美
ヲ
盡
ス
今
日
堂
上
堂

下
郭
外
ノ
儀
／
式
計
會
ス
所
持
ノ
榊
髪
筋
一
兩
ヲ

ツ
ケ
タ
リ

面
々
ニ
是
ヲ
献
ス
神
長
ト
リ
調
テ
／
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一
束
ニ
結
合
セ
テ
御
枝
ト
号
シ
テ
是
ヲ
サ
ヽ
ク
亦
御
寶
大
鈴
ノ

コ
ト
シ

錦
ノ
」（
十
六
オ
）
袋

ニ
納
テ
鎖
ニ
懸
ク
次
ニ
新
神
使
二
人
内
縣
著
坐
上
介
獨
起
テ
大
祝
／
ノ
前
ニ
蹲
踞

大
祝
玉
鬘

カ
ツ
ラ

藤
白
波
結
テ
神
使
ノ
頸
ニ
懸
ク
神
ノ
長
御
杖
／
ヲ
カ
サ
リ
神
使
ニ
ワ
タ

ス
神
使
コ
ト
サ
ラ
手
ヲ
カ
ク
従
人
是
ヲ
助
テ
本
坐
ニ
歸
／
リ
下
介
前
ニ
同
シ
小
懸

二
人
進
退
亦
如
此
コ
ノ
間
ニ
神
使
ノ
鞍
馬
ヲ
／
ヒ
キ
ク
タ
シ
盃
酌
出
ヌ
レ
ハ
四
人

共
ニ
庭
上
ニ
立
ツ
巫
女
等
介
錯
大
祝
／
同
ク
出
テ
相
フ
彼
是
床
子
ニ
付
ク
大
祝
言

ヲ
ヨ
ミ
ア
ク
口
傳

ア
リ

神
使
口
マ
／
ネ
ヲ
ス
其
後
御
手
拂
手
　
ヲ

タ
ヽ
ク

群
集
ノ
緇
素
悉
是
ニ
随
フ

其
聲
／
シ
ハ
ラ
ク
ヤ
マ
ズ
内
外
ノ
龍
蹄
驚
動
ス
シ
ツ
マ
リ
テ
後
神
使
皆
馬
ニ
乗
／

リ
打
立
此
時
神
長
酒
ヲ
馬
上
ニ
捧
ク
柏
葉
ヲ
閉

テ
盃
ト
ス

神
使
各
四
度
是
ヲ
」（
十
六
ウ
）
ウ
ク

片
柏
ト

号

ス

其
後
出
門
御
門
屋

ト
号
ス

漸
黄
昏
ニ
及
テ
内
縣
小
縣
二
手
／
各
松
明
ヲ
ト
リ
テ
樂
ヲ
奏
シ

テ
神
殿
郭
外
ヲ
逆
廻
ル
御
杖
賀
主
役

騎

馬

／
御
寶
或
ハ
御
杖
ニ
付

或
ハ
別
ニ
モ
ツ

前
後
親
昵
有
縁
ノ
一
族
氏
人
等

歩
行
ニ
テ
扈
従
／
ス
後
騎
禄
人
宮
仕
鳥
居
ノ
下
ニ
マ
ウ
ケ
マ
ツ
／
繪
有
之
／
神
殿

旋
繞
座
次
ニ
随
テ
不
同
ナ
リ
小
縣
二
反
ノ
後
上
原
ニ
宿
シ
テ
／
東
山
ヲ
ヘ
テ
下
宮

ニ
至
ル
同
縣
一
反
ノ
後
千
野
ニ
宿
シ
テ
郡
内
南
／
方
境
ニ
到
ル
三
道
巡
禮
共
ニ
山

路
ヲ
ヘ
テ
往
行
三
日
五
日
ヲ
送
ル
／
廻
神
ト
稱
シ
テ
村
民
是
ヲ
拜
ス
戌
亥
子
三
ヶ

日
ノ
神
原
并
人
」（
十
七
オ
）
屋
ノ
神
事
亦
是
ヲ
略
ス
丑
日
先
峯
ノ
多
々
エ
其
後

前
宮
ノ
神
事
／
神
使
二
手
外
懸

内
懸

御
シ
ツ
マ
リ
落
花
風
ニ
ヒ
ル
カ
ヘ
リ
山
路
雪
ヲ
フ
ム

職
／
掌
鞍
馬
金
銀
ノ
荘
嚴
無
雙
ノ
見
物
也
／
繪
有
之
／
寅
日
御
祭
祭
大
宮
國
司
使

祭
使
ト

号
冠
帶

在
廳
官
人
浄
衣

水
干

等
ヲ
引
卒
シ
テ
／
宮
中
正
面
ノ
廊
ニ
著
坐
前
行
ノ
官
人
鳥
居
ノ

内
右
ノ
廊
ニ
著
ク
則
／
神
物
ヲ
奉
ル
當
所
ノ
神
馬
金
銀
絹
布
等
ナ
リ
次
前
行
ノ
在

廳
四
‐
人
／
池
廊
ニ
望
テ
大
刀
ヲ
ヌ
キ
テ
四
角
ニ
立
テ
一
曲
ヲ
カ
ナ
ツ
亦
在
廳
大

祝
ニ
對
／
シ
テ
幣
帛
ヲ
捧
ク
訖
テ
本
坐
ニ
歸
リ
付
ク
此
時
大
祝
ト
祭
使
」（
十
七

ウ
）
ト
對
座
盃
酌
ノ
後
共
ニ
退
出
ス
又
今
日
小
縣
神
使
歸
參
六
人
共
ニ
會
／
合
ス

次
ニ
神
原
神
事
明
日
ノ
射
手
ヲ
サ
タ
ム
／
繪
有
之
／
卯
日
祝
日
射
禮
弓
場
歩
射
ノ
同
所

去
夕
御
室
ヲ
徹
ス

大

祝
已
下
神
官
神
使
射
手
等
／
著
座
饗
膳
ノ
儀
歩
射
ノ
時
ニ
同
シ
勝
負
次
第
聊
差
別

有
人
數
／
皆
參
ノ
後
手
ク
ミ
ノ
散
状
一
反
ヨ
ミ
ワ
タ
ス
其
後
次
第
ヲ
守
リ
テ
左
右

／
番
々
立
合
人
數
不
定
也
器
用
ヲ
ヱ
ラ
フ
終
日
ヲ
限
ル
三
番
五
番
亦
不
／
同
ナ
リ

一
會
終
テ
後
負
ノ
方
ハ
髪
ヲ
ミ
タ
サ
ル
顔
ニ
墨
ヲ
ヌ
ラ
ル
亂
舞
／
興
宴
ノ
後
弓
親

立
テ
重
テ
雌
雄
ヲ
决
ス
カ
キ
ヲ
ト
シ
ノ
矢
ト
号
ス
前
」（
十
八
オ
）
ノ
勝
又
負
ト

ナ
ル
兩
方
行
事
持
ト
稱
ス
弓
箭
ノ
道
ツ
イ
ニ
和
睦
ノ
儀
／
ヲ
表
ス
ル
ナ
リ
／
繪
有

之
／
辰
日
先
祢
宜
送
ノ
儀
有
リ
禰
宜
ノ
私
宅
ニ
シ
テ
饗
膳
如
常
神
事
／
以
後
刑
罰

ヲ
行
フ
面
縛
ノ
儀
ヲ
表
シ
テ
繩
ヲ
人
ノ
頭
ニ
カ
ク
次
ニ
神
使
／
六
人
庭
上
ニ
シ
テ

宇
壺
ヲ
左
ニ
付
テ
著
坐
神
官
等
同
坐
三
獻
ノ
後
打
立
／
テ
野
焼
ニ
趣
ク
大
祝
神
官

ノ
外
氏
人
水干

本
人
數
ヲ
卒
シ
テ
大
宮
ノ
前
／
ヲ
ヘ
テ
北
ノ
鳥
居
ノ
一
妙
山
ノ
鼻
ヨ

リ
野
火
ヲ
放
テ
野
焼
ノ
社
ニ
到
ル
御
／
子
村
小
笠
懸
有
リ
行ム

カ

騰バ
キ

ノ
上
ニ
征
矢
ヲ
付

射
禮
畢
ヲ
馬
上
ニ
シ
テ
」（
十
八
ウ
）
三
献
盃
ヲ
右
ニ
取
テ
左
ニ
落
ス
鹿
ノ
折
骨

ヲ
下
宮

所
役

モ
テ
肴
ト
ス
歸
路
万
／
歳
ヲ
ウ
タ
フ
次
ニ
馬
ヲ
馳
テ
時
ノ
コ
ヱ
ヲ
ア
ク
戦
場

淂
和
ノ
禮
ヲ
表
ス
／
ル
ヲ
ヤ
／
繪
有
之
／
巳
ノ
日
新
申
先
大
宮
ニ
詣
テ
饗
膳
有
リ

神
原
ニ
到
テ
亦
神
事
／
ア
リ
大
祝
以
下
神
及
神
使
氏
人
小
々
神
殿
ノ
酒
倉
ニ
◦

〇
入
テ

萩
ヲ
モ
チ
テ
／
鹿
ノ
折
骨
ヲ
焼
テ
肴
ト
ス
神
使
六
人
歌
ヲ
ウ
タ
ヒ
テ
歸
路
ニ
高
石

上
ニ
／
於
テ
塩
水
ヲ
ソ
ヽ
キ
テ
人
ヲ
キ
ヨ
ム
雅
樂
役
次
ニ
夜
ニ
入
テ
大
祝
ト
内
玉

殿
ニ
／
詣
テ
寶
殿
ヲ
開
テ
神
寶
ヲ
出
ス
諸
人
競
テ
拜
見
ス
八
叫
ノ
鈴
眞
」（
十
九

オ
）
澄
鏡
御
鞍
轡
ナ
リ
氏
人
外
影
ヲ
鏡
ニ
ウ
ツ
サ
ス
午
日
磯
並
幡
サ
シ
ノ

明
神
ト
号

／
神
事
彼
社

ノ
拜
殿
ニ
シ
テ
饗
膳
如
常
歩
射
二
十
番
切
的
ヲ
用
ル
／
歸
路
ニ
草
花
ヲ
結
ヒ
テ
ツ

レ
カ
ラ
ト
シ
テ
人
コ
ト
ニ
頭
ニ
カ
ケ
テ
家
ニ
カ
ヘ
ル
／
繪
有
之
／
祭
第
三
夏
上
　

繪
隆
盛
／
詞
久
我
内
大
臣
家
筆
／
四
月
朔
日
一
三
日
神
事
饗
膳
如
常
同
七
日
大
宮
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ニ
シ
テ
花
會
／
ヲ
右
頭役

行
フ
舞
樂
ア
リ
大
祝
束帶

神
官
浄
衣
神
使
赤
袍
氏
人
水
干

袴

／
左
右
頭

人
浄
衣
社
僧
法
眼
著
坐
次
第
如
常
饗
膳
已
後
ハ
神
物
」（
十
九
ウ
）
ヲ
引
ク
大
祝
ノ

分
劔
弓
征
箭
沓
行
騰

（
縢
カ
）

鞍
馬
総鞦

引
副
◦
〇
并
ニ

餝
馬
／
等
也
其
外
神
官
社
僧
七
拾
余
人
ニ

鞍
馬
兵
具
絹
布
等
ヲ
分
配
ス
／
次
ニ
頭
人
奉
幣
ス
膝
突
神
物
銀
劔
絹
布

白
紙
散
供

廣
蓋
ニ
入
テ
寶

前
ニ
奉
ル
／
亦
樓
門
前
ノ
廊
ニ
於
テ
舞
樂
有
リ
都
鄙
ノ
伶
人
會
合
ス
舞
／
訖
テ
左

右
ノ
舞
師
禄
ヲ
賜
フ
絹
一
領
ナ
リ
其
後
貴
賤
退
散
ス
／
繪
有
之
／
八
日
同
會
左頭

神

宮
寺
ニ
シ
テ
法
會
舞
樂
有
リ
兼
テ
高
座
二
脚
ヲ
／
外
陳
ニ
迎
立
テ
法
華
講
論
ア
リ

亦
百
種
十
物

十

棟
物
ヲ
堂
前
中
央
／
ノ
間
ニ
積
ミ
置
ク
大
祝
以
下
神
官
両
頭
人
皆
同
廊

ニ
著
ス
引
物
」（
二
十
オ
）
ノ
員
數
昨
日
ノ
如
ク
左
右
棧
敷
内
外
ノ
衆
人
一
山
衆

ニ
充
滿
ス
先
／
大
行
道
有
リ
衆
徒
法眼

児
童
水干

以
上
花
筥
モ
ツ
伶
人
樂
器
ヲ
シ
タ
／
カ

ヘ
タ
リ
亦
両
頭
人
左
ハ
花
筥
ヲ
捧
ケ
右
ハ
薪
ヲ
モ
チ
テ
旋
繞
ス
従
／
類
濟
ニ
相
随

フ
樂
屋
乱
聲
ヲ
奏
シ
舞
樂
秘
曲
ヲ
盡
ス
終
日
／
ノ
儀
也
其
際
酒
宴
ヲ
菜魚

以
テ
珍
ト

ス
晩
ニ
及
テ
児
童
二
人
左
／
右
ノ
樂
屋
ヲ
出
テ
頭
役
下
符
ヲ
捧
テ
大
祝
ノ
前
ニ
到

ル
氣
色
ヲ
／
伺
テ
頭
人
ノ
代
官
ニ
ワ
タ
ス
左
右
ノ
舞
師
禄
ヲ
給
テ
退
下
ス
嚴
重
／

氷
雪
ノ
境
ナ
レ
ハ
残
花
ノ
艶
春
ヲ
留
テ
山
中
寺
社
ノ
景
趣
尤
幽
竒
／
也
」（
二
十

ウ
）
繪
有
之
／
十
五
日
神
事
領
家
ノ
所
役
ト
シ
テ
當
郡
ノ
貢
ニ
ア
ツ
ル
所
也
恒
例

ノ
／
朔
望
ニ
ハ
コ
ト
也
今
日
故
別
會
等
ア
リ
流
鏑
馬
十
番
郡
内
列
卿
／
ノ
役
田
樂

十
二
人
御
子
村
八
騎
已
上
一
二
ノ
鳥
居
ノ
中
間
ヲ
馬
場
／
ト
ス
各
行
粧
神
妙
也
亦

相
撲
二
十
番
雌
雄
ニ
ツ
キ
テ
禄
布
ヲ
／
賜
フ
／
繪
有
之
／
二
十
七
日
矢
﨑
祭
饗
膳

以
下
ト
ヽ
ノ
フ

（
ヲ
カ
）

リ
テ
後
野
火
ヲ
ア
ク
煙
ヲ
見
テ
各
／
大
年
ノ
宮
ニ
詣
大
祝
布
衣
假

屋
ニ
ア
リ
其
外
詞
官
氏
人
皆
芝
居
ニ
著
坐
」（
二
十
一
オ
）
カ
ネ
テ
數
枚
楯
ヲ
立

ナ
ラ
フ
軍
■
陣
發
向
ノ
儀
式
ナ
リ
盃
酌
已
後
犬
追
／
物
人
數

不
同

次
ニ
御
座
處
ノ
宮
ニ
詣

ヅ
座
席
先
ノ
如
シ
神
事
饗
膳
畢
テ
大
／
草
ヲ
ト
ル
五
月
會
參
詣
ノ
人
數
ヲ
ア
ヒ

ト
ヽ
ノ
フ
ル
儀
也
／
繪
有
之
／
五
月
二
日
御
狩
押
立
進
發
行
列
如
常
宮
川
ノ
高
橋

ヲ
渡
テ
前
／
行
旗
二
流
左
穀
ノ

葉
右
白

雅
樂
黄
衣
ニ
行
騰
（
縢
カ
）

ヲ
ハ
キ
テ
是
ヲ
サ
ス
次
ニ
五
／
官

布
衣

浄
衣

六
神
使
赤衣

以
上
下
﨟
ヲ
サ
キ
ト
ス
引
馬
數
拾
匹
此
ヲ
引
次
／
大
祝
穀
葉
藍
摺
鷹
羽
箟
矢
菅
笠

同
行
騰
垂
迹
ノ
行
粧
ヲ
表

ス
ル

ナ
リ

後
騎
氏
人
水
干
折
烏
帽

子
狩
装
束

歩
行
／
僮
僕
濟
々
タ
リ
力
者
二
人
ヲ
相
具
シ
テ
柄
長
ノ
柄
杓

并
ニ
引
目
ヲ
」（
二
十
一
ウ
）
モ
タ
シ
ム
中
間
雜
色
數
多
酒
室
ノ
社
前
ニ
至
ル
此

処
ニ
シ
テ
三
頭
對
／
面
ノ
礼
ヲ
ナ
ス
其
後
長
峯
山
ニ
登
ル
其
勢
相
列
ナ
レ
リ
亦
狩

集
會
／
大
栢
木
ニ
シ
テ
宇
津
保
ニ
改
メ
テ
二
流
ノ
旗
ヲ
守
リ
テ
左
右
ニ
相
分
テ
夏

／
野
ノ
草
ノ
中
ニ
シ
テ
所
々
ニ
狩
人
散
乱
ス
臺
弖
良
山
ニ
テ
鹿
ヲ
出
シ
／
テ
面
々

是
ヲ
射
ル
四
日
ニ
至
ル
マ
テ
三
ケ
日
ノ
儀
式
也
其
間
或
ハ
宅
ニ
歸
リ
／
或
ハ
山
ニ

留
リ
テ
狩
獵
ヲ
致
ス
サ
シ
モ
堪
能
ノ
輩
數
百
騎
ニ
及
ト
云
ヘ
ト
モ
／
矢
ニ
ア
タ
ル

鹿
両
三
ニ
ス
キ
ス
諏
方
野
ノ
鹿
ニ
ア
ナ
ア
リ
ト
云
古
老
ノ
詞
有
リ
／
業
深
有
性
ノ

本
誓
ニ
ヨ
レ
ル
ニ
ヤ
尤
貴
フ
ヘ
シ
／
繪
有
之
」（
二
十
二
オ
）
祭
第
四
夏
下
　
繪

隆
盛
／
詞
　
久
我
内
大
臣
家
／
同
五
日
朝
本
社
ノ
祭
礼
五
月
會
頭
ト
号
ス
大
小
神

官
氏
人
著
坐
／
面
々
饗
膳
ヲ
マ
ウ
ケ
引
キ
物
有
リ
是
左
頭
ノ
經
營
也
先
大
祝
ノ
分

／
銀
劔
弓
征
箭
行
騰

（
縢
カ
）
沓
鏡
長
持
鞍
馬
二
匹
銀
鞍

貝
鞍

引
副
二
匹
例
／
禄
布
等
也
其
外
五

官
六
人
神
使
ニ
ハ
各
鞍
馬
銀
劔
両
種
也
巫
／
女
人
別
ニ
装
束
ヲ
賜
フ
裳
唐
衣
鈴
懸

帯
小
袖
帷
等
也
雅
樂
／
十
人
ニ
ハ
黄
衣
社
僧
二
十
五
人
ニ
ハ
白
布
員
數
不
同
也
鞍

馬
等
官
／
職
ニ
依
テ
是
ヲ
加
面
々
従
人
徹
シ
テ
出
」（
二
十
二
ウ
）
繪
有
之
／
同

夕
本
社
ヨ
リ
馬
場
ノ
廊
ヘ
ワ
タ
ル
行
列
如
常
彼
所
ノ
饗
膳
引
物
／
大
宮
ノ
儀
ニ
同

シ
右
頭
人
經
営
也
同
六
日
流
鏑
馬
ノ
頭
別
人

ノ
役

同
廊
／
ニ
シ
テ
饗
膳
引
物
昨
日
ノ
如
シ

両
日
三
座
神
物
役
人
等
自
他
ツ
ヽ
／
キ
タ
ル
カ
ス
〳
〵
引
連
レ
タ
ル
龍
蹄
モ
ヲ
ヒ

タ
ヽ
シ
ク
ソ
見
エ
ケ
ル
次
十
三
／
騎
馬
場
ヲ
ア
ク
水
干
紅
葉
色
ヲ
交
エ
金
銀
ノ
付

物
日
月
ノ
光
ヲ
ミ
カ
／
キ
草
樹
ノ
花
ヲ
カ
タ
ト
ル
服
餝
美
麗
サ
カ
リ
ナ
ル
見
物
也



� The�Global�Management�of�Nagano,�Vol.4

－68－

當
色
僮
僕
／
ノ
行
粧
弓
袋
サ
シ
ノ
甲
冑
マ
テ
モ
心
ヲ
ツ
ク
シ
テ
調
ヘ
タ
リ
馬
場
ス

／
エ
ニ
至
リ
テ
長
廊
ノ
ウ
シ
ロ
ヲ
ヘ
テ
馬
ハ
モ
ト
ニ
廻
リ
装
束
ヲ
改
メ
テ
」（
二

十
三
オ
）
ヤ
フ
サ
メ
ヲ
射
ル
先
三
頭
人
次
テ
氏
人
已
上
當
色
的
ヲ
立
ツ
次
大
／
祝

ノ
分
雅
樂
的
ヲ
タ
ツ
弓
箭
ノ
藝
射
禮
ノ
曲
面
ニ
譜
代
ノ
練
習
左
／
右
ニ
ア
タ
ハ
ス

亦
射
禮
ニ
並
ヘ
テ
相
撲
二
十
番
有
リ
占
手
左
右
ノ
頭
／
人
ノ
分
供
御
ノ
輩
役
ニ
随

フ
其
外
ハ
散
在
ノ
國
民
等
也
雌
雄
ニ
付
テ
／
毎
度
禄
布
ヲ
賜
フ
次
ニ
著
坐
ノ
仁
等

悉
水
干
脱
テ
山
ノ
如
ク
積
／
置
テ
當
日
ノ
奉
行
人
道
々
ノ
輩
ニ
ワ
カ
チ
與
フ
白
拍

子
御
子
田
／
樂
児
師
猿
樂
乞
食
非
人
盲
聾
病
痾
ノ
類
游
手
浮
食
／
ノ
族
稲
麻
竹
葦

ノ
如
ク
ニ
来
集
テ
相
争
其
躰
比
興
也
是
モ
／
與
物
結
縁
ノ
隨
一
ナ
ル
ベ
シ
」（
二

十
三
ウ
）
繪
有
之
／
六
月
朔
日
望
ノ
同
日
廿
日
臨
時
ノ
祭
ヤ
フ
サ
メ
十
番
地
事
シ

ゲ
／
ケ
レ
ハ
略
之
廿
七
日
月
ノ
大
小
ニ
依

テ
延
促
ア
リ

御
作
田
ノ
狩
押
シ
立
テ
秋
尾
／
澤
狩
集
山
上
ノ

狩
倉
ヲ
ヽ
ス
廿
九
日
ニ
至
マ
テ
三
ヶ
日
ノ
儀
五
月
／
會
ニ
同
シ
／
繪
有
之
／
晦
日

田
植
藤
島
社
ノ
前
ニ
シ
テ
此
ノ
儀
有
リ
大
祝
ノ
外
神
官
／
男
女
衣
服
ヲ
刷
テ
此
處

ニ
望
ム
雅
樂
農
具
ヲ
帶
シ
テ
田
ヲ
／
カ
ヘ
ス
五
官
ヲ
行
事
ト
シ
巫
女
ヲ
早
乙
女
ト

ス
職
掌
土
皷
ヲ
取
」（
二
十
四
オ
）
拍
子
ヲ
ウ
チ
笛
ヲ
吹
キ
サ
ヽ
ラ
ヲ
ト
ツ
テ
歌

舞
ス
ヲ
ホ
ヌ
サ
ナ
カ
ス
河
邉
ノ
ミ
ソ
ニ
ハ
サ
マ
リ
ワ
リ
タ
ル
今
日
ノ
神
事
イ
ト
メ

ツ
ラ
也
卅
日
ヲ
ヘ
テ
熟
秘
／
ト
成
ラ
八
月
一
日
神
供
ニ
備
當
社
竒
特
ノ
其
一
也
抑

コ
ノ
藤
島
／
明
神
ト
申
ス
ハ
尊
神
垂
迹
ノ
昔
洩
矢
ノ
悪
賊
神
居
ヲ
サ
マ
タ
ケ
ン
／

ト
セ
シ
時
洩
矢
鐵
ノ
輪
ヲ
持
シ
テ
ア
ラ
ソ
ヒ
明
神
ハ
藤
ノ
枝
ヲ
取
／
リ
テ
是
レ
ヲ

伏
シ
賜
フ
終
ニ
邪
輪
ヲ
降
シ
テ
正
法
ヲ
興
ス
明
／
神
誓
ヲ
發
シ
テ
藤
枝
ヲ
ナ
ケ
賜

ヒ
シ
カ
ハ
則
根
ヲ
サ
シ
テ
枝
葉
／
ヲ
サ
カ
ヘ
花
蘂
ア
サ
ヤ
カ
ニ
シ
テ
戦
場
ノ
シ
ル

シ
ヲ
萬
代
ニ
残
ス
藤
／
島
ノ
明
神
ト
号
ス
ル
此
ユ
ヘ
也
」（
二
十
四
ウ
）
繪
有
之

／
當
郡
ノ
湖
上
ニ
炎
暑
ノ
比
風
靜
ナ
ル
日
鯉
馳
ト
云
フ
漁
舟
／
有
鯉
魚
ヲ
イ
ト
ル

事
也
他
國
ニ
ハ
タ
ク
ヒ
マ
レ
ナ
ル
ヲ
ヤ
必
神
事
ノ
／
法
則
ニ
ア
ラ
ネ
ト
モ
神
官
氏

人
納
凉
ノ
船
遊
シ
テ
祭
禮
ノ
饗
／
膳
ニ
タ
ム
ク
其
躰
ツ
リ
■フ

ネ
數
艘
多
少
不
同
ヲ

流
二
ク
ミ
ツ
ラ
ネ
テ
堪
／
能
ノ
射
手
一
面
ニ
タ
チ
ワ
タ
ル
矢
筈
ヲ
取
テ
是
ヲ
マ
ツ

ニ
左
右
ニ
鵜
／
繩
ヲ
ツ
ケ
其
ノ
繩
手
ヲ
引
テ
小
舟
二
艘
サ
キ
タ
チ
カ
コ
ミ
ヲ
ヒ
ロ

ク
ナ
シ
／
魚
ヲ
コ
メ
テ
沖
ヨ
リ
汀
ヲ
サ
シ
テ
漕
ワ
タ
レ
ハ
其
ノ
中
魚
類
恐
レ
／
テ

彼
繩
ヲ
コ
エ
ン
ト
遠
海
ニ
ナ
リ
ユ
ケ
ハ
両
方
ノ
繩
ノ
ハ
シ
ヲ
陸
地
」（
二
十
五
オ
）

ニ
取
ア
ク
奉
行
ノ
老
少
是
ヲ
ウ
ケ
ト
リ
テ
引
寄
ス
レ
ハ
鯉
魚
タ
／
エ
ス
シ
テ
水
上

ニ
ヲ
ト
ル
其
ノ
時
面
々
射
手
矢
先
ヲ
整
テ
此
ヲ
射
ル
十
／
カ
八
九
ハ
矢
ア
タ
リ
テ

波
上
ニ
ウ
カ
フ
串
ニ
サ
ス
カ
如
ク
シ
テ
取
リ
ア
ク
／
自
船
中
ニ
飛
入
ル
魚
ナ
ト
モ

ア
リ
是
則
上
下
末
社
小
坂
ノ
鎮

守
濱
南
宮

ノ
中
間
／
津
々
浦
々
ノ
ワ
サ
興
ア
ル
風
情
也
見
物
ノ
男

女
屋
形
船
ヲ
漁
舟
／
ニ
コ
キ
ナ
ラ
ヘ
テ
遊
宴
ス
水
上
ノ
射
禮
ハ
延
暦
ノ
昔
尊
神
化

現
ノ
／
竒
特
也
上
古
風
末
代
ニ
モ
残
レ
ル
ヲ
ヤ
逆
縁
化
導
和
益
ニ
ハ
モ
レ
シ
／
若

シ
此
理
ヲ
シ
リ
ナ
ハ
龍
門
三
級
ノ
飛
揚
モ
ヨ
シ
ナ
カ
ル
ヘ
キ
事
也
／
繪
有
之
」（
二

十
五
ウ
）
祭
第
五
秋
上
　
繪
　
和
泉
守
郊
貞
法
師
法
名

通
暁

七
月
朔
旦
本
／
社
ノ
饗
膳
常

ノ
如
ク
シ
同
日
下
社
ノ
御
移
徒
ナ
リ
春
ノ
宮
ヨ
リ
秋
／
ノ
宮
ヘ
神
幸
ア
リ
先
師
子

狛
犬
次
ニ
相
撲
ノ
人
形
ヲ
歩
行
ノ
神
／
人
折
烏
帽

子
水
干

肩
ニ
ノ
セ
テ
前
行コ
ウ

ス
次
御
子
村
ヒ
レ
ヲ

サ

ス

次
御
弓
鏑
／
御
劔
納
錦
袋
職
掌
二
人
淨
衣
是
ヲ
サ
ヽ
ク
次
ニ
長
櫃
一
合
師
シ
メ
ヲ

ヒ

ク

／
諸

役
先
ノ
如
シ
亦
参
詣
ノ
數
輩
合
力
シ
テ
第
一
ヲ
カ
キ
奉
ル
／
次
五
官
淨
衣
高
家
祝

布
衣
下
﨟
ヲ

サ
キ
ト
ス

次
ニ
大
祝
布衣

後
騎
氏
人
歩
行
／
ノ
僮
僕
濟
ニ
タ
リ
中
條
ノ
宿
神
殿
ノ
北
門
ヲ

ヘ
テ
秋
宮
ニ
到
次
ニ
／
渡
物
鉾
山
有
其
後
犬
追
物
例
ノ
儀
ア
リ
七
夕
本
社
饗
」（
二

十
六
オ
）
膳
穀
葉
ヲ
以
テ
至
要
ト
ス
社
ノ
砌
ナ
ル
硯
石
ノ
上
ニ
モ
ヲ
ク
常
儀
異
／

ナ
リ
望
日
盂
蘭
盆
ニ
ヨ
リ
テ
神
事
ナ
シ
歸
佛
ノ
儀
炳
焉
ナ
ル
物
ヲ
ヤ
／
繪
有
之
／

廿
六
日
小
ノ
月
御
社
山
登
リ
マ
シ
大
祝
神
殿
ヲ
出
テ
先
前
宮
／
溝
上
ノ
両
社
ヘ
詣
テ
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後
進
發
ノ
儀
式
ア
リ
神
官
行
粧
騎
／
馬
ノ
行
列
五
月
會
ニ
同
シ
御
旗
二
流
ノ
外
御

札
十
三
所
神
名
帳
銅
ノ

札
ヲ
鉾
ニ
付
ケ
タ
リ

／
ヲ
ソ
加
フ
神
長
是
ヲ
サ
ス
先
陣
既
ニ
酒
室
ノ
社
ニ
至
ル
神
事
饗
／

膳
ア
リ
亦
神
物
鞍
馬
武
具
是
ヲ
ヒ
ク
別
頭
役
色
衆
小
頭
ニ
同
シ
／
三
獻
ノ
後
雅
樂

大
草
薄
穂
ヲ
ト
ル
群
集
ノ
人
數
ヲ
等
數
ス
ル
義
ア
リ
」（
二
十
六
ウ
）
繪
有
之
／
酒

室
神
事
畢
テ
長
峯
へ
打
登
リ
テ
行
々
山
野
ヲ
狩
必
神
事
／
ノ
法
側
ニ
非
ト
云
ヘ
ト

モ
鷹
ナ
ト
ス
ヘ
テ
使
フ
物
モ
ア
リ
禽
獣
ヲ
立
テ
射
／
取
ル
者
モ
ア
リ
漸
晩
頭
ニ
及

テ
物
見
シカ
テ
岡
ニ
至
ル
見
物
ノ
緇
素
／
群
集
ス
サ
テ
大
鳥
居
ヲ
過
ル
時
ハ
一
騎

ツ
ヽ
声
ヲ
カ
ケ
テ
ト
ヲ
ル
前

宮
（
朱
ク
ワ
ン
イ
）
／
男
女
ノ
部
類
乗
輿
騎
馬
ノ
類
前
後
ニ
ツ
ヽ

キ
テ
櫛
ノ
歯
ノ
如
シ
取
ワ
キ
諸
／
國
參
詣
ノ
輩
伎
藝
ノ
族
七ナ

ヽ

◦
深ミ

山
ヨ
リ
群
集
シ

テ
一
山
ニ
充
満
ス
今
夜
參
／
著
ノ
貴
賤
面
々
信
ヲ
起
シ
掌
ヲ
合
テ
祈
念
ス
諸
道
ノ

輩
衆
ニ
藝
ヲ
施
ス
／
亦
乞
食
非
人
此
處
ニ
集
ル
參
詣
ノ
施
行
更
ニ
隙
ナ
シ
都
鄙
ノ

高
容
」（
二
十
七
オ
）
處
々
ニ
市
ヲ
ナ
ス
盗
賊
退
治
ノ
爲
ニ
社
家
警
固
ヲ
致
ス
巡

人
ノ
甲
士
晝
夜
／
ヲ
コ
タ
ラ
ス
／
繪
有
之
／
廿
七
日
早
旦
二
ノ
御
手
倉
大
祝
以
下

大
小
神
官
榊
ヲ
捧
テ
山
宮
ニ
詣
ス
／
去
夜
ヨ
リ
所
々
ノ
神
樂
鉦
鼔
ノ
音
巫
女
カ
詫

宣
相
續
シ
テ
カ
マ
ヒ
ス
シ
／
亦
散
供
打
マ
キ
積
物
雨ア

メ

ノ
足
ノ
如
シ
下
向
ノ
後
四
ツ

御
庵
ノ
前
ニ
テ
大
／
祝
御
手
拂
衆
人
展
轉
シ
テ
是
ニ
随
フ
山
谷
響
ヲ
傳
ヘ
馳
馬
頻

ニ
驚
／
ク
次
ニ
恒
例
ノ
饗
膳
畢
テ
後
揚
馬
場
打
立
服
錺
鞍
馬
ノ
美
麗
五
月
／
會
ニ

超
過
セ
リ
人
數
ハ
時
ニ
随
テ
不
定
也
古
ハ
百
騎
計
近
来
ハ
僅
ニ
二
三
」（
二
十
七

ウ
）
十
騎
ナ
ト
ニ
減
少
ス
然
而
神
官
氏
人
ノ
外
ニ
諸
人
随
意
ノ
行
粧
前
／
後
連
續

ノ
儀
式
比
類
ナ
シ
／
次
ニ
御
狩
發
向
ノ
次
第
奥
巻
ニ
見
エ
タ
リ
／
廿
八
日
神
事
法

例
昨
日
ノ
如
シ
其
外
御
狩
歸
晩
ニ
及
テ
左
ノ
頭
人
饗
膳
／
ヲ
マ
ウ
ケ
神
物
色
々
鞍

馬
御
贄
等
引
ク
色
數
式
目
ノ
如
シ
芝
居
列
／
座
ノ
次
第
祭
場
廣
博
也
事
々
啓
白
ノ

奉
幣
御
神
樂
ヲ
奉
リ
テ
／
後
頭
人
退
散
ス
／
廿
九
日
祭
禮
ノ
条
々
亦
昨
日
ニ
同
シ

御
狩
歸
ハ
右
頭
人
經
營
ナ
リ
／
盃
酌
ノ
後
矢
抜
ア
リ
雅
樂
ニ
仰
テ
狩
人
ノ
中
ニ
鹿

ノ
射
手
ヲ
召
出
シ
」（
二
十
八
オ
）
テ
尖
リ
矢
ヲ
尾
花
ヲ
取

副
タ
リ

給
フ
大
鹿
分
八
中
鹿
分
六
妻
鹿

分
四
鹿
子
猪
鹿
各
三
ナ
リ

是
ヲ
取

テ
再
拜
シ
／
テ
退
出
當
座
儀
式
尤
眉
目
タ
リ
亦
相
撲
二
十
番
ア
リ
占
手
供
御
／
ナ

リ
右
左
頭
人
雌
雄
ヲ
决
ス
兩
方
ノ
介
錯
確
執
ノ
類
也
社
司
是
／
ヲ
制
ス
亦
今
日
ノ

水
干
脱
来
集
ノ
輩
ニ
分
チ
ア
タ
フ
ル
事
其
數
五
／
月
會
ニ
倍
増
ス
／
繪
有
之
／
祭

第
六
秋
下
　
繪
　
郊
貞
法
師
／
詞
　
石
山
前
大
僧
正
筆
／
御
社
山
七
月
御
狩
三
ヶ

月
五
月
ノ
如
シ
但
行
列
ノ
行
粧
山
ノ
中
ノ
儀
式
」（
二
十
八
ウ
）
ニ
ハ
異
也
先
大

祝
并
ニ
左
右
ノ
頭
人
揚
装
束
其
外
射
装
束
ニ
改
テ
射
馬
／
ニ
乗
替
テ
打
立
ツ
色
々

ノ
水
干
思
ヒ
々
ノ
箟
矢
行
騰

（
縢
カ
）

等
也
亦
馬
場
ノ
／
揚
馬
金
銀ギ
ン

鞍
ヲ
置
總
鞦
ヲ
カ
ケ

タ
ル
舎
人
等
乗
馬
ア
テ
引
連
ヌ
ノ
リ
口ク

チ

／
ト
号
ス
亦
倉
通
ノ
神
幸
有
ト
申
傳
タ
レ

ハ
真
俗
貴
賎
ヲ
論
ス
此
山
ニ
／
入
テ
動
揺
ス
大
祝
至
時
望
見
テ
狩
奉
行
山
口
ヲ
開

キ
則
面
々
競
争
／
テ
左
右
ノ
旗
ヲ
守
テ
狩
場
ニ
出
千
種
ノ
花
高
ク
シ
テ
人
馬
ヲ
ワ

カ
タ
ス
纔
ニ
／
弓
ノ
ハ
ス
笠
ノ
ハ
ナ
ト
見
ユ
此
時
禽
獣
飛
揚
馳
走
シ
テ
狩
人
猥
騒

ス
林
木
／
岩
石
ノ
嶮
岨
ヲ
キ
ラ
ハ
ス
數
百
騎
ク
ツ
ハ
ミ
ヲ
並
ヘ
テ
山
中
モ
ラ
ス
ト

云
ヘ
ト
モ
矢
ニ
／
當
ル
モ
ノ
両
三
ニ
ス
キ
ス
本
誓
悲
願
ノ
到
リ
神
詫
ノ
文
古
老
ノ

説
ス
コ
フ
ル
■
」（
二
十
九
オ
）
符
合
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
カ
各
御
庵
ニ
カ
ヘ
リ
テ
後

小
笠
懸
千
度
詣
宮
通
面
々
心
々
ノ
／
勤
ヲ
致
ス
サ
テ
此
御
狩
ノ
緑
ヲ
尋
レ
ハ
大
明

神
昔
天
竺
波
提
國
ノ
王
／
タ
リ
シ
時
七
月
廿
七
日
ヨ
リ
同
晦
日
ニ
至
ル
マ
テ
鹿
野

苑
ニ
出
テ
狩
ヲ
セ
サ
セ
賜
／
ヒ
タ
ル
時
美
教
ト
云
乱
臣
忽
ニ
軍
ヲ
卒
シ
テ
王
ヲ
害

シ
奉
ラ
ン
ト
ス
其
時
王
／
金
ノ
鈴
ヲ
振
テ
蒼
天
ニ
仰
テ
八
度
叫
テ
ノ
タ
マ
ハ
ク

我
々
今
逆
臣
ノ
タ
メ
ニ
／
害
セ
ラ
レ
■
ン
ト
ス
狩
ル
所
ノ
畜
類
全
ク
自
欲
ノ
タ
メ

ニ
ア
ラ
ス
佛
道
ヲ
成
／
サ
シ
メ
ン
カ
為
也
是
若
意
ニ
カ
ナ
ハ
ヽ
梵
天
我
ヲ
ス
ク
ヒ

賜
ヘ
ト
其
時
梵
天
／
眼
ヲ
以
テ
是
ヲ
見
テ
四
大
天
皇
ニ
勅
シ
テ
金
剛
杖
ヲ
執
テ
群
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黨
ヲ
誅
／
セ
シ
メ
玉
ヒ
ニ
ケ
リ
今
ノ
三
齊
山
具
儀
ヲ
ウ
ツ
サ
ル
ヽ
ヨ
リ
申
傳
ヘ
タ

リ
八
叫
鈴
」（
二
十
九
ウ
）
則
天
竺
波
提
國
ヲ
指
ナ
リ
彼
國
ノ
靈
寶
ヲ
傳
テ
今
ノ

神
宝
ニ
用
タ
リ
／
四
維
ノ
御
柱
ハ
四
王
擁
護
ノ
シ
ル
シ
九
隱
薙
鎌
衆
魔
催
状
ノ
和

劔
ナ
／
リ
爰
ニ
知
ヌ
神
明
慈
悲
ノ
畋
獵
ハ
群
類
濟
度
ノ
方
便
ナ
リ
ト
云
フ
／
事
ヲ

／
繪
有
之
／
晦
日
下
御
早
且
四
御
庵
ニ
シ
テ
神
事
饗
膳
例
ノ
如
シ
大
祝
神
官
／
等

著
座
先
御
符
ヲ
認
両
頭
ノ
代
官
ニ
ク
タ
ス
惣
テ
一
年
中
役
人
十
余
／
輩
皆
丹
誠
ヲ

抽
テ
一
生
ノ
財
産
ヲ
ナ
ク
サ
レ
ハ
謀
叛
八
逆
ノ
重
科
モ
／
頭
人
寄
子
悉
ク
武
家
ノ

免
許
ヲ
■蒙

テ
生
涯
ヲ
全
ス
ル
事
古
今
断
」（
三
十
オ
）
絶
セ
ス
其
子
孫
イ
マ
タ
ア

リ
神
徳
ノ
至
誠
不
思
儀
也
亦
明
年
ノ
頭
役
／
ヲ
差
定
テ
後
面
々
ニ
打
立
テ
山
ニ
出

ツ
槙
木
立
テ
上
矢
ヲ
射
立
テ
タ
ム
ケ
ト
ス
／
鹿
草
カ
原
ニ
シ
テ
草
鹿
ヲ
射
テ
各
サ

ト
ニ
カ
ヘ
ル
／
繪
有
之
／
八
月
一
日
本
社
ノ
祭
供
ヲ
以
テ
御
射
山
カ
エ
リ
申
ス
饗

膳
常
ノ
／
コ
ト
シ
今
日
御
作
田
ノ
熟
稲
ヲ
奉
獻
ス
亦
雅
樂
ニ
仰
テ
童
部
ヲ
／
召
集

テ
神
長
大
祝
ノ
前
ニ
進
テ
御
穀
ヲ
ト
リ
テ
彼
童
ノ
口
ニ
ク
ヽ
／
メ
テ
カ
イ
ヲ
モ
ツ

テ
ホ
ウ
ヲ
タ
ヽ
キ
テ
仰
セ
詞
有
リ
亦
鋤
鍬
ヲ
作
リ
テ
／
彼
ノ
童
ニ
ア
タ
ヘ
東
作
ノ

業
ヲ
表
ス
今
夜
大
小
神
官
大
略
通
夜
セ
シ
ム
」（
三
十
ウ
）
繪
有
之
／
同
十
五
日

放
生
會
饗
膳
例
ノ
如
シ
一
二
ノ
鳥
居
ノ
間
ニ
出
テ
流
鏑
／
馬
御
子
村
相
模

（
撲
カ
）

田
樂

等
ア
リ
當
社
放
生
ノ
儀
式
嚴
重
也
善
／
巧
方
便
之
殺
生
ハ
凡
慮
ノ
測
ル
所
ニ
ア
ラ

サ
ル
ヲ
ヤ
／
繪
有
之
／
九
月
朔
日
望
饗
膳
重
陽
ノ
神
事
流
鏑
馬
是
ヲ
略
ス
／
下
旬

巳
寅

日
乎

秋
尾
ノ
祭
御
狩
ア
リ
大
祝
以
下
ノ
大
小
神
官
深
山
ニ
／
ノ
ホ
リ
テ
三
ヶ
日
逗
留

ス
其
儀
御
射
山
ニ
同
シ
御
庵
ノ
圓
形
／
一
面
ノ
庭
火
ノ
ミ
カ
ハ
レ
リ
亦
饗
膳
餅
酒

馬
草
粟
稲
毎
」（
三
十
一
オ
）
人
ノ
前
ニ
是
ヲ
積
置
故
ア
ル
事
ナ
ル
ヘ
シ
／
繪
有

之
／
第
三
日
朝
霧
ニ
四
方
ノ
鹿
ヲ
マ
キ
ヲ
ト
シ
テ
大
葦
原
ニ
テ
狩
／
獵
ス
山
路
ノ

紫
菊
霜
ヲ
帯
テ
蕭
踈
タ
リ
嶺
林
紅
葉
風
ニ
／
随
テ
散
乱
ス
折
ニ
觸
タ
ル
景
ノ
趣
感

ヲ
催
サ
ス
ト
云
事
ナ
シ
／
繪
有
之
／
下
山
ノ
日
寅申

國
司
ノ
使
在
廰
ヲ
卒
シ
テ
本
社

ニ
參
行
ス
大
／
小
神
官
著
◦〇

座

ノ
次
第
祭
禮
ノ
儀
則
神
寶
ノ
調
進
官
人
ノ
進
／
退
見

物
春
ノ
季
ニ
同
シ
」（
三
十
一
ウ
）
繪
有
之
／
祭
第
七
冬
　
繪
　
隆
章
法
師
／
詞

　
六
条
中
納
言
家
／
十
月
ニ
ハ
神
無
月
ノ
名
ニ
ヲ
フ
ニ
ヤ
ア
ラ
ン
恒
例
朔
望
饗
膳

／
ノ
外
祭
奠
ナ
シ
砌
ニ
滿
ル
霜
葉
ハ
錦
繡
ノ
タ
ム
ケ
色
ヲ
残
シ
イ
カ
キ
／
ヲ
タ
ヽ

ク
時
雨
ハ
巫
女
カ
歌
ノ
聲
ニ
コ
ト
ナ
リ
神
サ
ヒ
ワ
タ
ル
宮
ノ
中
カ
／
ク
テ
モ
中
々

タ
ウ
ト
ク
ミ
エ
タ
リ
／
繪
有
之
／
（
三
十
二
オ
）
中
古
ノ
比
ヨ
リ
神
事
ノ
ヒ
マ
ト

号
シ
テ
神
官
氏
人
ヒ
ソ
カ
ニ
神
野
ヲ
犯
シ
テ
狩
／
獵
ヲ
イ
タ
シ
テ
禽
獸
ヲ
見
ル
嚴

重
ノ
怪
異
ニ
ヨ
リ
テ
事
顕
レ
罪
名
裁
断
／
ニ
及
フ
近
ク
ハ
則
當
郡
桒
原
郷
甲
州
加

世
上
郷
等
ノ
地
頭
職
ハ
彼
ノ
科
ニ
／
ヨ
リ
テ
没
収
セ
ラ
レ
ケ
リ
サ
レ
ハ
其
比
神
野

ヲ
オ
カ
ス
モ
ノ
ナ
カ
リ
ケ
リ
一
人
ヲ
禁
メ
テ
／
萬
人
ヲ
コ
ラ
ス
憲
政
タ
ル
由
時
ノ

人
稱
美
ス
末
代
ニ
至
リ
テ
如
此
嚴
■
制
モ
／
行
レ
難
キ
ニ
ヤ
近
代
ハ
狩
奉
行
ノ
知

ナ
ハ
甲
冑
ヲ
帯
シ
テ
制
止
ヲ
加
フ
ト
イ
／
ヘ
ト
モ
法
ヲ
守
ル
者
ス
ク
ナ
シ
ツ
イ
ニ

神
罪
ヲ
蒙
ル
ト
ナ
ン
尤
恐
ヘ
キ
事
也
／
繪
有
之
／
十
一
月
廿
八
日
ナ
ン
畢
リ
神
使

御
立
マ
シ
〳
〵
皆
神
殿
ヲ
起
」（
三
十
二
ウ
）
テ
三
匝
ノ
巡
禮
如
昔
山
路
ノ
寒
風

ハ
ケ
シ
ク
シ
テ
素
雪
袂
ニ
／
ミ
チ
赤
袍
色
ヲ
變
ス
其
興
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
／
繪
有
之

／
十
二
月
廿
二
日
一
ノ
御
祭
大
祝
以
下
神
官
所ト

コ

末マ
ツ

戸ト
ノ

社
ニ
マ
ウ
ツ
／
行
列
例
ノ
如

シ
饗
膳
ノ
儀
亦
如
常
同
日
御
室
入
大
穴
ヲ
堀
テ
／
其
内
ニ
柱
ヲ
立
テ
棟
ヲ
高
ク
萱

ヲ
葺
テ
軒
ノ
タ
ル
木
土
ヲ
サ
ヽ
ヘ
タ
リ
／
今
日
第
一
ノ
御
躰
ヲ
入
奉
ル
大
祝
以
下

神
官
參
籠
ス
同
廿
／
四
日
シ
ン
フ
ク
ラ
ヲ
祭
ル
禮
ア
リ
先
神
長
立
テ
陸
奥
國
セ
ン

〳
〵
／
ヲ
ツ
カ
フ
シ
ノ
ヒ
ト
リ
姫
御
前
腹
ヲ
ヤ
マ
セ
給
フ
ニ
セ
イ
モ
ン
博
士
ニ
ト

ハ
」（
三
十
三
オ
）
セ
給
ヘ
ハ
東
山
信
州
諏
訪
郡
タ
ケ
井
ノ
御
里
ニ
イ
コ
モ
ラ
セ

ヲ
ハ
シ
／
マ
ス
大
明
神
ノ
御
室
ノ
中
ニ
ア
ル
シ
ン
フ
ク
ラ
ト
云
鳥
ヲ
御
藥
ニ
ツ
カ
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／
ハ
セ
玉
ハ
ヽ
御
腹
ナ
ヲ
ラ
セ
給
フ
ヘ
シ
ト
申
候
間
御
使
ニ
マ
イ
リ
テ
／
候
ト
云

フ
權
ノ
祝
出
テ
合
フ
御
文
ハ
候
カ
御
鷹
ハ
候
カ
ト
問
共
／
ニ
ア
ル
ト
答
フ
ツ
カ
ハ

セ
給
ヘ
ト
云
時
ニ
神
長
福
太
郎
ト
ヨ
ヘ
ハ
雅
樂
／
犬
ニ
ナ
リ
テ
鈴
ヲ
ナ
ラ
シ
テ
ハ

シ
リ
出
ツ
此
時
ニ
ツ
カ
レ
ヲ
ヤ
レ
ハ
犬
カ
キ
マ
／
ハ
リ
テ
鳥
ヲ
見
付
ル
勢
ア
リ
其

後
雅
樂
等
外ホ

カ

居井

ノ
飯イ
ヒ

ヲ
取
テ
／
著
坐
ノ
神
人
悉
引
ク
是
則
安
倍
高
丸
追
罰
ノ
時
尊

神
／
旅
客
ノ
質
ヲ
現
シ
テ
官
軍
ノ
タ
メ
ニ
籌
策
ヲ
回
ラ
シ
玉
ヒ
シ
ニ
ヨ
リ
テ
」（
三

十
三
ウ
）
彼
後
見
カ
娘
ヲ
メ
サ
レ
テ
其
望
ヲ
カ
ナ
ヘ
サ
セ
玉
ヒ
シ
昔
ノ
諺
今
モ
タ

エ
ス
／
ト
也
同
廿
八
日
瓶
子
調
ヘ
神
官
氏
人
乱
舞
興
宴
ア
リ
同
廿
九
日
／
大
夜
明

大
巳
祭
亦
御
躰
三
所
ヲ
入
奉
ル
其
儀
式
ヲ
ソ
レ
ア
ル
ニ
ヨ
リ
テ
／
是
ヲ
委
ク
セ
ス

冬
ハ
穴
ニ
ス
ミ
ケ
ル
神
代
ノ
昔
ハ
誠
ニ
カ
ク
コ
ソ
ア
リ
ケ
メ
／
繪
有
之
／
晦
日
寅

時
御
手
倉
送
リ
一
年
中
ノ
神
事
ニ
手
向
ノ
幣
帛
并
ニ
榊
／
柳
ノ
枝
柏
ノ
葉
等
ヲ
御

宝
殿
ニ
ヲ
サ
メ
是
ヲ
取
シ
ツ
メ
テ
机
飯
一
膳
／
ヲ
ソ
エ
テ
雅
樂
一
人
荷
檐
シ
テ
郡

内
葛
井
ノ
池
ニ
入
ル
翌
朝
ニ
遠
／
州
サ
ナ
キ
ノ
池
ニ
浮
ヒ
出
ツ
村
民
是
ヲ
拜
シ
テ

渇
仰
ス
神
變
竒
」（
三
十
四
オ
）
特
今
ニ
至
マ
テ
陵
遲
セ
サ
ル
ヲ
ヤ
／
繪
有
之
／

毎
年
臘
月
中
日
限
ハ
サ
タ
マ
ラ
ス
極
寒
ノ
時
節
夜
ノ
間
ニ
御
／
渡
有
リ
當
社
神
変

不
思
儀
ノ
専
一
ト
シ
テ
事
イ
マ
タ
断
／
絶
セ
サ
ル
所
也
上
下
兩
社
ノ
中
ノ
間
ニ
五

十
町
湖
水
ア
リ
冰
閉
カ
／
サ
ナ
リ
テ
厚
キ
事
或
ハ
四
五
尺
或
ハ
三
尺
餘
ナ
リ
氷
ノ

上
ニ
雪
ア
リ
／
積
テ
凍
彌
ア
ツ
シ
行
人
征
馬
ノ
通
路
ト
シ
犬
笠
懸
ノ
馬
場
ト
ス
／

漁
人
綱
ヲ
オ
ロ
ス
ト
テ
假
ニ
五
六
尺
切
ヒ
ラ
ク
時
ニ
十
人
計
斧
鉞
／
ヲ
モ
テ
切
テ

魚
ヲ
ト
ル
然
ニ
神
幸
ノ
跡
ハ
廣
サ
四
五
尺
南
北
ハ
五
」（
三
十
四
ウ
）
十
町
ア
キ

テ
ト
ヲ
レ
リ
其
氷
水
底
ニ
入
ス
兩
方
ニ
ア
ガ
リ
テ
山
ノ
如
シ
／
亦
佐
久
新
海
社
ハ

行
程
二
日
ハ
カ
リ
也
彼
明
神
ト
郡
内
小
坂
ノ
／
鎭
守
ノ
明
神
ト
二
神
湖
中
ニ
御
參

會
ア
リ
然
ハ
大
小
通
路
三
／
ノ
跡
辻
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
歴
然
タ
リ
誠
ニ
人
力
ノ
及
フ

所
ニ
ア
ラ
ス
亦
神
／
幸
畢
テ
濱
神
ノ
鳴
動
數
十
里
ニ
及
フ
其
聲
ヲ
聞
テ
諸
人
群
／

集
シ
テ
是
ヲ
拜
ス
倩
住

（
往
カ
）

事
ヲ
尋
ル
ニ
彼
ノ
三
條
院
御
宇
延
久
／
年
中
當
所
ニ
一

生
不
犯
ノ
行
者
有
リ
ケ
リ
時
輩
ノ
諺
ニ
タ
フ
ト
房
ト
／
号
シ
ケ
ル
發
願
シ
テ
云
ク

我
受
生
以
来
ア
ヘ
テ
禁
戒
ヲ
犯
サ
ス
酒
肉
／
五
辛
ヲ
食
セ
ス
讀
經
誦
咒
ノ
勤
行
晝

夜
ヲ
コ
タ
ル
事
ナ
シ
願
ハ
ク
」（
三
十
五
オ
）
ハ
明
神
御
渡
ノ
儀
ヲ
拜
セ
ン
ト
祈

テ
夜
々
湖
水
ヲ
渡
テ
寒
水
ニ
臥
ス
／
事
累
日
也
或
夜
五
更
ニ
及
テ
千
萬
ノ
軍
卒
發

向
ノ
勢
有
其
形
／
ヲ
見
奉
ラ
ス
空
ニ
聲
ア
リ
テ
手
長
有
ヤ
目
キ
タ
ナ
キ
モ
ノ
取
テ

捨
ヨ
ト
聞
／
コ
ユ
則
人
ノ
近
ツ
ク
ヨ
ソ
ホ
ヒ
ア
リ
テ
其
時
ア
ラ
ク
ス
ツ
ル
ナ
ト
仰

ス
ト
聞
テ
忽
然
ト
／
シ
テ
熟
睡
ス
翌
日
ニ
日
出
ノ
程
ニ
眠
リ
サ
メ
テ
ヲ
キ
ア
カ
リ

テ
左
右
ヲ
見
レ
ハ
／
我
境
ニ
非
ス
慮
外
ノ
路
次
也
行
人
ニ
此
在
所
ヲ
ト
フ
遠
州
サ

ナ
キ
／
ノ
社
ト
答
フ
／
征
夷
大
将
軍
正
二
位
源
朝
臣
尊
氏
／
此
奥
書
之
詞
巻
之
奥

ニ
如
此
有
之
仍
自
余
之
巻
略
之
而
已
」（
三
十
五
ウ
）
竊
‐ニ

以レ
ハ

明
‐
神ノ

之
道
其ノ

‐

義
邈ナ

ル

‐
哉
陰
‐
陽
不
レ
測テ

二
‐
／
儀ノ

之
覆
‐
載
無
レ
私
日
‐
月
倶ニ

‐
懸ル

萬
‐
古ノ

之

光
‐
輝
／
鎭ニ

‐
照ス

於テ

レ
是ニ

信
‐
州
諏
‐
方
大
‐
明
‐
神ハ

者
内ニ

秘
二シ
薩
‐
／
埵ノ

之
證

‐
位
一ヲ
外ニ

開
二ク
和
‐
光ノ

之
化
‐
門
一ヲ
垂
‐
迹
以
‐
来
／
多
‐
般ノ

竒
‐
特
載
レ
ル
コ
ト

之ヲ

在

レリ
右ニ

不
レ
可
二ラ
重
‐テ

宣
一フ
圓
‐
忠
苟モ

／
繼
二キ
神
‐
氏ノ

之
遺
‐
塵
一ヲ
猥ニ

居
二ル
祠
‐
官ノ

之

一
‐
職
一ニ
仕
‐
路ノ

／
之
行
‐
藏
生
‐
涯ノ

之
通
‐
塞
偏ニ

任
二
カ
セ
テ

冥
‐
睠
一ニ
未
レタ
堕
二サ
家

‐
／
聲
一ヲ
仰〳
〵

思
二ハ
恩
‐
徳ノ

之
重
一ヲ
則チ

相
下
‐
似タ
リ

令テ

中
レ
蚊ヲ

負
上ハレ
山ヲ

伏乄

省ハ

二
／
謝
‐
賽ノ

之
微
一ヲ
則
祭
‐
何ン

以
レテ
蠡ヲ

測ヲ

一
レ
海ヲ

方
‐
今
表
二シ
最
‐
」（
三
十
六
オ
）
初
鎭
‐
坐

之
根
‐
元
一ヲ
演
二フ
無
‐
邉
和
‐
生ノ

之
眞
‐
趣
一ヲ
圖
二〆
／
四
‐
季
大
‐
小ノ

之
祭
‐
禮
一ヲ

為
二ス
十
‐
巻
一ト
真
‐
俗
之
後
‐
素
／
欲
レル
教
下
メ
ン
ト

至
‐
信
‐
人ハ

弥〳
〵

増
二シ
渇
‐
仰ノ

之
念

一ヲ
不
‐
信
‐
者ハ

始テ

／
起
中サ
歸
‐
敬ノ

之
心
上ヲ
者
‐
也
因テ

假
二テ
丹
‐
青ノ

之
文
一ヲ
冩
二ス
今
‐

／
古ノ

之
端
一ヲ
今
‐
上
皇
‐
帝
辱ク

下
二ス
外
‐
題ノ

之
宸
‐
翰
一ヲ
征
‐
／
夷
将
‐
軍
敬テ

記
二ス
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全
‐
部ノ

之
奥
‐
書
一ヲ
親
‐
王
台
‐
司
貴
‐
／
種
卿
‐
士
或ハ

録
二シ
其ノ

義
‐
趣
一ヲ
或ハ

書
二ス

其
‐
詞
‐
章
一ヲ
文
‐
字ハ

／
則
模
二シ
王
‐
逸
‐
少ノ

之
精
‐
神
一ヲ
畫
‐
圖ハ

則
傚
二フ
呉
‐

遣
‐
玄ノ

／
之
妙
‐
手
一二
琢
二テ
荊
‐
山ノ

之
璞
一ヲ
以テ

為
レシ
軸ト

鑠
二テ
麗
‐
水ノ

之
」（
三
十
六

ウ
）
金
一ヲ
以テ

鏤
レム
褾ニ

恭
‐ン
テ

冀ク
ハ

書シ
ヨ

‐
畫
不
レ乄
朽チ

而
傳
二ヘ
萬
‐
孫ノ

之
／
家
一ニ
利
‐
益
無
レ乄

偏
而
被
二
ラ
シ
ム

率
‐
土ノ

之
俗
一ニ
特
‐ニ

請フ

國
‐
家
／
安
‐
全
禮
‐
奠
復
レシ
舊ニ

干
‐
戈
永ク

戢マ
リ

悉
浴
二セン
皇
‐
澤
一ニ
于
／
レ
時
延
（
朱
）明
治
三
十
年
ヨ
リ
五
百
四
十
二
年

‐
文
丙
‐
申
﨟
‐
月
上
‐
澣
執
‐
行
法
‐
眼
和
‐

尚
‐
／
位
圓
‐
忠
謹
‐テ

誌ス

「
右
尊
神
縁
起
上
下
兩
帙
於
／
金
剛
峯
寺
悉
地
院
以
同

院
之
盛
圓
法
印
／
之
本
書
冩
之
畢
安
居
中
也
文

（
朱
）明
治
三
十
年
ヨ
リ
四
百
二
十
三
年

明

二

年
七
月
／
十
一
日

同
十
八
日
一
反
自
見
大
概
校
合
／
之
金
剛
佛
子
宗
約

（
詢
カ
）

生
三
十
二
歳
」（
三
十
七
オ
）

右
尊
神
縁
起
上
下
両
帙
於
金
剛
峯
寺
悉
地
院
／
同
院
之
盛
円
法
印
之
本
書
写
卆
／

予
安
居
中
也
文
明
四
年
七
月
十
一
日
同
十
八
日
一
反
／
自
見
大
概
交
合
卆
／
舎
利

仏
子
宗

（
マ
マ
）

宗
詢
生
卅

二

／
南
原
下
防
／
権
祝
綱
政
」（
三
十
七
ウ
）

※�

三
十
七
丁
表
は
裏
表
紙
見
返
し
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
三
十
七
丁
裏
は
裏
表
紙

に
貼
付
さ
れ
た
紙
片
に
相
当
す
る
。
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【研究ノート】

長野県立大学の教育と学生の成長を 
可視化する①

―学生が感じる全寮制の利点・欠点―

加藤　孝士・中山　智哉・新保　みさ・宮城　正作

小笠原明子・太田　光洋・笠原　賀子

１．本研究に係る事業の趣意
　本研究は、長野県立大学（以下、本学）の公募型裁量経費事業（理事長裁量経費：2018

年４月―2024年（予定））として採択された「ライフスキルの成長を促す大学の教育力評

価事業」の一環で行われた調査の一部をまとめたものである。

　本学は、「長野県の知の礎となり、未来を切り拓くリーダーを輩出し、世界の持続的発

展を可能にする研究成果を発信することで、人類のより良い未来を創造し、発展させる」

という理念の基、「リーダー輩出」、「地域イノベーション」、「グローバル発信」を使命と

して誕生した（令和２年10月現在：長野県立大学HP基本理念）。そして、これらを達成す

るため、「少人数教育」、「１年次全寮制」、「全員参加の海外プログラムや英語教育」、「ディ

スカッション授業」、「クオーター制」など、特徴的な教育プログラムを実践している。

　しかし、「これらの教育がどのように学生の成長に寄与するのか」に関して検証しなけ

れば、その教育的効果を客観的に主張することは出来ない。そして、大学というアカデミッ

クな場において、教育的効果を主観で語るのではなく、客観的データを基に語ることが求

められる。そのため、本事業は、本学の教育の特徴が学生の学びにどのような影響を与え

ているのかを調査・研究し学びの様相を可視化することを目指す。

　また、「自ら考え、自ら学び、主体的に行動する」ことも本学の使命に掲げていること

から（令和２年10月現在：長野県立大学HP基本理念）、本事業では教職員の目線ではなく、

「主体的な存在である学生」の視点を重視し、実際に教育を受けている学生が、「どのよ

うに本学の教育を捉えているのか」、「自身の成長をどのように実感しているのか」を示す。

そこで、本事業では、本学の学生を対象とした調査を継続的に行ない（開学５年間）、「学

生が捉える学びの特徴」や「学生がどのように成長（変化）を実感しているのか」を明ら

かにする。これらを明らかにすることで、学生にとって有益な学びを示すことや教育をさ
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らに良いものに修正・改善していくこと、高校生が大学を選択する際の有益な情報を提供

することに繋がると考えている。

２．はじめに
　事業の趣意を達成するため、１年目は、学生が本学の教育的特徴をどのように捉えてい

るのかをOODAループの視点で調査・検討を行った。OODAループとは、Boydによって

提唱された手法であり（Boyd、2010）、PDCAサイクルと対比して説明されることが多い。

PDCAは、問題解決の手法として、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

の順に処理を行い、サイクル的に改善と計画を繰り返す。この手法は、経済学や教育学な

ど様々な分野で大きな広がりをみせており、有効性を示す研究も多い（小島・池田・桑田・

中西、2018など）。しかしながら、このサイクルは、「計画」からスタートさせるため、今

まで扱ったことのない問題や年初に改善提案を出す場合には、不具合が生じる可能性が指

摘されている（𠮷川、2020）1 。一方、OODAループは、観察（Observation／Observe）、

状況判断（Orientation／Orient）、決定（Decision／Decide）、行動（Action／Act）の

順に各段階を実行する。その中でも、特に第一段階である「観察」を重視し、各段階での

検証後、観察に戻ることも認めており、新しい情報を基に、柔軟に対応するための方略が

盛り込まれている（図１：森川、2013）。

図１　OODAループのモデル（森川、2013）

1 　Observationを加えたOPDCAサイクル等も提案されているものの、本質的な改良には至っていない
（Foresight University、2010）。



－75－

� The�Global�Management�of�Nagano,�Vol.4

　今回の事業を考えた場合、「特徴的な教育の初年度」であることや「学生の視点を中心

に捉えること」を考慮した場合、より柔軟性のあるOODAループの視点が適していると

考えられる。このループに当てはめると、初年度は、状況を把握するための「観察」とそ

の結果を基に調査項目を整理し、範囲を拡大し追加調査を行う「状況判断」にあたる。そ

して、２年目以降は、１年目の結果を基に仮説を設定し、PDCAサイクルに基づき追跡調

査を行う。

３．課題の背景と目的
　2000年代以降、大学生の対人関係能力の低下やストレスに対する耐性の低さ、ストレ

ス対処の不適切さなどが指摘され（齋藤、2002）、時代の変化とともに、大学生のライフ

スキルが問題視されている。この背景として、都市化、少子化、受験の低年齢化といった

社会環境の変化によって、社会性を培う機会が減少している等の理由が考えられる。その

ような中、中央教育審議会（2008）も「４年生を卒業する人物が最低限、身につけてお

くべき能力」を「学士力」と名付け、「知識・理解（文化、社会、自然等）」、「汎用的技能

（コミュニケーションスキル、数量的スキル、問題解決能力等）」、「態度・志向性（自己

管理力、チームワーク、倫理観、社会的責任等）」、「総合的な学習経験と創造的思考力」

の４つを挙げ大学在学中に学ぶことの必要性を強調している。この能力の中にも、コミュ

ニケーション能力やチームワークといった用語が具体的に盛り込まれており、大学教育に

おいて、対人関係が重要な能力として位置づけられていることが分かる。

　その後、様々な視点から、大学生の不適応に関する研究も積み重ねられ、「小１プロブ

レム」、「中１ギャップ」、「高１クライシス」といった各学校種の変化に伴う様々な問題に

加え、“高校までの学校段階と大学との様々なギャップに対し、多くの大学1回生が入学後

に強い戸惑いや困難を感じる”、「大１コンフュージョン」に関する研究が行われるなど（原

田・池谷・松井・望月、2018：原田・池谷、2019）、大学生を対象とした、教育上の問題

を起源とした研究もみられるようになってきた。このような中、各大学では、学生をどの

ように学校に適応させ、教育し、社会に送り出すかが大きな課題となっており、独自の取

り組みを行っている。

　その取り組みや方針を理解するための手掛かりとなるのが各大学のディプロマ・ポリ

シー（以下：DP）である。「DP」とは「学位授与の判断のための基本的な考え方として、

修了要件や、育成する人材に修得を期待する能力などを示したもの」で各大学によって、

どのような学生を育てていくのかを明文化し、教育の特徴を反映させている。この各大学

で設定するDPに目を向けると、多くの大学が、「専門知識」や「教養」等の知識に関する

事柄だけでなく、「コミュニケーション能力」や「対人関係能力」といった、「学士力」で

示されている能力に言及している。

　しかしながら、大学生を扱った研究に目を向けると、大学への適応等に注目が集中して

おり（百崎・山本、2020など）、学生自身の人間的成長に着目し、その成長のプロセスを扱っ
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た調査・報告はほとんどみられない。さらに、近年は、「アセスメントポリシー」を設定

する等、各大学の学びを評価し、可視化していく取り組みが行われているものの、コミュ

ニケーション能力等に関しては明確に記載されておらず、評価の仕組み（枠組み）が十分

ではない。よって、各大学の特徴を踏まえたうえで、どのような学生が成長しているのか

を示し、大学の教育力の強みや弱みを評価しつつ、教育を再構成していくことが求められ

ている。

　そこで本研究では、本学の掲げている目標を基に、大学生としての精神的な成長を明ら

かにし、本学の目標を達成するための基礎的資料の提供を目指した。

　本学は、DPとして、グローバルマネージメント学科（以下GM学科）では、「リーダーシッ

プ」や「チャレンジする意識」など、食健康学科では、「人とのかかわりを大切にすること」

や「情報収集力」など、こども学科では「感受性」や「計画性」などが挙げられているな

ど、知識以外の人間力も養成の柱として挙げてある。そして、これらの能力を育むために、

「少人数教育」、「１年次全寮制」、「全員参加の海外プログラムや英語教育」、「ディスカッ

ション授業」、「クオーター制」などの特徴的な学習方法を設定し、教育的効果を想定して

いる（令和２年10月現在：長野県立大学HP基本理念、2020）。

　しかしながら、このような教育効果を期待し、大学側が設定した教育プログラムついて、

「実際に想定通りの機会が提供されているのか」や「学生がそうした教育プログラムをど

のように捉えているか」は、不透明な状況である。特に、「全寮制」のように評価するこ

とが難しい側面については、未知数な部分が多く、学生がどのような認識をもち生活をし

ているかも明らかにされていない。そこで、本報告では、「全寮制」に着目し、学生の認

識を示すことを目的とし、２つの調査を行った。

４．「寮生活に関する意識」の探索的調査（調査１）
（１）目的
　「全寮制」の生活の中で、学生が感じる教育の効果がもつポジティブな側面（利点）と

ネガティブな側面（欠点）を明らかにする。

（２）方法
①調査協力者
　2018年度入学学生（開学初年度生）72名（食健康学科31名、こども学科41名）。

②調査時期
　2018年４月末に調査を行った。

③手続き
　大学の授業を利用し、授業終了後、授業担当者と異なる教員によって、調査用紙の配布・

回収を行った。
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④調査内容 2

　デモグラフィック変数：性別、年齢、学年、学科、居住環境、等をたずねた。

　寮生活の満足度：「寮生活にどのくらい満足していますか？」という設問について４件

法で回答を求めた（４：満足している～１：満足していない）。

　寮生活のポジティブな側面（利点）：「寮生活をしていて、良いところを自由に記入して

ください。」という設問について自由記述で回答を求めた。

　寮生活のネガティブな側面（欠点）：「寮生活をしていて、嫌なところを自由に記入して

ください。」という設問について自由記述で回答を求めた。

⑤倫理的配慮
　調査用紙は、無記名であり、個人が特定されない状態で行った。①結果は、研究以外の

目的で使用されないこと。②調査への参加は自由意志であり、回答前や回答の途中で、や

めてもいいこと。③回答をもって、調査の同意と見なすことを調査用紙に記載したうえで、

調査の際には調査者から口頭で説明し実施した。

⑥分析方法
　量的データの分析はHAD（Ver. 16.05：清水、2016）を用いた。テキストデータの分析

は、KH Coder（Ver. 3：2017）を用いテキストマイニングを行った。テキストマイニン

グでは、前処理後、Jaccard係数（複数の集合に含まれる要素のうち、共通要素が占める

割合を表しており、係数は０から１の間の値となる。数値は１に近いほど類似度が高いこ

とを意味している。）を算出し、共起ネットワークを作図して、語の使用傾向を示す。

（３）結果と考察
①調査協力者
　調査協力者は、食健康学科31名（男性２名、女性29名）、こども学科41名（女性41名）

の計72名（回収率100％）であった。平均年齢は18.14歳（±0.38）であった。

②自由記述の分析
　寮生活のポジティブな側面とネガティブな側面を学生がどのように捉えているのかを把

握することを目的とし、自由記述で回答を求めた。ここではテキストマイニングを用い、

記述語のまとまりを客観的に明らかにした後、それらのキーワードを含んだ原文にあたり

考察することで、今後の調査への参考資料を提供することを目指した。

　１）寮生活のポジティブな側面
　「寮生活をしていて良かったところを自由に記載してください。」という質問に対して

得られた回答についてテキストマイニングを行った。具体的には、詳細な分析に先立ち、

明らかに同じ意味で使用されている語や漢字、ひらがなの統一を行った（沢山⇒たくさん

など）。続いて、形態素分析（文章や単語を切り分ける処理）を行い、その後、茶筌（ChaSen

2 　ライフスキルや職業意識等の調査も行ったが、紙幅の都合上、ここでは報告しない。
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〔８〕）を利用し、複合語を検出した。その結果、語を結びつけても同様の意味を成す語

しか抽出されなかったため、今回の分析では強制語を指定せず分析を進めることにした。

それらの過程を含め、今回の分析には202の文章、2,250語の総抽出語から、異なり語や助

詞、助動詞を除外した984語を最終的な分析対象語として用いた。

図２　寮の良いところの共起ネットワーク

　得られた抽出語から共起ネットワークを作成し、語の関係を図式化した（図２：語の出

現数が多いほど大きな円、関係が強いほど太い線、数値はJaccard係数）。その結果、01の

まとまりは、『協力』、『分かる』、『聞く』といった語が分類され、「自分が分からないこと、

できないことを友達に聞いたり、協力し合える。（こども学科）」といった文章のように、【課

題や問題の解決】に関する利点が示された 3 。02のまとまりは、『一人』、『寂しい』、『少ない』

といった語が分類され、「一人になる時間が少なく、寂しくなることが少ない（こども学科）」

といった文章のように、【孤独を感じないこと】が利点として挙げられていた。03のまと

まりは、『友達』、『楽しい』、『毎日』といった語が分類され、「友達たちと毎日楽しく生活

3 　分かりやすさを意識し、ここでは、単語に関しては『 』を用い、抽出されたカテゴリについては【 】を
用い表記する。
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できています。朝起きておはようって言いあったり、行ってきます、行ってらっしゃいを

言いあったりできる空間でとても充実しています。（こども学科）」といった文章のように、

【友だちとの良好な関係性】による充実した生活がうかがえた。04のまとまりは、『人』、『ユ

ニット』、『自分』といった語が分類され、「ユニットの仲間が良い人ばかりで、一緒に遊

びに行くのが楽しい。夕飯の担当が決まっていて自分の負担が減る。（食健康学科）」といっ

たように、【ユニットでの協力】によって得られる充実感がうかがえた。05のまとまりは、

『料理』、『困る』、『相談』といった語が分類され、「何か困ったときにすぐに相談できる

人がいる。一緒に料理できる。助け合える。（食健康学科）」といったように、【困難なこ

とに対する協力】や【料理】に関することをメリットと捉えていることが示された。06の

まとまりは、『仲良く』、『たくさん』、『学科』といった語が分類され、「毎日たくさん話が

できるし、大人数でゲームができるから楽しい。他の学科の子とも仲良くなれる。課題や

授業の情報共有がしやすい。（食健康学科）」とったような、【学科を越えたつながり】や【課

題や授業の情報交換】などをプラスに感じていることが示された。

　以上の結果から、【課題や問題の解決】や【困難なことに対する協力】、【課題や授業の

情報交換】といった、授業や課題について友人同士が協力し合っている様子が示された。

これらの関係性は、ピア・サポート（学生が学生を支援する活動）4 に近く、全寮制とい

う特徴的な環境下において、自然と成立したと考えらえる。ピア・サポートについては、

エンパワーメント等のへの効果も示されており（伊藤、2013）、各大学においてもコミュ

ニティを設け、その促進に努めている（越川・磯部・池見、2012；米谷・山内、2020など）。

このピア・サポートについては「（１）苦しみに関して何かを語り、またそれを聞く（聴く）

ようなコミュニケーションの場が形成されていること、（２）語り手および聞き手（聴き手）

の立場を互換できること」を要素に挙げており、生活を共にする寮生活において同じ課題

に向き合う中で培われたと推測される。

　また、【学科を越えたつながり】や【ユニットでの協力】といった、学科の枠を超えた

つながりを利点として挙げていた。今回の調査では、管理栄養士養成課程や保育者養成課

程の学生のみを調査対象者としており、必修科目が多いカリキュラムで学修している。よっ

て、授業では他学科との関わりが難しいのが一般的であるが、寮での関わりによって、他

学科とのコミュニケーションが取れていたことが示唆された。

　続いて、【孤独を感じないこと】、【友だちとの良好な関係性】といった、友人との良好

な関係を推察できる記述も確認された。佐藤・石井（2019）は、新入生の孤独感を検討す

るため、大学１年生を対象に入学直後の６月に調査を行った。その結果、大学宿舎に居住

する学生は、アパート暮らしや自宅から通学する学生に比べ孤独感が高いことが示してお

り、本研究の結果とは異なっていた。この理由として、本学の寮は、２人部屋での生活を

4 　『ピア』すなわち『仲間』あるいは『同じ境遇に立つもの』による（主として言葉のやり取りによる）対人
援助という意味合いを持つ（大石・木戸・林ら、2007）。



『グローバルマネジメント』第４号

－80－

前提としていることや、ユニットでの活動の機会を設けるなどしていることが関係してい

る可能性がある。

　加えて、【料理】に関する記述も確認されるなど、料理を作ることへのポジティブな印

象が示された。今回の調査に関しては、管理栄養士を目指す学生が約半数を占めているこ

とや学科の特性上、女性が多いことなどが作用し、「食」に関する記述が抽出された可能

性がある。ただし、本学は、自宅から通学可能な学生にも寮生活を課し、コミュニケーショ

ン能力の養成はもちろん、日常の生活に関する自律も目指している。よって、今後は、食

を中心にしながらも、掃除、洗濯といった生活に関するテーマにも範囲を広げる必要が想

定される。

　２）寮生活のネガティブな側面
　「寮生活をしていて嫌なところを自由に記載してください」という質問に対して得られ

た回答について分析を行った。分析はポジティブな側面と同様の手順で前処理を行い、最

終的には、総抽出文章は185文、総抽出語は1850となり、異なり語や助詞、助動詞を除外

した851語を分析対象語とした。ポジティブな側面と比べると、記述は少なかった。

図３　寮の悪いところの共起ネットワーク

　続いて、得られた抽出語から共起ネットワークを作成し、語の関係を図式化した（図３）。
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その結果、01のまとまりは『キッチン』、『冷蔵庫』、『洗濯』といった語が分類され、02の

まとまりでは、『トイレ』、『シャワー』、『少ない』といった語が分類され、05のまとまり

では、『男子』、『干す』といった言葉が分類された。具体的には、「冷蔵庫が小さい。シャ

ワー、トイレが少ない。キッチンが狭い。（食健康学科）」ベランダに洗濯物を干すと男子

寮から見えそうで心配。（こども学科）」といった【施設に対する不満】が挙げられていた。

03のまとまりでは、『湯船』、『学校』、『門限』が分類され「学校までの坂道がしんどいと

ころ。湯船につかれないところ。（食健康学科）」や「門限が早い（こども学科）」といっ

たように、【制限】に関する記述が挙げられた。04のまとまりについては、『風呂』、『入れ

る』、『テレビ』、『好き』といった語が分類され、「好きなテレビを我慢しなければならな

いことがある。お風呂に入れない。家族とのテレビ電話がしづらい。（食健康学科）」といっ

たように、自分の好きなことが出来ないことなどを通じた【我慢】に関する記述が挙げら

れていた。06のまとまりでは『人』、『悪い』といった語が分類され、07のまとまりでは、『ス

ペース』、『他』、『子』といった語が分類され、「ユニット内でトラブルが起こること。同

じ部屋の人と相性が悪いと気まずいこと。同じ部屋の子に疲れていても気をつかうべきと

ころ。共用スペースに他の人の食器が何日も置きっぱなしになっていて、結局それを私が

片付けるはめになるところ。（食健康学科）」といった、ユニット内やルームメートへの気

遣いなど【人間関係】を主訴とする文章が挙げられた。08のまとまりでは、『時間』、『一人』、

『部屋』といった語が分類され、「二人部屋なので、一人の時間を持ちにくいこと。（こど

も学科）」といった文章に代表されるように、【一人の時間のなさ】を挙げている学生もみ

られた。

　本調査では、【施設に対する不満】について、多くの記述が確認された。全寮制につい

ては、調査年度から開始しており、施設や備品の利用状況を事前に予測しにくかったと考

えらえる。これらの施設については、調査後、大学が聞き取り調査も行っており、徐々に

改善・解消されていく可能性がある。

　また、【制限】、【我慢】といった多くの人生活する上で、「順番を守ること」や「見たい

テレビ番組を我慢する」等の制約が強く求められていた。このことは、生活する上で、ネ

ガティブな側面といえる。ただし、本学HPでは、「自立して共同生活をするということは、

協調性や辛抱強さ、仲間とのコミュニケーションなど、あらゆる人間力がそこで試されま

す」（令和２年10月確認、長野県立大学HP象山寮の紹介）とされており、これらの我慢や

制約に関しては、成長のための糧として、当初から想定されていた事柄といえる。同様に、

【人間関係】、【一人の時間】といった、「リーダーとしての人格を形成する場」、「将来を

見据えたキャリアデザインの場」といった要素をもっており、教育の目標を達成するため

の環境が提供されていることが示唆された。
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５．探索的調査を基にした寮生活に関する意識（調査２）
（１）目的
　調査１では、寮生活の良い側面として、「友だちとの毎日の生活」、「課題・料理の協力」

などが挙げられた。また、悪い側面として、「設備」や「多くの人と活動することによる

ストレス」が挙げられた。それらを総合し、調査２では【友人関係】、【学習面】、【食生活】、

【生活リズム】、【設備】に【全般的な満足度】を加えた寮生活の特徴に注目し、量的調査

を行った。また、調査２では調査範囲を全学に拡大し学科間の違いも検討する。

（２）方法
①調査協力者
　2018年度入学学生（開学初年度生）257名（GM学科185名、食健康学科31名、こども学

科41名）。

②調査時期
　2018年６月末に調査を行った。

③手続き
　大学の授業を利用し、授業終了後、授業担当者・もしくは、異なる教員によって、調査

用紙の配布・回収を行った。教室の移動時間など、回答が困難な場合、自宅で記入し、翌

週の授業で回収するようにした。

④調査内容
　デモグラフィック変数：性別、年齢、学年、学科、居住環境、朝食頻度等をたずねた。

　寮生活の満足度：【友人関係】、【学習面】、【食生活】、【生活リズム】、【設備】に【全般

的な満足度】を加え、それらに関する満足度を４件法で回答を求めた（４：満足している

～１：満足していない）。加えて、満足度の要因についても明らかにするため、評定の理

由についても、自由記述で回答を求めたが、本研究の紙幅の都合上、ここでは報告しない。

⑤倫理的配慮
　調査用紙は、無記名であり、個人が特定されない状態で行った。①結果は、研究以外の

目的で使用されないこと。②調査への参加は自由であり、回答前や回答の途中で、やめて

もいいこと。③回答をもって、調査の同意と見なすことを調査用紙に記載したうえで、調

査の際には調査者から口頭で説明し実施した。

⑥分析方法
　量的データの分析はHAD（ver. 16.05：清水、2016）を用いた。

（３）結果・考察
①調査協力者
　調査協力者は、GM学科166名（男性61名、女性105名）、食健康学科31名（男性２名、

女性29名）、こども学科41名（女性41名）の計238名（回収率92％）であった。協力者の
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平均年齢は18.32歳（±0.53）であった。

②寮生活に関する満足度
　１）全般的な傾向
　【友人関係】、【学習面】、【食生活】、【生活リズム】、【設備】に【全般的な満足度】を加

えた６つの視点についての満足度を示すため、各回答の単純集計を図４に示した。
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　その結果、友人関係については95％の学生が「やや満足している」、「満足している」と

回答しており、満足度が高いことが示された。加えて、学習面（72％）、食生活（74％）、

生活リズム（66％）に関しても、60％以上の学生が「やや満足している」、「満足している」

と回答しており、概ね寮生活に満足している回答が中心であった。その中で、設備面につ

いては、64％が「やや満足していない」、「満足していない」と回答しており、不満が高い

ことが示された。とはいえ、全般的には、81％以上の学生が満足しており、寮全体の満足

度としては、比較的高いことが示された。

　２）学科による満足度の違い
　最後に、学科ごとの違いを検討するため、カイ２乗分析を用い、回答結果の偏りを検討

した。その結果、【友人関係（χ（6）＝5.35, p＝.50）】、【学習面（χ（6）＝8.74, p＝.19）】【食

生活（χ（6）＝2.05, p＝.92）】、【生活リズム（χ（6）＝10.04, p＝.12）】、【設備（χ（6）＝6.40, 

p＝.38）】、【全般（χ（6）＝11.18, p＝.08）】のすべてにおいて、有意な偏りは確認できず、

学科による満足度の違いは示されなかった。このことは、各学科で、異なる目標・興味関

心をもっている学生であってもある程度一定の認識をもっていることを示すものである。

６．まとめと今後の課題（総合考察に代えて）
　本研究では、本学の教育的特徴を示すため、本学の特徴の１つである「寮生活」につい

て学生から自由記述で回答を求め、その利点と欠点について明らかにした。その結果、利

点として「友人と共に課題に取り組む姿」や「学科を越え友人同士で交流している様子」、

「自立し、生活している様子」が示された。また、欠点として「一人の時間を持ちにくい

中で生活している姿」や「好きなことを制限しながら生活する姿」が示された。この利点・
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欠点は、本学の理念を達成するために、寮生活に求めていた事柄であり、学生がそれを実

感していることは、大学側が設定した学びのための環境がある程度確保されていることを

客観的に示すことが出来る結果である。

　ただし、今回の調査は、入学後１～３か月の早期の状況に関する調査であることを前提

に解釈していくことも必要である。具体的には今回の結果では、入学当初、想定した学び

の機会が与えられていることは示すことが出来たが、本研究は、その経験が、真に学生の

学びに繋がっているかについては言及できていない。すなわち、ここで示した「寮での経

験」と「学生の成長」との関係を検討するなどし、真の学びを評価する必要がある。その

ため、今後は、今回の調査結果を基に、１年後、２年後、卒業の時の成長に言及していけ

るよう、調査・研究を進めていく必要がある。

　また、学生の学びについては、個々人によって多様なプロセスを経ると考えられること

から、最終的には、インタビュー調査等を用いた質的調査を行い、個々人の語りから学び

のプロセスを記録に留めていくことも必要である。

７．おわりに
　今回は、事業報告の第一歩として開学半年間の調査の報告のみで留めた。しかしながら、

本事業は、本研究後も、継続的に調査を行っており、学生のライフスキルの変化やその後

の学びについてもデータを累積している。そのため、これらのデータに関しても今後分析

し、随時報告していきたいと考えている。さらに、今後も調査を継続する計画であり、こ

れらの結果報告を通じて、本学の教育をより良くするための情報を示していきたい。
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ます。本事業を支援して下さる安藤国威理事長、ならびに様々な面でサポートして下さる
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